
 

  

平成２９年第２回（６月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２９年６月５日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内       容 

１ ６月 ５日 月 午前10時 ○本会議 
・町長招集あいさつ 

・議案上程 

２ ６月 ６日 火  ○休 会 （一般質問通告午前１１時まで） 

３ ６月 ７日 水  ○休 会  

４ ６月 ８日 木  ○休 会  

５ ６月 ９日 金  ○休 会  

６ ６月１０日 土  ○休 会  

７ ６月１１日 日  ○休 会  

８ ６月１２日 月 午前 8時30分 ○本会議 ・一般質問 

９ ６月１３日 火 午前 8時30分 ○本会議 ・一般質問 

１０ ６月１４日 水 午前 8時30分 
○本会議 

○委員会 

・一般質問 

（総務産業、社会文教） 

１１ ６月１５日 木  〇休 会  

１２ ６月１６日 金 午前10時 ○本会議 
・条例案、補正予算案等質疑 

 討論 採決 



 

  

 

 

 

 



 

  

付議事件及び審議結果 

６月５日上程 

議案第２４号 坂城町教育委員会委員の任命について ６月 ５日 同意 

議案第２５号 坂城町教育委員会教育長の任命について ６月 ５日 同意 

議案第２６号 坂城町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を

改正する条例について 
６月１６日 可決 

議案第２７号 平成２９年度坂城町一般会計補正予算（第１号）につい

て ６月１６日 可決 

 

６月１６日上程 

議案第２８号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条１工区管路工事

請負契約の締結について ６月１６日 可決 

議案第２９号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条２工区管路工事

請負契約の締結について ６月１６日 可決 
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平成２９年第２回坂城町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日    平成２９年６月５日 

２．招集の場所    坂城町議会議場 

３．開   会    ６月５日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員    １４名 

    １番議員  塩野入   猛 君    ８番議員  塩 入 弘 文 君 

    ２ 〃   西 沢 悦 子 君    ９ 〃   塚 田 正 平 君 

    ３ 〃   小宮山 定 彦 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   朝 倉 国 勝 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   吉川 まゆみ 君   １４ 〃   塚 田   忠 君 

５．不応招議員    なし 

６．出 席 議 員    １４名 

７．欠 席 議 員    なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  山 崎 金 一 君  

 福 祉 健 康 課 長  伊 達 博 巳 君  

 保 育 園 振 興 幹  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  大 井   裕 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

北 村 一 朗 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 保健センター所長  長 崎 麻 子 君  

９．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  竹 内 優 子 君  
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集挨拶 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 議案第２４号 坂城町教育委員会委員の任命について 

第 ６ 議案第２５号 坂城町教育委員会教育長の任命について 

第 ７ 議案第２６号 坂城町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条

例について 

第 ８ 議案第２７号 平成２９年度坂城町一般会計補正予算（第１号）について 

11．本日の会議に付した事件 

   10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（塩野入君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２９年第２回坂城町議会定例会を開会いたしま

す。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長であ

ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（塩野入君） 会議規則第１２７条の規定により、５番 柳沢収君、６番 滝沢幸映君、

７番 吉川まゆみさんを会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（塩野入君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１６日までの１２日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から６月１６日までの
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１２日間とすることに決定いたしました。 

 一般質問の通告は明日６日の午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め１人１時

間以内とし、発言順位はさきの全員協議会で決定したとおりであります。 

 なお、今議会の一般質問の開議時刻は、議会運営委員会の決定により午前８時３０分といた

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（塩野入君） 町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君） おはようございます。本日ここに、平成２９年第２回坂城町議会定例会を招集

いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを心から御礼申し

上げます。 

 さて、先月５月２８日、日曜日に、東京都赤坂にあります「テックショップ東京」において、

全国の自治体で初めてとなる法人会員としての調印式を行いました。 

 昨年４月にオープンしたテックショップ東京は、金属加工や電気工作、溶接、カラーリング

などの最先端の工作機械がそろい、企業や個人、学生などさまざまな会員が利用しております。 

 「モノづくり」のまちである当町の企業や技術者、起業しようとされている方がアイデアを

形にしたり、異業種会員との交流や情報交換の場として、利用いただきたいと考えております。 

 契約内容は、毎月５人までが利用でき、月単位で入れかえが可能となります。また、施設と

工作機械等が無料で使用でき、その使用方法や助言をテックショップスタッフから受けること

ができるようになっております。 

 調印式にあわせまして、５月２７日、２８日の２日間、テックショップ東京において、当町

と信州大学のファブラボ長野、町内企業、テックショップのコラボイベント「さかきオシボリ

ソン」を行いました。 

 「オシボリソン」とは、広い意味でソフトウエアのエンジニアリングを指す「ハック」と

「マラソン」を組み合わせたアメリカＩＴ業界の造語で、「ハッカソン」という手法がござい

ます。 

 近年はＩＴ業界以外の分野にも拡大し、組織の壁を越えてすぐれた発想を取り込み、新しい

商品やサービスの創出につながる「オープンイノベーション」の手法の一つとして、国内でも

さまざまな企業が活用し始めており、今回はおしぼりのようにアイデアを絞りだそうと、「オ

シボリソン」と題しましてコラボイベントを開催いたしたところであります。 

 このコラボイベントは、新たなねずこんグッズの活用方法を学生らと考え、今回、実際に工

作機械等を利用して、ねずこんのワインラックやパスケース、おろし金や写真立てなど、すぐ

にでも商品化ができそうなさまざまなねずこんグッズの試作品ができ上がりました。 
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 でき上がった試作品は、１０月６日、７日に開催される「モノづくり展」に展示して、来場

される皆様にご覧いただきたいと考えております。 

 次に、「さかき千曲川バラ公園」では、第１２回「ばら祭り」が５月２７日、土曜日から

６月１１日、日曜日までの１６日間の日程で「薔薇人の会」を中心とした実行委員の皆様によ

り開催されており、昨年よりも充実した３２０品種、２，３００株のバラが咲き誇っておりま

す。 

 ５月２７日のお祭りの初日には、多くの方にご来園いただき、開会式を行いました。開会式

に続きまして、坂城小学校合唱部やナチュラルムーブメント３・２・１の皆様のキッズダンス

など発表していただき、ばら祭りを一層盛り上げていただいたところであります。 

 バラの開花状況を申し上げますと、昨年は天候により開花状況が早目でしたが、今年は花の

開花が例年並みで、現在満開となっており、開会初日から多くの方にご来園いただいており、

この１週間で約２万１千名、特に一昨日の土曜日には３，７００名、昨日の日曜日には

４，９００名の方にご来園いただいております。 

 また、これまでの来園された皆さんや実行委員の皆様のご意見を踏まえ、総合案内所の位置

の変更や遊歩道の整備等を行ったことにより、来園者の皆さんの流れがよりスムーズとなり、

ゆっくりとバラ鑑賞を楽しんでいただいております。 

 期間中、講演会や講習会、イベントにもご来園の皆様にご参加いただくことで、「ばらのま

ち・坂城」を町内外に発信していきたいと考えております。 

 また、昨日６月４日日曜日ですが、新しく完成しましたびんぐしの里屋外ステージ「びんぐ

しわくわくステージ」において、「ハワイアンフェスタｉｎびんぐし」が開催されました。 

 当日は、モアナ・ハワイアンズによる演奏やハワイアン・フラサークル６団体によるフラダ

ンスが披露され、大勢のファンでにぎわいました。 

 この「びんぐしわくわくステージ」を芸術文化の拠点として多くの皆様にご利用いただきた

いと存じます。 

 さて、緊迫した世界情勢の中、日本を取り巻く世界の経済情勢は、日本総研などによります

と、アメリカでは個人消費の伸びが鈍化している一方、設備投資や住宅投資は堅調な増加が続

いたほか、輸出も増加に転化し、全体としてみれば、景気回復傾向が持続しており、ヨーロッ

パにおいては企業・家計部門ともに回復の動きが持続しております。 

 また、中国においては、１～３月期の実質ＧＤＰ成長率が前年同期比プラス６．９％と、

２四半期連続で上昇し、景気減速に歯どめがかかり、持ち直しの動きが見られるものの、今後

を展望すると中国政府は構造調整の優先度を高め、住宅市場の過熱の動きにブレーキをかける

と見られ、成長率は緩やかに鈍化することが予想されることから、引き続き注視していく必要

があると考えております。 
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 次に国内の状況でありますが、内閣府による４月の「月例経済報告」では、「景気は、一部

に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、「先行きについては、

雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが

期待される。」とする一方、「海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必

要がある。」としております。 

 長野県内の状況につきましては、日銀松本支店が５月に発表した「金融経済動向」によりま

すと、公共投資、住宅投資、設備投資、個人消費の個別観測から「生産は回復し、雇用・所得

は確実な改善が続いている」とし、「総論として長野県経済は、緩やかに回復している。」と

しております。 

 当町におきましては、４月に実施しました町内の主な製造業２０社の経営状況調査の結果で

は、生産量が３カ月前のプラス１．９４％からマイナス０．６３％と２．５７ポイント減少し、

売り上げについてもほぼ同様な傾向が見られます。 

 雇用については、１～３月の実績が総計でプラス３６人と、前回調査のプラス１人から大幅

に改善し、来春の雇用も全て企業が増員または減員分の補充を予定しており、全体で３３人の

増員予定となっております。 

 続きまして、平成２９年度の主な事業の進捗状況について申し上げます。 

 平成２８年度、高校生タイ国研修事業の報告会を５月１１日役場講堂で開催いたしました。 

 高校生８人が３月２０日から２４日までの５日間、タイに生産拠点を有する株式会社アルプ

スツール、株式会社カヤマ、そして株式会社高松製作所の工場視察、大使館での研修、現地学

生とのバンコク市内の散策、そして寺院や遺跡などを見学し、海外で活躍する町内企業の実態

とタイ国の歴史・文化に触れる体験をしてきました。 

 報告会においては、参加した高校生から、「異国の文化を肌で感じ、企業が海外進出する利

点や現地での活躍ぶり、タイ人の優しさを知ることができ、また外国の方とのコミュニケー

ション力が大切であるということを学びました」などの感想の発表がありました。 

 高校生の皆さんの大変すばらしい前向きな発表を聞き、うれしく思ったところでございます。 

 今年度も来年３月に実施いたしますので、積極的なご参加をお願いしたいと思っております。 

 さて、５月２７日から８月２７日まで鉄の展示館におきまして開催しております「日本刀の

匠たち－第８回新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」につきましては、日本刀製作技術

全般の水準の向上を図り、日本刀文化の伝承と啓蒙に寄与するため、毎年この展覧会を一般に

公開し、日本刀文化の理解を深めていただくとともに、海外にも本展覧会の情報発信をするこ

とで、日本刀の持つ魅力や刀職技術を広くＰＲしているところであり、日本の刀剣界において、

坂城町がその聖地として認知されつつあります。 

 また６月１日から４日まで、中国上海市嘉定区実験小学校の児童９名、引率者４名、計
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１３名の交流団が当町を訪れ、町内の児童・生徒の家庭にホームステイをしながら、小中学校

での教育文化交流事業を行いました。また、ばら祭り開催中のさかき千曲川バラ公園の見学も

行い、園内に咲き誇ったバラに感激しておりました。 

 この教育交流を通じて、坂城町の子供たちが豊かな国際感覚を身につけていくことを期待す

るところであります。 

 さて次に、トータルメディアコミュニケーション施設整備事業につきましては、５月の臨時

会におきまして請負契約の議決をいただき、デジタル防災行政無線整備工事に着手いたしまし

た。 

 現在、電波伝搬調査を進めておりますが、今後、調査結果に基づき、総務省信越総合通信局

との協議、無線免許の申請などを行いまして、７月から戸別受信機などの機器製作、１０月以

降再送信局を含む屋外拡声子局の工事や親局設備の製作及び設置工事などを予定しております。 

 また、年内には戸別受信機の配布方法や操作説明などの住民説明会を開催いたしまして、来

年１月から予定しております試験運用にあわせて戸別受信機配布を行う予定であります。 

 まず、有線放送加入世帯への配布を来年３月をめどに行い、４月には有線放送から防災行政

無線に運用を切りかえまして、以降、残りの戸別受信機の配布を進めていく計画としておりま

す。 

 「つながる あんしん 坂城町」の構築に向けまして、整備事業を進めてまいります。 

 さて、政府から返礼品の見直しを全国的に求められている中で、当町の信州さかきふるさと

寄附金につきましては、昨年度以降、全国から寄附を受けやすい体制を整え、寄附者の利便性

の向上を図るとともに、特産品振興や地域活性化につながる取り組みを進めた結果、２８年度

末時点で１，５６７件、２，８４６万円の寄附がございました。 

 いただきました寄附につきましては、平成２９年度当初予算にて４分野にて充当する予算計

上をいたしましたが、寄附金の活用状況について、わかりやすくお伝えするため、平成２８年

中に寄附をいただいた方々へ直接報告するとともに、町ホームページにおいて公表もしており

ます。 

 今年度につきましても、町の魅力を発信し、町を知ってもらうための適切な返礼品の充実を

図っているところであり、返礼品数は５月末現在で２２業者、９２品目となっております。 

 引き続き、魅力的な返礼品を提供していただける事業者の皆さんの募集に努め、ふるさと納

税事業を適切に推進してまいります。 

 さて、移住定住対策につきましては、町の総合戦略に基づき、人口減少の抑制及び定住人口

の増加を図るため、２９年度新たに町に移住または定住する方が新築住宅を取得する費用に対

し支援をし、移住定住促進を図るための補助金を創設したところでございます。 

 事業の開始に当たっては、事業のＰＲチラシを作成し、宅地建物取引業協会上小・更埴支部
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や町の商工会、町内の金融機関に配布したほか、町土地開発公社とともに、上田、南長野の住

宅展示場の住宅メーカーを訪問し、事業の周知を依頼したところであります。 

 ４月の事業開始後、これまでに８件の補助金申請があり、うち１件は町外からの申請であり

ます。 

 町土地開発公社分譲地への問い合わせも増加していることから、事業の周知については一定

の効果が出ているものと考えております。 

 引き続き移住定住対策の推進に努めてまいります。 

 平成２９年度地方創生関連交付金の活用につきましては、内閣府より４月２８日付で地方創

生推進交付金１，２３０万６千円、地方創生拠点整備交付金１，３８０万円の内示がありまし

た。 

 地方創生推進交付金では、「さかき 農業と製造業が支える特色あるものづくりのまち再生

事業」として、ワインブドウの産地化などによる６次産業化・ブランド化の推進、新たな視点

による製品やサービスの創出に向けたコトづくり支援の推進、若者の定住促進と町内企業にお

ける優秀な人材の確保に向けた移住定住・人材確保の推進に取り組んでまいります。 

 地方創生拠点整備交付金では、「さかき地場産直売所 拠点機能向上対策事業」として、

「あいさい」における農産物の販売スペースの拡充とレストランの拡張などにより、町農産物

の生産販売の拠点として再構築を図るとともに、町の情報発信を担う拠点として整備してまい

ります。 

 このほか平成２８年度からの繰越事業となっている「坂城しごと創生イノベーションセン

ター整備事業」とあわせ、農業と製造業の相乗効果を生み出すような、坂城ならではの「特色

あるものづくり」を展開してまいります。 

 また、松くい虫被害防止対策につきましては、引き続き伐倒駆除を中心に空中散布、枯損木

処理、樹幹注入、松の植樹などの総合的な防除対策を講じてまいります。 

 ４月１４日の住民説明会でもご説明させていただきましたが、今年度も地形が急峻な葛尾山

風致地区と自在山風致地区につきまして、住民の健康に対する配慮を図る中で、６月２１日に

空中散布の実施を予定しております。 

 また、苅屋原地区におきましては、同じく６月２１日に無人ヘリコプターによる地上散布を

実施し、人家に近く、有人ヘリで散布できなかった急峻な地区における予防対策を実施してま

いります。 

 今年度から施行しております「荒廃農地等再生利用補助事業」につきましては、現在２名の

方が事業実施に向け計画されております。 

 荒廃農地や低利用農地を活用し、町内農地の有効活用を図るため、農業経営の規模拡大や町

で推進している醸造用ブドウの栽培など、農地の再生、土壌改良等幅広く事業に活用できます
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ので、今後もＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

 また、野菜や花卉の生産振興と地域内農産物の周年安定出荷を図るための「農業用ビニール

ハウス資材購入補助事業」につきましては、現在１名の方が事業着手しており、安定的な農作

物の周年生産を町としても支援してまいりたいと考えております。 

 さて、平成２６年４月の消費税率引き上げの影響緩和として、町民税非課税の方を対象に昨

年度から実施しております臨時福祉給付金経済対策分支給事業につきましては、平成２８年度

中に対象者のおよそ７割に当たる１，７６６人の方への支給が完了し、本年度も引き続きまだ

支給を受けておられない方を対象として、１人につき１万５千円を支給してまいります。対象

になると思われる方には、今年２月に申請書を送付してありますが、まだ未申請の方は８月

１８日が申請期限となりますので、お早めに申請をお願いいたします。 

 また、国民健康保険につきまして、近年力を入れている特定健診の受診率向上の取り組みに

より、平成２７年度の最終結果において、制度開始以来初めて受診率が５０％を超え、また

２８年度の受信状況といたしましても、途中経過の段階ではありますが、受診率は５１．８％

で、前年度比０．７ポイントの増とさらなる向上が期待されるところであります。先月３０日

に開催いたしました国民健康保険運営協議会におきましては、２８年度の運営状況及び２９年

度の医療費の給付の見込みや、引き続き特定健診の受診率向上に力を入れる中で、医療費の抑

制や来年４月からの制度改正も控えていることなどを説明し、保険税率は据え置くということ

をお認めいただきました。 

 さて、昭和橋の修繕事業につきましては、千曲川左岸のゲルバーガーター橋の床版下面、川

側ですね、この修繕工事につきまして、年内の完了をめどに工事を実施してまいります。 

 また、公共下水道事業の整備につきましては、国道１８号の谷川南側から鼠まで、車道内に

管渠を布設する工事を実施するため、町内業者を構成員として、国道工事の実績のある業者と

の建設共同企業により実施してまいります。 

 なお、公共下水道事業につきましては、６月１日の入札実施後、仮契約の手続を進めており、

本議会最終日に契約の議決について追加上程をいたす予定でございます。 

 次に、現在、長野広域連合で整備を進めているごみ処理施設につきましては、「長野地域ご

み処理広域化計画」に基づき、整備目標を定めているところでございますが、長野市に建設さ

れるＡ焼却施設は平成２８年８月に工事に着手し、計画どおり平成３１年３月の供用開始に向

け工事が進められております。 

 千曲市に建設されるＢ焼却施設につきましては、本年３月２９日に関係する二つの地元区と

の基本協定が締結されたところでございますが、施設の稼働につきましては、計画目標である

平成３０年度よりおくれが避けられないことから、施設建設等にかかわるスケジュールにつき

ましては、改めて示されるものと考えているところでございます。 
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 このことにより、その間Ｂ焼却施設において処理を予定していた千曲市と坂城町のごみにつ

いて、どう処理するのかということが課題となっておりますが、単に千曲市、坂城町というこ

とではなく、長野広域連合の課題として取り組みを進めるよう引き続き要請してまいります。 

 また、須坂市に建設される最終処分場につきましては、平成２７年１２月に基本協定が締結

され、その後用地取得が進められているところでありますが、現時点では計画目標からおくれ

が見込まれているところであります。 

 さて、坂城町の特色ある取り組みとして実施しております子供たちへの外国語教育でありま

すが、次期学習指導要領の改訂に伴い、２０２０年度から小学校５年、６年生に英語が教科化

されることなども踏まえ、本年度から町単独で英語教育コーディネーターを配置いたしました。 

 現在、小・中学校や外国語指導講師、ＡＬＴですね、あるいは信州大学などと連携を図る中

で、幼、保・小・中一貫した英語教育カリキュラムの作成などに向けて、精力的に取り組んで

いるところであります。 

 引き続き、これからの国際社会に対応できる子供たちの英語コミュニケーション能力の向上

を図るべく、外国語教育の推進に取り組んでまいります。 

 続きまして、６月補正予算の主な内容について申し上げます。 

 設置後８年目を迎える「さかき地場産直売所（あいさい）」につきましては、直売所の機能

強化、体制整備を含め、施設整備の要望が高まっておりますことから、国の地方創生拠点整備

交付金の採択を受け、施設の拡充とリニューアルを実施するための経費を計上いたしました。 

 具体的には既存の直売部門は現在の建屋の南側に建築面積１５０ｍ２ほどの直売所を新たに

建設、機能移転するとともに食堂部門を部分改修し、販売品目の充実や収容力、対応能力の向

上を図ってまいります。 

 これにより、町農産物の生産販売拠点として機能強化され、農産物の生産振興、周年安定供

給体制の確立、新規就農支援、農家所得の向上など中核施設としての販売所がさらに充実する

ものと考えております。 

 また、県の地域発元気づくり支援金事業につきましては、「地域の道づくり支援事業」が採

択となり、関係予算を計上いたしました。 

 内容は、地域の皆様がみずから実施する、上平区の農道「七曲線」、上五明区の林道「農山

線」、南条生産森林組合の林道「太郎山線」の３路線の舗装工事で、町では原材料支給、重機

手配など支援をしてまいります。 

 また、商品券事業補助金につきましては、１０月６日、７日に、「２０１７さかきモノづく

り展」と同時開催いたします「ふーど市」にあわせ、商工会が１セット１万円分の坂城商品券

に１０％のプレミアムをつけて千セットの販売を予定しており、プレミアム分１００万円の

２分の１を補助するための予算を計上いたしました。 
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 坂城商品券には、ふーど市及びさかきモノづくり展にご来場いただいた方に購入いただき、

地元商店等での商品券の利用による地域の活性化と消費喚起を期待しております。 

 また、国からの交付金の増額を受け、Ａ０１号線及びＡ０６号線改良事業につきましては建

物補償、用地代、工事費などを、橋梁修繕事業では北日名区の中央橋を含め６橋の修繕工事に

係る経費を計上いたしました。 

 さらに、役場前埴科用水にかかる６４号橋の改修に向け、予備設計に係る経費も合わせて計

上いたしたところでございます。 

 また、当町では障がいや発達のおくれなどのある幼児、児童、生徒に適切な教育支援を図る

べく、教育コーディネーターや教育・心理カウンセラーを配置、福祉健康課や子育て支援セン

ター、保健センター、学校、幼稚園・保育園等と連携を図る中で、特別支援に係るさまざまな

取り組みを進めているところであります。 

 こうした状況の中、国と協議を進めてきたところ、先般特別な支援を必要とする子供への就

学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制の整備を図る「教育支援体制整備事業

補助金」６６５万２千円が内示となりました。これに伴いまして、既存事業への補助金の充当

と事業の一層の充実を図るための経費を計上いたしました。 

 以上、２９年度の主な事業の進捗状況並びに６月補正予算の概略について申し上げました。 

 今議会審議をお願いする案件は、教育委員会の教育長人事等に伴う人事案件が２件、条例の

一部改正が１件、一般会計補正予算の計４件でございます。よろしくご審議を賜り、ご決定い

ただきますようお願い申し上げまして、招集のご挨拶とさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（塩野入君） 町長から地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成２８年度坂

城町一般会計予算及び平成２８年度坂城町下水道事業特別会計予算に係る繰越明許費繰越計算

書の報告がありました。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、坂城町土地開発公社及び公益財団法

人さかきテクノセンターに係る平成２９年３月３１日現在の経営状況報告書の提出がありまし

た。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。それぞれお手元に配付

のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 日程第５「議案第２４号 坂城町教育委員会委員の任命について」及び日程

第６「議案第２５号 坂城町教委員会教育長の任命について」の２件を一括議題として、議決

の運びまでいたします。 
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 職員に報告を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塩野入君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第２４号、第２５号、続けてご説明申し上げます。 

 まず、坂城町教育委員会委員の任命について、議案第２４号です。ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、平成２５年１０月の就任以来、３年９カ月にわたりまして町の教育行

政にご尽力いただきました委員長の中村浩志氏がこの６月３０日をもちまして辞任されること

になりました。 

 中村委員長におかれましては、その経験と見識の高さを生かしまして南条小学校の改築など

各学校の環境整備や生涯学習の推進等に多大なご尽力をいただいたところであります。今日ま

でのご労苦に対し、心から感謝を申し上げる次第であります。 

 また、中村委員長の辞任に伴いまして、本町におきましても新たに教育委員といたしまして、

見識高く、広く教育活動を実践され、坂城町公民館長として生涯学習分野に携わっていただい

ております中島敏氏が適任と存じ、委員を任命いたしたく、議会の同意をお願いするものでご

ざいます。 

 なお、任期は平成２９年７月１日から平成３３年６月３０日までの４年間であります。 

 続きまして、議案第２５号「坂城町教育委員会教育長の任命について」ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、６月３０日をもって宮﨑義也委員の任期が満了となりますが、引き続

き見識が高く、経験豊富で地域の信望も厚い同氏を坂城町教育委員会教育長として任命いたし

たく、議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、平成２７年４月１日施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律に基づき、現教育長の任期満了に伴い、この７月１日から新教育委員会制度に移行とな

ることから、従前の教育委員長と教育長を一本化した新教育長となります。 

 また、任期は平成２９年７月１日から平成３２年６月３０日までの３年間であります。よろ

しくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（塩野入君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３３分～再開 午前１０時４３分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 ここで総務課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

総務課長（青木君） 貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。先ほど

お配りいたしました議案第２４号「坂城町教育委員会委員の任命について」の略歴書の中で、



 

－ 12 －  

１枚目の一番下の欄、平成２１年４月から平成２４年３月までの千曲市立屋代小学校校長につ

きましては、次のページについても同様な部分が二重に載っております。次のページの部分に

つきましては削除をお願いいたします。 

議長（塩野入君） お諮りいたします。ただいまの説明のとおり議案を訂正することにご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認め、ただいまの説明のとおり訂正することに決定いたしました。 

◎日程第５「議案第２４号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４６分～再開 午前１０時４７分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

◎日程第６「議案第２５号 坂城町教育委員会教育長の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４７分～再開 午前１０時４８分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 ここで宮﨑義也君から発言を求められておりますので、許可いたします。 

教育長（宮﨑君） 私のために貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。ただいま

は教育長の同意も賜りまして、重ねて御礼を申し上げます。 

 さて、このたび就任する新教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会の代表となる重

責でございます。意を新たにし、これまで以上に教育委員会はもとより学校、保護者、地域の

皆様のご意見を大切にしながら進めていきたいと考える次第でございます。 

 学校教育におきましては道徳が来年から授業化され、また今年３月に新学習指導要領が告示

されまして、小学校においては２０２０年から英語教育、ＩＣＴのプログラミング教育が始ま

ります。この中でアクティブラーニング等新たな指導方法も求められてまいります。また、障

がいを抱える子供たちはもとより、一人一人に目を向けた教育を進めるとともにインクルーシ

ブ教育にも今まで以上に取り組んでいきたいと考えております。 

 さて、今の社会はグローバル化が進み、先行きが不透明、変化が急激で価値観も変わってし

まうような大変厳しい社会であります。将来、子供たちがこのような厳しい社会でみずからを

見失うことなく、未来を切り開いて生きていくことができる力をつけていくことが教育の重要
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な役割であります。 

 また、高齢化が進む中で健康寿命を考えると、生涯学習の重要性も一層高まってまいります。

このほかにも教育を取り巻く課題は数多くあるわけですが、事務局や学校、関係者の皆さんの

お力をお借りしながら精いっぱい取り組んでいく所存であります。議員各位を初め、この場に

おられる皆様、そして町民の皆様に引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

して、就任に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 次に、日程第７「議案第２６号 坂城町情報公開及び個人情報保護に関する

条例の一部を改正する条例について」及び日程第８「議案第２７号 平成２９年度坂城町一般

会計補正予算（第１号）について」の２件を一括議題とし、提案理由の説明まで行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塩野入君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） 議案第２６号並びに議案第２７号につきましてご説明申し上げます。 

 まず、議案第２６号「坂城町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例

について」ご説明申し上げます。 

 本案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴い、坂城町情報

公開及び個人情報保護に関する条例について所要の改正をするものであります。 

 改正の要旨といたしましては、個人情報をより適正に扱うために、コンピュータを利用した

顔識別や手のひら静脈による識別など身体の一部の特徴により個人を識別することが可能とな

る情報と、マイナンバーや運転免許証の番号など個人ごとに発行されるカードに記載される番

号などを個人識別符号と規定し、これを個人情報の対象に含めることで個人情報の定義をより

明確にするものであります。 

 また、従前においても法令等に定めのある場合などを除き、原則的に保管等をしないものと

してきました個人の信条や社会的身分、病歴や犯罪歴等特別に配慮を要する個人情報を要配慮

個人情報と定義することで、情報の取り扱いについても明確化を図ります。あわせて、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人情

報の訂正があった際の取り扱いについての規定の改正も行うものであります。 

 続きまして、議案第２７号「平成２９年度坂城町一般会計補正予算（第１号）について」ご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６，４１０万１千円を増額し、予算の

総額を６７億８，４１０万１千円とするものでございます。 
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 歳入の主な内容につきましては、地方創生拠点整備交付金等の国庫支出金７，１２４万２千

円、県の地域発元気づくり支援金２２８万８千円、一般財団法人自治総合センターのコミュニ

ティ助成金２５０万円、直売所整備やＡ０１号線等に係る町債５，３９０万円、財政調整基金

ほか基金からの繰入金３，４１４万７千円をそれぞれ増額するものであります。 

 一方、歳出の主なものにつきましては、さかき地場産直売所拡充に係る建設費等

２，７６５万円、Ａ０１号線道路改良事業に係る用地代等４，５５０万円、橋梁修繕等に係る

工事費、委託料６，１８０万円、切れ目のない教育支援体制整備に係る事業費１２２万円、鼠

宿神楽用備品整備事業補助金２５０万円をそれぞれ増額するものであります。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塩野入君） 提案理由の説明が終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日６日から６月１１日までの６日間は、議案調査等のため休会にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認めます。よって、明日６日から６月１１までの６日間は、議案

調査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 次回は６月１２日、午前８時３０分より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前１０時５７分） 
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６月１２日本会議再開（第２日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塩野入   猛 君    ８番議員  塩 入 弘 文 君 

    ２ 〃   西 沢 悦 子 君    ９ 〃   塚 田 正 平 君 

    ３ 〃   小宮山 定 彦 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   朝 倉 国 勝 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   吉川 まゆみ 君   １４ 〃   塚 田   忠 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  山 崎 金 一 君  

 福 祉 健 康 課 長  伊 達 博 巳 君  

 保 育 園 振 興 幹  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  大 井   裕 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

北 村 一 朗 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 保健センター所長  長 崎 麻 子 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  竹 内 優 子 君  

５．開  議     午前 ８時３０分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）被災時の避難についてほか 小宮山定彦 議員 

 （２）ばら祭りについてほか 塚田  忠 議員 

 （３）戦後教育の曲り角についてほか 塩入 弘文 議員 

 （４）ＰＡのコンビニについてほか 中嶋  登 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塩野入君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、本日から１４日までの３日間、カメラ等の使用の届け出がなされて

おり、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塩野入君） 質問者はお手元に配付したとおり、１２名であります。質問時間は答弁を含

めて１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答弁さ

れるようお願いいたします。 

 なお、通告者もこれには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番によりまして、最初に３番 小宮山定彦君の質問を許します。 

３番（小宮山君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより一般質問を行

います。 

 ３年目、９回目にして初めてのトップバッターで、いつにも増して張り切っていきます。今

回は最初に防災・減災関係のテーマを自分としては初めて取り上げます。二つ目は継続中の

テーマである国民健康保険についてです。 

 今月の初め、所属する千曲衛生施設組合から早朝電話がありました。前夜の落雷が原因で施

設に被害が生じた、故障箇所は特定できたが、修理の部品がなく、し尿の受け入れができない

という内容の電話でした。幸い夜には復旧した旨の連絡をいただけたのですが、「てんやわん

やの１日だった」と疲れ切った口調でありました。４０年来、働いている職員の方にとっても

初めての出来事だったそうです。「初めて」という言葉を強調されていたのが印象的でした。

そういえば数年前の大雪でも９０歳間近の近所のご老人が、「こんな大雪、生まれて初めて
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だ」と降りしきる空を見上げながら不安そうにつぶやいていた姿を思い出します。近年、東日

本大震災を初め、熊本地震、御嶽山噴火、鬼怒川の氾濫など大災害が日本列島を襲っています。

「初めて」の災害が頻発しており、いつ何どき我が町にも大きな被害を及ぼす災害が起こるか

わかりません。 

 ２年前、県が公表した「糸魚川－静岡構造線断層帯全体の地震による主な被害想定」による

と、長野県全体では最大で死者約７千人、負傷者約３万８千人、被災２日後の避難者約３６万

７千人、建物の全壊・焼失は約９万８千棟の被害が想定されています。我が坂城町でも最大で

死者１０人、負傷者２６０人、被災２日後の避難者２，４５０人、建物の全壊・焼失１７０棟

の被害が想定されています。 

 また、国が３０年以内に７０％程度の確率でマグニチュード８から９クラスの地震が発生す

ると予測している南海トラフ巨大地震では、坂城町における想定最大震度は６弱とのことです。

震度６弱だと耐震性の低い建物が倒壊することがあるそうです。 

 その他の自然災害、台風、集中豪雨、土石流、洪水等、あえて私などが改めて申し上げるま

でもないのですが、坂城町も今後大きな災害に遭遇し被災する可能性は大だと覚悟しておいた

ほうがよいかもしれません。 

 しかし、問題は覚悟のいかんにかかわらず、自然災害の発生を人間の力でとめるのは限りな

く不可能な点であると思います。備えあれば憂いなしということわざをよく耳にしますが、憂

いがないほどの備えが防災に関しては果たしてどこまでできるかは甚だ疑問に思っております。

ただ、有事の際、できるだけ被害を少なくする体制はつくり得るし、それもできるだけ早急に

やることはできます。やろうと思えばできると思います。 

 そのような観点から、自然災害が発生し被災してしまったときの避難体制に焦点を当てて質

問します。大きく二つに分けて、イでは避難場所と避難所そのもののこと。ロとしては、その

避難場所、避難所までスムーズに避難できるかということです。 

 イ．避難場所、避難所について、５点お聞きします。 

 ①避難場所、避難所は数的、質的に十分か。場所は住民に周知徹底されているか。 

 ②指定応急避難所と指定中核避難所の違いは何か。 

 ③どのような基準で避難場所、避難所を指定してあるのか。 

 ④避難場所、避難所を示す標識は整備されているか。 

 ⑤各区の防災マップの作成、設置状況はどうなっているか。 

 ロとして、避難場所誘導標識について３点お聞きします。 

 ①指定避難場所、指定避難所への誘導標識の必要性をどう考えているか。 

 ②誘導標識の整備計画はあるか。あったらその内容は。 

 ③民間企業で行っている電柱を利用した避難場所誘導看板についてどう考えるか。１回目の



 

－ 18 －  

質問は以上です。 

町長（山村君） ただいま小宮山議員さんから被災時の避難についてということで、たくさんご

質問いただきましたが、私からは被災時の避難についての全体的な考え方についてお答えしま

して、そのほかの質問につきましては担当課長から答弁させます。 

 さて、昨年の熊本地震や集中豪雨による鬼怒川の氾濫のような大規模災害時には、建物の倒

壊や火災、道路・橋梁等の損壊が発生したほか、電話の不通や電気・ガス・水道等ライフライ

ンが停止し、行政や消防等の公的機関の活動が著しく制限され、対応がおくれる事態が発生し

ました。 

 大規模災害発生時には、地域住民の皆さん一人一人がみずからの命を守る方法をお考えいた

だき、被災した場所や状況により地域で定める避難場所へ移動するということが最善であると

判断した場合には、安全を確保しつつ避難していただくことが重要であると考えているところ

でございます。また、避難する際の危険箇所につきましては、町や各区自主防災会が実施する

避難訓練などに参加していただく中でも、各自が認識していただくことが大切であると考えて

おります。 

 まず最初に、どのような基準で避難場所、避難所を指定してあるか及び避難場所、避難所は

数的、質的に十分か、場所は周知徹底されているかというご質問にお答えいたします。 

 坂城町地域防災計画では、大地震や大規模火災発生直後の屋外避難場所として、広場やグラ

ウンド等の４０カ所を指定しております。また、住んでいる家が被災した場合の宿泊可能な屋

内避難所として、自治区公民館や集会所等３２カ所を応急避難所に、また保育園、小中学校、

高等学校、文化センター等１０カ所を中核避難所に指定しております。 

 災害対策基本法における避難所の基準は四つありまして、一つ目は、「被災者等を滞在させ

るために必要かつ適切な規模であること」であります。適切な規模につきましては、地域の実

情によって異なることから具体的な基準は設けられておりません。 

 二つ目として、「速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布する

ことが可能な構造又は設備を有するものであること」であります。 

 また、三つ目は「想定される災害による影響が比較的少ない場所であること」となっており

ます。 

 最後に四つ目は「車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあること」となっ

ております。 

 以上、四つの基準を考慮し、住民の皆さんにとって身近な自治区の公民館や公共施設を避難

場所、避難所として指定しているところであります。また、指定に当たっては県の調査結果等

を考慮し、大規模災害発生時の被災者数を当町人口の約１割、１，６００人と想定しており、

その人数の受け入れは可能であると考えております。 
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 各自治区の公民館、集会所の質的な面におきましては、昭和５６年施行の新耐震基準に適合

していない施設が８施設、耐震診断未実施が２施設という状況でございます。 

 避難場所の周知でございますが、昨年度、避難場所を掲載した「さかきまち防災ハザード

マップ」を全戸配布したところでございます。また、各自治区の公民館にも配置をしておりま

す。また、小学校等を会場に町が実施しております総合防災訓練、各自治区や自主防災会によ

る防災訓練に参加していただく中で、ご自分の避難場所の確認をしていただきたいと考えてお

ります。 

 指定応急避難所と指定中核避難所の違いでございますが、例えば火災や土砂崩れ等の災害が

発生したとき、または発生のおそれがあるときに、生命及び身体を守るために、一時的、短期

的に避難していただく施設を応急避難所として指定しており、大地震等で災害規模が大きく避

難期間が長期にわたる場合に開設が可能な施設を中核避難所として指定しております。 

 町といたしましては、今後も町民の防災意識の高揚に努めるとともに、災害に強いまちづく

りに努めてまいりたいと考えております。 

住民環境課長（山崎君） （イ）避難場所、避難所についてのうち、避難場所、避難所の標識整

備、各区の防災マップの作成、設置状況と、（ロ）避難場所誘導標識についてお答えいたしま

す。 

 避難場所、避難所の標識は整備されているかでございますが、中核避難所１０カ所につきま

しては、町で避難所看板を設置済みでございます。また、各自治区の公民館等の応急避難所、

避難場所につきましては、自治区などの創意工夫により自主的に進める地域づくり活動を支援

する補助事業を活用して、防災意識の啓発向上や防災環境の整備が進んでいるところでござい

ます。 

 取り組みは、避難所看板や誘導表示を設置する、あるいは消火栓や防火水槽などを示した防

災マップを現地に設置する、また防災マップを各世帯に配布して有事の際に備える準備がなさ

れています。 

 平成２８年度までに避難場所の表示看板を設置した自治区は９地区で合計３４カ所、防災

マップを印刷し世帯に配布した、あるいはマップを看板として現地に設置した自治区は１３地

区となっております。 

 次に、（ロ）避難場所誘導標識についてのご質問の指定避難場所、指定避難所への誘導標識

整備の必要性をどう考えるかでございますが、小中学校等の中核避難所への避難誘導標識は、

円滑な避難を促すために方向や距離を示すものであり、地元住民はもとより町外に住む方など

の土地カンのない方がスムーズに避難するためには必要なものであると認識しております。ま

た、避難誘導標識の整備は住民の防災に対する意識の高揚につながることが期待されるととも

に、各地域の避難ルートにおける危険箇所等の再確認にもつながるものと考えます。 
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 現在、誘導標識の具体的な整備計画はございませんが、ご質問の民間企業が実施している電

柱を利用した誘導看板を含めて、そのあり方について研究してまいりたいと考えております。 

３番（小宮山君） ２回目の質問をいたします。まず、３２の公民館を中心とした指定応急避難

場所についてですが、耐震化が心配になっているところです。８カ所はまだということですが、

耐震診断はもう済まされているんでしょうか。町の指定応急避難所として指定するからには耐

震診断は最低なされるべきだと思いますし、それはお金の関係もありますので、耐震化工事と

いうのはまた次の段階として、とりあえず耐震診断は済んでおりますか、質問します。 

住民環境課長（山崎君） 耐震診断を実施しているかということでございますが、先ほども町長

のほうから申し上げましたが、２施設が耐震診断をまだ実施していないということでございま

す。 

３番（小宮山君） 耐震診断、できるだけ全部に対して行っていただきたいと思います。 

 耐震化工事なんですが、指定中核避難所の文化センターが、指定中核避難所の１０挙げられ

たうちの一つになっておりますが、地震の際に避難して、そこが耐震化工事、中核避難所にお

いて耐震化工事が行われていないというのは、まずいのではないかと思いますが、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

住民環境課長（山崎君） 質問にお答えいたします。中核避難所としての文化センターの建物で

ございますけれども、耐震化工事を実施していないということについてでございますけれども、

これにつきましては経費という面もございますので、計画的に今後実施していく方向性につい

て検討していきたいということでございますので、現在のところ、その方向性等については決

まっていない状況でございます。 

３番（小宮山君） ぜひ方向性を検討するというより、即検討していただきたいと思います。 

 耐震に関しては以上で、２回目の質問の二つ目としては、今回の質問に当たって、私、各地

区を回って歩きました。そのときに気づいたことで、避難所や避難場所の標識が非常にまちま

ちだということ、それが随分気になりました。最近、町の重点項目にもなっており、選考会の

審査の際、ポイントが加点されるという事情も影響しているのか、防災関係の、先ほど申され

た地域づくり活動支援事業というものが防災関係が多く申請されております。今年は特に多く

て、数えてみると補助金の交付が決定した１７自治区のうち１１区の事業に防災関係のものが

入っています。 

 そこでですが、それぞれの区がそれぞれの事情に合わせ創意工夫をして、さまざまな活動を

展開するのは非常に結構なことでありますが、こと防災関係の標識に関しては、てんでばらば

らではなく、統一化、標準化をする必要があると思います。 

 防災マップは各区独自のものであってもよいと思うのですが、災害用の標識や看板は区に補

助金を出して、あとは区にお任せというのではなく、事前に図記号、ピクトグラムと言うそう
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なんですが、それとか英語の表記をつけている看板もよく見られたのですが、その英語表記に

関して町も関与して、相談の上、進めたほうがよいと思うのですが、この点についてはどうお

考えか答弁を求めます。 

住民環境課長（山崎君） ご質問にお答えいたします。ご質問のとおり各区で設置していただい

ている避難所、避難場所の表示看板は統一されたものにはなっておりません。また、英語表記

等についても統一的なものではない状況でございます。 

 地域の避難場所等の看板の表示内容の決定に当たりましては、手法はさまざまであろうかと

は思いますが、各自治区の皆さんが協議の結果、皆さんの総意として決定されたものであろう

と思っております。 

 町といたしましては、一番身近な、避難所に身近な住民の皆さんが避難所としての認識を共

有できるものであれば、その表示を尊重すべきものと考えているところでございます。なお、

表記方法、内容等について各自治区等からアドバイスや情報提供を求められた場合には、ご相

談に応じてまいりたいと思いますし、町といたしましても研究をしていきたいと存じます。 

３番（小宮山君） こと防災関係の標識については区の総意に任せるのではなくて、町が積極的

に関与すべきだと私は思って今の質問をしました。一例を挙げます。ある区の看板には、それ

は実質は一時集合場所なんですが、そこは空き地になっているんですけれども、そこに一時集

合場所であるのに避難場所という日本語が書いてあって、その下にシェルターという英語が書

いてあるんですが、屋根のないところをシェルターとは呼ばないと思います。防空ごうとか核

シェルターとか火山の噴火のときの噴石をよけるための避難所とか、そういうものを特にシェ

ルターと言って、少なくとも屋根のない空き地にシェルターというのは、まずかろうと思いま

す。 

 それから、区の標識やなんかには気になるところがいっぱいあったんですが、もともと町の

標識も疑問なところが幾つかあります。一つだけ例を挙げますと、去年の３月に全戸配布され

た「さかきまち防災ハザードマップ」ですか、そこを見ますと、避難所、避難施設というのに

対して、英語で「Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ ａｒｅａｓ」というのと「Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ 

Ｓｈｅｌｔｅｒｓ」という、その二つの異なった表記がなされています。これ同じもの指して

います。それで、エバキュエイション・エリアズって、複数ですけれども、それっていうのは

外国人の英語教師に確かめたところ、それは避難区域であって、そこから避難しなきゃいけな

い場所。反対なんですよね。そこへ難を逃れて避難するんじゃなくて、そこは危険だから避難

しなくちゃいけませんよという地域を普通エバキュエイション・エリアって言うそうです。た

だ、内閣府の防災担当の文書の中にエバキュエイション・エリアで避難場所をあらわす、そう

いう例もありました。どれが正しいかわからないです、私。私にその知識はありません。 

 ですから、ここでどういう表記が正しいかどうかということを議論するつもりはなくて、そ
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うじゃなくて、それを町が研究して統一的な標準的なものを決めて、それを各区の防災看板、

避難所の看板や何かに、その共通の記号、共通の表記、それを積極的にやっていただきたいと、

そう思います。これ交通信号と同じで、てんでばらばらだったら混乱するばかりです。地元民

はわかっているかもしれませんけれども、ほかの地区に行った場合とか、あるいは町外の人や

なんかというのは全くその辺は混乱してしまうと思います。その点についていかがでしょうか。

積極的に町が関与して標識の標準化を直ちに図るかどうか。そのことについてお聞きします。 

住民環境課長（山崎君） 避難標識の標準化等を図るかというご質問でございますけれども、こ

れにつきましては先ほど議員さんもおっしゃいましたが、どれが正しいかというところにつき

ましては十分に勉強し研究していきたいと思います。 

 また、統一でございますけれども、先ほども申し上げましたが、地元の避難所、大きい避難

所等につきましては地元の皆さんが決めた、つくった看板というのは尊重していきたいという

ことでございますので、その方向性については基本的にそうでございますけれども、例えば中

核避難所等もございますので、看板の統一化についてどのようなものがいいかどうかについて

は研究をしてまいりたい、今後の検討課題として研究してまいりたいと思っております。 

３番（小宮山君） 検討課題じゃなくて、もう少し直ちに取りかかるという答弁を期待していた

わけですが、やむを得ません。ついでにといっても、これは質問じゃないんですが、坂城町の

防災ハザードマップには、ほかにも住民環境課で出している坂城町のホームページの行政ガイ

ドのところにある記述というか避難場所、避難所に関しても、防災ハザードマップと違ってい

るんですね。その辺も、もう一度見てもらって改訂するとしたら改訂していただきたいと思い

ます。これは要望です。 

 次のことについて、２回目の質問をします。避難場所誘導標識についてですが、先ほども

ちょっと答弁にありましたが、被災時に土地カンのない場所にいる可能性というのは非常にあ

ると思います。夜間だと大体は自宅にいることが多く、自主防災会での取り決めに従えば避難

所へ行くのに誘導標識は必要ないと思います。しかし、日中は自宅のある地元が離れる場合が

多く、町外でなくても町内の他地区にいる場合でも土地カンがないとうまくいかない。また、

昼間は仕事や学校あるいは観光でほかの市町村から坂城町に来ている人も多いと思います。今、

昨日終わったばら祭りとかでは期間中に約４万人の来訪者があり、その中には町外のみならず

県外からの来訪者もかなりいると聞いています。 

 そうした場合、避難場所、避難所が町内の各自治区で整備されていたとしても、今述べたよ

うな場合は、整備されていたとしてもそこまでスムーズに行くのは困難だと思われます。そう

したとき、誘導標識なり誘導看板があると非常に助かるのではないかと思います。それで、誘

導標識、誘導看板というものを設置する、今、検討課題と申されましたが、民間企業で行って

いる電柱を利用した避難場所誘導看板というのは、これ町のほうで導入を決めればすぐ実現す
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るものであります。 

 それがどういうものかと言いますと、中部電力って言っていいのかな、中部電力の電柱に巻

きつける形のものですが、中部電力のグループ企業の会社がそれを行っております。上田市で

も現在１６９本設置されているそうなので、実物を目にされた方も多いかと思います。大きさ

が１２０から１５０ｃｍ、横が３０ｃｍの大きさで、金属製のもので、上から避難場所をあら

わすピクトグラム、それから大きく避難場所の表示、それから矢印をつけてその方向を示して、

それと距離が載っかっています。その下にその看板を出してくれるスポンサーの名前と電話番

号のみ小さく入って、その下に現在地名が入っているという、そういう形のものだそうです。

これをなぜ導入しないのか。その理由についてお聞きします。 

町長（山村君） 先ほど住民環境課長がですね、そういうことも検討すると申し上げたんですが、

こういう場でですね、特定の企業の名前を出して、やるかやらないかという質問には答えられ

ません。 

３番（小宮山君） 特定の企業の名前は控えます。その上で、今のタイプの避難誘導看板という

ものを坂城町は導入する予定があるかどうか。これは県のほうでも民間企業の取り組みとはい

え、県のほうでも長野県の建設部都市・まちづくり課で営利を目的としない公益に関する宣伝

告知のためのものとして認められており、よって屋外広告物禁止地域でも設置をしてよいとさ

れているものでありまして、県下の他市町村、１６の市と一つの町、現在のところ計１７自治

体が設置推進自治体となってどんどん進められておるものであります。また、そういうのが設

置されると、ただ目について防災意識の向上が図られるんじゃないかということだけじゃなく

て、ウオークラリーみたいなものに使っている自治体もあるそうです。それによって防災意識

というか避難意識を高めようと。 

 それとか坂城町で採用した場合に、配色やなんかは町との相談の上で決まるそうなもんで、

例えばねずこんカラーの配色をその看板に反映させたり、そんなこともできるかと思います。

もう一度、こうした種類の看板でいいです、こうした種類の看板の導入はいかがなものでしょ

うか。再度お尋ねします。 

住民環境課長（山崎君） 先ほどもお答えしたところでございますけれども、そのような看板も

含めて誘導標識の看板について今後研究していきたいということでございます。 

３番（小宮山君） 今後研究するということで、だけども、具体的な計画は、そういうものを設

置する計画はない、かつ避難誘導標識の必要性はお認めになっていらっしゃる。避難場所誘導

標識について、その有効性をお認めになるのでしたら、町でやるんだったら町で、もちろん構

わないと思います、町独自の予算で。そうであるなら、その計画を立てていただきたい。これ、

できるだけ早くということが求められていると思います。災害関係のことですから、１年後、

２年後、３年後というふうに先になればなるほどよろしくない。もう来月でも再来月にでもそ
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ういうものが設置されたら、それは町民益という観点からすると、それに非常にかなっている

ものだと思います。時間の関係でこのテーマに関しては以上にします。 

 二つ目のテーマ、国民健康保険についてであります。イとして、イ、ロ、ハがあります、イ

としては、２８年度特定健診の結果について、２点お聞きします。 

 ①特定健診受診率と特定保健指導実施率、速報値でよろしいですから教えていただきたいと

思います。 

 ②ここ数年の傾向と２８年度の速報値に著しい変化は見られるかどうか。この点をお聞きし

ます。 

 ロとして、国保加入者の一人当たり医療費については３点お聞きします。 

 ①１人当たり医療費はどのような計算式で算出するのか。 

 ②２８年度の１人当たり医療費は。また、今後の医療費の削減、抑制についての見通しはど

んなものか。 

 ③１レセプト当たり８０万円以上のレセプトの総数は、２７年度あるいは２８年度どのくら

いの件数があったか。また、どんな年齢層、できれば５歳刻みで、どんな疾患によるものかお

尋ねします。この質問の意図は、坂城町の国保加入者の医療費がなぜ高いのかを知るためであ

ります。通院率が高い、医療機関にかかる延べ人数が多いことが一つの要因であることは前回

までの議会において納得しました。加えて、坂城町の住民が重症化してから医者にかかるから

だという医師の話を人づてに聞きました。本当にそうなのか、ぜひ知りたいと思うのでありま

す。県平均との比較ができれば一番いいんですが、それはできるでしょうか。 

 それから最後にハとしては、今年初めて実施された「健康診査・がん検診に関するアンケー

ト」について、３点お聞きします。 

 ①アンケートの実施時期、目的、方法、内容、対象者、回収率は。 

 ②集計結果、分析結果から未受診の理由についてどう考えるか。 

 ③未受診者に対する受診勧奨の具体的な取り組みのうち、今年度新規に取り組もうとしてい

ることはあるか。あったらその内容を教えていただきたいと思います。１回目の質問、以上で

す。 

福祉健康課長（伊達君） 国民健康保険のご質問について、まず、イの２８年度特定健診の結果

についてから順次お答えいたします。 

 平成２０年度より実施しております特定健診でございますけれども、ここ数年の特定健診の

受診率につきましては、平成２５年度が４７．１％、２６年度が４８．５％、２７年度

５４．１％となっており、２８年度につきましては、５月末暫定値ではございますが、

５１．８％で、昨年同時期の暫定値５１．１％と比べますと０．７ポイント向上しております。 

 また、特定保健指導の実施率につきましては、初回面談を行ってから６カ月後に実績の評価
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が行われるため、平成２８年度につきましてはまだ算出できておりませんが、平成２５年度は

３４％、２６年度は５０．６％、２７年度は７９．７％となっております。平成２８年度につ

きましては、いずれも確定した数値はまだ出ておりませんので現時点で変化を読み取ることは

困難ですが、ここ数年の状況では特定健診受診率及び特定保健指導実施率ともに年々上昇して

いるという状況でございます。 

 次に、（ロ）国保加入者の一人当たり医療費についてお答えいたします。１人当たり医療費

に関しましては、市町村ごとにその金額と県内の順位が、毎年４月に速報値、１０月に確定値

として公表されております。確定値の計算方法としましては、前年３月から当年２月までの医

科、歯科、調剤、食事生活療養費、訪問看護療養費の診療報酬の合計請求額を年度中の被保険

者数の平均値で除して算出されます。なお、４月に出されます速報値に関しましては、この合

計請求額や被保険者数の平均値が最終的に事業年報で取りまとめられる前ということで、各月

の累計等から暫定的に算出をされているという形になります。 

 今年４月末に公表されました速報値では、坂城町の２８年度の１人当たり医療費は３９万

９，１０７円で、県内７番目に高い結果となっており、県内の平均３４万４，８０８円よりも

５万４千円ほど高いといった状況でございます。 

 町の１人当たり医療費の過去数年の状況を見ますと、年々上昇してきている状況ではござい

ますが、これは全県的に見ましても同様の傾向となっており、被保険者の高齢化や被保険者数

の減少が進む中、医療費の削減あるいは抑制といった見通しを具体的に申し上げることは難し

いところですが、町といたしましては、先ほど申し上げました特定健診や特定保健指導を粘り

強く進めていく中で、加入者の病気の早期発見と重症化の予防、生活習慣病の防止を図ってい

くことが、長い目で見ても最も重要であると考えているところでございます。 

 次に、１レセプト当たり８０万円以上の件数というご質問でございますが、総数といたしま

しては、２７年度は２４４件、２８年度は２６３件という状況でございます。 

 ５歳刻みの年齢層別ということに関しては、３９歳以下につきましては件数が少ないためま

とめさせていただきますと、ゼロ歳から３９歳までが２７年度１８件、２８年度が１２件でご

ざいました。４０歳以上については５歳刻みに、４０歳から４４歳までが２７年度１３件、

２８年度１８件。４５歳から４９歳までが２７年度、２８年度ともに６件。５０歳から５４歳

までが２７年度、２８年度ともに１１件。５５歳から５９歳までが２７年度１６件、２８年度

１９件。６０歳から６４歳までが２７年度５５件、２８年度４８件。６５歳から６９歳までが

２７年度５６件、２８年度７６件。７０歳から７４歳までが２７年度６９件、２８年度７３件

という状況でございます。 

 また、県平均との比較というお話でございますけれども、県が５歳刻みという形で８０万と

いうくくりの中で数字が出ておりませんので、現状では比較は難しいといった状況でございま
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す。 

 次に、疾患の状況についてでございますけれども、これにつきましては特に１００万円以上

ということで、現在、保健センターのほうで医療費の分類をしておりますので、その状況で申

し上げさせていただきます。件数の割合で一番多いのは新生物、いわゆるがんでございますけ

れども、２７年度が件数としては約４０％、２８年度は約３６％を占めてございます。次に多

いのが脳血管疾患や虚血性心疾患などの循環器系疾患で、２７年度が約２５％、２８年度が約

３１％となっており、この２病類で１００万円以上の医療費件数のうち約６５％を占めている

という状況でございます。 

 続きまして、ハ、「健康診査・がん検診に関するアンケート」についてお答えをいたします。

健康診査、がん検診等の受診状況や受診できない理由を把握し、今後の健康診査またはがん検

診等を、より多くの方に受診していただけるものとするため、新たな試みとしまして、本年

２月、平成２９年２月に保健補導員さんにご協力をいただき、今年度の特定健診・がん検診等

申込書の配布とあわせて、二十歳以上の町民の方を対象としたアンケート用紙を全戸に配布し、

二十歳以上の人口に対しますと５９．７％、約６割の方から回答をいただきました。 

 アンケートは無記名とし、内容といたしましては、性別、年齢、加入保険、健診の受診状況

や未受診の理由などをお尋ねしたものでございます。アンケートの結果から、健康診査を受診

しない理由として多かったのは、「かかりつけ医で診てもらっているので心配がない」が

３７％、「忙しくて時間がない」１８％、「面倒だから」が１０％などとなってございました。

また、がん検診を受診しない理由といたしましては、「忙しくて時間がない」が２０％、「隔

年で行っている」が１７％、「健康に自信がある」が１４％などとなってございました。 

 この結果から、かかりつけ医で診てもらっている方が多いということがうかがえましたので、

かかりつけ医による健康診査の受診の勧奨、あるいは情報提供による特例業務の推進や、また

「時間がない」、「面倒だから」という回答も多く、効率的な健診への取り組みに加え、受診

しやすい健診体制として取り入れております夜間健診、休日健診について、より周知を図れる

よう取り組む必要があると考えているところでございます。 

 あわせまして、広報等での広報・啓発活動に加え、職場や医療機関の健康診査を受診される

方には健診結果の提供を依頼するとともに、健診申込書の未提出者を含めた未受診者それぞれ

に勧奨通知を送付いたしております。また、４０歳スタート健診の対象者に加え、２９年度は

新たな取り組みとして５０歳節目健診を取り入れ、対象となる方への戸別訪問による受診の勧

奨を行い、さらなる受診率向上に向けての取り組みを進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

３番（小宮山君） １人当たりの医療費をどのような計算で算出するのかについてなんですが、

２回目の質問を行います。「広報さかき」やなんかの保健センターだよりやなんかで、グラフ
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とともに特定健診を受けましょうという呼びかけが、たびたび出されております。そのときに、

今現在、坂城町の１人当たり医療費というのが、国保加入者ですけれども、非常に県下でも上

位だということで、このままいくと国保税の値上げというような事態が起こるかもしれないと、

そういうような文面です。 

 それで、今お聞きした１人当たりの医療費なんですが、その際はゼロ歳から７４歳までの国

保の被保険者といいますか国保加入者、その医療費をその人数で割って算出している。それは

それで意味があると思うんですが、特定健診との関係でいえば、４０歳から７４歳までの国保

加入者の医療費をその人数で割った数字というもののほうが、受診率とか医療費を考えるとき

に、より役に立つんじゃないかと思っておりますが、４０歳から７４歳の１人当たりの医療費

を算出するということは、今じゃないんですけれども、可能でしょうかどうかお聞きします。 

福祉健康課長（伊達君） お答えいたします。４０歳から７４歳までの医療費、これは合計と、

そこにいる平均の被保数ということになると思いますけれども、データ上は持っておりますの

で可能だと思いますが、ただ県内での比較という面ではできないということでございます。 

３番（小宮山君） わかりました。それでですね、県内との比較ができないといったときに、

やっぱり医療費が高いといったって絶対的に高いとか絶対的に安いなんてことはないわけで、

比較の上で県平均よりも高いとかというような言い方になるもんで、県平均というものは、そ

の数値というのは私としては必要、重要だと考えています。なもんで、それを県というか、国

保連合会のほうに、そういうものを出してくれというような要望は、それは無理なんでしょう

か、お聞きします。 

福祉健康課長（伊達君） 県の平均値を出すには、他市町村の状況を全て洗い出さないといけな

いということで、それは国保連合会でデータを持っているかと思いますけれども、その他市町

村の分をそういうことで活用することが可能かどうかは、また国保連のほうに確認をさせてい

ただきたいと思います。 

３番（小宮山君） 確認お願いします。もう１点、アンケートについてですが、今年初めて実施

されたようですが、私などからすると今までなぜ行われなかったのか不思議なくらい、このア

ンケートというのは重要であると思います。それが実施された。非常によかったと評価してお

ります。 

 ただ、そのアンケート、私もしましたけれども、わかりづらいんですよね。何がわかりづら

いかというと、アンケートフォームの質問順の順番がわからない。それとか、同じ質問の繰り

返し、問９と問６だったっけかな、同じ内容の質問なんですよね。その辺のところを次回、改

良していただければと思います。 

 それで、質問はですね、回収率が６０％ちょっと切るぐらいだと。だけれども、健康診査の

申込書の回収率というのは９０％を超えると。その差はどう考えていらっしゃるんですか。
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９０％と６０％の差ですけれども、なぜアンケートは９０％もらえないのかと。 

福祉健康課長（伊達君） 具体的な状況については確認をしておりませんけれども、今回初めて

行ったということで、アンケート自身を意識されていなかった、要は申し込みだけをすればい

いと思ったという状況も考えられると思っております。 

３番（小宮山君） このアンケートなんですが、さらに改良を加えた答えやすい、実態が浮き彫

りにさらになるようなアンケートを来年以降もぜひ続けていただきたいと思います。そのこと

を要望いたしまして、私の一般質問を終了いたします。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時３１分～再開 午前 ９時４１分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、１４番 塚田忠君の質問を許します。 

１４番（塚田君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般

質問を行います。 

 質問前に、今日は坂城高校の３年生の政治経済を選択されている皆さんが町議会を傍聴され

ることに大いに歓迎いたしたいとともに、今日の傍聴を機会に政治に関心を持つ学生さんが誕

生することを期待いたします。それでは、質問に入ります。 

 １．ばら祭りについて 

 今年も先月２７日に第１２回ばら祭りがさかき千曲川バラ公園で開催され、昨日１１日に閉

会しました。過去毎年、期間中４万人の来場者があり、皆満足して帰られております。私ごと

ではありますが、バラ公園開設当初から薔薇人の会のメンバーであり、日ごろ手入れをして花

を咲かせ、来場者の多さに満足している１人であります。また、期間中はバラ栽培指導者とし

て、２日、会場に詰めました。来場者と話をする機会も多く、さまざまな会話をさせていただ

きました。その中から今回質問させていただきます。 

 イといたしまして、千曲川バラ公園進入路整備について。 

 来場者のほとんどが町外のお客様で、私が声をかけたら、東京、上越、山梨というような人

でした。２８日の出来事ですが、大型バス２台が来園して御堂川北側の大型駐車場にとめて乗

客をおろしたが、シャトルバスの都合がつかず、乗客に堤防上約１ｋｍを徒歩で公園まで来て

いただきましたが、散策時間が少ないためか入り口付近でわずかな時間で引き上げた団体があ

りました。せっかく来ていただいているのに、このようなことのないよう進入路の整備を考え

ていただきたいと思います。 

 現在、使用している進入路は道路ではなく国交省の堤防であり、千曲川河川事務所管理道で

あることは承知しております。しかしながら、バラ公園に通じる大きな道路はなく、堤防を利

用するほかありません。町長が四、五年前、新潟の北陸地方整備局の河川事務所に陳情に出向
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いていただいた際に、御堂川にかかる橋と上流側の堤防のかさ上げ工事の内諾をとれたように

感じておりました。その後の経過がわかるようでしたらお聞きいたします。 

 ロ．来場者の公園外の町内施設の利用状況は 

 バラ公園は商店街より離れているので、公園来場者は公園場内の出店では行列のできるほど

のにぎわいがありましたが、大分多くの人たちが町内には足を運ばず帰られています。ばら祭

りによる坂城町の経済効果はそれほどではなかったと感じたところであります。町内３カ所の

食堂、売店でインタビューをしてまいりましたが、国道１８号線沿いのラーメン屋では平日よ

り１割ぐらい客が多かったようです。１８号線沿いの野菜直売所では、ばら祭り期間中、客は

３００組ぐらい多かった、これはレジを通した関係で、２人で来ても、５人で来ても一つとい

うカウントらしいです、それで、食堂部門では２．５倍の来客で、椅子が足りず屋外で食事を

していただいたと答えていました。 

 我々会場スタッフも来園者とバラの話ばかりでなく、積極的に坂城町をＰＲしたつもりです。

なるべく多くの来場者の方々に坂城町内へ財布のひもを緩めてもらうべく、町内の食堂、湯さ

ん館等を案内しました。バラ公園入り口総合案内所へ来場した全員に、湯さん館、鉄の展示館

の割引チケットのついているチラシを渡しました。期間中、割引チケットの利用者はバラ公園

入場者の何％ぐらいが使われたかお聞きいたします。 

 次に、ハといたしまして、秋のばら祭り実施について。 

 今回のばら祭りに際し、さかき地場産直売所あいさいが会場内に出店いたしました。私もわ

ずかながら生産者の１人であります。開催日数日前に幹部役員の方から野菜を出品するように

との連絡が入りましたが、時節柄、今どき出荷できるものは何もありません。秋、農産物が収

穫できる時期、１０月半ばにはバラ公園を開放していただき、地場産農産物の特売を兼ねた秋

のばら祭りの実施はできないか、お尋ねいたします。 

 次に、ニといたしまして出店者に貸し出し備品の整備ということで、今回、会場に出店の店

頭に売り子として１日立たせていただきました。町外の親しい友達が私を見つけて久しく雑談

を交わしました。その話の中で、陳列棚のかわりに使った昭和初期に製造された感じの折り畳

み式長机を指さして、坂城町は内容のいい割に、いつまでも古いものを使うんだなとからかわ

れてしまいました。人に言われて見ると、近くの机がほとんど同じ状態でした。木材チップの

圧縮した合板で、表面の化粧板がめくれ上がった状態でした。耐用年数はとうに過ぎた感じで

す。そろそろ合板部分を交換するか、全て新しく買いかえる必要を感じました。ばら祭り以外

の屋外イベントのたびに使用しているとお聞きしました。町のお考えをお聞きいたします。

１番目の質問を終わります。 

建設課長（宮嶋君） ばら祭りについて、イ．千曲川バラ公園進入路整備についてから順次お答

えいたします。 
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 さかき千曲川バラ公園は、雄大な千曲川のほとりに、千曲川河川事務所にご支援をいただき、

６０種９００株のバラを植栽し、平成１４年３月に開園いたしました。その後、ウオーキング

ステーションやオーナーバラ園など順次拡張整備し、現在では約２．１ｈａの公園となりまし

た。薔薇人の会により地道な手入れが続けられ、すばらしいバラが育ち、開園５年目となる平

成１８年に第１回のばら祭りを開催いたしました。今年の第１２回のばら祭りでは、３２０種

２，３００株のバラが咲き誇り、県内外から大勢の皆様にご来場いただくまでとなっておりま

す。 

 バラ公園へご来場いただく一番の進入路は千曲川の堤防道路であり、管理者である千曲川河

川事務所にご協力、ご理解をいただき、バラ公園へ通じる道路として堤防道路を利用させてい

ただいております。上田方面からの方も長野方面からお見えの方も国道１８号などを経由し、

千曲川の堤防道路を通ってご来場をいただいており、土曜日、日曜日には約千台の車がバラ公

園に来ます。堤防道路の幅員は約５ｍほどで乗用車はすれ違えますが、マイクロバスや大型バ

スにつきましては、安全面を考慮しテクノさかき工業団地北側の町有地を大型バス等の臨時駐

車場としており、臨時駐車場からバラ公園にはシャトルバスを運行し送迎を行っております。

本年は土日を中心に、また予約を受け付けておりまして、予約のあったバスについては平日も

シャトルバスを運行しております。 

 千曲川の堤防道路につきましては、町がお願いし通行させていただいており、交通事故など

が起きますと管理者に大変ご迷惑をおかけすることにもなりますので、交通事故等が起きない

よう安全対策については十分配慮し行っている状況でございます。このような状況の中、バラ

公園入り口付近での乗りおりにつきましては、多くのご来場者の車や一般車両等が通行し、安

全なスペースを確保することが難しい状況でございますので、引き続き臨時駐車場を利用し

シャトルバスを運行し、バラ公園内の安全な場所で乗りおりするよう送迎を行ってまいりたい

と考えております。また、堤防道路でございますので拡幅整備等につきましては大変難しい状

況でございます。 

 また、御堂川付近の堤防かさ上げ工事の状況はということでございますが、御堂川付近の堤

防かさ上げ工事を含めた千曲川の重要水防箇所整備につきましては、毎年、千曲川河川事務所、

町消防団幹部、町建設課において合同巡視を実施しており、今年度につきましても５月２５日

に合同巡視を実施いたしました。 

 一級河川御堂川が千曲川に合流する箇所で、堤防の高さと堤防の断面不足により完成堤防に

なっていないため、洪水時に堤内地側の住宅地域に浸水するおそれがあります。堤内地の浸水

被害を防止するため、治水上どうしても必要な築堤工でございます。坂城町、上田市、千曲市、

長野市など８市町による千曲川改修期成同盟会において、毎年、国土交通省や北陸地方整備局

などに要望活動を実施しており、町では、御堂川付近の堤防かさ上げ工事につきましては、最
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重点箇所として早期整備をしていただくよう要望を行っているところでございます。 

 しかしながら、千曲川の改修整備につきましては、千曲川の下流域において既に水害に遭わ

れている地域が最優先となり、御堂川付近の堤防かさ上げ工事につきましては改修に至ってい

ない状況でございます。今後につきましても、引き続き国関係機関へ要望活動を実施し、早期

に工事着工していただけるよう努めていきたいと考えております。 

 続きまして、ロ．町内施設の利用状況はでございますが、ばら祭りにご来場いただき駐車場

をご利用された方から、協力金をいただいた際の領収書についている割引券やばら祭りのチラ

シについている割引券を使用され、湯さん館や鉄の展示館にご来館いただいた状況でございま

すが、びんぐし湯さん館につきましては、ばら祭り期間中に割引券を利用し入館された方は、

大人５３２名、小学生２９名でございました。さらに今年は入館料、入浴用タオル、食事つき

セットを「さかきばら祭りセット」として、通常１，５５０円のところを千円とする企画をい

たしましたところ、４１２名のお客様にご利用いただきました。 

 また、鉄の展示館では、ばら祭り期間中にチラシ等の割引券をご使用された入館者は

２４２名でございました。両方足しますと１，２１５名ということで、全体の約３％の方が割

引券を利用して湯さん館、鉄の展示館を利用していただきました。今後も引き続き、ばら祭り

にご来場されたお客様が、びんぐし湯さん館、鉄の展示館をご利用いただくよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

 続きまして、ハ．秋のばら祭り実施についてでございますが、さかき千曲川バラ公園のバラ

は５月上旬から６月が一番の見ごろでありますが、通年を通し薔薇人の会の皆様により、土づ

くり、剪定、消毒、草取りなどご苦労をいただいておりますので、バラの花が春から秋まで開

花し、いつでもご覧いただけるよう考えております。 

 秋のバラの満開時期は例年１０月の第２週あたりとなりますが、秋のばら祭りとして特別に

開催する予定はございません。秋には秋の旬があり、坂城町の自慢する特産品が収穫され、そ

れぞれの時期に収穫祭などが開催されております。ねずみ大根まつり、ぶどう祭り、きのこ祭

りなど、さかき地場産直売所あいさいなどを主会場とし、地域ブランド品として販売し盛り上

がりを見せております。引き続き魅力ある収穫祭を盛大に開催してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、ニ．出店者に貸し出し備品の整備についてでございますが、ばら祭りは、ばら

祭り実行委員会が開催し、例年、約４０個の長机、その他椅子、テントなどの備品を文化セン

ターから借用しております。文化センターでは、貸し出し用の長机など点検を行い、随時、補

充を行っていただいております。今後も長机、椅子、テントなどを借用して、充実した会場で

盛大なばら祭りを開催してまいりたいと考えております。 

１４番（塚田君） いろいろお答えをいただきました。一番ショックを受けたのが秋のばら祭り
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はやる気はありませんということですが、バラで宣伝するのは、あれだけの効果があって、あ

れだけのお客さんが来るんだから、なるべくあの会場を貸して秋の農産物販売をやったらどう

かと。できたらこれ産業振興でお答えいただきたかったわけなんですが、その時期もいろいろ

と催しはありますが、検討をお願いし、会場を貸してＰＲしてやるようなことをしていただけ

たらと感じております。 

 それから、お聞きした中で堤防上をバスがすれ違えないということですが、バスは大分多く

の人間を連れてきてくれるんですが、あれが入り口まで来て、おろして、下の駐車場で回るな

り、昔の上越商会の跡地まで行ってＵターンするとか、そういうようなことを考えてもらえれ

ばと考えていたんですが、その辺またご検討いただけたらと思います。 

 それで、御堂川付近の堤防かさ上げ工事については、いつということはまだ返事もらえない

わけですね、ただ、早期実現に向けてということで。それにつけても早い時期に多くの車が中

へ乗り入れるような堤防道路にしていただきたいと思いますが、お答えは要りませんが、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、２に行きます。免許証返納について。 

 イ．最近の町内の免許証返納状況は 

 高齢者運転事故抑止のため国が勧めている運転免許証自主返納制度があります。昨年の９月

議会、１２月議会と２回にわたり一般質問で取り上げさせていただきました。返納につきまし

ては、８９歳の近くのひとり暮らしの男性が昨年、適性検査において視力が足りず、眼鏡を新

たに用意しなければならず、悩みの相談を受け、返納を勧め返納に立ち会いました。返納後し

ばらく自転車で行動はしていましたが、家の中にいる時間が長くなっていました。また、現在

は湯さん館に時々循環バスを半額で利用して、病院にはタクシー１０％割引を利用しているよ

うです。 

 勇気を出した自主返納者には、特典は坂城町は今のところタクシー料金の民間支援だけです。

長野県の人口に占める高齢者の免許証所持者の割合は１８．８％と全国第１位ということです

が、今後ますます高齢者の免許証所持者が増えることになります。運転不適正者もそれなりに

多くなると感じております。最近返納したという話は時々聞きますが、大分多くの人が趣旨を

理解されたと感じております。そこで、町内の最近の運転免許証自主返納状況をお聞きいたし

ます。 

 ロ．免許返納促進に向けた取組は 

 国が勧める自主返納制度であり、自主返納をＰＲするには自治体としても自主返納者の特典

を考えていただきたいものです。インターネットを広げてみれば、全国各地で運転経歴証明書

提示により一般企業が割引販売をしています。坂城町でも商工会に協力をしていただき、町内

商店での商品割引、配達等の支援協力を研究してはと考えます。 
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 昨年１２月議会において同様の質問に対し、町長のお答えが、「運転免許証返納者の増加が

見込まれるということから、町循環バスがさらに割引となる回数券の発行や、あるいは無料化

等を含めて関係各課ともに検討してまいりたいと考えております」、また、「他市町村の支援

内容等を今後研究してまいりたいと考えております」というお答え。珍しく前向きなお答えを

いただいたので、３月当初予算に組み込まれているのかと思っていましたら、予算書にそのよ

うな数字は見つかりませんでした。他の市町村と足並みをそろえず坂城町が、他の市町村の見

本となるような自治体からの支援をお願いしたいと思います。以上、お答えをいただきます。 

町長（山村君） ただいま塚田議員さんから運転免許証返納についてということで、ご質問いた

だきました。順次お答えいたします。 

 まず最初に、（イ）の町内の免許返納状況はについてでございますけれども、昨年の県内人

身事故を見ますと、人身事故件数８，３０１件のうち高齢者がかかわるものが３，１０９件で、

事故全体の３７％を占めております。また、千曲警察署におきましても、管内人身事故件数

２７９件のうち高齢者がかかわるものが１１７件で、４２％と高い割合を占めているところで

あります。 

 高齢者が起因となる交通事故が大きな問題となっていることを受けまして、国が勧めている

のが運転免許証の自主返納でございます。これは加齢に伴う身体能力や判断力の低下などによ

り、運転に不安を感じている、もう運転しないので運転免許証を返納したいという方が自主的

に免許を返納できるものでございます。運転免許証の自主返納は、県内の運転免許センターや

各警察署で申請をすることができます。また、自主返納をした場合には、運転免許証にかわる

身分証明書として使用できる運転経歴証明書の交付を受けることができ、交付手数料は千円で

あります。 

 さて、ご質問の最近の免許返納状況でございますが、まずは県下の自主返納状況は、平成

２７年が４，１０２人、平成２８年が５，２１０人、平成２９年は４月末現在で２，５０５人

となっております。また、町内の免許返納者数は、高齢者の方を中心に平成２７年が２６人、

平成２８年が４３人、平成２９年は４月末現在で１５人となっており、県・町ともに年々増加

傾向でございます。 

 続きまして、（ロ）の免許返納促進に向けた取組はの中の自主返納啓蒙活動でございますが、

引き続き長野県警のホームページでは返納制度について掲載しておりますし、当町におきまし

てもホームページ上で運転免許証返納についての記事を掲載するなど周知を図り、免許返納に

ついて相談があった場合には、申請の方法や必要書類について詳しくご案内をしているところ

でございます。 

 今年度は、高齢者の方がお集まりになる場や、１０月に開催予定の交通安全町民大会等のイ

ベント開催時に、交通安全協会や警察機関のご協力をいただき、運転免許証返納制度のＰＲを
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してまいりたいと考えております。 

 また、先月には千曲警察署にご協力いただき、坂城町社会福祉協議会前の駐車場において、

交通安全体験車チャレンジ号による体験型交通安全講習を開催いたしました。チャレンジ号は、

視野の広さと反応、速度予測と判断力を簡易検査できる装置等を搭載しており、高齢者の方が

ご自分の正確な判断能力や認知能力など、運転者として必要な身体的機能を有しているかを確

認できるものでございます。今後も機会を捉え、チャレンジ号による交通安全講習を実施し、

自分の判断能力等を再認識していただく機会としてまいりたいと考えております。 

 次に、自主返納者に対し支援はとのご質問でございますが、高齢者の方が免許返納をためら

う理由として、病院や買い物に行かれなくなる、生活が不便になるなどが考えられます。つき

ましては、運転免許証を返納した方が必要とする移動手段の支援施策としまして、本年９月を

めどに町循環バスの運賃を無料といたしたいと考えております。しかし、千円の交付手数料は

自己負担となりますが、運転免許証を返納した場合に交付が受けられる運転経歴証明書を取得

していただき、この証明書を提示することで無料で利用できるようにしたいと考えているとこ

ろであります。 

１４番（塚田君） ありがとうございました。やっと９月から無料ということで、一つ胸をなで

おろしております。それで、啓蒙活動でありますけれども、県のホームページ、町のホーム

ページでというお答えをいただいたんですが、高齢者はホームページを広げるような人はほと

んどいないもんで、できることならもうちょっとわかる、あなたはもう免許証やめろなんてい

うことは言えないから、もっと進んでできる、交通安全町民大会ではやるそうですが、何か進

める方法を町で考えて、ホームページ以外のことを考えていただけたらと思います。それでは、

９月からひとつよろしくお願いします。そのほかの点についても検討というか、特典サービス、

自治体として協力を求めていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 次に、３に移ります。１８号バイパスについて。 

 イ．沿線地元地区と設計協議の結果は 

 坂城更埴バイパス１９．４ｋｍのうち、１－１工区として南条～上五明間３．８ｋｍが平成

２３年４月に事業化され、事業費約１１０億円で始まりました。設計協議も済み、一部、用地

契約、用地買収まで進んでいます。地元説明会、協議を沿線５地区でそれぞれ行われたと思い

ます。地区からの要望も大分出たと思いますが、全て要望が満たされたのかどうかお聞きいた

します。また、差し支えがなかったら地区ごとの要望事案をお聞きいたします。 

 ロ．買上げ土地の管理について 

 今年になってからのことでありますが、網掛の男性の住民の方から、バイパス用地が荒れて

草が茂り水路を塞ぎ水があふれて誰が手入れをするのかという電話がありました。当然、土地

所有者がするものだと答えておきましたが、地主の国交省は不在ですので、連絡先などを、立
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て看板のようなものを立てて、何か異常があったらここへ連絡しろというような立て看板がで

きないかどうか。それができないようだったら、また地元近くで誰か雇って、絶えず、絶えず

でなくてもいいが、時々見回るような人員を配置するようなことを、策を考えていただきたい

と思います。 

 それからまた、網掛の別の男性ですが、買い上げた用地はただ荒らしておくだけで、工事が

始まるまで耕作されたらどうかという人もいましたが、農地の狭いこの地域では全く同感であ

りますが、ちょっと難しい話ですが、お聞きいたします。以上、３番目の質問を終わります。 

建設課長（宮嶋君） １８号バイパスについて、イ．沿線地元地区と設計協議の結果はについて

お答えいたします。 

 上田坂城バイパスと千曲市屋代を結ぶ坂城更埴バイパス延長１９．４ｋｍのうち、上田坂城

バイパスと主要地方道長野上田線力石バイパスを結ぶ坂城町区間３．８ｋｍにつきましては、

長年にわたる国や県への要望活動の結果、平成２３年４月に国の直轄事業として事業化され、

関係機関協議、地域説明会等が進められてきたところでございます。 

 この坂城更埴バイパスは、国道１８号の慢性的な交通渋滞の解消と、沿線の道路環境の改善、

さらには安全性と利便性の高い千曲川左岸地域を結ぶ幹線道路として、地域生活の向上や経済

活動の振興に大いに期待されており、地元住民の長年の悲願であります。 

 長野国道事務所において、平成２４年度から道路予備設計などについて関係区長へ説明会を

実施し、平成２５年４月の区長会において事業概要の説明等を行い、７月には関係区長へ今後

の進め方や地元設計協議に向けた調整等について説明を行い、８月から９月にかけまして、村

上５地区と役場において住民向けの国道１８号坂城更埴バイパス坂城町区間設計説明会を開催

し、ご要望、ご意見等を伺いました。 

 お聞きした要望に対しましては、長野国道事務所においてご検討いただき、側道や用水の延

長、通学路となる歩行者用横断ボックスの設置など可能な限り設計変更を行っていただき、関

係区長との打ち合わせ会を経まして、村上５地区と役場において地元要望への対応につきまし

て、それぞれ再度説明会を実施していただき、幅ぐいの設置等につきましてもご了解をいただ

きました。 

 平成２６年度は、引き続き検討事項となっておりました小網・網掛地区の側道の延長につき

まして、長野国道事務所において、町、千曲川河川事務所、長野県等関係機関と再協議を重ね、

地元地区説明会以降の意見、要望の再確認や用地関係について関係区長と打ち合わせ会を実施

し、住民への周知を図りました。 

 平成２７年度には、用地関係の進め方について関係区長と打ち合わせを行い、小網区、網掛

区の地権者への個別相談会を実施いたしました。また、地域交通網対策特別委員会、上五明区、

上平区においてもそれぞれ計画変更について説明会を実施してまいりました。 
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 平成２８年度には小網区から要望のありました計画変更について状況を説明し、上五明区、

月見区からそれぞれ要望ありました歩行者用横断ボックスの設置についての協議も重ね、調整

を図ってまいりました。また、上五明区から要望のありました町道０６０１号線と県道上室

賀・坂城停車場線への接続につきましては、長野国道事務所において、町道の機能向上という

ことで数通りの取りつけ案を作成していただき、さっそく地元に提示し説明をいたしました。

県道への取りつけ案については、メリット、デメリットがありますので、地元として一番よい

と思われる取りつけ案の確認をお願いしているところでございます。 

 地元からの要望につきましては、長野国道事務所において慎重に検討がなされ、可能なもの

につきましては十分な対応がされたところでございます。引き続き関係地域の皆様、長野国道

事務所及び関係機関と協議しながら、早期建設が図られるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、ロ．買上げ土地の管理についてでございますが、道路予定地の買い上げ後の土

地の管理につきましては長野国道事務所において管理を行っております。長野国道事務所が買

収した土地は耕作することができませんので、隣接する耕作地につきましては長野国道事務所

が直接地権者の要望をお聞きし、用水路、排水路をコンクリート２次製品等によるつけかえ工

事を施工したり、畦畔、あぜなども造成し、引き続き耕作ができるよう対応していただいてお

ります。 

 また、地権者からの要望や苦情につきましても、長野国道事務所において早期対応をしてい

ただいております。直接、長野国道事務所ではなく建設課のほうにも苦情、問い合わせ等がご

ざいますので、その際はおつなぎをして早期に対応していただいているところでございます。

また、立て看板の設置についても直接、長野国道事務所に、また協議をして可能かどうかとい

うことも協議してまいりたいと考えております。 

 引き続き、耕作等に支障が起きないよう、買収した道路用地の管理をお願いしてまいりたい

と考えております。 

１４番（塚田君） お答えをいただきました。用地について引き続き耕作しているというお話で

したので、私の考えていたのと違ったもんで、そのままひとつよろしくお願いいたします。 

 １－１工区が事業化された当時、工事期間は約１０年ぐらいと読んでおりましたが、その年

に大宮の国土交通省の関東地方整備局に陳情に行った際に、役所の職員が図面を見て、雑談の

中で、大きな構造物がないから六、七年で供用開始できるのではないかと話されました。とこ

ろが、その後、東日本大震災、熊本大地震と続き、国の予算は被災地に回されたために、いま

だに１８号バイパスの予算が少なく、供用開始が読めない状態であります。 

 １８号バイパスについては、私も推進の立場で長い間さまざまな形で携わってまいりました。

バイパス沿線の過去の経緯を話させていただきますが、今から約４０年ぐらい前、国道１８号
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バイパス上田篠ノ井間２７．５ｋｍの計画が持ち上がり、図上でルートが示されました。その

図面によりますと、上田市上塩尻から千曲川を渡り、岩鼻、半過トンネルをあけて、千曲川左

岸を堤防沿いに網掛堤防まで、その後、堤内地の水田の中を月見区方面に向かい、左にカーブ

して上山田新山の方向の山に向かう現在のルートでした。 

 旧更級郡村上村を二分するような道路は要らない、バイパスも地元には何のメリットもない、

優良穀倉地帯を潰して道路にするのはとんでもない話、ご先祖様に申しわけないということで、

村上地区のバイパス建設反対期成同盟会が立ち上がりました。大きな立て看板が上五明の室賀

線に立っています。バイパス建設反対、ほかにむしろ旗もつくりました。立て看板４本、その

まま残っています。文字は１８号バイパス全線早期完成をと書きかえてあります。 

 バイパス反対期成同盟会は、四、五年たちましたら、今度は新国道上田篠ノ井間建設促進期

成同盟会に変わりました。時代とともに急激に交通量が増えたり、田んぼの二毛作もする人も

少なくなり、いつまでも頑張るわけにはいかず、国の説明が地元には、これ記録に残っている

かどうか調べていただきたいんですが、地元には最小限度の負担と、地元には。そういう説得

があった、それを地元の先輩から聞かされております。１８号バイパスについては約半世紀の

長い歴史がありまして、山に囲まれたすばらしい田園風景を後世に伝えたいものです。なるべ

く違和感のない道路構造に変更していただき、早期完成を願っております。 

 先ほど説明の中で、地域説明会では全部納得しているようなふうに聞き取れましたんですが、

実はナンバー１５６プラス１０ｍ、町道０５３３号線の人道ボックスについてでありますが、

上五明の前区長からボックス新設計画白紙化要望書が町のほうに２８年３月１日付で提出され

ております。また同年６月２２日に町からの回答書が、町から区長宛てに届いておりますが、

両方とも写しが私のところにあります。その回答によりますと、昨年の４月に長野国道事務所

から回答をいただくよう依頼したところでございますとありますが、地元上五明区にはいまだ

その後の回答がないようです。国道事務所においては大変困惑していると思います。地域の要

望ということで当初計画を大変な日数をかけ本線の構造まで大々的に変更したにもかかわらず、

初めの計画に戻すという構造においては納得ができず回答がないのです。町としては上五明区

よりの要望をはっきり伝えていただき、早期回答をお願いいたします。 

 ボックス新設計画白紙化要望について一言つけ加えさせていただきますが、児童の通学路と

して交通事故から守りたいということは明白ですが、なぜ本線の構造まで変えて大がかりな設

計変更をしなければならないのか。最初の設計では、新たなバイパスの道路の歩道を通り県道

室賀線に出てバイパスを横断し通学するようにできていました。バイパス歩道を通学させるの

が心配ということですが、バイパスの車道と歩道の間に特別なガードレールを置けば、ガード

レールをつくり県道まで設置することによって、事故から守られると考えます。ボックスを設

置して通学しても、距離的にも時間的にも県道回りとそれほど変わりはないと感じます。現在
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の上五明の一部の児童は約１ｋｍを歩いて県道室賀線に出ています。 

 それから水害の面からも、地域を守るだけに、ただ埋める場合は、それは障害になります。

福沢川下流から河川遊水池となっている、遊水池、これ水が遊ぶという地域なんですが、場所

によっては千曲の高水敷より低いところがあるんです、県道までの間に。千曲川河川事務所の

大雨時、坂城町最大危険箇所に指定されている距離標というやつがあるんですが、左岸の

９５．００地点付近、大望橋上流が万が一決壊した場合はバイパスが副堤となり、流れが強く

なり、２年前の９月１０日、茨城県の常総市鬼怒川堤防決壊同様の被害を想定せざるを得ませ

ん。防災の観点からもバイパスの路面高は低く抑えていただきたいのです。 

 ボックス新設計画白紙化に対する通告はしてありませんが、国道事務所に事情を説明して最

初の設計に戻すよう要望いたします。もしお答えをいただけるようだったら、いただけますか。 

建設課長（宮嶋君） ただいまご質問のありました歩行者用横断ボックス、人道ボックスの関係

でございますが、国道事務所のほうにも協議を重ねまして、地下道、地下の横断ボックスです

とか、いろんな検討をした中で、当初から、月見のほうから要望がありました横断ボックスを

設置するということで最終的には進めていきたいということで、現在進めているところでござ

います。 

 その点につきましては、上五明の区長さんのほうにもお話をしているところでございますが、

説明会の中でも設定の変更については、この形で進めさせていただきたいということで説明を

しているところでございます。また、議員さんにおかれましては地域交通網対策特別委員会の

委員長ということで、ぜひ地区をまとめていただきまして、地元で長年の要望でありますこの

道路が早期に完成するようご尽力をいただければと思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

１４番（塚田君） 課長のお話だと、もうこれで決定したような言い方ですが、上五明の要望は

取り入れてもらえないということなんですかね。この場所、費用対効果も考えていただきたい

と思うんですが、あれだけの面積を潰して、ボックスをつくって何人通るんですか。そこらを

また、この場ではまずいと思いますが、改めて話をさせていただきます。以上で終わります。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３１分～再開 午前１０時４１分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、８番 塩入弘文君の質問を許します。 

８番（塩入君） ただいま議長より発言の許可を得ましたので、これから通告に従い一般質問を

します。 

 今、国会では共謀罪法案が安倍内閣によって強行採決されるか否か大きな歴史的な岐路に立

たされています。国会審議の中でも、共謀罪は国民をメール、ＬＩＮＥ、密告などを使って監
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視し、政治に対して自由に物が言えなくなる法案だということがだんだんはっきりしてきまし

た。 

 例えば金田法務大臣の答弁では、桜の花見をしている人か、実行準備行為をするための下見

をしているのかを区別するには、答弁の中で、ビールと弁当を持っている人は花見をしている

人、地図と双眼鏡を持っている人は下見をしている人という、とんでもない答弁をしています。

共謀罪の本質は人の心の中、内心を罰するのだから、うそとごまかしで答弁をせざるを得なく

なるわけです。 

 私は、共謀罪は自由に物が言える社会、一人一人の人権を大切にした戦後の民主主義社会を

根底から覆す法案だと思います。世論調査でも７０％以上の人が国民の理解は深まっていない

と回答しています。安倍政権が国民に納得できる説明もせず、今国会で強行採決しようとして

いる狙いは一体何でしょうか。それは安倍首相が２０２０年の東京オリンピックまでに憲法

９条を初め日本国憲法の大もとを変えるため、反対する国民の活動を抑えることに最大の狙い

があると私は思います。 

 共謀罪は戦前の治安維持法の現代版です。戦前の治安維持法は戦争に反対する人だけでなく、

自由を求める人たちまで逮捕されました。長野県では二・四事件といって、治安維持法によっ

て逮捕された人は６００人以上います。教員は２００人余りいました。戦争に反対し、子供た

ちに自由な考えを教えた教員が逮捕されました。この事件をきっかけに満蒙開拓青少年義勇軍

に子供たちを全国で一番多く送り、多くの犠牲者を出した苦い教訓があります。 

 戦前もそうでしたが、戦争できる国にするため、学校教育の果たした役割ははかり知れませ

ん。軍国少年・軍国少女をつくり出したのは学校教育でした。教育勅語や道徳の修身、銃剣道

がその中心でした。安倍政権は今、教育の中で再び教育勅語や道徳、そして銃剣道まで復活さ

せるため、新しい学習指導要領に盛り込んできています。今は戦後民主教育の曲がり角だと思

います。教育がどのように変えられようとしているのか、町当局の考えもお聞きしながら一緒

に考えてみたいと思います。 

 先日、南条小学校の運動会を見させていただきました。子供たちは元気いっぱい自分を表現

していました。先生たちも子供たちと一体となり、運動会をつくり上げていました。この子供

たちが戦争に巻き込まれる社会にするのでなく、平和で安心して暮らせる未来を築けるように

するのが今生きる大人の責任ではないでしょうか。そこで具体的に質問します。 

 １の戦後教育の曲り角について質問します。 

 イの戦後教育の基本は何かについてです。 

 日本はあの忌まわしい戦争で３１０万人、アジアの人々２千万人以上の犠牲を払いました。

特に広島、長崎での原爆では、世界で唯一、核兵器の犠牲になった国です。その反省から、

「二度と戦争を繰り返さない」という合い言葉のもとに日本国憲法がつくられ、その憲法の理
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想を実現するためにつくられたのが教育基本法です。だから、憲法と教育基本法は一体のもの

でした。戦後教育の基本をどう考えているかお尋ねします。 

 次に、教育基本法が変えられる中で、以前の教育基本法の前文には「日本国憲法の理想の実

現は、根本において教育の力にまつべきものである」とうたっております。ところが、それが

削除されてしまいました。そのことについて、どのように受けとめられているか。また、「真

理と平和を希求し」の「平和」も削除されています。これについても、どのように受けとめら

れているのかお尋ねします。 

 次に、ロの教育勅語をどう考えるかについてです。 

 教育勅語の問題は、森友学園の子供たちが朝会で毎朝、教育勅語を奉読していることに多く

の国民が驚きました。今、安倍政権は森友学園疑惑には全く答えようとせず、ふたをしていま

す。また、加計学園も全く同じです。私は森友学園の教育こそ戦前の教育の復活の兆しだと思

うが、どう考えていますか。 

 次に、戦前の教育勅語の果たした役割について質問します。そもそも教育勅語の勅という字

は、天皇の言葉、天皇の命令という意味です。天皇の命令が教育勅語です。教育勅語には親孝

行や夫婦仲よくなど１２の徳目がありますが、その言わんとするところは、一たび戦争が起き

れば天皇のために命をささげよとする、この１点に集約されます。だから、教育勅語は戦前の

軍国主義教育の中心的な役割を果たしました。 

 戦後、日本国憲法では天皇が国を治めるのではなく、国民が主人公となるという国民主権、

一人一人を大事にする基本的人権を尊重することが強調されました。その結果、戦後、衆議院、

参議院が教育勅語を排除し失効する決議をそれぞれ満場一致で決め、現在も効力を持っており

ます。 

 ところが、安倍内閣はこの決議に反し、教育勅語を教材として扱ってもよいとし、しかもそ

の判断を教育委員会に任せるという全く責任逃れの態度です。安倍首相を初め、稲田防衛大臣

など多くの閣僚が、教育勅語には親孝行や夫婦仲よくなど現代にも通じるよいところがあると

言って評価しております。戦前は父親が絶対的に力を持つ、いわゆる家父長制度でした。また、

男尊女卑の男優先の社会だから、妻は夫に従い、子供は父親の言うことを絶対に聞かねばなら

ない、そういう時代でした。このような勅語は現代に通用するはずはありません。だから、歴

代内閣や文科省は教育勅語を教材として扱うことを否定してきたわけです。このような経過を

踏まえても、教育勅語の果たした役割と安倍内閣が教育勅語を教材に扱うかどうかは教育委員

会の判断に任せるとしたことについて、どのように考えていらっしゃるか。 

 次に、ハの道徳の教科化について質問します。 

 今年度、戦後初めて道徳の教科書がつくられ採用されます。２０１８年から道徳の教科書を

扱うことになります。戦前、軍国少年・軍国少女を生み出した教育の中心は教育勅語と道徳の
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教科書である修身でした。忠君愛国は戦前の合い言葉であります。天皇のために命を投げ出し、

国家のために全力を尽くすという内容です。 

 この反省から、戦後は道徳は全ての教科、全ての教育活動の中で人格の完成を目指すという

ことで、国が特定の価値を決めた教科書をつくることはしませんでした。それがまた愛国心を

中心に徳目を国が決め、それを評価するということになったわけです。そこで、このような道

徳の教科化についてどう考えるか、そして道徳をどう教え、どのように評価したらよいのかを

質問します。以上で第１回目の質問とします。 

町長（山村君） ただいま塩入議員さんから、１としまして戦後教育の曲り角ということで、ご

質問をいただきました。まず戦後教育の基本とは何かということでありますけれども、お答え

します。戦後教育の基本とは何か、またどのように考えているかということでありますけれど

も、我が国は、戦争への道を歩んだ痛苦の経験から、日本国憲法が昭和２１年１１月に公布さ

れ、翌２２年３月３１日は個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を掲げた旧

教育基本法が交付・施行されました。そして、昭和２２年に教育基本法が制定されてから半世

紀以上が経過し、この間、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育

をめぐる状況は大きく変化するとともに、さまざまな課題が生じていることから、平成１８年

１２月１５日、新しい教育基本法が第１６５回臨時国会において成立し、１２月２２日に公

布・施行されたところであります。 

 戦後教育の基本をどのように考えているかというご質問でございますが、新しい教育基本法

では、国民一人一人が豊かな人生を実現し、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発

展に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にしながら、今日求められ

る教育の目的や理念、教育の実施に関する基本を定めるとともに、これまでの教育基本法に引

き続き、日本国民が願う理想として、民主的で文化的な国家の発展と、世界平和と人類の福祉

の向上への貢献を掲げ、その理想を実現するために個人の尊厳を重んずることなどを宣言する

とともに、新たに公共の精神の尊重、豊かな人間性と創造性や伝統の継承を規定し、教育の理

念としたところであります。 

 新しい教育基本法では、以前の基本法の前文の「日本国憲法の理想の実現は、根本において

教育の力にまつべきものである」が削除されました。平和が削られているというご意見もあり

ますけれども、塩入議員さんもご承知のとおり、新しい教育基本法の前文には「世界の平和と

人類の福祉の向上に貢献することを願うものである」、「日本国憲法の精神にのっとり…」と

いう文々がうたわれております。時代が大きく変遷している中で、以前の教育基本法と基本的

には何ら変わっていないものと考えているところであります。 

 今、教育に求められていることは、教育基本法の教育の目的及び理念、教育の実施に関する

基本、教育行政等に基づく中で、グローバル化やネット社会などに対応できる子供たちを育む
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教育が大切であると考えております。 

 坂城町におきましても、英語教育ですとか、ＩＣＴ教育、特別支援教育、キャリア教育の推

進など教育環境の整備を図っているところでありますが、今後におきましても、次代の坂城町

を担う子供たちが心身ともに健康で豊かな人間性と創造性を育めるよう、教育環境の充実に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、続きまして森友学園の教育についてというご質問でありました。私立の学校法人の学

校の話ですので、その学園の教育方針について、私がお答えするのもいかがなものかと思いま

すので、この場での発言は控えさせていただきます。 

 しかしながら、戦前の教育勅語の果たした役割についてどう考えるかということであります

けれども、教育勅語につきましては、戦前の富国強兵策の一環として、当時の教育現場の中で

教育の根本原理として明治時代より使われてきたものであります。現在の教育現場では、教育

勅語は日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって法律上の効力は喪失しておりますので、新

しい教育基本法の理念に根差した教育を推進していきたいと考えております。 

 また、３月３１日に政府で、教育勅語を学校教育で使うことの是非についての閣議決定であ

りますが、この中で、勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切

であるとし、一般論として学校等で不適切な教育が行われている場合は、まずは当該学校の設

置者である市町村または学校法人等において、必要に応じて当該学校に対して適切な対応をと

ることになるとしております。現在、町の小・中学校で、このような不適切な指導を行ってい

るところはありませんし、今後も教育勅語を教材として扱うことは考えておりません。 

 次に、ハの道徳の教科化についてであります。道徳教育につきましては、平成２７年の学習

指導要領の教育課程編成の一般方針の中で、道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定めら

れた教育の基本方針に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した

人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすると定

められております。 

 戦後、高度経済成長を経て日本は大きく変化し、近年においても、グローバル化や情報通信

技術の進展、少子高齢化の進行など、社会は激しく変化しております。それに伴いさまざまな

課題も生まれ、人として求められる資質も少しずつ変容し続けております。道徳教育の内容も

変わることを余儀なくされております。昔はなかった情報モラルに関する指導もその一つであ

ります。 

 近年、小学生でも携帯電話やスマートフォンを所持することが多くなりました。インター

ネット等の普及が急速に進む中で、携帯電話の小さな画面が世界中にリンクしていることを理

解しないまま利用する子供も増えております。その結果、インターネット上の掲示板への書き

込みによる誹謗中傷や、携帯電話のメールによるいじめといった、いわゆるネットいじめが多
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発するなどの課題が生まれており、時代に即した情報モラルに関する指導の必要性が高まって

いるということで、道徳についてもいろいろ今回検討しようということだろうと思っておりま

す。 

 今回の変更点では、問題解決や体験的な学習なども取り入れ、考え議論する、また何を知っ

ているかだけでなく、知っていることを使って、どのように社会・世界とかかわり、よりよい

人生を送るかの資質・能力にまで引き上げることを目指すとされております。 

 基本的には指導要領に沿った教育をしてまいりますが、評価につきましては、文科省からは

具体的な内容がまだ示されておりませんが、専門家等の話とすると、点数による評価はないと

言われております。具体的には、指導書ができたところで研究したいというところで考えてお

るところであります。 

 私の道徳に関する考え方、常日ごろ申し上げているんですけれども、いわゆる道徳というの

は、一時期、しつけですとか修身だとか、そういうことで道徳という言葉は使われております

が、本来的な道とは何か、徳とは何か、他者のために最善を尽くすとか、その行いをどうする

かというのが道徳であります。したがいまして、学校で１時限授業をやったから、すぐそれで

採点をして何十点とつけるというものにはそぐわないと思っております。道徳というのは朝起

きてから夜寝るまで、一日中、一生が道徳の世界でありますので、そういうような指導ができ

るような、教育委員会あるいは先生ともご相談して、適切にですね、運営できればと思ってお

ります。来年度から始まってくるということでありますので、よく中身を勉強して適切な教科

ができるようにしたいというふうに思っております。 

８番（塩入君） ただいま町長より答弁いただいたわけですけれども、特にですね、私はこの戦

後教育の問題、特に民主社会を目指すと、民主主義というものを本当に追求していく社会を目

指すと、ここが一番中心になって、さっき町長の答弁にもありましたように人格の完成、本当

にそういう意味では大事な問題です。 

 ただ、私がここで特にまた質問するということじゃなくて、やはり今、町長が答弁された感

想をもとにですね、やはり私自身の考えをここで述べて次に進みたいと思うわけです。 

 まず一番教育の基本は何かということを考えた場合に、最初の教育基本法でも言っています

けれども、戦後できた憲法をどういうふうに憲法の精神を教えていくかと。さっき町長の答弁

でも憲法の精神を教えるということでは、前の基本法とは変わっていないという答弁がありま

した。だから、その精神をどういうふうに捉えているのかという中身の問題を具体的にやって

いかないと、これはなかなか難しい問題でもあるし、今後やっぱり国民的な議論もしていかな

いといけない問題かなとは思っております。 

 ただ、その中でですね、私、一番感じているのは、安倍首相が今度２０２０年までに憲法を

変えていきたいと。特に９条の問題も具体的に出されました。９条の問題というのは平和の問
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題です。そういうことも含めてですね、本当に戦後、日本国憲法がうたっている中身は何なの

かと。 

 三つの柱が僕はあると思うんですが、一つは今まで天皇中心の政治、いわゆる軍事政権が

やってきた政治。それに対して戦後は天皇じゃなくて国民が主人公になって、本当に参加して

いくというのが一つ。それから二つ目はですね、個人の尊厳、さっき町長も答弁されましたが、

個人の尊重。一人一人の人間をどうやって尊重していくか。一人一人の人権をどう守っていく

のか。いわゆる基本的人権ですね。これをどうやって具体的に保障していくのか。これが一番

大きな項目です。 

 特に日本国憲法、第１条からずっとあります。天皇は８条まであって、９条が平和、戦争放

棄、いわゆる９条、それから以後は多くは基本的人権にかかわってずっと述べられています。

そういう意味で、本当に戦後、一番力を入れたのは一人一人の命、尊厳をどう守るかというこ

とが最大の課題であると、これは戦争からの反省で出てきたことです。そういう意味で、個人

の尊重、一人一人の人権を守るという意味で、これが道徳教育の中でどういうふうに反映され

ているか。 

 僕も徳目、今度、新しい教科書の２２項目があるんですけれども、見ました。基本的人権の

徳目が入っているか、いないか。ところが、ほとんど入っていないんです。その辺も、一番、

憲法が強調したそこが今度の道徳の教科書の徳目の中に入っていないという点が、僕は一番疑

問に思っているところです。やはり戦後の憲法、一番大事にしていた点ですから、その辺を道

徳教育の中でも強調していかなきゃならないんじゃないかと。 

 道徳教育、来年から、２０１８年から各教育現場では実施するわけですけれども、本当に具

体的に徳目をどう教えていくのかという、徳目に従って、教科書に従って教えていくような道

徳であれば、国の定めた徳目を着実にやっていくしかないわけで、さっき町長が言われたよう

に朝から晩まで人間が生きる生き方を勉強するのが道徳だと、僕もそのとおりだと思います。

心の中もやっぱり、いわゆる道徳というのは心の中の問題もありますから、評価するなんてい

うことはできない問題もたくさんあるわけです。そういう意味で、今、国が道徳の項目を、

２２項目を決めて、これを教えなさいと、しかも教科書ですから、これは絶対に教えなきゃな

らないわけです。今までは、学校現場では、いわゆる参考資料をもって、自分の考えでやって

いたのが実情でした。今度、教科書となると、そういう点が一番問題になるということで、こ

れはぜひ、これから本当に国民の一人一人が考えていかなきゃいけない問題じゃないかという

ふうに思いました。 

 今さっき町長の答弁の中でも、そういう点、強調された部分と、それからちょっと私も疑問

にまだ思っている点もありますけれども、やはり憲法がつくられてから７０年になるわけです

が、教育基本法は６８年になるわけですけれども、そういう意味で見直すところはあって当然
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だと思うんですが、基本をやっぱり据えながらやっていく必要があるんじゃないかなと。

ちょっと長くなってしまいましたが、みんなでこれから考えていきたいと思います。 

 次に、２のほうへ移りたいと思います。２の教職員にゆとりある勤務をについて質問します。 

 文部科学省が２０１６年の公立小中学校教員の勤務実態調査をしました。中学校の先生の

６割、小学校の先生の３割が週６０時間以上勤務し、過労死ラインの月８０時間以上も残業し

ていることがわかりました。１日当たりで見ると勤務時間は小学校が１１時間１５分、中学校

が１１時間３２分になります。管理職は１２時間を超えています。そのため病気の休職者は年

間８千人、そのうち５千人が鬱病など精神疾患です。過労死、過労自殺がたびたび起きていま

す。長野県ではどうでしょうか。２０１６年、長野県教職員組合の実態調査では、１カ月の超

勤時間は小学校７８時間１２分、中学校は９９時間４分、全体で８２時間１２分と過労死ライ

ン８０時間を超えています。 

 教職員の長時間労働をこのままにしてはおけません。それは子供たちの教育にも大きな影響

を与えます。仕事に追われ子供たちの話にじっくり耳を傾けることや、子供にわかる授業の準

備ができません。子供たち一人一人とも向き合えず、いじめがあっても気づきにくい状態があ

ると思います。このような状態をなくすためには教員の数を増やすことがまず第一です。国は

３５人学級を小学校１年生までしか認めていませんが、長野県は中学３年まで進めています。

また、学習指導要領の改訂で英語が小学校３年生から始まります。ますます大変になります。

小学校３年生は週４日も６時間授業になることになります。遊びたい時期に遊ぶことができな

くなります。そこで、具体的な質問に入ります。 

 イとして、教職員の超過勤務についてですが、坂城町の小学校の超勤の実態はどうか。県平

均と比べてどうですか。坂城町の中学校の超勤の実態は県平均と比べてどうですか。 

 ロとして、超勤をなくすための解決策はについて。 

 まず第１に、超勤になる原因は何か、どんな仕事が多いのか。２番目に、解決策としてどん

なことを考えているのか。３番目に、教職員数を増やす努力はどうか。坂城町は本当に努力し

て増えてはきていると思いますが、今後を含めてお願いしたいと思います。 

 それからハとして、どの子どもにも行き届いた教育をについてですが、教職員の超勤をなく

し子供一人一人に向き合う時間を確保するため、長野県教育委員会は方針を出しました。それ

は教職員の業務を改善し、子供と向き合う時間の確保、充実を図るための総合的な方策を数値

目標で示しています。坂城町ではどのように進んでいるのか、次の２点について質問します。 

 第１に、どの子もにわかる授業をするための教材研究の時間がとれるようになってきている

のか。第２に、不登校、いじめをなくすために子供一人一人と話す時間が確保されているのか。

以上で第１回目の質問とします。 

教育文化課長（宮下君） ご質問のありました項目について順次お答えいたします。初めに、教
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職員の超過勤務についてお答えいたします。 

 文部科学省が４月２８日に公表した公立小中学校教員の勤務実態調査によりますと、平成

２８年度の小学校教諭の１週間当たりの平均勤務時間は５７時間２５分となっており、１０年

前より約４時間増えていることが明らかとなりました。また、中学校教諭の１週間当たりの平

均勤務時間も６３時間１８分となっており、１０年前より約５時間増えていることが明らかと

なりました。これは、１０年前の前回調査と比べて、平日、土日ともに勤務時間が増加し、時

間外勤務が週２０時間以上を超える教員が小学校で３割強、中学校では６割近くになるという

勤務実態が明らかになったところです。 

 町内小中学校の超過勤務の実態はというご質問ですが、平成２８年度４月、５月の教職員

１人当たりの１カ月平均の時間外勤務時間は、小学校が約５１時間、中学校が約４８時間と

なっております。県平均との比較では、県が実施した平成２８年４月、５月の教職員の勤務時

間等の調査で、小中学校の教員の１人当たり時間外勤務時間の平均が、小学校が約４７時間、

中学校が約５３時間となっておりますので、小学校で若干多く、中学校で若干下回っていると

いう状況であります。 

 このようなことから、県においても平成２６年３月に、教職員の業務を改善し、子供と向き

合う時間の確保・充実を図るための総合的な方策を策定し、縮減目標を示す中で、各学校の時

間外勤務時間の削減を図っているところでございます。 

 この時間外勤務時間の原因としましては、小学校では授業の準備や児童の保護者相談など時

間外に行わなければならない要因が挙げられます。また、中学校におきましては部活動の指導

や教材研究、生徒指導などが主な要因となっております。 

 続きまして、超過勤務をなくすための解決策としましては、各学校においても、会議や校内

行事の見直しや校務処理の工夫をする中で、削減に向けて取り組んでいるところでございます。

町内の小学校では、毎週水曜日と金曜日を定時退勤日とし、そのどちらかの日については早く

帰るように管理職からの声かけを積極的に行っているところであります。中学校では、時間外

勤務時間の削減に向けて、毎週水曜日をノー部活動日とし、あわせて定時退庁日として定時退

勤に努め、「質は落とさず負担を減らす、アタリマエの見直し」を合い言葉に、シンプル、ス

リムに業務の見直しや改善を図っているところです。 

 また、町では平成２８年度から校務支援システムを導入し、先生方の負担軽減に向け、出勤

簿の管理や通知票の作成、文書様式の共通化など、時間外勤務時間の削減に向けて取り組んで

いるところです。なお、時間外勤務時間の削減には、教職員を増やして一人一人の負担を削減

することが重要でありますので、小中学校の教職員増加に向けて、市町村教育委員会連合会を

通じて国等へ要望等を行っている状況でございます。 

 続きまして、ご質問のありました教職員の勤務時間の中の教材研究の時間ですが、先ほど紹
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介した公立小中学校教員の勤務実態調査によりますと、授業準備を含めた時間は、小学校が

１時間１７分、中学校が１時間２６分と１０年前と比べて若干増加している現状です。 

 教職員の勤務状況が大変な中で、中学校では教職員の勤務時間の時間外勤務時間の見直しを

して、毎週水曜日のノー部活動日を生徒との面談時間として年間を通して設定し、生徒から相

談があったときには対応しております。また、あわせて部活指導の負担軽減を目指して、地域

の社会体育やスポーツクラブとの連携を検討しているところであります。 

 このようなことを推進しながら、校長会、教頭会で協議をする中で、生徒一人一人と向き合

い話す時間の確保に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

８番（塩入君） 今、課長から答弁がありました。やはり教職員の超勤、本当に大変だと思いま

す。坂城町の小中学校も夕方７時、８時、９時近くまで電灯がついているという学校が多く見

られるわけですけれども、そういう中で、僕、一番心配するのは、やはりそういう超勤が子供

たちにどう影響していくのか。一人一人と向き合える時間を本当に保障できるのか。また、わ

かる授業をするために、どうやって教材研究する時間をとるのか。 

 先ほどもあったんですが、小学校３年生、毎日６時間授業です。５日あるうち４日間は小学

校３年生も６時間やらなきゃいけない。こういう考えられないような、本当に大変な授業が組

まれているわけですね。そういう中で、やっぱり先生たちもあっぷあっぷしながら何とか子供

たちとかかわっていきたいという願いを持って取り組んでいると思うんですが、今、答弁の中

で解決策としていろいろ、水曜日はノー部活動日とかいろいろ幾つかありました。 

 その中で、特に一番は会議の持ち方とか、部活動のあり方とか、日課や学校行事のあり方な

どで、具体的にどう改善されてきたのか。県教委で出したのはもう３年前に数値目標で出して

いるわけですね。だから、坂城町ではそれがどういうふうに改善されてきているのか。その辺

を具体的にお聞きしたいと。先生たちの生の声は一体どうなのか。これでよかったと、子供た

ちと向き合う時間が増えたと。明日の授業に準備する時間も余裕を持ってとれるようになって

きたとか。これはすぐ一朝一夕にはできないかと思うんですけれども、そういうことはどうな

んでしょうか。 

教育長（宮﨑君） 教職員のゆとりある勤務ということの中でですね、先ほど取り組み等も進め

てきているわけですけれども、例えば会議時間を減らすというふうになりますと、例えば今、

職員会についてもですね、月に１回とか、そういうレベルでしか開けないような大変厳しい状

況であります。かといって、それ開いてもらわないと、やっぱり職員のいろいろな部分での共

通の情報提供も、学校の課題もなかなか難しい。そういう中で、そうじゃなくても連絡がとれ

るような校務支援システムだとか、そういうのでお願いしています。 

 それと、やっぱり全体的な時間のとり方ということの中ではですね、今、中学の部活という

話もありましたけれども、例えば文科で言っているのはチーム学校という言い方をしています。
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それは専門的な方をお願いして、その分の教員の負担を減らすということですけれども、残念

ながら私どもはそこまではできませんけれども、ただ、そういう中で教育コーディネーターで

あったり、教育カウンセラーであったり、例えば配慮の必要な子供等については私も教育委員

会のほうでかなりバックアップする中で進めておりますし、今回お願いした英語コーディネー

ターについてもですね、やはり英語の学力を上げるということもありますけれども、ただ今回

は教員の資格を持っているということで、やっぱり先生、これから始まる英語教育についても

先生の立場に立ちながら、どうしたらいいかという、そういったことにもかかわれるというこ

とで、できるだけ教育委員会としてバックアップできるところはしていきたいし、改善できる

ところは学校側にも言っています。 

 それと、やっぱり信州型コミュニティスクールということで、コーディネーターを中心に地

域の方のご支援をいただきながら教育も進めてきております。そこら辺についてはもう少し成

熟していくとですね、いろんな部分で負担も減ってくるかなというふうに考えております。効

果がすぐ即効のものはなかなかないんですけれども、ただ、それに向けてやっぱり管理職、教

頭、校長もそうですし、いろんなところでそれを目指して進めているということで、よろしく

お願いしたいと思います。以上でございます。 

８番（塩入君） 今、教育長からの答弁ありました。これは本当に一朝一夕ではなかなか進まな

い大変な問題ですけれども、県教委もですね、本当にこの問題を放置できないということで、

総合的な具体的な案を各学校で取り組むようにと、各市町村で取り組むように示してきている

わけですから、具体的にやっぱりどう変わったのか、先生の声や子供たちの声も含めてですね、

それが答弁としてまた出していただければ、ぜひよくわかっていいんじゃないかと思います。 

 特に心配するのは、やっぱり一人一人の子供に向き合えないために、いじめがあったり、そ

の結果また不登校になったり、そういう子供たちが出てきますよね。坂城町では余りないとい

うことですけれども、全国的に見てもいじめが自殺につながったという事例はたくさんありま

す。そして、テレビで見ると教育長がいろいろこうだというようなことで、後で調べたらこう

だったというような話もあるわけですが、そういうふうにならないためにもですね、ぜひ一人

一人の子供に向き合うような時間がどのくらい保障できるのかという点を、ぜひこれから各学

校の先生たちと力を合わせて教育委員会がイニシアチブをとりながら進めていただきたいと思

います。 

 では次に、３のほうへ移りたいと思います。３の子どもの夢が実現できる町にということで

質問したいと思います。イの「子ども議会」の評価について。 

 今年、坂城中学校の３年生が初めて「子ども議会」を行いました。子供たちが自分の生きる

未来社会を見詰めるため、また主権者教育の一環として開かれました。私も意義のある「子ど

も議会」だったと思います。町としては「子ども議会」をどのように評価し、今後の取り組み
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をどのように考えているか質問します。 

 次に、ロの「ふるさと坂城町」の教材づくりをについて質問します。 

 子供たちが将来、坂城町に住みたいという夢を実現させるために、どんな取り組みを考えて

いるのか。例えば小中学校は、ふるさと坂城町を知るためのテキストとして１５年ぐらい前に

作成された「ふるさと坂城」があります。これは前回改訂版で出された「ふるさと坂城」です

ね。教育委員会がつくったものです。最初の初版本は平成１４年４月に発行しています。そし

て、３年後の１７年に改訂版として出してきているわけです。１７年から、もう今年で十何年

たっているわけですけれども、そういう意味で、これから、先ほど町長の答弁にもあったんで

すが、これから未来の子供たちに向けて、やはり坂城町を知ってもらうためには、もう一度、

今日の課題に立ってですね、特に人口減少を食いとめるためにも、それから坂城の子は坂城で

育てるという立場からも今日的な視点に立って改訂できないものかどうか。 

 私は、子供たちは地域の宝だと思います。教育委員会、学校、地域の人々が一体となって育

てていく必要があります。地域の人々も農業体験を初め、交通安全、坂城町の文化遺産の紹介、

遠足など学校行事への支援などに活躍しております。私も坂城小の４年生の五里ヶ峰登山には、

さかき里山トレッキングクラブの皆さん７人と五里ヶ峰登山をしてきました。ぜひ地域の人々

の参加も考えて改訂版をつくることができないか。以上で第１回目の質問とします。 

教育文化課長（宮下君） 「子ども議会」の評価はについてお答えいたします。 

 「子ども議会」につきましては、今年１月２７日に坂城中学校の公開授業により、中学生模

擬議会として行われました。当時の坂城中学校３年３組の生徒が、社会科の学習により住民の

生活と福祉の向上を図るため、社会資本の整備、公害の防止など環境の保全、社会保障の充実、

消費者の保護など、市場の動きに委ねることが難しい諸問題に関して国や地方公共団体が果た

している役割や、財源の確保と配分、租税の意義と役割、また租税の義務について理解させる

ことを主眼に実施されたものです。 

 この模擬議会を実施するに当たり、生徒たちは事前準備として５時限の単元を学習し、自治

体の財政や社会保障の仕組み、坂城町を例とした少子高齢化について学び、最後の５時限目に、

ともに考える坂城町の未来として、坂城町のイメージと坂城町のまちづくりにおける重要テー

マを理解した上で、坂城町が目指すまちづくりに対する質問を、小グループで考えをまとめま

した。 

 当日は６人の生徒が、雇用、介護福祉、子育て支援について町長や担当課長に質問を行いま

した。そして、最後に町長から、これからの坂城町のビジョンについて説明をしたところであ

ります。 

 この模擬議会実施後の生徒の意識の変化でございますが、実施前は、「将来、坂城町に暮ら

そうと思っているか」の問いに８割強の生徒が否定的な意見だったものが、模擬議会を経験し、
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町で行っている施策への理解を深めた結果、坂城に暮らそうと思う生徒が約８割弱となるなど、

全く逆の結果となり、模擬議会実施により生徒たちに大きな効果があったものと考えておりま

す。 

 今後につきましては、この模擬議会の結果を踏まえ、子供たちが将来、坂城町に住みたいと

思うよう町の施策の学習や各学校で取り組んでいるふるさと学習の推進を図り、町への理解を

深めるための施策を展開していきたいと考えております。 

 続きまして、「ふるさと坂城町」の教材づくりをについてご答弁申し上げます。 

 議員さんのご質問のとおり、平成１７年に町教育委員会と町校長会で改訂して発刊しました

「ふるさと坂城」によりまして、児童・生徒、また坂城町に赴任した教員のふるさと学習の教

材として活用をしているところでございます。 

 内容的には、Ｂ５判で１３０余ページの製本で、町の誕生、自然、産業、郷土の歩み（歴

史）、町に伝わる文化（文化財）などが写真や地図なども活用し、わかりやすく紹介されてお

ります。しかしながら、作成してから１０年を経過していることから、数字的な面も含め現状

と異なっている項目もありますので、学識経験者や先生方、また地域の皆さんのご協力をいた

だく中で、修正について検討していきたいと考えているところでございます。 

８番（塩入君） 今、答弁ありました。そこで、第２回目の質問を簡単にしたいと思います。 

 一つは子ども議会、中学３年生、初めてやったわけですけれども、今後、中学３年も含めて

小学校６年生でもできないかどうか。というのは、やっぱり小学生の子供の見る目と中学３年

生の坂城町を見る目と、また違った発達段階で違うかと思うんです。そういう意味では小学生

からやっぱり町のことに関心を持つきっかけとして、ぜひできればやってほしいと。職員の方、

大変かと思いますけれども、その辺、検討していただきたいと思いますが、どうですか。 

 それから二つ目ですが、この改訂版です。さっき答弁がありましたけれども、やはり現在の

今日的課題をもっと取り入れていかないとまずいんじゃないかなと。僕もずっと一読して、最

初の初版本と比べると、これ余り変わっていないんですけれども、そういう意味で今回、

１０年以上過ぎているわけです。坂城町も本当に１０年前とは大きく変わってきている。子供

の意識も変わっている。そういう中で、将来子供たちがぜひ坂城町に住んでみたいと、そうい

う意欲が出るような教材内容をぜひつくってもらえないかと。 

 それで、具体的にはですね、そういう観点から、農業、工業に今、若者たちが取り組んでい

ます。そういう若者たちの取り組んでいる状況、ここにはありません。そういう意味で、現在

やっているような、意気込んでいる若者の姿や、それから「子ども議会」もそうです、それか

ら子育て支援、医療、福祉も最近よくなってきているんですが、子供たちは余り知りません。

そういう意味で、本当に住んでみたくなるような坂城町にするためにもですね、ぜひ魅力をど

う織り込んでつくるかというふうに改訂の狙いをやっぱりはっきりさせながらつくってもらい
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たいと思いますが、いかがでしょうか。 

教育長（宮﨑君） ご質問にお答えいたします。１点目の子ども議会、小学校６年生ということ

でございます。先ほどの前の質問ではありませんけれども、大変、教員も多忙でありまして、

これで新しい学習指導要領ができる中でですね、そんなことに大分時間も費やしているという

部分もあります。これについてはまた授業の中でどうやって取り込めるかという部分によって、

時間が生み出せるかどうかということになってこようかと思いますけれども、そういった点に

ついてまた校長、教頭等と話していきたいというふうに思います。 

 もう１点目でありますけれども、副読本「ふるさと坂城」でありますけれども、ご案内のと

おりに、私ども教育目標に、坂城のことをよく知って、坂城を愛して、坂城を誇れる元気な子

供たちという、それのベースでありまして、１０年たっているということでありますが、それ

を編さんした当時、教育委員会もそうですけれども、各学校の先生方にもご協力いただいてつ

くったという経緯がございます。 

 そんなことからすると、今、教員の時間という部分からすると、そこら辺もあるので、私ど

もでどこら辺までできるかという部分もありますので、これについてはまたちょっと宿題にさ

せていただいてですね、ただ、教員を対象にしているふるさと学習、夏休みにやっていますけ

れども、そこら辺については、それのほかにテクノセンターに行ったり、現代的な坂城町の特

徴も交えて勉強会をしているという部分であります。副読本等については、また検討していき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

８番（塩入君） 今、教育長から答弁がありましたけれども、本当に大変な課題だとは思います。

しかし、将来、子供たちにぜひこの町に住んでほしい、そういう魅力ある教材が、小学校、中

学校で学べれば、必ず子供の心に残って、いつかは役に立っていくと。やはりこれは今日的な

大きな課題でもあるもんで、ぜひ全力を挙げてつくっていただきたいと思います。 

 まとめに入りますけれども、今日は戦後教育の曲がり角について、子供の夢が実現できる町

にということについて質問してきました。一番感じたことは、戦後の民主教育の中で培われて

きた民主主義社会とは何かが問われていると今思います。みんなの意見を一人一人が大切にさ

れる世の中に一体なっているのかどうか。物を決めるとき、みんなの意見を聞き、みんなで決

め、みんなで実行していくという当たり前のことが守られなくなってきているんじゃないかと

思います。 

 特に国の最高決議機関である国会の現状は憂うべきものがあります。国民の意見や疑惑を全

く無視して多数の力で法律を決め、その法律に国民を従わせようとしています。安保法制、い

わゆる戦争法、秘密保護法、マイナンバー制度、また、今、論議されている共謀罪法案など、

どれも国民の基本的権利を縛る重要な法律です。今後、学校教育や一般社会の中で、民主主義

とは何か、国民主権とは何か、平和を守るということは一体どういうことなのか、お互いに一
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人一人が問い直されているんじゃないかと思います。以上で私の一般質問は終わります。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時４０分～再開 午前１１時５０分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、１１番 中嶋登君の質問を許します。 

１１番（中嶋君） ただいま、新議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質

問をさせていただきます。 

 その前に、日本ペンクラブの会長である浅田次郎さんのお話をここでしたいと思います。皆

さんがご存じのように、数年前、坂城町にお呼びして文化センターで講演会を開いていただい

たとき、町内はもとより多くのファンが訪れ、立ち見が出るぐらいの盛況であり、覚えている

方も大勢いるかと思います。私は高倉健さんのファンでありまして、主演の「鉄道員(ぽっぽ

や）」の映画を見たときからの、まさににわかファンではありましたが、浅田次郎さんの魅力

にたっぷりと浸ってしまいました。それから少しずつ本を読んでおります。そんな浅田次郎さ

んが日本ペンクラブの会長として共謀罪に反対する声明を出されました。私も読んでみました。

こんなことが書かれていました。 

 「共謀罪によってあなたの生活は監視され、共謀罪によってあなたがテロリストに仕立てら

れる。私たちは共謀罪の新設に反対します。私たち日本ペンクラブは、いま国会で審議が進む

『共謀罪（テロ等組織犯罪準備罪）』の新設に強く反対する。過去の法案に対しても、全く不

要であるばかりか、社会の基盤を壊すものとして私たちは反対してきたが、法案の本質が全く

変わらない以上、その姿勢に微塵の違いもない。過去に３度国会に上程され、いずれも廃案と

なった法案同様、いま準備されている共謀罪は、事前に相談すると見なされただけでも処罰す

るとしている。これは、人の心の中に手を突っ込み、憲法で絶対的に保障されている『内心の

自由（思想信条の自由）』を侵害するものに他ならない。結果として、表現の自由、集会・結

社の自由など自分の意思を表明する、あるいは表明しない自由が根本から奪われてしまう。し

かも、現行法で、十分なテロ対策が可能であるにもかかわらず、共謀罪を新設しなければ東京

オリンピックを開催できないというのは、オリンピックを人質にとった詭弁であり、オリン

ピックの政治的利用である。このような法案を強引に成立させようとする政府の姿勢を許すわ

けにはいかない。法案の成立を断固阻止すべきである。日本ペンクラブ会長浅田次郎」という

ことでありました。 

 そして、浅田次郎さんは作家になる前、陸上自衛隊に入隊をし、市ヶ谷駐屯地勤務の経験も

あり、まさに異色の作家であります。私に言わせれば浅田さんは言論の自由、表現の自由を大

切にする日本人の最右翼の方であると思うものであります。共謀罪の賛否が問われています。

坂城町の町民益を一番に考えて参考にしたいと私は思っております。前置きが長くなりました
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が、一般質問に入らさせていただきます。 

 ①ＰＡのコンビニについて 

 （イ）出店の経過は 

 昨年の６月の議会で、パーキングエリアで農産物販売店を町として再度考えるようご提案を

したところ、タイミングよく町長よりコンビニの話があるとの答弁でありました。うれしいこ

とに、ついせんだってコンビニがオープンをいたしました。今までの出店の経過をお尋ねいた

します。 

 （ロ）町の特産物は 

 約８年前、テントを張って町で特産物を売っていた経過もございます。日本中同じものを販

売するコンビニではありますが、四ツ屋のセブン－イレブンでは地元野菜やリンゴ、ブドウ、

肉、ねずこんグッズなど販売をしております。同じオーナーの水出さんの経営と聞いておるの

で、坂城ワインなども含め坂城をＰＲしていただけるものを販売してほしいと思うものであり

ますが、その実情をお尋ねいたします。これで１回目の質問とさせていただきます。 

町長（山村君） ただいま中嶋議員さんから去年に続きましてパーキングエリアのコンビニの話

を伺いました。実現しましたので、イ、ロのご質問いただきましたので答弁させていただきま

す。 

 上信越自動車道千曲川さかきパーキングエリアは、千曲川の雄大な流れと坂城町全域を眺望

できる施設として、高速道路を利用して首都圏や近県からお越しいただく皆様の憩いの場とし

てご利用されております。これまで町では、千曲川さかきパーキングエリアの利用状況調査の

実施や、類似する近隣パーキングエリアの状況把握のほか、平成１６年度には上下線パーキン

グエリアにおいて坂城味フェスタを開催し、町特産物の販売、消費宣伝を通じて、パーキング

エリアの施設運営の可能性を模索してきたという経過がございます。しかしながら、パーキン

グエリア内における町独自の施設整備には多くの課題があり、恒久的な施設整備及び運営は、

その時点では困難と判断するに至ったところでございます。 

 そうした中で、このほど千曲川さかきパーキングエリアの上下線に４月２８日同時オープン

しましたセブン－イレブン千曲川さかきパーキングエリア店は、東日本高速道路株式会社、Ｎ

ＥＸＣＯ東日本と株式会社セブン－イレブン・ジャパンが事業連携する中で設置されたもので

ございます。 

 これまで千曲川さかきパーキングエリアは、平成８年の施設供用開始以来、商業施設のない

パーキングエリアとなっておりましたが、東日本高速道路株式会社では、サービス、利便性向

上のため、コンビニエンスストアの出店計画を検討する中で、事業計画を策定し、昨年から本

格的に事業着手されてまいりました。中でも施設を利用する出店事業者につきましては、事業

者を公募する中で、最終的にセブン－イレブン・ジャパンに決定し、フランチャイズの事業主
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を募り、町内の方がオーナーとなって、今回、開店されたものであります。 

 売り場面積は上下線ともにおよそ１８０ｍ２で、日用品などを含めて約２，９００品目を販

売する２４時間営業の店舗であります。これは、上信越自動車道では初めてのコンビニエンス

ストアの出店となるほか、長野県内のサービスエリア及びパーキングエリアで、セブン－イレ

ブンの初出店となるものでございます。 

 続きまして、セブン－イレブン千曲川さかきパーキングエリア店における町の特産品等の販

売についてのご質問がありました。お答えいたします。同コンビニエンスストアの店舗内での

農産物や特産品などの販売につきましては、地域情報発信が可能となり、坂城町の特産品のＰ

Ｒに非常に有効な手段であると考えております。また、同店のオーナー様のご厚意もあり、既

にねずこんのぬいぐるみやグッズなど、当町をアピールする商品も店頭販売していただいてお

ります。一方、坂城産のワインや、ねずみ大根焼酎などのアルコール類につきましては、高速

道路のパーキングエリアという性質上、店頭での販売は現行では難しいと思われます。 

 今後、農産物など地域の特産品を店頭販売する場合、セブン－イレブン・ジャパンとともに

検討を行ってまいりたいと考えております。 

１１番（中嶋君） 町長にご答弁をいただきました。今、町長のご答弁では、とってもよかった

と私は思っております。まさに皆さんご存じのように、いろいろちょっとあったんですが、セ

ブンーイレブンの社長、元社長と言いましょうか、鈴木さんはですね、我が町の名誉町民でも

あります。この出身の場所にですね、町長おっしゃられたように初めてそこにコンビニができ

るという、コンビニはたくさんあるわけでありますが、中でもセブン－イレブンができたとい

うことは、とっても私はよかったなと思います。まさに鈴木さん、本家へお城を出したような、

そんな私、感じでおります。よかったと思っております。 

 それから、町長もお話があったように、今、セブン－イレブン千曲川さかきパーキングエリ

ア店のオーナーは坂城の人ということで、彼も一生懸命いろいろ、町長のお言葉を聞けば始め

ていただいていると。またこれ、だから、きっとまた秋口にもなれば、きっとリンゴが、坂城

のですね、あそこのパーキングエリアから見える四ツ屋のですね、ブドウが並ぶんじゃないの

かなと、こんな期待もしているものであります。 

 そしてまた、今、町長がおっしゃられたように、まさにですね、高速道では上下線にコンビ

ニをつくっていただき、なおかつですね、国道１８号の言うならば下道、そこではあいさいが、

この間の話ではリニューアルされると。また売り場が大きくなるよと。また食堂も大きくする

んだと。そんなようなことで、坂城のですね、まさに特産物を両お店で大いに販売していただ

き、坂城をアピールしていただけるものと私は思いますので、ひとつそれはよろしく、この場

所でも私はお願いをしておきたいと思います。頑張って、うんと坂城のものを売っていただき

たいと、このように思うものであります。そんなことをお願いしながらですね、次の質問に
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移っていきたいと思います。 

 ②ふるさと納税について 

 （イ）経過報告の詳細は 

 これ町長、招集挨拶でも触れられてはおりましたが、今までの経過、そして寄附金の活用状

況なども含めてお尋ねしたいと思います。 

 （ロ）といたしまして、今後の対応と展開でございます。 

 家電品なども含めて、県内でも１億円はもとより７５億も集めた市町村もあることは皆様ご

承知のとおりでございます。国もですね、大分、市町村関係にですね、勧めておきながらです

ね、今さらですよ、ここへ来て、３割までなど言ってきております。本当にふざけた話だと私

は思うものでありますが、そうは言いましても私もこの議場の中で言い出しっぺの本人といた

しまして、とっても心配なんですよ。町長の所信表明の言葉の中ではですね、ふるさと納税事

業を適切に推進していくと言っておりましたが、今後のですね、対応と展開といいますか、展

望といいますかをお尋ねしたいと思います。以上であります。 

企画政策課長（柳澤君） ふるさと納税について順次答弁申し上げます。 

 まずイ、経過報告の詳細についてでございます。 

 ふるさと納税につきましては、平成２８年度から全国から寄附を受けやすい体制を整え、寄

附者への利便性の向上を図るとともに、特産品振興や地域活性化につながる取り組みを進めた

結果、２８年度末の本年２９年３月末時点で、全国の坂城を応援してくださる皆様から

１，５６７件、２，８４６万円のご寄附をいただきました。 

 また、寄附金はご指定いただいたそれぞれの使途に基づき翌年度の事業において活用させて

いただくこととしており、昨年６月から１２月末までにいただいた寄附金１，５００件、

２，７５５万円について、一旦ふるさとまちづくり基金へ積み立てまして、当該基金から平成

２９年度当初予算に計上し、４分野の事業に充当をいたしました。 

 具体的には、第１の分野、「ふるさとさかきの未来を担う元気な子どもたちを応援します」

に６５６件、１，１９１万円で、南条児童館建設事業、その他教育コーディネーターや教育・

心理カウンセラーの配置に。第２の分野、「歴史・文化を次世代に引き継ぐふるさとさかきを

応援します」に１３９件、２５９万円で、土木遺産昭和橋修繕事業、その他北国街道沿線景観

整備実態調査や当町ゆかりの藤沢雨紅氏「松陰集」発刊経費に。第３の分野、「花と緑 ばら

 いっぱいのふるさとさかきを応援します」に１３８件、２１０万円で、ばら祭りやバラ公園

整備、その他緑化苗木経費に。第４の分野、「ふるさとさかきのまちづくりを応援します」こ

れは特に使途は限定されておりませんけれども、５６７件、１，０９５万円で、地域づくり活

動支援事業、工業団地整備事業、さかきモノづくり展事業などに充当させていただいておりま

す。 
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 これら昨年末までの寄附の状況や寄附金の活用事業についてわかりやすくお伝えするため、

昨年末までのご寄附１，５００件に対し、寄附いただいた方に直接ご報告するとともに町ホー

ムページにも公表し、引き続き坂城町の応援団になっていただけるよう、ばら祭りのチラシを

同封するなど町のＰＲもあわせて行ったところでございます。 

 今年度につきましても、町の魅力を発信し町を知ってもらうため返礼品の充実を図っている

ところであり、返礼品数は５月末現在で延べ２２事業者、９２品目となっております。また、

２９年度の寄附金の状況は、５月末時点で４５４件、６８６万円のご寄附をいただいている状

況でございます。 

 続いて、ロ、今後の対応と展開はについてでございます。 

 国の返礼品の見直しに関する通知でございますが、本年４月１日付の総務省通知において、

資産性の高いものや価格が高額な返礼品のほか、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の高

いものは送付しないこととされ、寄附額に対し返礼品の割合を速やかに３割以下とすることと

されたところでございます。 

 町の対応といたしましては、扱う返礼品の中には資産性の高いものや高額なものはなく、ま

た直接国から指導を受けておりませんので、基本的にはこれまでどおり特産品振興や地域活性

化につながるふるさと納税事業を推進していくこととしております。なお、一部、返礼品本体

の価格が総務省通知に示される割合を超えているものがございますので、７月から８月までに

見直す予定としております。 

 今後の展開といたしましては、今年度もブドウやリンゴ等の果樹類やバラなどの充実を図る

とともに、新たにオーダーカーテンを返礼品に加えるなど、町の特色を生かした返礼品の充実

を図っているところでございます。多くの方に当町を知っていただくには、ＰＲにつながる多

彩な返礼品の確保が必要であり、町内の多くの事業者の皆さんにご協力いただくことが重要と

考えておりますので、個々に説明をする機会などを設けるなど、引き続き新たな事業者の確保

に努めてまいります。 

 また、坂城町の応援団、リピーターになっていただけるよう、寄附金の状況や活用について

寄附者の方々を初め全国の皆様に広くお伝えしていくとともに、町のＰＲにつながる情報の発

信にも取り組んでまいりたいと考えております。 

１１番（中嶋君） ただいま課長より懇切丁寧にですね、よくわかるようにご説明をいただきま

した。いろいろ努力なされているというところがよく見えました。たまりましたね。

１，５００件、２，７５５万。それから、まさに今、さっきの誰かの質問にあったように、

ホームページなんかどうだかわからないような人が大勢いる中でですね、今、課長の答弁いた

だければ、言うなれば税金の使い道の見える化ですか、よくお話をいただきました。坂城町の

中の税金を集めたのは、余り細かなことはどうたら、見える化どうたらという部分は、そんな
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には私は思っていませんけれども、全国的にですね、やったときに坂城町の応援団になってく

れる人でありますから、それはやっぱりきちっとご報告、あなたにいただいたものは、こんな

ところへ使わさせてもらうんだよなんていう、とってもいいことだと思います。 

 それから、例の私も薔薇人の会で昨日は「さかきの輝」、完売させてきましたが、全部。そ

んなことで一生懸命やったときに、例のパンフレットのところに今のいろいろ鉄の展示館とか

安くなるとか、それから、びんぐし湯さん館へ行けば１００円引いてくれるとか、あんなよう

なものもあって、あのパンフレットなかなかうまく考えて、あれをみんな持っていくような人

が、さっきの答弁の中にも多かったというようなお話を聞いて、それもまた、ふるさと納税の

中へああいうものを入れたとかということは、とってもいいアイデアをやっていただいている

なと思って、とっても感謝申し上げる次第であります。 

 それで、今お話聞けば、また新たにですね、二十何カ所かの皆さん、事業者の皆さんにです

ね、お願いをして、いろんなものが出てきていると。カーテンのようなものも出てきたとか、

今までちょっと考えていなかったようなお店もですね、ふるさと納税に対してですね、手を挙

げてきたなんていうことは、とってもこれよかったなというふうに思うものであります。 

 それで、皆さんも、この間の信毎に載っていたから見たと思うんですが、山形県の吉村って

いう知事は元気いいですね、女性の。何か東京都知事も女性で元気がいいわけですが、私らの

議員も女性いっぱいいるから、うんと頑張ってもらいたいと私も思うんですが、山形の吉村知

事は総務省に反旗を翻して、やっちゃあいけないのかと。そんなようなことで、これは大した

もんだなと、この女性の知事さんは。ちょっとこれ見れば、地域でつくられている工業製品は

いいのではないかとか、そんな指摘を逆に総務省にしたと。調達額３割以下についても、送ら

れた金品の半分を返すということは半返しという言葉もあるんじゃないかと。まさに坂城町も

半返しという言葉ありますよ。何かいろいろもらったときに、半分返せばいいんだなと。それ

を、そのような言葉をきっちり総務省に文句を言ったと。なかなか立派ですね。こういう知事

さんもいるということで。 

 そうは言いましてもですね、今いろいろ課長からご答弁いただいた中で、私に言わせれば、

今もちょっと申し上げましたが、総務省もふるさと納税で地方創生しろとか、ふるさと納税で

日本を元気にしろとか、こんなことをやたら言っておいて、いよいよ国もあおっておきながら、

地方へ、今度は過熱ぎみだと文句を言ってくるとか。何という国ですかね。人をばかにしたよ

うなことばかり言っていて情けないですよ。何だか、こっちも大人になって物を言えば、だ

だっ子のような、言うなれば坂城言葉じゃないが、ぼこのような私は総務省の言うことだと

思っています。 

 そうは言っても、長いものに巻かれるのは私は大嫌いでありますが、これも国からそういう

ことを言ってくるんだから、今、課長答弁あったように、多少ちょっと３割以上あったような
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ところがあったのかなと私は思っているんですが、それは今の課長のお言葉では是正していく

んだと。言うなれば枠内で、だから私に言わせればですね、この枠内の中で１億円超えをして

ですね、それを目指していくようにお願いするしかありません。６千万とか７千万というよう

な予算、今回あれしていましたが、その次は今度はその枠内の中で、その中で１億やりましょ

うよ。そんな町長に対しても課長に対してもお願いを私はしておきたいと思うんです、この場

所で。ぜひそういたしましょう。それではですね、最後の質問に入ります。 

 ③貧困と少子化について 

 （イ）こども食堂を 

 日本は、ついこの間まで国民はほとんどの人が中間階級だと言われておりましたが、政治の

貧困のためか格差社会となり、一部の金持ちと特に貧困層が多く増えてしまい、所得が国民の

平均値に満たない、目安としていろんな統計論が言われてはおるんですが、私は一番最低のこ

と言います、私のことですから、こういうところで物を言うのはインパクトの強いことを私、

言うのが好きでありますので、批判もありますが、それを乗り越えてですね、こんなことが書

いてあった本もありました。目安として約１３７万円以下の人が６人に１人と言われている。

でありますので、４０人学級なら六、七人の子供がそこに当てはまると言われているんですよ。

貧困家庭が増える中、全国的にこども食堂が注目されておりますが、この辺の町のお考えをお

尋ねしたいと思います。 

 それからですね、（ロ）といたしまして、就学援助費の実状は。 

 小中学生のいる家庭で準要保護児童の人数と町の援助をしている支給額の内訳をお尋ねいた

します。プライバシー、個人情報でお伝えできない、お話しできないということであれば、言

わなくてもよろしゅうございます。余りそういうことばかり言うような時代も情けない時代に

はなったと私は思っちゃいますが、何でも個人情報、何でもプライバシー。私なんかもうプラ

イバシーないから何でも聞いてくれと。どこでも何でも話すなんて言って、別に話したって、

えらい大したことはない。登の言うことだからなんて、そんな部分もあるでしょうけれども、

それでも私だって町会議員ですよ。１５年もやっているんだから。それがあっちこっち言っ

たって、何もそんなものどうっていうことないですからね。何かこれも難しい世の中にしてし

まっているなと私たちも、そんなことを思います。 

 さて、（ハ）としてですね、給食費を無料にと。 

 まさに子育て世代の貧困家庭が増え、少子化に拍車をかけていることは、これはまさに言う

までもありません。少子化対策の観点からも小・中学校の給食費を無料にすべきであると思う

が、この辺の町のお考えをお尋ねしたいと思います。以上であります。 

教育文化課長（宮下君） （イ）こども食堂についてお答えいたします。 

 こども食堂は、主にＮＰＯ法人や地域のボランティア団体などが運営主体となって広がりを
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見せており、５月時点でありますが、新聞報道によりますと全国で約４００カ所開設されてい

るということです。 

 長野県内におきましては、５月５日付の新聞報道によりますと、予定を含め１８市町村、

３０カ所で開設との記事が掲載されていましたが、このうち行政直営での実施は１カ所のみと

いう状況でございます。 

 県内で設置または設置を予定しているこども食堂では、対象は貧困家庭に限定することなく

幅広く対応しており、ＮＰＯ法人や地域ボランティアが公民館等を活用し、食事の提供だけで

はなく、学習の支援や家庭、学校生活とは異なる地域の方々との交流やつながりを経験できる

子供の居場所づくりの場として、月１回程度イベント的に開設をしている食堂もあるように聞

いております。 

 こども食堂は、子供の交流の場、地域と子供がつながる場、孤立しがちな家庭が地域とつな

がる場所として、幅広い年代層の参加と地域とのかかわりが重要であり、地域の大人を地域資

源として活用することで、子供たちとの交流が生きがいづくりにもつながるといった多様な効

果が生ずると考えられます。また、こども食堂は、子供の居場所づくりに地域の多様な人材が

かかわることで地域コミュニティーの連携が強化されることから、子供の健全な成長を地域で

支えていくことができる場としても期待をされるところであります。 

 県においても、民間団体がこども食堂を立ち上げることを推進するため、学習支援員の確保

などのプラットホームづくり、基盤づくりの支援策を進めております。町といたしましても、

こども食堂を町が事業者となって設置するのではなく、地域での支援の広がりを期待する中で、

関係機関と連携する中で、活動のために有益な情報収集や提供など必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。 

 続きまして、就学援助費の実状はについてお答えいたします。 

 就学援助費の準要保護児童・生徒の状況についてでありますが、町では経済的理由により就

学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品や学校給食費等の援助を行うこと

により義務教育の円滑な実施を図ることを目的として、就学援助制度を実施しております。支

給内容は、学用品費、新入学用品費、修学旅行費、給食費などとなっております。 

 準要保護者の認定基準でありますが、要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定に

基づき、生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮している者で、町民税の

非課税世帯、児童扶養手当の支給を受けている世帯、その他学校長または民生児童委員が特に

援助を必要と認める状態にある者などが認定基準となっています。 

 ご質問の準要保護児童・生徒の人数と支給額の内訳ですが、２８年度の実績ですが、小学生

が５６名、中学生が３６名の計９２名で、年間支給額は総額で小学生分が３４８万

５，６３０円、中学生分が３４１万３，０９６円で、計６８９万８，７２６円となっておりま
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す。２９年度においては、まだ申請段階ではございますが、小学生が６１名、中学生が３０名

で、計９１名という状況でございます。 

 また、学用品費、新入学用品費、修学旅行費、給食費など１人当たりの年間支給額でありま

すが、小学１年生が７万７，８９０円。小学２年生から５年生が５万９，６５０円。小学６年

生が８万１，１４０円。中学１年生が１０万４，４７０円。中学２年生が８万３，１５０円。

中学３年生が１３万４，６４０円となっております。 

 続きまして、給食費を無料にというご質問でございますが、食育・学校給食センターでは、

児童・生徒に安心・安全で栄養バランスのとれた学校給食の提供、さらにレパートリーに富ん

だおいしい給食づくりに取り組んでおります。また、児童・生徒、保護者、住民への食育の推

進を図っています。センターへの見学、試食会の際には、児童・生徒、保護者に対して、学校

給食への理解とともに成長期の食事や食育の重要性、食べ物への感謝の育成、バランスのとれ

た食事のポイント、朝食を食べる大切さ、健康な体づくりにつながる食事等の食育講話を実施

しているところであります。今後も子供たちや保護者の皆さんに食事の重要さ、大切さを伝え、

食に関心を持っていただける食育活動の推進に取り組んでいきたいと考えております。 

 給食費を無料にできないかというご質問でございますが、学校給食法では、給食にかかわる

施設の整備費や調理員の人件費は設置した自治体である町が負担し、それ以外については保護

者が負担するということとなっており、給食の食材にかかわる費用については保護者の方に負

担していただいております。なお、現在の給食費は、１食当たり小学校が２８０円、中学校が

３２５円となっており、平成２９年度予算ベースでは年間の総額で７，７５０万円となってお

ります。 

 給食費の無料化につきましては、県内においても王滝村、売木村、平谷村が実施しておりま

すが、さきに答弁いたしましたように、生活困窮等の準要保護者へは就学援助費が支給され、

その中に学校給食費も含まれており、低所得者への負担軽減をしているところであります。ま

た、本年度から給食費の口座振替手数料を町負担とし，保護者の皆さんの負担軽減を図ったと

ころでございます。 

 このような状況を踏まえまして、町としては給食費を一律に無料化するということではなく、

現行の支援策であります就学援助制度の中で対応してまいりたいと考えております。 

１１番（中嶋君） 立派な答弁ですね、課長。たまげた俺は。余りご立派に答えられちゃって。

今、話を聞けば、今、はやりで、あちこちで、この近辺の市町村でもこども食堂を立ち上げた

と。公民館へ集まってカレー食えなんていうようなことで、地域の中でいろいろそういうもの

が生まれてきているんだと。ただ、今のお話を聞けば坂城町では残念ながらまだＮＰＯ法人で

そんなようなことをやっている人がいるとか、今申し上げたようなことをやっている人たちが

ちょっと今のところ見えてこないなという。これもまたいろんな、もう少し深く考えて、どう
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したらいいんだということを、またこれは我々議会も考えていかなきゃいけない問題のような

気もしています。 

 そんなＮＰＯ法人も立ち上がれば、そういうところへ町が支援をすると。そういう部分で

しょうね、町としての考えは。私もわかるような気がします。いろんな制約のある中でやるよ

うな格好になっても、いま一つだと思います。そういう部分を考えればＮＰＯ法人みたいに、

ある程度自由にできるような諸団体があって、そこへ町が少し頑張ってやってくださいという

ようなことで補助でも出せば、今のいろんな大勢の子供たちに集まってもらえる、集まるよう

な場所ができてくるのかなと。 

 まさか今の差別用語になるか何かわかりませんが、貧乏人こっちへ来て、ここで食えなんて

ことも今の時代なかなかこんなことも、それじゃあ、今度はそこへ行かなかったのは、あの何

ちゃんは、なんて、ちょっとまたそんなことになっても困ると。だから、言うなれば町では

ちょっとその辺のところは難しいと思います。ＮＰＯ法人で、誰でもいいから来ておくんなよ

と、そんなようなあれだったらできるのかなと。ただ単純に新聞なんかもやたらあちこち書い

てあったもんで、私は坂城町でもやればいいなと、ちょっとこんなふうに単純に思ったんです

が、今のご答弁いただければ、なかなかその辺は難しいわいというようなお話で、よくわかっ

た次第であります。これはもっともっと、もう１回言いますが、我々議会の中でだって考えて

いかなきゃいけない問題じゃないかと私は思っております。 

 それから、先ほど私がちょっと余計なことを言って、今の個人情報で滑った転んだと言った

んですが、よくまた課長ここまでご答弁いただきました、人数まで。ただ、ちょっとショック

受けました、私は。驚いた。小学校、今の児童数は７７９人いるうちの５６人だなんていうの

は、中学生３７９人いるうちの３６人、トータル９２人、今年９１と。皆さん、どうですかこ

れ、坂城町のこの実情。こんなことになっていたね。おどけたわ。坂城町ほど裕福な町はない

と私は思っていましたから。お父さん、お母さん、どこへ行ったと言ったら、工場へ勤めてい

るわいとか、母ちゃんも父ちゃんも両方勤めているだわいと。トータルでいけば、ちょっと驚

くね。さっき、こんなのはインターネットでみたところで申したあれで、目安として言った

１３７万円以下の子供がなんていうようなことが６人に１人で、４０人で６人、７人なんてい

うことを言ったんですけれども、ちょっとショックですね。 

 それで、町側でやっていただいていることは高く評価します。大したもんですよ。ちゃんと

今の小学校上がるとき、学用品買わなきゃなんないだとか、中学３年生になったら修学旅行へ

行くだわと、それをみんな出してあげていると。それが６８９万８千何ぼというような数字を

言っておったが、これが多いか少ないかということはちょっと私わからないんですが、ただ、

人数的にはちょっとびっくりしました。 

 でありましてですね、これは私が課長に第２質問の中で何か南信のほうが多いからというよ
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うなことで、私ちょっと言おうと思ったら、今、課長ご答弁入れていただいたんですが、言う

なれば何かどういうわけか南信のほうが多くて、木曽の王滝村であるとか、伊那の売木村だと

か平谷村ですね、これは町長、村も頑張っているようですね、課長のご答弁聞けば。これ小さ

い村だと思いますよ、こんなところは。こんなところと言ってはいけないや、また。立派な村

でございます。売木、平谷、王滝は立派なところです。これがですね、無料に取り組んじゃっ

ているというんですよね。財政的から言ったら、町長、坂城町、幾らでしたかな。あんな売木

村、平谷村の村長さんたち頑張っていらっしゃるのに、町長、わしらもこれ少し、こういうと

ころの勉強するじゃないですか、もう少し。それで、できれば私も前からこれも言っておった

んですが、日本一の子育ての町の宣言でも、町長、やろうじゃないですか。全部無料にして。 

 なぜ私これを言うかというと、一番根本にあることは、町長、少子化対策で私、言っている

んですよ。貧困層がうんと増えてきたからどうたらというような部分もあります。それ以上に

私は少子化対策の中でですね、町長、英断を私はお願いしたいと思っているんですよ。もしよ

ろしければ町長、ご答弁お願いしたいと思いますが、議長、取り計らっていただきたい。以上。 

町長（山村君） ただいま、ほかの村でも給食費無料にしているところあると。無料化というの

はいろいろ議論があるところなんです。要するに所得が物すごくたくさんある家も無料化する

と。所得の少ないところも無料化する。ですから一律にやるというのはいいのかどうか。先ほ

ど課長が申し上げたように、かなりきめ細かくご家庭の状況に応じて、そこに給食費のサポー

トをしているということがありますので、町・村のサイズ、いろいろあると思います。ですか

ら私は今当面のところですね、一律にやるということは今のところは考えておりません。ただ、

いろいろまた状況がどんどん変わってくることがありますので検討したいと思っております。 

１１番（中嶋君） 町長、ご答弁を今いただいたわけでありますが、まさにそうとは思いますが、

今ここでもって慌てて、やあ私たちもやろうじゃないかというようなわけにはいかないと思い

ますが、そうは言いましても最後にはちょっと考えていく方向づけのようなお話を承りました

ので、町長、ありがたいかなとは、ある意味、私は思っております。もちろん、町長おっ

しゃったとおり、さっき課長が細かく答弁していただいて、言うなれば、余り丁寧という言葉

を使いたくないんですが、そういうところの皆さんにはとにかく一生懸命やっているよという

ことに対しては、これは私、町長、敬意を表しますよ、本当に。いいことやっていただいてい

ます。 

 ただ、その際の人たちというのがいるんですね。際の人だとか、もうちょっとで俺、言うな

ればちょっともらえるわと。いつも私、法律論でいうと、ぎりぎりの人たち、かわいそうなよ

うな気がするんです。そうすると、ある程度ここからここまでと、また今度はここからここま

でというような、何とか論になっていっちゃいますもんで、それから私の考えているのは、そ

うは言っても、ちょっと言葉が悪くていけませんが、お金持ちの人でもお金のない人でも全員
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がと。そしてましてや、町長、もう一度言っておきますが、少子化対策なんですよ。これはお

金のある人だってお金のない人だって、子供を産むというのは容易じゃないという話を聞いて

いますよ、女性は。そのところを私は少子化対策の一つとして、今言ったような全員にやろう

じゃないかと。さっきのこども食堂ではないですが、一部の人だけだというような部分ありま

す。そういうことを考えれば全員でどうだと、これは私は少子化対策の一つの中ではすばらし

い考えだと私は思っています。余りくどくどもう、申し上げませんが、ひとつ町長いろんな意

味で坂城町の人口を増やすというようなところでの私は質問だと思っていますので、ひとつそ

の辺も酌んでいただければありがたいのかなと思っています。 

 さて、冒頭でもお話を申し上げましたが、国内においては共謀罪を初め森友学園であるとか

加計学園と疑惑が続く中、東京ではいよいよ都議選が始まり、自民党を離党いたしまして都民

ファーストを率いる小池都知事と自民党との対決姿勢深まる中、どんな結果が出るのか、いよ

いよ安倍首相の真価が問われるときが来たかなと私は思うものであります。 

 このような問題も大切な問題ではありますが、国外に視点を向けてみますと、またですね、

アメリカのトランプ大統領が地球温暖化防止のパリ協定から離脱をするとか、自分のことでは

ロシア疑惑など大変大きな問題が山積するようであります。 

 ただ、この中にですね、思いますが、特にですね、日本にとって一番大事な問題は、これは

皆さんやっぱり私は北朝鮮問題だと考えております。これはもう独裁者の金正恩がですね、千

発あると言われているミサイル、テポドンをですね、日本に向けて発射してこないか私はとっ

ても心配ですよ。ある市町村においては、もう向こうから降ってきたら、この中に隠れろとか、

畑であれしたときは頭だけでもこうやって隠れろとか、ビルがあればビルの中に逃げろとか、

どうですか皆さん。いよいよそんなことが言われるような時代になっちゃって。ＳＦの世界

じゃないんですよ。ＳＦの小説の世界じゃないですよ。現実に市町村でそういうことを言って

いるところがもう出てきているんですよね。向こうから来たらサイレン鳴るか何するかわから

ないですが、今のことだから自分の携帯のところにがーがーがーがー何か鳴るか知りませんけ

れども、まことしやかなことになっちゃったね、この時代。この問題はいろんなことを含めて

私は一般質問の中に取り込んでですね、私は坂城町の町会議員でございます。そして、いつも

言います。でありながら私は長野県の長野県人でもあります。最後に私は日本国の日本人であ

ります。何でこんなことになっちゃったんでしょうか。とにかく私は日本に向けてテポドンな

んてものは発射されてこないと、そんなことは絶対起きないと信じております。おりますが、

最後に一句添えます。 

 テポドンで目を覚ませよとウルトラマン テポドンで目を覚ませよとウルトラマン 

 これにて私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 

議長（塩野入君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 
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 明日１３日は、午前８時３０分から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ０時４１分） 
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６月１３日本会議再開（第３日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塩野入   猛 君    ８番議員  塩 入 弘 文 君 

    ２ 〃   西 沢 悦 子 君    ９ 〃   塚 田 正 平 君 

    ３ 〃   小宮山 定 彦 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   朝 倉 国 勝 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   吉川 まゆみ 君   １４ 〃   塚 田   忠 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  山 崎 金 一 君  

 福 祉 健 康 課 長  伊 達 博 巳 君  

 保 育 園 振 興 幹  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  大 井   裕 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

北 村 一 朗 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 保健センター所長  長 崎 麻 子 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  竹 内 優 子 君  

５．開  議     午前８時３０分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）動物愛護の取り組みについてほか 吉川まゆみ 議員 

 （２）地域の明るさ対策ほか 柳沢  収 議員 

 （３）エネルギー対策についてほか 西沢 悦子 議員 

 （４）国保の県への移行はほか 大森 茂彦 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塩野入君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塩野入君） 最初に、７番 吉川まゆみさんの質問を許します。 

７番（吉川さん） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い一般質問を行います。 

 １．動物愛護の取り組みについて 

 イ．飼い猫、野良猫の現状について 

 現在、全国的に犬・猫殺処分ゼロを目指しての取り組みが積極的に行われております。平成

２４年９月には改正動物愛護管理法が公布され、動物の虐待を防止して命を大切にすることや、

自分の飼っている動物が周囲に迷惑をかけないように飼養することがうたわれ、特に飼い主は

最後まで責任を持って飼うことが明記されました。 

 また、行政は飼い主や業者から動物の引き取りを求められれば、ほとんど応じてきましたが、

終生飼養に反する理由での引き取りは拒否できるようになりました。つまり身勝手な処分や飼

養放棄は許されなくなったわけです。 

 さて今回はその中で、当町の飼い猫と野良猫の現状と今後について質問をいたします。近ご

ろはペットをかけがえのない家族として大切にしている飼い主が増えております。しかし、そ

の一方で飼育放棄などで保護された犬や猫がいます。その数は、平成２７年度には全国で

１３万６，７２４匹に上り、このうち８万２，９０２匹が殺処分されたと伺っています。ちな

みに猫は６万７，０９１匹と、その８割を占めておりました。減少傾向にありますが、放置で

きない問題です。 
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 特に野良猫の問題は最近始まったことではなく、昔から人間の住む地域に存在し、誰もが目

に触れてきたことであります。こうした猫を連れて帰って家猫として飼育してくださる方が多

くいればいいのですが、そのまま外で餌を与える人がいれば、その地域に野良猫としてすみつ

き繁殖して増え続けることになります。こうしたことに加え、猫のふん尿と悪臭は猫を嫌いな

人にとってはストレスになります。その結果、こうした野良猫を以前は保健所に引き取っても

らい処分するということが行われてまいりました。そこで、３点についてお聞きいたします。 

 １点目として、当町での飼い猫、野良猫への苦情の状況と、その内容について。 

 ２点目として、現在までに長野保健福祉事務所が苦情の解決のために入ったケースはあった

でしょうか。 

 また３点目として、飼い猫、野良猫がやむを得ず引き取られていったケースは今までにあっ

たのでしょうか。以上、３点についてお聞きいたします。 

 ロといたしまして、地域猫活動への支援について。 

 野良猫はあくまでも飼い主がいない猫ですが、高齢化社会が進む現代において、経済的、体

力的に家で飼育することができない高齢者の方々にとって、野良猫は癒やしの存在になってい

る場合が多々あります。こうした野良猫をむげに引き離すことで今度はそれがストレスになり

病んでしまう方も出てまいります。今や野良猫問題は猫の好き嫌いに関係なく地域福祉の問題

にまで発展しているのが現状です。 

 こうした背景の中、野良猫対策として横浜市磯子区のボランティアの皆さんが初めてこの地

域猫活動に取り組みました。まず地域猫とは、特定の飼い主がなく、その地域に住む人が共同

で管理している猫のことです。そして、この地域猫活動とは、主にボランティアの人たちが野

良猫を捕獲機で捕獲し、繁殖防止の不妊・去勢手術などを行い、もといたところに戻します。

猫の耳には手術が済んでいる印に切れ込みを入れてあげます。その後は地域の猫好きの方が、

ボランティアの方ですが、餌やりやふんの始末を行っていきます。また、このことを近隣自治

区にも了解を得ることで、野良猫は繁殖することなく１代限りで穏やかに暮らすことができる

という仕組みです。この取り組みをやっていくことで、確実に野良猫を減らすことができます。 

 そこで、この地域猫活動、この推進について当局の見解をお聞きいたします。これで１回目

の質問を終わります。 

住民環境課長（山崎君） 最初に、（イ）飼い猫、野良猫の現状についてご答弁いたします。 

 近年、ペットは飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる存在となっていますが、一方では

住環境や住民意識の変化などにより、適正な飼養、餌等を与えて飼い養い育てることでござい

ますが、これが適正にされていない場合などは近隣トラブルや苦情の発生の原因となることも

ございます。 

 今までの苦情の状況と内容は、また長野保健福祉事務所が入ったケース、引き取られたケー
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スはあるかとのご質問でございます。 

 飼い猫や野良猫に係る苦情につきましては、その多くは道路に放置された死骸についてであ

り、その他といたしましては、ふん等による苦情が年間二、三件程度となっております。また、

保健福祉事務所へ、犬、猫の引き取りを求める場合は、繰り返しての引き取り、老齢や病気を

理由とした引き取りなど、終生飼養に反する理由による場合は引き取りができないとされてい

るところであります。このようなことから、ここ数年、長野保健福祉事務所への猫の苦情の対

応や引き取りを依頼した経過はございません。 

 次に、（ロ）地域猫活動への支援についてご答弁いたします。 

 飼い主のいない猫に無計画に餌のみを与えていると、そこに次々と猫が集まり繁殖を繰り返

すことにより、たくさんの不幸な命が生まれ、周囲からふん尿や悪臭、鳴き声などによる苦情

が発生する原因となってしまいます。 

 このような状況の中で、飼い主のいない猫を野良猫として放置するのではなく、周辺住民の

理解を得た上でボランティアの皆さんが一定の管理をして見守り、将来的には飼い主のいない

猫を減らしていこうという活動が地域猫活動であります。具体的には、ふんの処理、餌場やそ

の周辺の衛生管理、決まった時間と場所での餌やり、不妊・去勢手術の実施などが行われてい

る状況であります。 

 しかし、この活動も猫好きな方にはよいことだとされておりますが、猫が苦手な方などから

は反対意見もあり、地域猫活動として周辺住民の理解を得ることは大変難しいとも聞いており

ます。また、猫の繁殖ペースの早さ、全ての猫に不妊・去勢手術ができないなど、地域猫活動

がうまくいかない事例もあるようでございます。 

 地域猫活動は、動物愛護のボランティアグループにより取り組まれている活動であり、野良

猫の減少に向けた方法の一つであろうと考えるところであります。当町では、地域猫活動は行

われていないものと認識しておりますが、地域猫活動につきましては基本的にボランティアに

よるものと考えるところでございます。 

 県保健福祉事務所では、地域猫活動についての助言とボランティアとの連携を行っておりま

すので、活動の相談等がありましたら保健福祉事務所をご案内してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

７番（吉川さん） ただいま担当課長より詳しい説明をいただきました。今、死骸の処理、そし

て年間、当町では二、三件の苦情があったということで、思ったよりも町の環境状況はいいと

いうことを理解いたしました。 

 さて、引き取られたケースですが、現在では法改正もあってか、そのようなことはここ数年

ないということでした。しかし、私の知っている中では、２０年ぐらい前ですが、まだ法改正

の前です、やはり町営住宅に住んでいた方が不妊・去勢をしないまま飼っていたことで、
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４０匹くらいまで増えてしまい、保健所が来て連れていかれたのを記憶しております。無責任

な飼い主のおかげで、その当時の猫は犠牲になってしまいました。 

 さて、今はどうかというと、逆に殺処分ゼロに向けて野良猫の保護活動をされている方がお

ります。当町にもそのような方がいるのかどうかという点を今回お聞きしたいと思いますが、

その点、把握されていましたら、その状況についてお聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 野良猫に関する保護活動の状況把握、また、その内容についての再質

問にお答えをいたします。 

 猫につきましては、犬と異なり法に基づく登録制度が設けられていないことなどから、頭数

や保護活動等の実態把握については難しいところであります。現在、ある公共施設の付近で餌

を与えているなど、されている方がいらっしゃるとお聞きしたことはございますが、その活動

内容の詳細は把握していない状況でございます。反対に、その公共施設の管理者からは、お客

さんから猫の苦情が寄せられ対応に苦慮することもあるとも聞いております。 

７番（吉川さん） ただいまの答弁では、公共施設付近で餌を与えているなどの状況をお聞きに

なっている、しかし、活動内容の詳細については把握されていないということでした。また、

反対に公共施設の管理者からは、お客さんから猫の苦情が寄せられて対応に苦慮することもあ

るということでした。 

 では、お聞きいたします。今、公共施設ということで、町の大事な公共施設なわけですが、

苦情を受けたこと、そのことに対して町として何か対策はとられたのか。例えば保健福祉事務

所に対応を相談するとか、そういうことを行ったかどうかお聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 再質問にお答えいたします。苦情への対応でございますが、基本的に

飼い主あるいは占有者の方の責任で飼養するべきものと考えておりますので、相談等を行った

ことはございません。 

７番（吉川さん） 今のお話ですと、占有者の責任というお話が出てまいりましたが、私は野良

猫だと思っていますので、その辺をお聞きしたかったのですが、私はその対策に乗り出したか

とのお話をお聞きいたしました。 

 まず、見ている方は１人の方が餌をあげて管理をしていると思われていると思いますが、餌

をあげているのはその近くに住む猫好きのおばあちゃんでした。ひとり暮らしということも

あって、かわいがってしまい、猫があっという間に増えてしまいました。それを見ていた猫好

きのＡさんが、このままでは大変なことになる、特に公共施設の周りということで大変苦にい

たしました。そして、みずから捕獲し、不妊・去勢を１匹ずつ行ってきました。十何頭になる

わけですが、まさにこの方の活動は地域猫活動です。皆さんからは、そんなの放っておけばい

いじゃないかというふうに言われるかもしれませんが、実際にその場所の姿を見たときに放っ

ておけなかったそうであります。このまま放っておけば公共施設の周り中に猫が増えて、ふん
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尿で大変なことになってしまったと思います。猫嫌いの人から見れば、なぜ野良猫を大事にす

るの、と誤解を受けてしまいそうですが、先ほども地域猫活動のお話をしましたとおり、この

方は野良猫を減らすために動いたわけであります。 

 そこで、ここでお聞きいたします。このように目に見えないところで地域猫活動、野良猫を

減らそうという活動をしている方がいらっしゃいます。その方に対して何らかの補助ができな

いか。例えば捕獲機を貸与するとか、手術代の補助など、その点について町はどのようにお考

えですか、お聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 地域猫活動に対する補助等はできないかとのご質問でございます。 

 野良猫に不妊・去勢手術をせずに餌だけを与えたことにより、いつの間にか繁殖して猫の頭

数が増えてしまうことが苦情の要因となることが考えられるところでございます。 

 平成２４年には動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正され、動物の所有者または占有

者、自分のものとして飼っている者だということでございますけれども、の責務として、終生

飼養や適正な繁殖に係る努力義務が法律上明確にされたところでございます。 

 県内においては、野良猫の不妊・去勢手術に対する助成を実施している市町村は、長野市、

佐久市の２市であります。また、松本市におきましては、市内に生息する飼い主のいない猫で、

地域の複数の住民により一定の飼養をされているとして、市が指定する団体等の認定を受けた

猫に対して、不妊・去勢手術に係る費用の助成をしております。 

 このように、自治体において野良猫の不妊・去勢手術に対する助成等を実施している例は少

ない状況です。また、飼い猫に対する助成制度を実施していた市町村においても、平成２４年

の法律の一部改正により、所有者または占有者の繁殖制限の努力義務が規定されたことなどか

ら助成制度を廃止した事例もございます。 

 町といたしましては、所有者または占有者の責務として猫を飼っていただくよう、周知等に

努めてまいりたいと存じます。 

７番（吉川さん） ただいまの答弁では、自治体の中では野良猫の不妊・去勢手術に助成をして

いる例は少ないとのことでした。それは実情かもしれません。そしてまた、県内では松本市が

地域猫活動の先進地であります。ただいまも課長のほうから内容、話がありました。この松本

市の取り組みを少し紹介させていただきます。 

 平成１３年に公園や公共施設に無責任な飼い主によって遺棄された猫が野良猫になって大き

なトラブルに発展をいたしました。それは、その猫に勝手に餌づけをする人と、公共施設の管

理者との間でけんかになったのが原因でした。地域の人も増える猫に困り果てておりました。

それを見ていた山田敏子さんという方が何とかしなければと立ち上がりました。そして、任意

団体「ねこの会」を結成し、地域猫活動を開始したそうであります。最初はボランティアが自

費で手術をしておりましたが、この手術も安い手術でありませんので、負担できる費用に限界
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がありました。そして、ようやくその取り組みを評価していただき、平成２０年からは市とし

て地域猫に限り補助を予算化していただいたそうです。現在で松本保健福祉事務所管内では、

２０６カ所が地域猫活動の地域に指定をされています。 

 私はまさしく先ほどの公共施設、当町での野良猫対策はこれと一緒だと思いました。町内に

は、もしかしたらこの運動を周知すれば、同じような思いで猫の命を大切に考え、やってくれ

ている方がいるかもしれません。例えばこの活動を周知する中で、今は地域猫活動のグループ

がありませんが、何人かがボランティアグループを立ち上げ、この地域猫活動を始めたといた

します。そこで一番悩むのが不妊・去勢手術の費用であります。ぜひ全額でなくても結構です

ので、補助制度をつくっていただけたらと思いますが、１点、その点お聞きいたします。 

 また、もう１点、法改正になったとはいえ、野良猫のもとは飼い猫であります。この飼い猫

の管理不足が地域の野良猫問題に発展しているわけであります。そこで、飼い猫の不妊・去勢

にも何らかの補助はできないか。以上２点について再度お聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 不妊・去勢手術への補助の考えはとの質問でございます。先ほどもご

答弁いたしましたが、平成２４年に一部改正された動物の愛護及び管理に関する法律において、

動物の所有者または占有者の責務等の一つとして、「動物の所有者は、その所有する動物がみ

だりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずる

よう努めなければならない。」と規定されております。 

 このことからも、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、地域猫、飼い猫の不妊・去勢手術

につきましては、飼い主あるいは占有者の方の責任において実施すべきものであると考えてお

ります。 

７番（吉川さん） あくまでも占有者の責任ということをおっしゃっておりますが、県内では

２４自治体が飼い猫の不妊・去勢手術に補助制度を設けております。７７から考えれば少ない

わけでありますが、答弁の中で、広報の中で猫の飼い方についてもしっかり周知をしていただ

けるということですが、あわせて野良猫への対処の仕方なども、しっかりとまたＰＲをしてい

ただけたらと思います。 

 では最後に、地域に根づいた住民活動の中心的な存在として、動物愛護推進員という方がい

らっしゃるとお聞きしております。当町にはこのような方がいらっしゃるのでしょうか。また、

その活動はどのようなものでしょうか。お聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 当町に動物愛護推進員はいるか、また、その活動内容というご質問で

ございますが、長野県における動物愛護推進員につきましては、法律に基づき地域における犬、

猫等の愛護の推進に熱意と識見を有する方として１９８名が委嘱されておりますが、当町には

動物愛護推進員の委嘱を受けた方はいない状況でございます。 

 動物愛護推進員は、県が実施している施策への参画や、犬、猫の適正な飼養の啓発等の活動
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をしているとお聞きしております。なお、動物愛護推進員のほか、県下では、動物の適正な飼

養管理の知識と動物愛護思想の普及を図ることを目的に、昭和５４年５月に長野県動物愛護会

が設立されており、県保健福祉事務所と連携を図る中で、１１ある支部を通じ、地域猫活動支

援事業、しつけ方教室、動物愛護フェスティバルなどの事業に取り組まれているところでござ

います。 

７番（吉川さん） ただいま県からの委嘱で１９８名がいらっしゃるということで、しかし、当

町には残念ながら１人もいないということでした。動物愛護の取り組みは行政が立ち入ること

のできない場面も多々あると思います。そこを間に入って助言をしてくださるのが動物愛護推

進員と聞いております。 

 県からの委嘱ですので、ここからは何とも言えませんが、さて、先ほどのＡさんがみずから

１人で地域猫活動をしております。彼女は別に補助をしてほしいということは言っていません。

しかし、このようなことをしている方が地域にはかなりいるのではないかということを私は思

います。そんな意味でも、これからこの辺をしっかりと町当局でも把握をしていただきたいと

思います。 

 そして、先ほども県の中に１１支部あるという動物愛護会ですが、ここに地域猫グループで

登録をいたしまして認定を受けますと、県の動物愛護センター、小諸市にありますハローアニ

マルで無償で不妊・去勢手術を受けることができるそうです。この点も広報する中で、野良猫

対策を推し進めていかれたらと思っております。 

 いずれにしましても、捨て猫に歯どめをかける意味でも、猫を飼うときのマナーとペットの

飼育方法などを定期的に回覧板などでも広報していただけたらありがたいと思います。そして、

その中に多頭にお悩みの方が相談できるような一文も添えていただけると親切かと思います。

これは要望です。では、次の質問に移ります。 

 ２．防犯灯のＬＥＤ化について 

 イ．防犯灯の新設、修繕について 

 今年の２月、別件で住民の方からの相談を受けに伺うと防犯灯の話になりました。すると、

「なかなか防犯灯の新設は難しいんだよ」と言われました。毎年、要望箇所として出しても、

なかなか設置に至らないということを言いたかったようです。そこで、１点として、防犯灯の

新設と修繕はどのような手続をとってなされているのでしょうか。その流れについてお聞きい

たします。 

 ロとして、防犯灯の維持管理について 

 町には、この３月末現在で１，５７７灯の防犯灯が設置をされていると伺っています。その

内訳は、町管理が６９２灯、区の管理が８８５灯ということで、一番多い区はやはり中之条区

で約２３０カ所ほどありました。 
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 さて、先ほどの区の方は蛍光灯の交換について、「切れると自分たちでやっているので

ちょっと怖いんだよね」ともおっしゃっていました。そこで、防犯灯が切れたときは、どのよ

うに維持管理と交換をされているのでしょうか。その点についてお聞きいたします。これで

１回目の質問を終わります。 

住民環境課長（山崎君） 防犯灯のＬＥＤ化についてお答えいたします。 

 最初に、（イ）防犯灯の新設、修繕についてでございますが、各区からの防犯灯の新規設置

や修繕の要望につきましては、年末の行政協力員会の際に、各区長さんに次年度の防犯灯設

置・修繕要望書の提出を依頼し、年が明けた２月末までに各区内の要望を取りまとめていただ

いております。また、各学校ＰＴＡから通学路上に防犯灯の設置要望があった場合は、教育委

員会を通じ設置要望がございます。 

 町では、各区から提出いただいた防犯灯設置・修繕要望箇所を、各区長さん、役員さんにお

立ち会いいただく中で現地調査を行います。各区、学校ＰＴＡからの要望箇所の現地調査を終

了後、精査する中で、設置や修繕が必要と認められる箇所につきましては、計画的に設置・修

繕工事を行っているところでございます。なお、現在、新設箇所、修繕箇所の防犯灯につきま

しては、消費電力が少なく長寿命なＬＥＤ灯を使用しているところでございます。 

 次に、（ロ）防犯灯の維持管理についてでございますが、防犯灯の蛍光管等が切れた場合は、

町から各区に蛍光管や点灯管を現物支給させていただき、交換作業につきましては各区におい

て行っていただいているところでございます。 

７番（吉川さん） それでは、２回目の質問をいたします。ただいまの答弁の中で、２月末まで

に各区から要望をいただき、そして通学路に関しても要望いただく中で現地調査をして設置箇

所を計画的に決めて、今はＬＥＤ化にしているというお話でありました。 

 イの新設についてですが、毎年、各区から申請が上がってくるわけですが、過去４年間の要

望箇所数と、そのうち設置された数はどのくらいだったでしょうか。 

 その点と、町では新設につきＬＥＤ化を進めてきておりますが、それはいつからでしょう。 

 そして、従来どおりの新設と、またＬＥＤ化の新設、どのくらい設置費用が違うのでしょう

か。以上、３点についてお伺いいたします。 

住民環境課長（山崎君） 再質問にお答えいたします。平成２５年度以降の各区等からの防犯灯

新設要望数と新設した件数でございますが、平成２５年度は要望２７カ所のうち１０カ所、

２６年度は要望４２カ所のうち１４カ所、２７年度は要望３２カ所のうち１１カ所、２８年度

は３７カ所のうち４カ所をそれぞれ新設しております。 

 次に、防犯灯のＬＥＤ化の開始時期でございますが、町では平成２２年度から防犯灯のＬＥ

Ｄ化を開始しております。 

 次に、設置費用の差でございますが、ＬＥＤ防犯灯の設置費用は約３万５千円、従来の蛍光
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管防犯灯の設置費用は約１万５千円と、ほぼ倍の差がございます。 

７番（吉川さん） ＬＥＤ化は２２年からということで、約七、八年もうＬＥＤにかえていただ

いております。ＬＥＤにしたのは全部町管理になっているというふうに資料を見させていただ

きました。今の答弁の中で１点、２８年度が３７カ所要望があったわけですが、たった４カ所

設置をされたということですが、これは何か理由があったのでしょうか。その点についてお伺

いいたします。 

住民環境課長（山崎君） ２８年度の設置箇所が４カ所の理由でございますけれども、平成

２７年度までは住民環境課の設置費にあわせ、建設課の補助事業でございます効果促進事業通

学路照明整備工事により防犯灯を新設しておりましたが、採択条件の変更により防犯灯の整備

に対応できなくなったことによるものでございます。 

７番（吉川さん） それまでは２本立てで予算が組まれておりました。２８年、昨年度から住民

環境課の修繕の予算で賄っていくということで、２８年も６９万でした。今年度が７８万くら

いだったと思うんですが、これはあれでしょうか、このままこの予算で我慢してやっていく、

申請が３７件、２９年度がどのぐらいの要望があったかお聞きしていないわけですが、これは

町としてはこの対応でやっていくということで理解してよろしいでしょうか。 

住民環境課長（山崎君） 予算の件でございますけれども、予算については今後検討してまいり

たいと、そのように思っているところでございます。 

７番（吉川さん） 検討していくということは、増額をすることもあるということで理解してい

いでしょうか。なかなか設置が進まないという声も聞かれております。その中で、この２８年

からこのように設置費用が減額されているということは、実際に現場では大変な状況が起きて

いるということだと思います。そういう意味で、今の検討しますという言葉を重く見たいと思

います。 

 ロの防犯灯の交換についてお聞きいたします。蛍光管とグローについては町から来るわけで

すが、交換については各区が責任を持って行っています。では、各区はどのようにして交換し

ているか把握されておりますでしょうか。それが１点と。 

 昭和の時代から設置のものは昼間でもつきっ放しのものがあります。住民からすると大変税

金の無駄遣いととられてもしようがないと思います。この点はどのように対処しているので

しょうか。 

 また、有線の電柱についているものがありますが、この防犯灯については今後撤去するので

しょうか、それとも移動するのでしょうか。以上、３点についてお聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） お答えいたします。各区はどのように防犯灯の蛍光管の交換を行って

いるかでございますけれども、区の役員さんが直接交換している区もございますが、多くの区

では地元の電気業者さん等に防犯灯の交換を依頼しているとお聞きしているところでございま
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す。 

 防犯灯が常時点灯している箇所の改善でございますが、これは防犯灯の自動点灯装置の故障

が原因と考えられます。季別ごとに実施しております地域安全運動期間中の防犯パトロールの

際に、各区の防犯指導員さんを中心に防犯灯の点検をしていただいており、防犯灯の故障があ

る場合は、ご報告をいただく中で計画的な修繕に努めているところでございます。 

 町有線柱に共架している防犯灯でございますが、町では町防災行政無線の新設工事に伴い、

平成３０年度から町有線柱の撤去工事を行う予定でございます。有線柱に共架している防犯灯

につきましては今年度中に再確認を行い、必要である箇所につきましては残してまいりたいと

考えております。 

７番（吉川さん） 有線柱に共架しているものに関しては再確認を行って、これから今後設置す

るものは設置していくということでありました。 

 交換について私も聞き取り調査をいたしました。２７区のうち２０区が電気屋さんにお願い

しておりました。そして五つの区が経験のある方に有料で頼んでいました。そして二つの区が

役員の方がみずからはしごに上り交換しているということがわかりました。今回なぜこの交換

の仕方にこだわっているのかといいますと、予算の関係かと思いますが、みずからはしごに上

り交換するということは大変危険が伴うと思います。現在ほとんどの区が電気屋さんにお願い

しておりますが、これはこれで交換の費用がかかっているわけです。そして調査の結果、一つ

わかったことがあります。それは２００灯ある区は年間４分の１の約５０灯が毎年切れており

ます。これを交換しております。また、９５灯ある区は、聞きましたら約２０から３０灯、年

間に交換しているということがわかりました。ということは、例えば交換料が２千円とします

と年間１０万円は区で支払っているということになります。 

 もちろん区内の安全のためであるので、それは当然だといえばそうかもしれませんが、この

現状を見ますと、そろそろ全町的にＬＥＤ化、この導入をしっかりと考えていかれたらいいと

思います。中之条区では少しずつですが、年間２０灯ぐらいずつＬＥＤ化を図ってきておりま

す。しかし、財源の厳しい区もあると思います。ですので長期的スパンで各区の設置箇所の見

直しを行いながら、計画的にＬＥＤ化を進めていかれたらと思いますが、この点について町当

局の見解をお聞きいたします。 

住民環境課長（山崎君） 計画的に防犯灯のＬＥＤ化を進める考えでございますが、全面的なＬ

ＥＤ化につきましては、消費電力の削減、防犯灯蛍光管交換作業の軽減につながるものの、設

置費用の面もございますので、各自治区等から要望書を提出いただく現在の方法により対応し

てまいりたいと考えております。 

７番（吉川さん） 設置費用のこともあるので、町にお願いしているわけです。 

 さて、ふるさと寄附金の中に、「ふるさとさかきのまちづくりを応援します」という使い道
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がございます。昨年度もかなりの寄附金を当町にいただきました。環境整備の観点からも、ぜ

ひこの防犯灯のＬＥＤ化にその一部を活用できたらいいなと思いますが、その点についてはど

うでしょうか。 

 また、区に対して全額でなくてもいいので設置する区に対しては２分の１補助というような

形、これをとっていただけないか、この２点についてお伺いいたします。 

住民環境課長（山崎君） ふるさと寄附金を活用した防犯灯整備でございますが、ふるさと寄附

金の充当は町全体の施策にかかわるものでございますので、町全体の施策を考える中で研究し

てまいりたいと考えております。 

 次に、２分の１補助等でございますけれども、現在のところ考えておりません。 

７番（吉川さん） 今後ぜひ導入に向けて考えていただきたいと思います。この２分の１補助に

ついても、各区はやはり毎年毎年同じものが切れるのを交換しているわけです、有料で。その

辺をしっかりとまた町当局でも調査していただきながら、これから前向きに取り組みを検討し

ていただきたいと思います。この防犯灯というのは私も見て回りましたが、本当にＬＥＤ灯は

結構高いところにあるんですが、普通の防犯灯は結構低い場所に設置してありました。２０Ｗ

ということで、かなり明るくはないわけですが、これがあることで子供たちも守られ、そして

町民の命も守られるということで、大切な取り組みだと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。それでは、次の質問に移ります。 

 ３．新電力導入について 

 イ．その経過と今後について 

 日本国内の電力供給は、当初１０社の電力会社により長年独占体制が続いてまいりました。

市場競争がなく、サービスの向上がないことも問題視されておりました。平成７年、電気事業

法が一部改正され、１１年には第２次制度改革により、翌年にはビルや工場に対する電気販売

の自由化が定められ、新規参入会社、新電力への変更ができるようになり、そして電力自由化

により小口の電力を送電する発電事業者の参入が可能となってまいりました。 

 さて、当町でも今回、中部電力から特定規模電気事業者に切りかえを決定したと伺いました。

住民の皆さんからいただいている血税を少しでも削減できる取り組みということで、その英断

を高く評価したいと思います。また一方、この先、電力の安定供給が確実に心配なく図られる

のかということについては少しの不安を抱くわけですが、そこで、その思いを払拭するために

も何点かお聞きしたいと思います。 

 １として、今回導入に至るまでの経過はどうでしたか。 

 ２点目として、何社からのアプローチがありましたか。 

 ３点目として、その中で今回の事業者に決めた根拠についてはいかがですか。 

 ４点目として、供給の公共施設の状況と、従来の電気料金との比較について、どのくらい削
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減ができるのか。見込みで結構ですので、お答えください。以上で１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） ただいま吉川議員からご質問いただきました新電力導入についての経過と今後

についてご説明申し上げます。 

 まず新電力の参入につきましては、平成１２年の３月から契約容量２千ｋＷ以上の大規模工

場などを対象とした特別高圧電力から参入規制が撤廃され、高圧電力のうち契約容量５００ｋ

Ｗ以上が平成１６年、役場庁舎など契約容量５００ｋＷ未満が平成１７年と段階的に規制緩和

がありました。また、昨年４月には一般家庭などを対象とした契約容量５０ｋＷ以下の低圧電

力も加わったことで、いわゆる全面自由化となった状況となっております。 

 これによりまして、私たち電気利用者が中部電力ですとか東京電力など、既存の地域電力会

社以外の新電力会社から電気の供給を受けられるようになっているというところであります。

また、電気料金につきましては、認可に基づく規制料金として使用量に応じて決められていま

したが、自由化以降は年々減少の傾向にあったものの、平成２３年に発生した東日本大震災後

の原子力発電の稼働率低下などを背景に上昇の傾向に転じております。 

 町といたしましては、公共施設全体の電気使用量の見直しとともに、電気料金の削減は大き

な課題として検討してまいりました。導入に向けての経過としましては、平成２７年度から検

討を開始しましたが、近隣市町村の状況なども調査し、当町への電気の供給が可能か新電力会

社への問い合わせを行い、契約できる新電力会社に対し施設ごとの電気使用量の実績をもとに

試算していただいたところであります。 

 なお、新電力会社のシェアは中部電力管内で５％、全国的に見ても１０％にとどまる中、ほ

かの自治体でも新電力会社を対象とした入札を実施しても不参加のため業者が決まらない状況

が続き、入札による新電力会社の選定が似合わないものであることも判明し、低価格であるこ

とはもちろんですが、改めて安定的に電力を供給していただくことが大切であると感じたとこ

ろであります。 

 具体的にですね、提案していただいた会社は発電施設を有するなど、安定した電力供給が可

能な新電力会社の中から、町施設の電気使用量に対して低価格な条件を引き出すＥＳＰ（エネ

ルギー・サービス・プロバイダー）方式による業者を介しての新電力会社４社と、新電力会社

と直接契約する方法のものが１社であり、合計５社となっております。 

 ＥＳＰ方式では、①番としまして、万が一、契約した新電力会社が事業撤退、倒産してし

まった場合でも、直ちにほかの新電力会社に契約を切りかえることができることで安価な電力

を引き続き利用できること。二つ目として、２年目以降も当町の電気使用量実態に合わせ提案

をいただくことで新電力会社を選択することが可能なことなどの利点があります。 

 一方、新電力会社と直接契約する方法は、ＥＳＰ方式による委託料の分、合わせた利用料金

は安価に提供しやすいものの、仮に事業撤退、倒産してしまった場合、安定的に電力供給する
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ことが難しいなどの点があります。 

 県内では、新電力に切りかえた自治体のうち、飯山市、中野市、千曲市、小諸市、大町市、

岡谷市など１６市町村においてはＥＳＰ方式で契約となっており、低価格で契約し、かつ安定

的に電力供給ができるという利点により採用となっているものと思われます。 

 各新電力会社からの提案の結果としまして、ＥＳＰ方式での新電力会社の削減額が最大であ

り、あわせて安定的に供給してもらえるシステムであることから、この６月１日より開始と

なったところであります。 

 なお、今回の契約対象施設は、高圧での契約をしている役場庁舎、文化センター、食育・学

校給食センター、図書館、中学校、３小学校、２保育園の計１０施設となっておりますが、施

設の規模などの違いから村上保育園や児童館などは低圧での契約となっており、今後の検討と

なります。 

 また一方、町が関与しているという意味で、坂城町振興公社につきましては、ほかの新電力

会社からも提案がありましたが、ＥＳＰ方式による価格がより低価格であったことから、同じ

く６月１日から対応しているところであります。 

 電気料金の削減額につきましては、平成２７年度の実績に対して、おおよそ２０％、金額に

して合計で約５００万円から６００万円の削減を見込んでおります。 

 いずれにしましても、固定費の削減を図る中で事業実施にめり張りをつけるとともに、引き

続き町民の皆様がご利用しやすい公共施設となるよう研究してまいりたいと考えているところ

であります。 

７番（吉川さん） 町では慎重に検討を重ねていただいた上で、ただいまも５社の中から１社を

決定していただいたということでございます。そして、削減率も２７年度に対しまして

５００万から６００万の削減ということで、これは大きな、町にとっては、何というんですか、

利益だと思います。 

 そして、びんぐし湯さん館も導入されたということですが、１点、先ほどもこれからの検討

課題と言っていましたが、坂城テクノセンター、坂城勤労者総合福祉センター、鉄の展示館と

いうのは低圧でできないのでしょうか。その点についてお聞きいたします。 

総務課長（青木君） ご質問にありました勤労者総合福祉センター、またテクノセンターという

のは、それぞれ管理しておりますのが、勤労者総合福祉センターは勤労者共済会、テクノセン

ターは財団法人というような形の中で、町以外の団体が管理しているということですので、そ

ちらのほうにつきましては当面それぞれ独自で対応していただくというような形で考えている

ところでございます。 

７番（吉川さん） 今、答弁をいただきました。これからも低圧の施設もあるわけですが、これ

からの中で、また検討していただき、少しでも町民の税金を削減できる施策を進めていただき
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たいと思います。 

 今回も現場の住民の皆さんの声をもとに質問させていただきました。すぐには結果はついて

きませんが、着実に住みやすい町坂城を目指して、これからも現場の声を届けていきたいと

思っております。以上で私の一般質問を終わります。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時２２分～再開 午前 ９時３２分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、５番 柳沢収君の質問を許します。 

５番（柳沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

 今日は坂城高校の３年生の方が大勢ですね、傍聴に見えておられます。私ども議員の同僚の

中にもですね、坂城高校の出身者の方がかなりおられます。その方たちからですね、今日はい

い勉強ができたというふうに言われるような質問もしていただきたいと言われております。 

 今回で９回目の一般質問になります。前回は明るさと活力の発信ということで、町一番の元

気者と言われております町長のパワーをですね、役場職員を通していただこうではないかとい

う取り組みについて質問させていただきました。今回は地域の明るさ対策ということで、子供

たちにスポットを当てさせていただきます。 

 一般質問もですね、任期の後半に入ってきたわけでありますが、同じようなことを繰り返し

質問する真の狙いが最近わかってきたと、そんな感想をいただきました。また、この人の一般

質問は楽しみで、一語一句聞き逃さないように放送をいつも見ているよという意外な方の会話

を耳にし、やっとなれてきたのに、また気が抜けなくなってしまったなと、改めて緊張してお

ります。 

 さて、先日の地方紙に「地域のつながり学校でも」という投稿がございました。この春、高

校生になった方からのお便りでございます。徒歩と電車で通学するようになり、今までより地

域のつながりのよさが見えてきたということです。まず駅周辺や道路にごみが落ちておらず、

気持ちよく歩けるのは地域の人が掃除をしてくださっているおかげだと。次に挨拶。挨拶はコ

ミュニケーションの大事なツールで、人間関係の入り口とも言えると。朝の挨拶は１日の活力

で、帰りの挨拶は明日のエネルギーを蓄えてくれると述べておられます。地域で感じたつなが

りのよさを学校生活でも生かしたい。仲間に笑顔で挨拶し、つながりを広げたい。そして地域

や学校を大切にし、当たり前のことを自然とできる大人に成長していきたいと結んでおります。

６月７日の朝刊ですので、ご興味のある方はお読みいただければと思います。 

 先ほど述べましたように、我が坂城町には坂城高校がございます。町民はよく挨拶してくれ

る高校生だと自慢しているのですが、よそに行ってはやっていないというような人もいます。
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想像するに、もしかするとよそでは挨拶を返していないのかもしれません。しかし、無理もあ

りません。就職した人だってなかなかできないのですから。坂城町役場内の挨拶にしても、ま

だまだだとご指摘をいただくこともあります。 

 以前に「挨拶は返すことが大切」という新聞投稿がございました。中学生の投稿です。中学

に入って挨拶の大切さを学び、登下校に挨拶をするのだが、返してくれない人がいるというん

です。それが若い大人の人たちだというんです。恥ずかしいのはわかりますが、返してもらえ

ないと悲しい気持ちになりますとのことです。 

 坂城町では若手職員が中心になって挨拶を奨励し、挨拶当たり前のまちづくりに励んでくれ

ております。恥ずかしく難しい部分もありますが、町民に活力を分ける意味からも続けていっ

ていただきたいと思います。 

 篠ノ井駅では年に数回、長野俊英高校、篠ノ井高校、更級農業高校の生徒が朝の２０分間、

あいさつ運動をやっているとのお話も耳にします。地域の年配者が集まると大体このような話

が出てきます。いかんせん自分たちで元気をつくるのは難しいところもありまして、どうして

も若い人たちから元気をもらいたくなります。気にさわる方がおられるかもしれませんが、お

許しいただきたいと思います。 

 挨拶は全国的に見ますと捉え方に微妙な差がございます。文部科学省では、しつけの一部と

しているようです。そのため、児童や生徒の挨拶運動は国で決められた学校のカリキュラムで

はないらしいのです。学習指導要領の小学１年、２年には気持ちのよい挨拶を心がけようとし

ているようですが、具体的なものがいま一つはっきりしません。このようなことでありますの

で、子供たちの挨拶については各学校でのその年その年の取り組みいかんによって軽重が変

わってきます。そこで、本年における取り組み計画と実施状況についてお伺いいたします。 

 話は変わりますが、子供たちに元気と勇気を与える大人からのあいさつ運動も第２４回にな

りました。今日がその２４回目だったのですけれども、先月、坂城小学校に行くと子供たちの

中に校舎に入っていかない子供が数人おるんです。記録を残すときにもプライバシーの保護に

気をつけ、子供たちの後ろ姿をカメラにおさめているのですが、こちらをずっと向いているた

め写真が撮れないのです。今までそんな子はいなかったので不思議に思ったのですが、全校生

徒が校舎に入ってからもまだいるのです。校長先生にお聞きすると、児童会の役員であいさつ

運動に参加してくれたとのことでした。早速、記念撮影をしたのですが、自主的な参加なので

今後も継続するかどうかはわからないとのことでした。坂城中学校で生徒会の皆さんたちと、

あいさつ隊と合同のあいさつ運動を２回させていただきましたが、小学校で児童会の皆さんと

の合同のあいさつ運動は思いもかけなかったことで感激いたしました。 

 地域を明るくする方法には、いろいろなものがあります。挨拶をするまちづくりで明るくし

ようとするのがあいさつ運動です。あいさつ運動は人にさせる運動ではなく、自分たちがする
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運動です。そういう意味で自主性が最も大切な要素です。その自主性を児童会の役員の方たち

が発揮したのです。大人たちのあいさつ運動の参加者にとって、こんなにうれしいことはあり

ません。 

 こんなすばらしい子供たちは、あいさつ運動のほかにもいろんなところで大人たちを元気づ

けているんだろうなと思っておりますと、坂城小学校にはセーフティリーダーに任命されてい

る子供がいるとの記事に接しました。そこでお伺いいたします。セーフティリーダーとは、い

かなる内容のものなのでしょうか。 

 るる述べてまいりましたが、坂城町の児童・生徒はすばらしいのであります。ところが、こ

のすばらしさがどこで知れわたるかというと、いま一つぴんと来ないのであります。子供を育

てるなら坂城、進学させるなら坂城高校だよねとなってほしいのでありますが、そのよさを外

に向かって発信しなければ前進しません。情報の発信装置としてはホームページがよいと思う

のですが、ホームページは利用者にとって探しやすくなっているのでしょうか。そして、その

中身であるグランドデザインは見た人に訴える内容となっているのでしょうか。最近は長野県

高等学校長会が情報発信に公式フェイスブックを立ち上げているとの報道もあります。以上、

３点についてご回答を願います。 

教育長（宮﨑君） 私からは、地域の明るさ対策の子供の挨拶、この関係の中で学校の取り組み

についてご答弁申し上げます。 

 町内の小中学校では、町の教育目標である「坂城の子は坂城で育てる」をスローガンに、各

学校においてもグランドデザインに位置づけて、坂城のよさに気づき、坂城を愛し、坂城を誇

れる元気な子供たちの姿を目指し、各学校が地域の特色等を生かす中でさまざまな活動を行っ

ているところでございます。 

 子供たちの挨拶につきましても、従前から各学校のグランドデザインに取り入れる中で取り

組みを行っています。例えば南条小学校では、特別活動で児童会全体のあいさつ活動、村上小

学校では児童会を中心とする元気で明るいあいさつ運動の推進、また本日傍聴にお見えになっ

ています坂城高校につきましては、生徒会を中心に「心をこめた 明るいあいさつ 心を研く

活動」に重点をおいて、取り組んでいるところでございます。 

 そうした中で、長野県青少年育成県民会議が呼びかけております信州あいさつ運動の一環と

して、町内小学校の校門付近において、子供たちに、おはようと声かけをしていただいている

大人からのあいさつ運動実行委員会の皆様方に対しまして、心から敬意を表する次第でござい

ます。 

 各学校におきましては、人と人とのコミュニケーションの第一歩であります、先ほど６月

７日の新聞投稿のご紹介もいただきましたけれども、挨拶を大切にし、学校内だけでなく、そ

れこそ家庭や地域の中でみずから進んでできるようにしていくことが大切でございます。家庭、
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地域それぞれの皆様の温かいご支援を引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 なお、各学校の挨拶の実施状況につきましては、課長から答弁をさせていただきます。 

教育文化課長（宮下君） 私からは、ご質問のありました各学校での取り組みについて順次お答

えいたします。 

 小中学校での本年度の計画と実施状況でございますが、坂城中学校では、新アタリマエ憲章

があります。その中に、１．明るいあいさつ、２．無言清掃、３．全校が一つになれる歌、

４．時間を守る、５．服装を整える、６．相手の立場になれる人権感覚といった６点をしっか

りと行おうと、平成１７年に生徒会によって制定されました。今年度は新アタリマエ憲章をよ

り完全にし、その上で社会の常識を通すことを大切にして活動を進めています。 

 坂城中学校での日常の活動について申し上げますと、生徒会の有志があいさつ隊を組織し、

毎週水曜日に昇降口や校門など全校生徒が通る場所に立ち、登校する生徒を挨拶で迎えるあい

さつ活動を行っており、６月７日には８０名を超える生徒が参加したと聞いております。学校

長は毎朝、校門で登校する生徒を挨拶で迎え、今年度から新たに部活動のない毎週水曜日の下

校時には、全職員で昇降口、校門に立って挨拶で全生徒の下校を見送っています。日常生活で

は、廊下ですれ違えば、こんにちはと自然に挨拶できる生徒がほとんどで、「人より先に、自

分から」をキーワードに挨拶がさらに定着するように指導しています。 

 南条小学校では、児童会主体のあいさつ運動を特別活動とし、あいさつ歌声委員会は昇降口

前で登校してくる児童に挨拶を行い、今年度から６月６日から６月９日までを「あいさつ交歓

週間」とし、挨拶のよい人、あいさつ名人を見つけ、放送等で紹介することで、大きな挨拶の

声を学校中に響かせ、週間が終わっても挨拶が響く学校にすることとしています。代表委員は、

朝、各教室を回り、教室にいる全ての児童に挨拶を行い、月目標の中に挨拶に関する項目を入

れて取り組み、登校班の班長は、登校時に地域の人に出会った際は全ての人に挨拶を行うよう

に心がけております。また、昼の放送でも挨拶のよい姿、もっとよくなる姿を紹介することに

よって、校内全体によい挨拶をしようとする雰囲気が高くなり、下級生も上級生のすばらしい

姿に憧れを抱くようになっています。 

 坂城小学校は、「さ」「か」「き」の文字どおり、支え合う子、輝く子、鍛える子を目指し、

輝く子の目指す姿は、爽やかな挨拶ができ、自分の思いを自分の言葉で語れる子になるよう指

導しているところです。代表委員と学校長が毎朝、児童昇降口前に立ち、あいさつ運動を行っ

ております。代表委員は昇降口でのあいさつ運動が終わると職員室や各教室を回って挨拶する

あいさつ隊となって活動しています。各クラスでは事前に目標を決め、クラスのあいさつ係が

何人に挨拶をしたかを調べ、クラスの一定の人数以上が手を挙げたら、児童昇降口の壁に模造

紙に描かれた大きな木の幹に、季節に合わせた葉や実などを張りつけていくという取り組みを

し、挨拶の日常化を目指しております。 
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 村上小学校では、「生きる力を高め自立する子ども」を学校教育目標として掲げ、日常の生

活であいさつ運動を展開しております。挨拶には心を開く効果がありますので、誰とでも気持

ちのよい挨拶ができ、コミュニケーション能力を高めることができるよう、キャリア教育を中

核とした子供の育成を推進しています。今年度は、学校長が毎朝登校時間に合わせて校門に立

ち、挨拶をしたり声をかけたりしています。児童会でも「一人ひとりが笑顔で楽しい学校～心

と心をつなぐ明るいあいさつ・相手の気持ちを思いやる行動～」をスローガンに掲げ、毎朝、

代表委員会の当番児童が各教室を回って挨拶をしています。そして大きな挨拶が返ってきたク

ラスを昼の放送で発表し、挨拶が響き合う学校にしようという取り組みが行われています。 

 以上のように、町内の小中学校の計画と実施状況についてお答えしましたが、児童・生徒が

おはようから始まる元気な挨拶から１日が始まる挨拶の大切さを認識しており、挨拶に取り組

んでいるところでございます。 

 また坂城高校では、今年度、ホームルーム、部活動などのあらゆる場面で「心を込めて 心

を研き 心輝く」を校訓に教育活動を行っています。特に「心をこめた 明るいあいさつ 心

を研く活動」に重点をおいて取り組んでいます。あいさつ運動は、年度当初に生徒会役員が中

心となり、校門前で大きな声で挨拶を行うとともに、服装についても声かけを行っているとの

ことです。今年度は通年を通したあいさつ運動を行う予定で、職員も毎日、坂城駅、学校周辺

の通学路で挨拶や声がけを行っています。挨拶の重要性は生徒に浸透しており、生徒、職員が

一丸となってさらに取り組んでいきたいと聞いております。 

 続いて、セーフティーリーダーの内容はについてお答えします。 

 セーフティリーダーは、長野県警が平成１３年より子供の防犯意識や地域の交通安全活動等

を高めることを目的とし、県内全域で行っている取り組みです。 

 内容でありますが、小学６年生に「わが家のセーフティリーダー」を委嘱をし、町で地域で

みんなが安全で安心して生活していけるように、家庭や下級生のお手本となって、安全のため

に積極的に活動してもらうというもので、鍵が閉め忘れていないか、地域の防犯、シートベル

トの装着や登下校時の交通安全を、委嘱された児童がリーダーとなって、家族や下級生に声が

けをすることによって犯罪や事故の未然防止に努めるという取り組みです。 

 町内小学校では、輪番制で６年生にセーフティリーダーを委嘱しています。今年は坂城小学

校の６年生の皆さんが４月２５日に委嘱され、児童自身の防犯意識、交通安全活動の意識を高

め、安全で安心な明るいまちづくりを目指して活動を行っているところであります。家庭の

セーフティリーダーとして、一層頑張っていただきたいと期待をしているところであります。 

 続きまして、学校ホームページの活用はについてお答えします。 

 現在のネット社会において、ホームページは広報媒体として、なくてはならないものとなっ

ており、閲覧する皆さんに正確な情報を速やかに、そして魅力的に伝えることが求められてい
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ます。 

 ご承知のとおり、各小中学校のホームページの閲覧は、各検索サイトから学校名を入力して

閲覧することもできますし、町ホームページのリンクから学校を選択して閲覧することも可能

となっています。各学校のホームページには、学校の沿革や、２９年度の教育目標、特色ある

取り組み、学校だより等が掲載されています。また、坂城高校においては、坂高プレスという

ウエブページで高校総体の結果や事業所見学会の様子などを、随時、日誌としてアップし、保

護者やＯＢ、地域の皆さんにお知らせをしております。 

 今後におきましては、学校職員会のＩＣＴ活用委員会において、各学校の特色を取り入れた、

より見やすい魅力あるホームページの作成などを研究する中で、地域の皆さん初め多くの皆さ

んに閲覧していただけるようＰＲに努めていきたいと考えております。また、グランドデザイ

ンにつきましても、わかりやすいグランドデザインとなるよう、他市町村の学校のホームペー

ジを閲覧するなど研究をしていきたいと考えているところでございます。 

５番（柳沢君） 丁寧なご答弁ありがとうございました。今、教育長、それから教育文化課長か

らですね、ご答弁いただいたわけですけれども、私どもが想像している以上なスピードでもっ

てですね、いい方向に移っているなという印象を受けました。本当にですね、先ほど坂城小学

校の自主的な活動のお話をさせていただいたわけですけれども、それ以上、いろんなところで

もって、いい方向に動いているなというふうに思います。 

 特に坂城高校の生徒の皆さんにはですね、子どもフェスティバルとか、それから坂城どんど

んへの参加など地域のつながりを持っていただいておりますし、ほかにもですね、奉仕活動を

やっておられるということで、これだけでも十分なわけでありますけれども、篠ノ井駅におき

まして篠ノ井地区のですね、更級農業高校、それから篠ノ井高校がですね、年に何度か朝のあ

いさつ運動を実施しているというお話も伺っております。非常にその地域の皆さんに元気を与

えていただいているということで、このような取り組みがですね、県立高校で可能であるなら

ば県内の高校にですね、広がっていけばというのが県民の願うところでございます。 

 次の質問に移ります。３月の一般質問で人口の減少傾向についてお伺いいたしました。その

ときに社会減についていろいろな数字をもってご説明をいただいたわけですが、同僚議員に示

された数字の中に、転入は４７７人で転出は６１４人、転入において県外からは２０３人、県

内からは２７４人、転出においては県外へ２０８人、県内に４０６人というくだりがございま

した。この数字を眺めておりましたところ、ちょっとおかしなことに気がつきました。県内と

ですね、県外でくくってみますと、県外からの転入が２０３に対して、転出が２０８というこ

とで、ほぼ同数。県外から入ってきた人が２０３人、出ていった人が２０８人と、ほぼ同数な

んです。これに対して県内の転入がですね、２７４人に対し転出が４０６人。だから、県内か

ら入ってきている人が２７４人に対して転出はですね、４０６人。大きく差が出ているわけで
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す。県外であれば転居の必要性は大きいのでしょうが、県内の場合にその転居が必要不可欠な

ものであったかどうかということです。出ていった人が４０６人で、入った人が２７４人と。 

 こういうことを、この町ではしてはいけないのでしょうが、隣の市に目をやったときですね、

上田市の場合、増えた人が５４２人、千曲市は増えた人が１４３人です。それに対し坂城町は

減った人が１３７人なんですね。上田市と千曲市に挟まれた坂城町、この三つの自治体が全て

人口が減っているというならば理解もできるのですが、挟まれた町だけが人口が減っている。

この現象をどう捉えたらよいのかということです。知らされない幸せに配慮するという町政に

おいてはですね、望むべくもありませんが、移住を考えている人は選ぶに当たって選択をして

いるのではないでしょうか。移住者が増えた市では買い物や子育て環境などの利便性をＰＲし

たことが増加した原因だと挙げております。 

 上諏訪駅前にスーパーのツルヤさんの出店が決まったとの新聞報道に接しました。県内では

３３店舗を展開するツルヤさんが諏訪地方に出店するのは初めてのことです。市は買い物弱者

への配慮が必要だとして諏訪駅前開発に生鮮食品や生活用品を扱う商業施設の確保を求め、ツ

ルヤさん側も応じる姿勢を見せていたということですけれども、このツルヤさんが入る商業施

設は２階以上に公共施設や医療機関が入り、近くはマンションが主体の居住棟も建てられると

のことです。 

 こういうほかの地方公共団体のご努力と、その成果の報道に接するたびに、我が町政はいか

がだろうと思ってしまうわけであります。毎回、同じ項目に質問させていただいているわけで

ありますが、生活・医療格差対策は坂城町における未来の核心であると思っております。総合

病院誘致にしましても総合スーパー誘致にしましても、避けて通れない発展の過程だと考えて

おります。スーパー、病院、縁結び、これらは坂城町の３大テーマではないでしょうか。持続

的で活力にあふれる、まとまりのある自治体をつくるには必要な要素であります。 

 病院は運営形態によって公立病院と私立病院に分けられます。また、公立病院は設置しなけ

ればならない根拠法が存在しないため、地域住民サービスのための医療事業という位置づけに

なっているようでありまして、そのため全く病院がない自治体が存在するそうです。その一つ

が坂城町であります。知らされない幸せに配慮する町政においては、取り上げられないテーマ

でございますが、近隣の住民はよく研究しています。公立が難しいならば私立病院だってすば

らしいじゃないですか。町が自慢する企業群で病院を設立することだって考えられるわけであ

りまして、記念病院なんかはすばらしい取り組みだと思うんですが、いかんせん町がその気を

見せなければ企業も振り向いてはくれません。町に病院があれば従業員の健康管理もより一層

行き届きます。企業の好感度もアップするものと思われます。形になってから初めて我々が知

るところとなるのが先例でありますが、総合スーパーや総合病院誘致への町の関心や動きはど

うでありましょうか。 
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 上信越自動車道千曲川さかきパーキングエリアにコンビニが出店されました。昨日の同僚議

員の質問に対し、これまでも可能性を模索してきたとご答弁されておられましたが、総合スー

パーや総合病院の誘致についてもその可能性を模索しておられるのかという質問でございます。

どこで調査しても住民の一番の関心事はほとんどが生活の利便性と医療、福祉でございます。

住民の要求には限りがありませんし厳しいものがあります。しかし、それに真摯に向き合えば

ご納得がいただけるのではないでしょうか。仮にそのような態度が不十分だったとしても、今

この町に住んでいる人がこの町を去る、そういう人は少ないかもしれません。だが、これから

居を構えようとしている人たちが、この町を選ばないかもしれません。来年の２月１日には人

口異動調査に基づく人口推計が発表されます。これが生徒であれば、いわゆる通知表ではない

かと思うのであります。町内だけでなく厳しい世間の評価基準のもとで、本年度は優秀な成績

をおさめられるよう期待しております。答弁を求めます。 

町長（山村君） ただいま柳沢議員さんから非常に生活に密着するテーマで総合スーパー、病院

の話を伺いました。るるご説明したいと思いますが、先ほど人口の話がありました。それで、

坂城町ではご案内のように、ここ数年、子供の教育ですとか福祉ですとか、福祉医療の無償化

ですとか、高校までのを紹介しましたけれども、そういう効果も実は徐々に出てきていまして、

先ほどお話しされた人口動態調査というよりは、毎月私どもでは坂城町のホームページに現在

何人住んでいるかという住民票ですね、その数でやっているんですけれども、これはもう増え

ているんです。５月１日付、これはホームページに出ていますけれども、１万５，１８６人、

６，０８７世帯なんですけれども、これは４月１日が１万５，１８５人に比べると１人ですけ

れども、増えたと。それから世帯もですね、６，０８２で５世帯増えているということで、感

覚的にどんどんどんどん減っているというのが、ちょっと立ちどまってきたかなというふうに

私は理解して、これからも積極的にいろいろやらなきゃいけないというふうに思います。 

 その中で、今ありましたご質問にお答えします。まず２として、生活・医療格差対策につい

てでありますけれども、初めに（イ）の総合スーパー誘致の動きについてということでござい

ますけれども、ご案内のように当町の小売業につきましては、以前は自宅の近くに野菜とか肉

とか魚介類などの生鮮３品や生活雑貨を取り扱っている商店が点在して営業しておりました。

その後、消費者ニーズの多様化やモータリゼーションの進展とともに、駐車場を完備したロー

ドサイド店が郊外に進出するなど、町内の買い物客の動向につきましても変化が生じてまいっ

たというところであります。さらに、このロードサイド店につきましても、大規模資本の大型

店を核としたショッピングモールができ上がり、そこに一つの商店街が形成されたことにより、

以前から町内で営業してこられた商店の経営は大変厳しい状況となっていて、また西友坂城店

が食品スーパーとして地域で親しまれ、大勢の皆さんに利用されておりましたけれども、上田

地域等の近隣に大型商業施設が開店した影響などがあって、平成２０年１１月に閉店に至って
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いるというところであります。 

 このような状況を少しでも解消するため、平成２３年よりイトーヨーカドーアリオ上田店に

移動販売を行っていただいたりしまして、現在町内の３カ所において生鮮食品などの購入につ

いてご協力いただいているという状況であります。また、先ほどお話ありましたけれども、

４月２８日に千曲川さかきパーキングエリアにオープンした店舗２店を含め、町内には１１軒

のコンビニエンスストアが営業しております。ご案内のように、この四、五年の間に倍増して

１１店になったということです。このうち約半分は、この四、五年のうちにできてきたという

ところであります。また、コンビニエンスストアは従来から販売している弁当やパン、雑貨な

どを初め、現在では町の特産品や野菜、総菜も店頭に並べられて、さらにひとり暮らしの方や

高齢者の方にも購入しやすいよう生鮮食品を小分けにするなど、消費者のニーズを取り入れた

サービスを行い、地域住民と共存して地域のお店として欠かせない存在となっております。 

 また、当町は上田市と長野市の２大商圏に挟まれており、特に上田市内には車での移動が

３０分程度で可能であり、市内の大型商業施設は当町も商圏人口に取り込んで商業活動を行っ

ておられるというところであります。この総合スーパーなどの大型商業施設は、スポーツ用品

など専門性が高いものや、嗜好性のある衣料品などの買い回り品や、種類や品数の取りそろえ

においてすぐれておりますが、行政の区域にとらわれず一定規模の生活圏を面的に捉えて、自

社のほかの地域での店舗等の配置や消費者の動向、立地条件などを詳細に分析する中で、出店

する場所を選定しているということであります。行政が誘致しても企業の出店計画や条件と一

致しないと町内への出店は非常に困難なものだと考えております。 

 このような状況の中で、当町といたしましては、現状としましてはですね、総合スーパーを

誘致するのではなくて、町内小売業の皆様の販売活動にさらに積極的に協力していくというこ

とが重要だと考えており、商工会と連携して商品券を発行して町内での購買意欲の向上を図り、

また地場産直売所の機能を強化するなど、日々の生活に密着した生活必需品が購入できる場を

確保してまいりたいと考えているところであります。 

 続きまして、２のロの総合病院誘致の動きはということでございますが、地域の医療体制に

つきましては、地域の実情に応じた医療を提供する体制を確保するため、各都道府県により医

療圏が設定されており、長野県におきましても医療機能の分担や連携、医療サービスの適正か

つ効率的な提供のため、１次医療圏から３次医療圏までが設定されております。 

 日常生活に密着した医療サービスが行われる１次医療圏は市町村が単位とされ、当町には医

科６カ所、歯科５カ所の医療機関があり、日々多くの町民の皆様の健康を支える医療を提供し

ていただいております。また、郡市と周辺地域を一体とした広域的な圏域での入院医療や包括

的な医療サービスが行われる２次医療圏としては、長野医療圏に長野赤十字病院、ＪＡ長野厚

生連南長野医療センター篠ノ井総合病院、同じく松代総合病院、千曲中央病院、上小医療圏に
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は信州上田医療センター、丸子中央病院などの医療機関があります。当町は両医療圏と生活圏

が重なっており、さらには３次救急医療を担う医療機関として、長野赤十字病院に加え、ＪＡ

長野厚生連佐久総合病院佐久医療センターが周辺地域に位置するなど、大変優位な立地にある

と考えております。 

 こうしたことから、当町では長野医療圏における長野広域連合９市町村での病院群輪番制病

院運営事業への運営費負担に加え、上田市、東御市、長和町、青木村の上小医療圏４市町村と

共同で上田市内科・小児科初期救急センターの運営費を負担し、町民の皆様の休日、夜間等に

おける重症救急患者の診療や夜間の急患に対応する体制を確保し、平成２７年度の実績としま

しては、病院群輪番制病院運営事業では当町から２７１人、上田市内科・小児科初期救急セン

ターでは小児科で９８人、内科で３５人の方が受診されております。また、千曲医師会及び埴

科歯科医師会のご協力をいただき休日当番医事業を千曲市と実施するなど、町民の皆さんが安

心して医療機関を受診できるよう連携を図っております。 

 さらには、ＪＡ長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院に対して、平成２５年度から

３年間について、救急医療、周産期医療の充実を目的とした施設の整備に対する財政支援をし

ているほか、これまでにＪＡ長野厚生連松代総合病院、県立須坂病院、第３次救急医療を実施

するＪＡ長野厚生連佐久総合病院佐久医療センターの施設整備に対する財政支援もしてまいり

ました。 

 また、医師や看護師など医療従事者の不足が深刻化し、質の高い医療を提供できるスタッフ

を集めることが非常に困難な状況の中、信州上田医療センターの医師確保のため信州大学から

医師の派遣を受ける事業に対して、上田地域広域連合の４市町村と共同で医師確保の経費につ

いて補助をするなど、町では町民の皆さんが安心して医療の提供を受けられるよう、医療体制

の充実のためさまざまな経費の負担をしております。 

 医療体制につきましては、一つの自治体に必ず総合病院を備えるのというのはなかなか難し

く、医療圏という枠組みの中で充実した体制を整えることが最も効果的であると考えるところ

で、当町としましては、現時点では総合病院の誘致を行うのではなく、今後も坂城町を中心と

した大きな医療圏の中で、町民の皆様が安心して医療を受けられる体制の充実を図るよう対応

してまいりたいと考えております。 

企画政策課長（柳澤君） 人口の社会増減につきましてのお話がありましたので、現在取りまと

めておる状況について申し上げます。長野県で行われております毎月人口異動調査でございま

すが、最終的な集計は翌年の２月というようなところで出てまいるんですけれども、毎月毎月、

町のほうにもお知らせが来るところでございます。現在、２９年の３月、それから４月という

ようなところにつきましては、手元のほうに資料が参っているところでございます。昨年につ

きましては、坂城町から県内のほうへ比較的多く転出がされていた状況でございますけれども、
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現在の状況でございますが、県内からの転入が６７名、転出については、３月分ですが、

６１名。４月についても転入が３１名、転出が２２名というような状況の中で、現段階ではご

ざいますけれども、県内につきまして転入のほうが多い状況で社会増となっている状況でござ

います。 

５番（柳沢君） 今、理事者の方からですね、ご説明をいただきまして、非常に頑張っておられ

て、二つの総合スーパー、それから総合病院以外にもですね、坂城町が実施している施策とい

うのは、かなりあるわけです。そういうことの成果が出てきているかなと、そういう印象を受

けました。それからですね、頑張っておられるんですけれども、やはり住民の方の要求という

のはですね、ここまでということではなくて、もっともっとという要求があるわけでありまし

て、なかなかですね、そこら辺については双方ご理解いただくという部分があるかと思います

けれども、今後もですね、こういう問題につきまして発信していただいて、そしてご理解いた

だければ、住民の方の安心、こういうものも増加し、そして、あるいはほかの市からもですね、

坂城町いいじゃないかと、先ほど子供たちの取り組み、こういうものがありましたけれども、

そういう形になっていくのではないかなと、そんなふうに思います。 

 では次の質問に移ります。前回の一般質問で横町通りの除雪についてお伺いいたしました。

横町通りというのは、しなの鉄道の坂城駅を出て坂を上り右に折れ、坂城高校に向かう商店街

の通りでございます。この通りがですね、大雪が降った後、車道の除雪状態が芳しくないとい

うことで、何とかならないかと前回お伺いしました。すると、いろいろと込み入った問題が

あって、本年は思いどおりにできなかったが、問題は解きほぐされて来年は大丈夫との回答を

いただきました。通学路として坂城高校の皆さんも使っておられるかもしれませんが、来年は

雪の心配が和らぐことでしょう。 

 ところで前回の一般質問をケーブルテレビで見ておられた方でしょうか、横町通りの除雪問

題は解決されたので、今度は独居老人宅の除雪を何とかしてもらいたいとのご意見をいただき

ました。お聞きするとですね、千曲市では独居老人宅に除雪券なるものを配っているのですが、

坂城町でも実施できないかという話題が出たので、除雪の件について一般質問していた議員に

調べてもらえということになったらしいのです。 

 そこで、そのような制度があるかと千曲市に尋ねますと、そのような制度はないということ

でした。ただし、社会福祉協議会で実施している地域支え合い事業「つなぐ」のことではない

かということです。そこで、「つなぐ」という事業について調べたところ、いわゆる有償ボラ

ンティアの制度なんです。以前、一般質問で有償ボランティア制度についてお尋ねしたことが

ございました。まだそのときはですね、輪郭がはっきりしておりませんでした。今回、千曲市

の「つなぐ」事業を知ることによって、坂城町でもこのような事業を実施すれば福祉制度がよ

り充実するのではないかという感覚を持ちました。 
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 「つなぐ」という事業は、ふだんの暮らしの中で起こるちょっとした困り事をご近所づき合

いの延長線上で解決していくという登録制の事業です。お礼は地域の商店で使える通貨券、先

ほども町長のほうから地域の地元のですね、交流をされてはどうですかと、こういうお話あり

ましたけれども、こういうものに使えるということで、したがいまして、除雪以外にもですね、

買い物、ごみ出し、それから先ほど同僚議員の質問にありましたけれども、家電などの簡易な

修理なども支援事業に入るそうです。ただし、自家用車を使用した支援はできないということ

です。社会福祉協議会がコーディネーターとして間に入るので、おつき合いに波が立たずス

ムーズだというのです。 

 平成２７年４月からスタートした事業ですが、助けてもらう会員が５４名で、助っ人会員が

５７名、１枚２００円の地域通貨券の購入が２年間で３０万円あったとのことなんですね。こ

の事業は若い事業でありますが、先輩格に軽井沢町のルイザ券という制度があって、こちらは

平成２３年の４月からスタートしております。 

 平成２８年の３月の一般質問でお尋ねしたときは、高齢者支援団体が坂城町に７団体あり、

さまざまな場面で奉仕活動に励んでおられるとの説明をいただきました。町における高齢者福

祉事業は十分なのでありましょうか。坂城町社会福祉協議会は福祉事業最後のとりでとしての

気概を持って事業に取り組んでおられ、敬服するところでございますが、いかんせん年々その

事業量が増えているように見えてなりません。そして民間のボランティア団体の方も高齢化の

波が押し寄せているように見えます。このような状況に鑑み、千曲市の「つなぐ」に類似した

事業が坂城町にあってもいいかなと思うわけであります。そこで、寄り添う自治の提唱としま

して、除雪対策に有償ボランティアを使えないかお伺いいたします。ご答弁をお願いします。 

福祉健康課長（伊達君） 除雪対策に有償ボランティアはについてのご質問にお答えいたします。

除雪対策として、降雪時の支え合いなどを目的とした有償による除雪の仕組みにつきましては、

北海道や東北地方、新潟県の一部地域、県内では飯山市など豪雪地域を中心に取り組み事例が

あり、実施主体は自治会組織や社会福祉協議会、ＮＰＯ法人などさまざまとお聞きしておりま

す。 

 しかしながら、こうした豪雪地以外の地域では一般的に地域住民の協働といった共助による

ことが多く、坂城町におきましても降雪時には通学路などの除雪を自主的に行っていただいて

いる地域や個人の方がおられます。 

 ボランティアにつきましては、対価を目的としない無償性や自発的、自主的な意思による活

動が重要な要素となっていますが、提供した労働価値を超えない範囲の実費などを受け取る有

償ボランティアといった考え方もあるようでございます。 

 ご質問にございました千曲市の地域支え合い事業「つなぐ」につきましては、千曲市社会福

祉協議会が実施している事業で、内容につきましては、今、議員さんおっしゃったとおりの内
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容でございます。 

 坂城町の社会福祉協議会におきましても、有償による社協たすけあいサービスとして、ヘル

パーが訪問時に高齢者世帯の困り事に対して介護保険外のサービスを提供するといった異なる

形での対応を行っておりますが、訪問時の雪かき専門の対応はなかなか難しいというのが現状

とお聞きをしております。 

 除雪につきましてはシルバー人材センターへの依頼なども可能と考えますが、降雪の状況に

よっては集中的な依頼や交通状況などで対応が困難になることが予想されますし、これはボラ

ンティアでも同様の状況になることが考えられますので、日ごろから隣近所や地域の中で、高

齢者など支援を必要とする世帯にも配慮していただければ幸いと思っております。 

 高齢化の進展や生活環境の変化により支援のニーズも多様化する中では、ボランティアとい

うことも一つの考え方とは思いますけれども、除雪に限らず安心して暮らせる地域づくりには、

まずは地域に暮らす住民の皆さん同士の支え合いにより、地域内のつながりを深めていくこと

が最も重要なことではないかと考えているところでございます。 

５番（柳沢君） 丁寧なご答弁、ありがとうございます。今回、三つの問題につきまして、ご答

弁を求めたわけですけれども、今日は坂城高校の皆さん方が、生徒さんたちがですね、傍聴に

来てくれています。１８歳になると選挙権を持ちますので、既にお持ちの方もおられると思い

ますが、質問の最初のほうでご紹介しました「地域のつながり学校でも」という投稿者の方な

どは、地方自治についてもご理解が進んでいるものと思われます。町の自治というと取っつき

づらいものもありますが、最も身近な政治であります。生徒会の延長線上にあると考えたらい

かがでしょうか。選挙権が付与されること自体、十分に判断能力があるとされているわけです

から、自信を持って行動をしていただきたいと思います。今日は皆さんが議場に来られ、一般

質問を傍聴され、坂城町議会の議員１４人の顔も何となくわかったのではないかと思います。

町でお行き会いしたときはお声をかけていただき、日ごろ思っている疑問をぶつけていただき、

若いパワーを坂城町に与えてください。８割から９割の生徒さんは町外から見えられていると

もお聞きします。ぜひ地元に帰ってからも、そしてこれからの生活においても、今日の勉強を

生かしていただくよう心より期待しております。以上で質問を終わりにします。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時２９分～再開 午前１０時３９分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、２番 西沢悦子さんの質問を許します。 

２番（西沢さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

いたします。 

 最初に、１．エネルギー対策についてです。 
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 東日本大震災を契機として、それまでの資源・エネルギーの大量消費による経済活動は資源

の枯渇や地球温暖化などの環境問題を引き起こし、安定的に供給されるはずの電力が制約され

る事態となりました。このことから、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの積極的な導入

や省エネルギー、またエネルギーの効率的な利用に向けての取り組みが全国で一斉に始まった

感があります。 

 今年の２月、自然環境保護団体のＷＷＦジャパンは、人口減少や省エネ技術の普及により

２０５０年時点のエネルギー消費量は２０１０年と比べ４７％減にできると想定し、全電力を

再生可能エネルギーで賄えるとの試算を発表しました。その実現のためには、再生可能エネル

ギーの政府達成目標の引き上げが前提とのことで、この試算どおりに達成できるとは思われま

せんが、全国ではエネルギーの地産地消を目指し、地域新電力と言われる限られたエリアに

絞って電力を供給する小規模電力会社の設立や、小規模電力会社の自治体版、自治体新電力と

呼ばれる電力会社を設立した自治体も出てきています。 

 当町のエネルギー対策は第５次長期総合計画の中で位置づけ、平成２３年度よりスマートコ

ミュニティ構想普及支援事業に取り組み、エネルギー利用に関する調査を初め、スマートエネ

ルギー設備導入補助事業などを実施してきたところです。そこで、今までの取り組みの状況や

今後の計画、方向性についてお伺いいたします。 

 イとして、スマートコミュニティ構想事業と「坂城スマートタウン」構想事業についてです。 

 以前に同僚議員からも同様の質問がされています。この二つの事業の目指すところは、エネ

ルギーの安定確保やエネルギーマネジメントにより町においてエネルギーの最適な利用ができ

る環境づくりであるとのことですが、この二つの事業の違いがよくわかりません。後期基本計

画にはスマートタウン構想に基づく基本方針、またそれを受けての実施計画にはスマートコ

ミュニティ構想として特に主要施策と位置づけられています。さらに総合戦略には坂城スマー

トタウン構想推進事業となっているわけで、この基本となる考え方をお聞きします。 

 次に、ロとして、スマートエネルギー設備設置補助金についてです。 

 再生可能エネルギーの取り組みとして、今年度も４００万円が予算化されています。初めに

導入実績についてお尋ねします。２８年度は当初予算３００万円に対し、９月に２００万円の

増額補正をしています。大きな伸びがあったということですが、２８年度実績についてお聞き

します。また、この事業導入後の総件数と総設置容量についてもお尋ねいたします。 

 次に、この事業の今後の取り組みと見通しについてお聞きします。総合戦略では実施期間を

５年、平成３１年度までとしていますが、その後も同様の取り組みを続けるのかどうか。また、

エネルギーの効率的利用、省エネルギー、再生可能エネルギーの整備を進め、町全体のエネル

ギー需給調整の環境が整うまでの年数の見込みについてもお伺いいたします。 

 続いて、ハとして、スマート工業団地の取組みについてです。 
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 企業活動におけるエネルギー利用の効率化の観点から、テクノさかき工業団地内の２社にご

協力をいただき、電力使用量の削減の取り組みをされました。その結果についてお伺いいたし

ます。 

 次に、スマート工業団地化事業化実現可能性調査について。２８年度、民間事業者により実

施されています。その結果についてもお聞きします。また、スマート工業団地化につきまして

は第３セクターによる新会社設立を視野に計画を進めるとお聞きしましたが、今後の事業実施

スケジュールについてお尋ねいたします。 

 最後に、ニとして、新たな再生可能エネルギーの導入についてです。 

 エネルギーの地産地消と町全体のエネルギーマネジメントシステムを構築するためには、

もっと多くのエネルギーが必要だと思います。新たな再生可能エネルギーの導入の計画につい

てお聞きします。以上で１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま西沢議員さんからエネルギー対策について、るるご質問がありました。

その中で私は（イ）のスマートコミュニティ構想事業と「坂城スマートタウン」構想事業につ

いての面と、全般的な考え方も含めてお話し申し上げます。 

 まず、エネルギー対策についてでございますけれども、この中でスマートコミュニティ、あ

るいはスマートタウンと言っているということのお話がありました。それを説明したいと思い

ます。 

 まず、スマートコミュニティとは、地域社会がエネルギーを消費するだけじゃなくて、つく

り、蓄え、賢く使うということを前提に、地域単位で総合的に管理する社会のこととされてお

ります。産業や社会生活の基盤となる住宅、交通網、公共サービスなどがＩＴ、情報技術を利

用することで、エネルギーの最適な活用ができる次世代送配電網、これスマートグリッドとい

いますけれども、これを基礎とした情報ネットワークに接続し、環境負荷の少ない暮らし方を

実現しようとするもので、ここで言うスマートは賢いと訳し、賢くエネルギーを使うという意

味で用いております。また、次世代送配電網とは、賢い送配電網という意味のスマートグリッ

ドとも言われ、電力の流れを供給側、需要側の双方から情報技術、ＩＴを使って制御し、最適

な状態を保つことができる送配電網のことであります。 

 一方で、坂城スマートタウン構想につきましては、先ほどのスマートコミュニティの概念の

中で、当町において必要と考えるスマートコミュニティの実現に向けた方策をまとめたものが、

坂城町でありますので、坂城スマートタウン構想というわけでございます。坂城スマートタウ

ン構想では、エネルギー消費の無駄を省き使用量を少なくする、需要の質に応じたエネルギー、

技術を選択する、地域のエネルギーを有効に利用する、町民、事業者が広くかかわれる仕組み

を構築するといった基本的な考え方を掲げております。 

 次に、総合計画等への位置づけについてですが、平成２７年度に策定した坂城町第５次長期
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総合計画後期基本計画においては、施策全体をエネルギー対策として位置づけ、第４章「潤い

のある快適で安全なまちづくり」の中で、再生可能エネルギーの導入推進、省エネルギーの推

進、エネルギーの効率的な利用など、地域社会におけるエネルギー環境の変化やさまざまな課

題に対応するべく方向性を示しております。 

 この基本計画に示した基本施策を具体的に実施するための実施計画においてもエネルギー対

策として位置づけ、その主な事業概要としてテクノさかき工業団地におけるスマート工業団地

実現の取り組みについて示しております。また、坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略にお

きましては、重点プロジェクト坂城スマートタウン構想事業として、後期基本計画で示すエネ

ルギー対策の方向性を踏まえ、快適な生活を実現する環境整備として取り組む具体的な事業内

容をお示ししているわけであります。 

 これらを基本的に据える中で、省エネルギーへの取り組みを皮切りに、持続可能なエネル

ギーへの転換や利活用など、無理、無駄のない賢いエネルギーの使い方を研究し、町民を初め

行政や民間企業などが、つくるエネルギー、蓄えるエネルギー、そして省エネルギーに取り組

み、地域全体でエネルギーを最適かつ効率的に利用できる仕組みの構築を目指しているところ

でございます。 

 そういったことを踏まえまして、町では平成２２年度から住宅用太陽光発電システム導入に

対する補助制度を創設し、平成２７年７月には、その補助対象を住宅用の蓄電池システムや家

庭内エネルギー管理システム、これはＨＥＭＳといいますが、などにも拡充する中で、再生可

能エネルギーの積極的な活用と環境に優しいまちづくりの推進に取り組んでまいりました。本

補助制度につきましては、昨年度は申請状況から補正予算にて増額対応し、今年度当初予算に

おきましても、前年度当初と比較し１００万円の増額をしたところでもございます。 

 いずれにしましても、スマートコミュニティ構想事業と坂城スマートタウン構想事業に関す

る基本的な考え方につきましては、いずれも無理なく無駄なく賢くエネルギーを使うというこ

とで、目指す方向性については同じであります。 

 これらの取り組みを通じまして、産業分野、家庭分野における再生可能エネルギーのさらな

る導入促進と省エネルギーの推進を図り、町全体のエネルギーの効率的な利用を推進してまい

りたいと考えております。 

企画政策課長（柳澤君） エネルギー対策について、ロから順次答弁を申し上げます。 

 まずスマートエネルギー設備設置補助金についてでございますが、平成２８年度の実績につ

いては、住宅用太陽光発電システム補助金２０件、１３５万３千円、家庭用リチウムイオン蓄

電池システム補助金が１１件で２２０万円、家庭用エネルギー管理システム、ＨＥＭＳでござ

いますが、補助金８件、３５万８千円で、合計といたしまして３９件、３９１万１千円の補助

を行ったところでございます。 
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 平成２２年度の制度創設からの総件数につきましては、３６４件、金額で２，４９３万７千

円となっております。内訳につきましては、太陽光発電システム補助金３４３件、

２，２１２万９千円、総設置容量でございますが、１，６４５．６ｋＷでございます。蓄電池

システム１２件、２４０万円、総設置容量は７０．４ｋＷでございます。エネルギー管理シス

テム、ＨＥＭＳでございますが、９件で４０万８千円となっております。 

 続きまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてでございますが、この総合戦略は、

国や県の実施期間を踏まえて、平成２７年度から平成３１年度の５年間を各施策を展開する実

施期間としていることから、平成３１年度までの取り組みとしてお示しをしております。 

 その後も同様に取り組みを継続させるのかということでございますが、昨今のエネルギーを

取り巻く環境を考えた場合、この先２年につきまして述べることは難しい状況でございますの

で、今後につきましては、さまざまな情勢を踏まえる中で検討していきたいと考えております。 

 スマートタウン構想では、エネルギー消費の無駄を省き、使用量を抑制する、また需要の質

に応じたエネルギー、技術を選択する、あるいは地域の再生可能エネルギーを有効活用する、

そして町民、事業者が広くかかわれる仕組みを構築するといったことを掲げ、省エネルギーへ

の取り組みを皮切りに持続可能なエネルギーヘの転換や利活用など、無理、無駄のない賢い使

い方を研究し、町民を初め行政や民間企業などが、つくる、蓄える、省くエネルギーに取り組

み、地域全体でエネルギーを最適かつ効率的に利用できる仕組みの構築を目指してまいりまし

た。 

 町全体のエネルギー需給調整の環境が整うまでの年数の見込みはということでございますが、

今申し上げましたスマートタウン構想に基づいた取り組みを進めてはおりますが、現時点にお

きまして、まだ環境整備までの具体的な年数の見込みをお示しすることは難しいといった状況

でございます。 

 全てのエネルギー需要量を賄うことは厳しい状況ではありますが、再生可能エネルギーの積

極的な活用と、需要側においても地域単位で節電やピークカットを行うなど、今後さらに地域

単位でエネルギー管理を行うスマートタウンの構築を推進し、省エネ、節電や再生可能エネル

ギーの効率的な利用の実現を図ってまいりたいと考えております。 

 そのような中、当町のエネルギー利用状況を見ますと、エネルギー需要量が最も高い製造業、

化石燃料の利用が多い農業、民生部門でも特にエネルギー需要量が高い家庭部門などが、その

特性として挙げられております。当町の基幹産業である製造業のエネルギー需要量は、町全体

の約半分を占めており、特にその中でも電力需要は町全体の８割近くを占める状況となってい

ることから、テクノさかき工業団地を対象に、スマート工業団地化に向け取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 続いて、スマート工業団地の取り組みについてでございますが、当町のエネルギー需要、製
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造業が大変大きな割合を占めております。こうしたことから、テクノさかき工業団地を対象に

平成２４年から当町と信州大学工学部、そして地元企業の産学官連携によるスマート工業団地

に向けた取り組みを行ってまいりました。 

 ものづくりの町である当町におきましては、企業活動におけるエネルギー利用の効率化とリ

スクマネジメントは不可欠であるとの考えのもと、工業団地内の各事業所のご協力をいただく

中で、デマンドメーターを設置し、そのうち特にエネルギー需要の大きい二つの事業所には、

スマートメーターを各生産ラインに２社合計５０台を設置して電力の需給状況を調査し、生産

工程や人員配置なども検討する中で、電力使用量の削減、スマート工業団地化に向けた取り組

みを行ってまいりました。電カデータの収集、解析と並行して生産に係るさまざまな情報を集

約し、これらの情報を重ね合わせる中で検討をした結果、金額ベースでおよそ２割程度のコス

ト削減につながっております。 

 それらの結果を踏まえる中で、平成２８年度におきましては、スマート工業団地の実現に向

けた次のステップとして、町と民間企業との共同参画による国の補助事業を活用した事業化可

能性調査を実施してまいりました。この補助事業は、民間事業者主導での申請が前提となって

おり、その他大学などの研究機関、先進的な取り組みを実施している自治体関係者等と町が連

携、協力する中で、当町の高い水準の日射量が得られる地域特性を生かした太陽光発電等の地

産地消型再生可能エネルギーの導入促進とともに、エネルギーマネジメントセンターを設立し、

一括受電等も含めたエネルギー需給管理システムを構築するために必要な調査を行い、技術面、

事業性面及び適切な事業規模について検討してまいりました。 

 また、調査では団地組合の企業の皆さんにご理解とご協力をいただく中で、先ほどのデマン

ドメーター等によるデータ、電力需要等に関するアンケート調査及びヒアリングのほか、地元

金融機関、電力会社等へのヒアリングを実施させていただきました。 

 これらの調査等を踏まえ、設備の構成等については電力を一括受電するとともに、蓄電設備、

太陽光発電設備を設置し、ピークシフト・停電対応を実施することにより、契約電気料金の削

減の効果が見込めるとされたところでございます。この設備投資に要する費用は約１０億円と

試算され、補助率４分の３の国の補助金を活用しての整備が考えられております。 

 また、設備投資を企業ごとに行うとすると、時期的な統一が困難なことや負担が大きくなる

ことから、町を主体としながら企業からも出資を募り、第３セクターとしての新会社を設立し、

その新会社が補助金を活用しながら設備整備とともに運用を行うスキームとなっております。 

 こうした内容を大学の教授、専門的知識を有する方、企業代表者、あるいは先進自治体、ま

た関東経済産業局等の関係の皆さんにより組織をいたしました事業化可能性調査検討委員会に

より検討をいたした結果、スマート工業団地に向けた事業化可能性については、「有り」と

いった結果が出されたところでございます。 
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 一方で、このスマート化の構築に当たりましては幾つかの大きな課題もございます。一つ目

として、工業団地内の企業との電力特定供給、面的利用への合意形成といったこと。二つ目と

して、第３セクターの設立や電気事業者の参入といった事業推進体制の構築。三つ目として、

事業実施に向けた必要コストの積算と事業計画の策定。そして四つ目として、資金計画の策定

と融資に向けた金融機関との交渉などが挙げられます。 

 今後につきましては、これらの状況を踏まえ、より具体的な施設、設備、あるいは組織体制

の検討、そして電力事業等に関する関係機関等との調整を行い、準備が整ったところで、より

具体的な事業計画となるマスタープランの策定に進んでいきたいと考えております。 

 続いて、ニ．新たな再生可能エネルギーの導入についてでございます。 

 スマートコミュニティ構想普及支援事業でまとめました坂城スマートタウン構想の中で、再

生可能エネルギーに関する利用可能性についてもまとめてございます。当町におきましては、

全国的に見ても高い水準の日射量が得られる地域であり、町内における地産地消システムの構

築という観点から、太陽エネルギーにつきましては唯一条件なしで導入が有望とされ、場所は

限定されますが、導入可能とされております小水力発電、あるいは安定したバイオマスの収集

と熱需要先を確保できれば有望とされるバイオマス熱利用について、利用可能性が高いとされ

ておるところでございます。 

 新たな再生可能エネルギー導入の計画はということでございますが、まずは事業化可能性調

査の結果を踏まえまして、スマート工業団地構築に向けました実施計画の策定や、将来的には

再生可能エネルギー等を利用しました地産地消型エネルギーシステムの導入、あるいはエネル

ギーマネジメントシステムの導入によります面的な整備、また災害時にも対応できる自立的エ

ネルギー供給システムの構築といったところに、まずは取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

２番（西沢さん） それでは、２回目の質問をいたします。イのスマートコミュニティ構想事業

と坂城スマートタウン構想事業について、町長から答弁いただきました。いずれも無理なく無

駄なく賢くという求めているものは同じところというふうに思われます。これ一言で説明する

のはとても難しいんですが、将来的には一つの事業としてまとめて推進を図るというような考

えはないでしょうか。 

企画政策課長（柳澤君） スマートコミュニティ構想と坂城スマートタウン構想の表現的な部分

でございます。いずれにしましても、無理なく無駄なく、また賢くエネルギーを使うというこ

とで、目指す方向性につきましては同じということでございます。その中で、エネルギーを最

適に活用して環境の負荷の少ない暮らしを構築していく社会全体というような部分の構想とい

うことで、スマートコミュニティというようなこと。そして、この概念を受けまして、坂城町

において必要と考えるものについてまとめた部分ということで、坂城スマートタウン構想とい
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うところで、微妙にニュアンス的な違いがありますので、わかりづらいというようなことに

なっているかと思います。そういったことがございまして、町民の皆さん、議員の皆さんにも

わかりやすくしていくにはどうしていくかということについて、この先ちょっと考えていきた

いと思います。 

２番（西沢さん） ぜひこの先検討していただきたいと思います。 

 それから、ロのスマートエネルギー設備設置補助金についてですが、これは３１年度までで、

その先は今後については検討ということですが、この検討の内容なんですよね。このままで続

けていくのか、また違う形を考えておられるのか、その辺について。 

 それから、もう１点、これ確認だけさせていただきたいんですが、町全体のエネルギー需給

調整の環境が整うまでの見込みということなんですが、これは年数の見込み、大変難しいと、

本当にそう思いますが、町全体のエネルギー需給調整の環境が整うということは、スマートタ

ウン構想が実現するときというふうに捉えていいのでしょうか。その辺、確認をさせていただ

きたいと思います。 

企画政策課長（柳澤君） ２回目の質問の部分でございます。まずエネルギー等の設備設置補助

金という部分でございます。どういった形にするのか、この部分につきましては、最初は家庭

用の太陽光発電システムといったところから始まりまして、その後、リチウムイオン蓄電池シ

ステムといったところに拡大、またＨＥＭＳといったところに拡大をしてまいりました。この

先２年のところでございますが、エネルギー環境はやはり日々変わってきているというような

状況がございます。そういったところの部分を見据える中で、真に必要な部分につきまして続

けていくのか、あるいは別のことを考えなければいけないのかというところを考える中で、補

助事業について検討していきたいという考え方でございます。 

 それから、２点目の需給調整という部分でございます。スマートタウン坂城の完成の時期と

いうところでのご質問なんですけれども、エネルギーの需給調整を全て町で行っている、エネ

ルギー需要を全て再生可能エネルギーで賄うというような部分は相当難しいという考え方でお

ります。そういった中で、極力、町とすれば、エネルギーを賢く使ったり、省エネに取り組ん

だり、あるいは再生可能エネルギーを発電をしていきましょうという部分を啓発する、あるい

はそういった取り組みを進めるということが坂城スマートタウン構想の目指すところでござい

まして、全てのエネルギーにつきまして需給調整を可能とするというような部分は相当難しい

考え方でございますので、その部分をもって完了というようなところでの考え方ではございま

せん。 

２番（西沢さん） 次に、スマート工業団地化の取り組みについてですが、事業化実現可能性調

査についても可能性ありという結果が出たと。団地組合の企業の皆さんにも賛同いただいてい

るという中で、実施のスケジュールが一応立てられていたんですが、いろんなクリアしなけれ
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ばならない問題が山積しているということで、このスケジュールが予定より遅くなるという、

本当に残念なことですが、このマスタープランの作成というのは、時期については、はっきり

明言されませんでしたが、マスタープランの作成についてはいつごろというふうにお考えで

しょうか。 

企画政策課長（柳澤君） マスタープランという部分でございます。今後の検討しなければいけ

ない詳細というような部分でございますけれども、工業団地組合からの企業の皆さんからの協

力という部分がやっぱり出てきてしまいます。そういったところでは先ほどもちょっと触れま

したけれども、新会社設立に当たっての出資ですとか、今回の計画では再生可能エネルギーに

ついて太陽光を予定しているんですけれども、関連設備などの設置場所、例えば屋根などを借

りなければいけないといった検討もしなければいけません。それから、新会社設立関連におき

ましては、電気事業者の登録、あるいは運営・維持管理体制の検討ですとか、もちろん収支と

いうことで電気料金ですとか収益とランニングコストといったような部分、それから電力供給

の契約の詳細ですとか設備導入の詳細、地元金融機関との連携・協力といった部分で課題がご

ざいます。そういった部分を踏まえる中で、マスタープランというものを策定していくような

状況になるところでございます。こういったことを考えたときに、今年やりますよ、あるいは

来年やりますよというようなところを具体的にちょっと申し上げることはできないんですけれ

ども、先ほども申しましたが、それらの一定のところ、めどがついたところでマスタープラン

の策定といった段階に進めてまいりたいと考えております。 

２番（西沢さん） 今のご答弁でも、本当に越えなければならない問題が山積しているというこ

とでございますが、ここで一番乗り越えてほしいというのは職員体制ではないかというふうに

思います。次のニの問題の新たな再生可能エネルギーの導入についても同様に、一番の問題は

これ難しい問題ですが、職員体制だというふうに考えます。どこの部署も忙しいのは承知をし

ておりますが、新しい経験のない仕事に取り組むわけで、精いっぱい取り組める環境が必要だ

と思います。今後の検討課題として、これはぜひ町長にお願いしたいんですが、エネルギー対

策課、あるいはエネルギー対策係の新設を検討していただきたいと思います。この件について

は、ぜひ町長にご答弁願いたいと思います。 

町長（山村君） この計画、スマート工業団地計画、これ素人ではできないんです。それでなお

かつ、さっき説明ありましたけれども、専門的に考えるコンサルですね、それから中心になっ

て進める民間事業者、あと町と、あるいは工業団地の皆さんということで、連携しなきゃいけ

ないです。それから、計画としては先ほど申し上げたような、いわゆる第３セクターですね、

これをつくる場合、多分、株式会社になると思います。そうしますと、全般の運営を含めてで

すね、もちろん職員だけではできないですね。ただ、今、組織をつくるというのは、まだ

ちょっと早いかなというふうに思っております。先ほど申し上げたように、マスタープランが



 

－ 100 －  

できるのは早くても来年だと思いますので、その状況を見て組織的にはどう考えていくかとい

うことを考えていきたいというふうに思っております。 

２番（西沢さん） では状況に合わせて、ぜひ検討していっていただきたいというふうに思いま

す。 

 ニの新たな再生可能エネルギー導入についてですが、環境文化都市宣言をしている飯田市で

は、再生エネルギーは市民の財産として優先的に活用し、地域づくりを推進させるための条例

が施行されています。今年１月に常任委員会研修で訪問し、担当の地域エネルギー計画係長さ

んからお話を伺いました。太陽光発電だけでは限界があるということで、今、小水力発電、ま

た風力発電にも取り組んでいるということでございました。また、青木村でも風力発電の実証

実験を行っているなど、多くの自治体が導入を進めています。今後を考えるとき、新たな再生

可能エネルギーの導入は不可欠だと思いますが、もう一度、再生エネルギーについてのお考え

をお聞きいたします。 

企画政策課長（柳澤君） 新たな再生可能エネルギーという部分でございます。これらにつきま

しても、先ほど少し申しましたけれども、まず一番は太陽エネルギーだと思います。そういっ

た中で、ほかのエネルギーにつきまして、場所は限定されますけれども、小水力、あるいはバ

イオマスといった部分につきましては今後も研究はしていきたいとは考えております。そうで

はあるんですけれども、先ほど、るるお話しをしましたが、太陽エネルギーの優位性、それか

ら工業団地で進んでいるといった部分がございますので、研究はしながらも、まずは太陽エネ

ルギーというところでの取り組みについて進めていきたいというふうに考えております。 

２番（西沢さん） 今、一番可能性の高い太陽光の太陽エネルギーからというお話でございます。

そうは言っても太陽光発電だけでは限界があるという考えもありますので、検討は進めていっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。２として、ひきこもりについてです。 

 先月のテレビ番組で自立支援システムのトラブルについて放送されました。ひきこもり状態

にある人に対して民間の事業者が共同生活や研修、就労までのプログラムを事業化したもので

す。まず、いろいろな内容のシステムがあることに驚きました。そして、相談したい、解決し

たいと思っている当事者や家族がたくさんいる事実も酌み取れました。 

 厚生労働省は６カ月以上、通学や仕事をせず他人とかかわる外出をしないで家にいる人をひ

きこもりと定義しています。内閣府は平成２７年に行われた調査で、ひきこもりの人は全国推

計で５４万人余と発表しました。ただし、これは１５歳から３９歳に限定をした調査の結果で

す。同じ調査は平成２２年にも行われ、ひきこもりの人は推計６９万６千人でした。この結果

について、国はひきこもり地域支援センターなどの取り組みに効果があったとしているようで

すが、現実には自治体に４０代、５０代の人の相談が多く寄せられている現状があり、高年齢
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化が進んでいるということではないでしょうか。国が制度を充実させても、そこにつながらな

ければ支援はできません。町として、地域としてのかかわりが大切だと思います。そこでお尋

ねします。 

 イとして、現状と対策はです。 

 少し前になりますが、今年１月２５日の信濃毎日新聞の社説では、ひきこもりについて高年

齢化の実態把握の必要性を述べた上で、県内にもひきこもりの人は少なくない、県・市町村は

積極的に取り組んでほしいと結んでいます。しかし、個々のプライバシーや家庭の考えなど、

さまざまな理由から調査は困難なため、発表される数字は推計によるものがほとんどです。そ

こでお尋ねいたします。町では相談等の状況から現状をどのように認識しているでしょうか。

また、どんな対策をとっているでしょうか。 

 次に、２０１５年に生活困窮者自立支援法が施行されましたが、ひきこもりの人に対するそ

の後の取り組みに変化はあったでしょうか。 

 次に、ロとして、相談体制の充実についてです。 

 ひきこもり状態になったきっかけについても内閣府で調査をしています。上位から、不登校、

職場になじめない、就職活動の失敗、人間関係がうまくいかない、病気などとなっています。

このことから、職場になじめない、あるいは就職活動に失敗した、人間関係がうまくいかない

などについて、一般社会人に対しての相談窓口、相談体制はどうなっているでしょうか。役場

福祉健康課、保健センター、社会福祉協議会、どこでも受けてもらえるとは思いますが、専門

の相談員の配置や関係機関との連携についてはどうでしょうか。また、子育て支援センターの

相談事業とのかかわりについてもお聞きします。以上で１回目の質問といたします。 

福祉健康課長（伊達君） ２．ひきこもりについて、まず（イ）の現状と対策はについてからお

答えいたします。 

 厚生労働省のひきこもりの評価・支援に関するガイドラインによりますと、ひきこもりとは、

さまざまな理由により学校や仕事などの社会活動に参加できず、他者との交流を避けて半年以

上にわたって家庭にとどまり続けている状態のことで、原則としましては統合失調症に基づく

ひきこもり状態の方は含まれないと定義されております。 

 先ほどご質問にもありましたように、全国的なひきこもりの状況といたしましては、平成

２７年に行われました内閣府の調査で、１５歳から３９歳のひきこもりの人数は全国推計で

５４万人余りと発表されております。 

 ひきこもりが長期化した場合、本人の身体的並びに心理的な健康に深刻な影響を与えること

や、経済的な困窮に陥ることなども懸念され、ひきこもりの長期化を防ぐためにも、本人また

は家族からできるだけ早く相談を受け、継続して支援を行うことが重要だと考えております。 

 しかしながら、ひきこもりにつきましては、ご家族の中にひきこもりの方がいることを他人
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に知られたくないなど、さまざまな理由によりなかなか相談に来ていただけないのが現状で、

当町におきましても本人やご家族などからの相談がなければ、ひきこもりの実態は把握ができ

ない状況でございます。 

 そのような中、別の相談ケースの中でひきこもり状態にある方を把握するケースもあるなど、

把握できていないひきこもりの方もいらっしゃると認識をしております。今後は、例えば民生

委員さんなどが持っている情報をお寄せいただくなどの方策を検討する必要もあると考えてい

るところでございます。 

 ひきこもりは、さまざまなきっかけにより、誰にでもどの家庭にも起こり得ることで、ひき

こもりの状態が長く続くと本人や家族の努力だけでは回復が難しくなることもあり、相談や治

療を早期に始めることでスムーズな回復につなげることが重要と考えております。ひきこもり

の状態にある本人や家族が、どこに相談したらよいのか、どんな支援があるのかなどを知って

いただけるよう、広報やホームページで周知を図ることで早期の相談を促してまいりたいと

思っております。 

 また、ご質問にありましたように、平成２７年４月の生活困窮者自立支援法のスタートを受

け、生活保護に至る前の第２のセーフティーネットとして、生活就労支援センターまいさぽ信

州長野による生活困窮者支援が始まるとともに、町社会福祉協議会にも、まいさぽ出張相談所

が開設されており、昨年度は延べ７０６件の相談がございました。身近な窓口として気軽にご

相談いただければと思っております。 

 実際にこうした窓口での生活困窮ケースの相談の中で、ひきこもりが把握されるケースも出

てきており、そのような場合にはそれぞれの状況に応じたプランを立て、生活困窮とあわせて、

ひきこもりの解消に向けた総合的な対応をしているところでございます。 

 続きまして、ロの相談体制の充実についてお答えいたします。 

 当町の相談体制といたしましては、一般社会人の方に限らず福祉健康課及び保健センター、

また社会福祉協議会において、窓口や電話などによる個別の相談に応じるとともに、保健セン

ターでは、こころの健康相談として、精神科医師、精神保健福祉士といった専門的知識を有す

る方による相談を年５回実施しております。 

 また、町以外の相談体制といたしましては、ひきこもりに特化した相談窓口であります長野

県ひきこもり支援センターにおいて、精神保健福祉士や社会福祉士による随時の相談や、長野

保健福祉事務所においては随時の電話相談、精神科医師による心の健康に関する相談、くらし

と健康の相談会などを行っております。また、地域若者サポートステーションではニートやひ

きこもりの若者の就業に向けた相談を、生活就労支援センターまいさぽ信州長野では生活や就

労などの相談を行っており、どなたでも利用ができる体制となっております。 

 関係機関の連携といたしましては、長野県ひきこもり支援センター、保健福祉事務所、市町
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村、高校、地域若者サポートステーション、ＮＰＯ法人などの担当者が参加する、ひきこもり

支援関係者地域会議が年に数回開催され、支援の状況や情報交換などを行っているところでご

ざいます。 

 町におきましても状況に応じて、福祉、保健、子育て支援センター、教育部署に加え、社会

福祉協議会や県保健福祉事務所、まいさぽ信州長野、千曲・坂城障がい者・児相談支援室など、

ケースに応じて情報を共有し、ひきこもりの解消に努めており、ひきこもりの状態の背景に精

神疾患や発達障がいが関連している場合には、適切な医療へつなぐといったこともできている

状況でございます。 

 また、子育て支援センターでは、主に児童・生徒の不登校、ひきこもりといった相談例がご

ざいますが、学校はもちろん、教育委員会、福祉、保健部署、児童相談所など関係機関の横断

的な連携により、ひきこもりの克服に向け対応しているところでございます。 

 ひきこもりに対する支援は一つの機関だけで支援が終了することは難しく、今後もさまざま

な関係機関と連携をし、包括的に支援をしていくことが重要だと考えているところでございま

す。 

２番（西沢さん） ただいまご答弁いただきました。ひきこもりの相談については、いろんなと

ころで窓口があるわけですよね。だけれども、なかなか相談をしてくれない。また、ひきこも

りの人やご家族にしてみれば、相談するところがないというか、なかなか相談に行けないとい

う悩みがあるわけです。そういう中で、この町では相談の窓口をどのように皆さんにお知らせ

しているかということが１点。それから、電話相談ということが本当に有効な手段だというふ

うに考えますが、町の中で、ここへ電話してくださいという、そういう広報などお知らせはし

ているのかどうか。それから、もう１点、関係機関との連携の中で、地域会議というお話がご

ざいました。ここへ町はどのような人がかかわっているのかどうか。以上、３点についてお伺

いいたします。 

福祉健康課長（伊達君） 相談窓口の広報体制ということでございますけれども、個別にですね、

ひきこもりの方を特定してというわけにはいきませんので、基本的には広報、ホームページ等

による広報になろうかと存じます。 

 また、これまでにですね、電話相談窓口がどこだと、電話番号がどうだといったことについ

ては、随時というわけではなくて不定期な広報になっておりましたので、そういった部分につ

いても定期的にできるような方向をちょっと検討してまいりたいと考えております。 

 それと地域会議でございますけれども、こちらについては町のほうからは保健師が主に出席

をしておるという状況でございます。 

２番（西沢さん） 本当にこの問題については非常に微妙で難しい問題であるんですが、実態が

わからなければ本当に支援するという体制も、どのような方法でやったらいいかということも
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なかなか見えてこないわけです。改めてこの実態を把握するということに対しては、どんなふ

うにお考えでしょうか。 

福祉健康課長（伊達君） 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、ひきこもりの実態の把握

というのは本当に難しいことだと思っております。例えば訪問をしてもですね、本当にひきこ

もりの方がいるかどうかを正直にお答えいただけるかどうかということも不安な要素ではあり

ます。国の出している人数等を見ましても、これは全部推計ということになっていること自体

で実態把握の難しさが出ているなと感じているところでございます。先ほども申し上げました

けれども、そういった中でもですね、１人でも多く把握する方法としましては、民生委員さん

が持っている情報ですとか、そういったものも少しお聞きをしていく必要があるかなとは考え

ているところでございます。 

２番（西沢さん） ひきこもり状態の当事者も家族も大きな不安を抱え、何とかしたい、相談が

できればと思っているのではないでしょうか。相談ができることにより解決に一歩でも近づけ

ることを願ってやみません。 

 今回はエネルギー対策とひきこもりについて質問をいたしました。エネルギーは人の暮らし、

経済活動などになくてはならない、しかし、使い方によっては環境問題、地球温暖化を引き起

こし、なおかつ枯渇の可能性も否定できない重大な問題です。このエネルギーを賢くマネジメ

ントできるなんて本当にすばらしいことだと思います。一歩ずつ確実に進歩できることを願い、

一般質問を終わります。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時３２分～再開 午前１１時４２分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、１２番 大森茂彦君の質問を許します。 

１２番（大森君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 １．国保の県への移行は 

 自公安倍内閣は、この間、医療介護総合法、平成２６年、そして医療保険改革法、これは平

成２７年、これらを公的医療・介護制度の根幹に手をつけるような法改正を強行してきました。

市町村国保の都道府県化、入院食費の負担増、保険外治療の拡大、医療費適正化計画の強化な

ど、社会保障費削減のための国民に痛みを押しつける内容を盛り込んだ医療保険制度の改定を

行ってまいりました。これらの法律の中核をなす部分は、特に医療関連として来年度から本格

的に始動することが定められている国保の県への一元化であります。そのため今年度は全国の

都道府県、そして市町村がその実施準備に追われることになります。 

 イといたしまして、なぜ県一本化なのかについて順次質問してまいります。 
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 まず県への一本化への移行の理由は、どのようなことを狙っているのか。 

 二つ目に、昨年秋、厚労省から都道府県に事業費納付金・標準保険料算定システム、これが

全国の都道府県に配付されました。全国の都道府県では、これまで２回ほど試算を行っている

というふうに聞いておりますが、その長野県の結果はどうであったでしょうか。 

 三つ目に、納付金及び標準保険料率の算定方式を県は三つの項目で行います。一つは応能分

として所得割、二つ目が応益分としての均等割と平等割を算定の項目として使うようでありま

す。町では資産割も使われていますが、この扱いはどのようになるのでしょうか。 

 四つ目に、県下の全市町村への意見聴取の機会があるというふうに聞いておりますが、町は

どんな意見を用意されているのかお尋ねいたします。 

 五つ目に、施行に向けた今後のスケジュール、なかなかこれも県のほうからはっきりした内

容が示されておりません。これについてもわかる範囲でお尋ねいたします。 

 次に、ロといたしまして、町の国保の現状と対応はについてであります。 

 昨日、このことについて同僚議員からの質問がありましたけれども、質問の内容について出

してありますので、同じご回答になるかというふうに思いますが、ご答弁のほうをよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 町長は招集挨拶で、特定健診の受診率が平成２７年度では制度開始以降、初めて５０％を超

え５４．１％を達成し、平成２８年度の途中経過の段階で５１．８％で前年度を超えるとの期

待を示されました。また、保険税率は据え置くとの表明もありました。私のかかりつけ医療機

関で勤めている看護師さんは私に対し、特定健診の受診率向上に町は本気になっているという

ふうに感じていると言い、町内の医療機関にもこのような呼びかけが保健センターから出てい

るようであります。こういうご努力がこのような結果としてあらわれているのだろうというふ

うに評価するところであります。 

 そこで順次、次の点について質問いたします。まず一つは、１人当たりの医療費の状況は県

下市町村での比較ではどうでしょうか。 

 二つ目には、特定健診の受診率が向上していますけれども、今年度の取り組み計画はどのよ

うなことを考えていらっしゃるのでしょうか。 

 三つ目に、国保が県への一元化で、それについて町内での国保会計での滞納者、あるいは滞

納額についてどんな対応をされるのでしょうか。これで１回目の質問といたします。 

福祉健康課長（伊達君） 国保の県への移行はということで、（イ）、（ロ）のご質問を頂戴い

たしました。まず（イ）のなぜ県一本化なのかについてお答えをいたします。 

 国民皆保険制度の基盤として、これまで国民健康保険は各市町村が保険者となり、加入者に

係る医療費を賄うために国や県からの補助金などとともに、加入者の皆さんに保険税をご負担

いただき財政運営を行ってきたところでございます。 
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 しかしながら、市町村国保の運営につきましては、年齢構成や財政的な基盤、また規模の格

差など構造的な課題を抱えており、今後の制度運営全体の継続が危ぶまれてきているところで

もございます。 

 そうした課題を背景に、制度開始以来最大の改革といたしまして、平成３０年度から都道府

県が財政運営の責任主体となり、各市町村からの納付金を主な財源に、保険給付に必要な費用

の全額を市町村に対し交付金として支払う仕組みとすることで、国保財政の入りと出を一元的

に管理し、安定的、継続的な制度運営を行っていくこととしたものでございます。 

 また、一元化に伴いまして、保険証や証明書の様式も県下で統一され、統一システムにより

市町村をまたいでの加入者の異動についても情報が共有されることになり、加入者の手続の利

便性も向上する仕組みになってまいります。 

 制度開始以降、県に支払うことになる、いわゆる納付金に関しましては、各市町村の直近

３カ年平均の医療費水準、所得水準などをもとに算定され、毎年度請求されることになります。

その算定方法に関しましては、国が示す基準をベースに各都道府県の実情に応じた形で決めら

れることになり、長野県におきましても応能分、応益分の割合や、所得水準や医療水準の反映

度合いについて、県と市町村の国保運営連携会議や市町村の代表によるワーキンググループで

の検討が続いているところでございます。 

 ご質問にありました試算につきましては、検討の経過において、推計を見込む中での一つの

参考資料として算出されたもので、そこに乗じられる具体的な係数や割合等、また金額なども

未調整であることに加え、基礎となるデータの精度も高くないといった状況から、現状ではお

示しできる状況にはございません。 

 次に、納付金及び標準保険料率についてでございますが、県からは納付金額とともに、標準

保険料率も一緒に示されることとされており、この標準保険料率というものは、市町村が納付

金を納めるための基準となる保険料率でございます。市町村は、この県から示された標準保険

料率を参考に、翌年度以降の保険料率を決めていくことになりますが、示され方といたしまし

ては、応能分としての所得割、応益分としての均等割・平等割の３方式と同時に、長野県では

その他応能分として資産割を含めた４方式を採用する市町村が大変多いという状況もございま

すので、県からは両方のパターンが示される予定となってございます。資産割の扱いにつきま

しては、標準保険料率も参考としながら、国保運営協議会などで検討をしてまいりたいと考え

いるところでございます。 

 次に、市町村への意見聴取についてでございますが、県における検討の過程において、主に

はアンケート形式により、これまで数回の意見聴取が行われ、町といたしましても応分の負担

をし合い、社会保障の仕組みによる運営を行っていくことを前提の上で、少しでも負担が及ば

ないように要望をしてきているところでございます。 
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 具体的に申し上げますと、坂城町の所得水準が比較的高いことから、算定方法に反映される

所得係数について、より低いものとしてほしいこと、また、１レセプト８０万円を超える高額

な医療費に関する負担に関しましても、他に比べますと比較的多目であるといったことから、

一市町村の負担ではなく県全体で共同負担してもらいたいといったことを意見として出してい

るところでございます。 

 今後の施行に向けたスケジュールといたしましては、今年秋以降に、その時点における係数

や割合を反映しての試算が示される予定となっておりますが、最終的に長野県としての算定方

法が決定され、正式な保険料率等が示されるのは年明けになる見込みであります。町といたし

ましても、県の動向と歩調を合わせながら、国保運営協議会等での検討を進め、年度末までに

条例等の改正を含めて決定してまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、ロ．町の国保の現状と対応はについてお答えいたします。 

 まず、１人当たり医療費の状況でございますが、現時点の数値をもとにした平成２８年度の

速報値では、１人当たり３９万９，１０７円の医療費となってございます。県内７番目に高い

結果であります。２７年度の確定値と比較いたしますと、プラス７，２３７円で、順位といた

しましても２７年度の８位から一つ上がったという状況でございます。県内平均が３４万

４，８０８円ということでございますので、それよりも５万４千円ほど高いといった状況でご

ざいました。なお、１人当たり医療費の確定値につきましては、最終的な事業年報の数字に基

づき、１０月ごろに公表されるということになってございます。 

 次に、特定健診についてでございます。特定健診につきましては今年度新たに５０歳節目健

診を取り入れ、対象となる方への戸別訪問による受診勧奨を行い、さらなる受診率向上に向け

ての取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。 

 最後に、滞納者についての対応でございますけれども、これまでと同様、総務課収納推進係

を中心に、町税でございますので町全体として対応していくことに変わりはございません。随

時、滞納者と直接お会いし相談する機会を増やしていくことや、戸別訪問、また口座振替の推

進、困難案件につきましては県の滞納整理機構にも一部徴収業務を移管するなど、町税として

の対応を図ってまいります。 

 次年度からの制度改正に当たりましては、県が算定する標準保険料率には、各保険者の収納

率も加味される予定になっておりますので、さらなる収納率の向上に向け対応していきたいと

考えているところでございます。 

１２番（大森君） 県への一本化、これはもう国がこれまでですね、私どもも国保会計について

反対討論の中でずっと述べておりますけれども、国からの国庫補助がどんどん削られてくると

いうことが、まず一つの全国の国保会計の赤字の問題があるんじゃないかというふうに考えて

おります。 
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 実際にもう来年度からこの動きが始まると、施行されてくる、動き出すという点からですね、

それだけ言っていてもしようがありませんので、やはりそれとあわせてですね、今後の団塊の

世代の皆さんが後期高齢者扱いになってくるという、こういう段階の中での医療費を抑えると

いうのが一つの大きな狙いではないかというふうに考えます。 

 ですから、都道府県に財布を握らせまして、医療費の適正化計画というものをつくって、そ

れによる給付費の抑制とか、あるいは地域医療構想によるベッド数の削減、これが厚労省から

相当押しつけられてきております。こういう権限を全て都道府県に集中し、そして一体的な施

策として市町村に医療費削減を迫るために一本化をする仕組みづくりではないかというふうに

考えます。 

 次に、もう一つは滞納者に対する対応ですけれども、やはり交付金の算定にも使われるとい

う点でですね、収納率の向上が叫ばれるということになれば、今までのような対応では当然進

まなくなる。１００％、納付金は納めなきゃいけない。足りない分の滞納額については一体ど

のように調達されるのか。結局それを穴埋めするのは、また今の生活困窮している人たちの滞

納分についても相当な勢いで徴収をしていかなきゃいけない。そういう矛盾が出てくると思う

んです。それについては対応をどのようにされるのか。この点についてお尋ねいたします。 

福祉健康課長（伊達君） 県の納付金に収納した税が足りなかった場合という部分でよろしいで

しょうか。基本的な考え方なんですけれども、県が示す標準保険料率については、各市町村の

平均収納率を加味した中で設定をされてくるという予定になってございます。したがいまして、

収納率が悪ければ悪いなりきの分が上乗せをされて料率として設定されてきますので、基本的

にそれに相当する税率を算定した場合には、基本的には納付金に足りるものが算定されてくる

ということになってきます。 

 ただですね、保険料率の設定の時点では、その年に納めるべき所得がまだわかっていないと

いう状況がございますので、例えば所得が少し減ってしまったという中で、納めるべきものが

足りなくなってしまったという場合には、一つとしては例えば基金ですとか繰越金ですとか、

そういった財源がある場合はそこで補塡をするということになろうかと思います。また、そう

したものがなければ今度は県のほうで基金を設けて貸付金という形でその不足分については補

うと。ただ、その貸し付けた分については次年度以降の納付金の中に算定されてくるというこ

とになってまいりますので、いずれにいたしましても収納率の向上ということについて、これ

は大きなテーマになってくるかなということで考えているところでございます。 

１２番（大森君） いずれにしても、借り入れをしたり、あるいはほかの対応をされたにしても、

それは必ず返さなきゃいけないと。そのためには、それぞれの市町村のマイナスになった分に

ついて、特に先ほど説明あった所得が前年度に比べて減った場合は、これはもうやむを得ない

ことでありますけれども、滞納されている皆さんに対しては、やはり回収というか徴収するに
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もその分できないわけですよね。だから、徴収をそれだけ強めなければならないんじゃないか

というふうに考えていますけれども、今の答弁だけではちょっと足りないんじゃないかなとい

うふうに考えますけれども。 

収納対策推進幹（池上君） 徴収率の向上につきましては、年々、現年度分につきましては向上

させてきた経過がございます。収納に関して滞納者との納税相談はもとよりとして、一部困難

案件については滞納整理機構の徴収を委託しながら徴収率の向上に努めてまいります。 

１２番（大森君） 滞納額が滞納整理機構の基準に届かない滞納をされている方も結構いらっ

しゃると思うんですよね。そういう方もそちらのほうへ回してしまうというような答弁に聞こ

えるわけですけれども、その辺はそういうようにされるということなんでしょうか。 

収納対策推進幹（池上君） 滞納者の方について全て滞納整理機構に移管をするということでは

ございません。滞納整理機構に移管するものとしては、原則として金額で５０万以上、折衝を

する中で、なかなか改善に至らないものを基本にして、今までもそうでございますが、滞納整

理機構に移管をし徴収の努力をしてまいります。 

１２番（大森君） 収納対応については今までどおりやっていただくという判断でいいかという

ふうな答弁だったというふうに思います。 

 あと保険料率の算定方式という点ですけれども、全国の自治体ではもう２回ぐらい公表して

いるところもあるんですね。これは、この程度でどうだということで、それぞれの市町村から

意見を聴取しているということなんですが、そういうのを公表しているんですよね。県はそれ

は公表しないということなんでしょうか。ご答弁願います。 

福祉健康課長（伊達君） 試算の結果でございますけれども、せんだっても県のほうとちょっと

お話をした際には、あくまでも、先ほどの答弁で申し上げましたけれども、検討の過程の中の

内部資料ということでございます。したがいまして、公表を前提としているものではないとい

うお話をお聞きしております。 

１２番（大森君） これ全県民にかかわる問題ということで、町としてもやっぱり公表をして、

そして全県民にですね、議論をしていただくという、こういう内容が必要じゃないかというふ

うに思います。これについては要望しておきたいというふうに思います。 

 結局、今、何をやっているか全然県民に知らされない。どこまで来ているのか、何がどう決

まってきているのかというのは決まらない。そして、結果的には来年の１月、年が明けてから

このものが決まってくるという状況でですね、結局県民にとってはそういう不安な素材がです

ね、いっぱい出てくるというふうに思うんです。やはり住民からの意見聴取もきちっとしてい

くということとあわせて、そのための公表をしていく、そしてそれは２回目、３回目という試

算も公表しながらですね、最終的に決定について行うという、こういうオープンな審議、審査

が必要じゃないかというふうに思います。 
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 もう一つ確認ですが、これについては全市町村には算定した試算については届いているとい

うことでしょうか。答弁を求めます。 

福祉健康課長（伊達君） 県で行いました検討会の資料として提供は受けております。 

１２番（大森君） そうしますとですね、極秘扱いということでですね、公表は当然できないと

いうことだと思うんですけれども、やはり町としてもそれについては県にきちっと働きかけて

いってほしいということを要望しておきたいというふうに思います。 

 それで、我が議会もですね、これ３月に条例改正、当然出てくるわけですよね。それと、特

別会計がどのような扱いになってくるかということも議会側としても対応を考えていかなきゃ

いけないというのがあるわけですよね。だから両方の責任それぞれあるわけですから、やっぱ

り県での動き、決まった時点でのいろんな内容についてはですね、逐次報告させると、報告し

てもらうということを、県へきちっと届けていただくということを要望しておきたいというふ

うに思います。 

 それと、ロといたしましての町の国保の状況のことでですね、１人当たりの医療費の点につ

いて答弁いただきました。富士見町の新聞に記事として出ましたけれども、国保会計減額する

と、税率を下げるということが新聞に出ました。それに着目してちょっと答弁願いたいんです

が。平成２６年度は坂城町は、１人当たりの医療費の状況ですが、３６万９９円、これ１１位

です。それで、富士見町は３１万６，１６４円で３８位です。そして２７年度、坂城町は

３９万１，８７０円で８位です。富士見町は３０万４，１２７円と少なくなっている、安く

なっているんです。それで５９位。２８年度の速報値では、坂城は３９万９，１０７円で７位、

そして富士見町は２９万１，７６９円ということでですね、３０万を切っているんです。こう

反比例があるんです。これについてですね、やはり富士見町の取り組みについて、もっと研究

をしていただくということが必要ではないかというふうに思います。 

 また、富士見町は特定健診の取り組みについていろいろと出ていましたけれども、やはり

２０１２年、平成２４年から特定健診について、昨日も質問ありましたが、無料化していると

いうことや、保健指導の受診率が１４年度２１．７％から１５年度は５０．４％にアップして

いると。坂城町はこれ以上にアップしているという報告がありましたけれども、こういう取り

組みがあって、そして最高であった平成２５年と２６年度が最大のピークだったわけですけれ

ども、これに対して当然基金からの繰り入れ、一般会計からも繰り入れる、これは２千万円を

繰り入れています。これは４年間繰り入れをしていく、２５、２６、２７、２８と２千万ずつ

繰り入れをしてきて、そして今回の６月議会でこの法定外繰り入れをやめて、そして保険料率

を下げると。四つの項目を全て減額していくという取り組みになっているんです。こういう取

り組みにですね、やっぱり学ぶべき何かがあるんじゃないかというふうに考えるわけですが、

これについての見解を求めたいというふうに思います。 
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福祉健康課長（伊達君） ただいま富士見町さんのお話が出ましたけれども、これは議員さん

おっしゃるように、当然ですけれども、学ぶべき点があれば学んでいきたいと考えております。

ただ、申し上げますと、例えば特定健診の受診率であれば、ほぼ坂城町と富士見町さん同等と

いうことであります。２７年度でいいますと富士見町さん５０．８、坂城町５４．１。また、

特定保健指導につきましても先ほどお話ありましたけれども、２７年度、富士見町さん

５０．４、坂城町７９．７という状況でございます。富士見町さんについては２５年度までの

特定保健指導の実施率は１０％にも満たないという状況が続いている中でございました。ここ

を飛躍的に上げてきたということはありますので、そういった中もお聞きして、もし学べる点

があれば学んでいきたいと考えております。 

１２番（大森君） ぜひ先進地といいますか、いいところはどんどん研究して取り入れていって

いただきたいというふうに思います。時間もありませんので、申しわけございませんが、次の

質問に入ります。 

 ２といたしまして、坂城しごと創生イノベーションについて質問いたします。 

 イ．コワーキングスペースはどうあるべきか 

 坂城しごと創生イノベーションセンターの整備として、坂城テクノセンターにコワーキング

スペースを開設するというふうになりました。アイデアを持った若者や女性などが自由に集ま

れるように、ＷｉＦｉ環境やＩｏＴを活用しながら気楽にビジネス相談ができるということや、

ミーティングだとか、あるいは町内外の企業や技術者も、そしてクリエーターも集まって、い

ろいろ環境の整備をしていくという、こういう大ざっぱにこんな内容のスペースをつくってい

くということでありますけれども、どんなものが整備されるのか。そして利用できる時間帯に

ついて、どういう時間帯のことなのか。次に相談支援体制は期待できるのか。この辺がちょっ

と気になるところですが、これについてご答弁を願います。 

 ロといたしまして、「テックショップ東京」のメリットはであります。 

 町長は招集挨拶で、テックショップ東京と全国の自治体で初めてとなる法人会員として調印

式を行ったというふうに、まず最初に報告されました。この施設は金属加工や電気工作、溶接

など最先端の工作機械がそろい、企業や個人、学生などさまざまな会員が利用している、もの

づくりの町である当町の企業や技術者、あるいは起業を目指す皆さんもぜひ利用してほしいと

いうことで、町が１年間の契約をされたというふうに報告がありました。 

 そこでお尋ねするわけですが、毎月５人までは利用でき、月単位で入れかえが可能であると

いうふうに説明されました。これについてですね、一体、１カ月の利用頻度をどのようにお考

えになっているのか質問いたします。 

 二つ目にですね、１事業所で５人が登録するということになれば、その企業だけの１カ月の

独占ということになるんですが、ほかから申し込みがなければ当然これも可能だと思うんです
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が、これについてどのような対応でいくのかお尋ねをいたします。これで１回目の質問といた

します。 

町長（山村君） ただいま大森議員さんから２として、坂城しごと創生イノベーションについて、

イとして、コワーキングスペースはどうあるべきか、ロの「テックショップ東京」のメリット

はということでご質問いただきました。両方ともですね、始めたところということがあります

ので、やりながら変えていくところはあるかと思いますけれども、現在の状況をお話し申し上

げたいと思っております。 

 まずイのコワーキングスペースはどうあるべきかということですけれども、当町は製造業約

２４０社が集積しており、工業を中心とするものづくりの町として発展し、工業の発展が町の

発展の原動力と捉え工業の振興に努めてまいりました。しかし、近年では技術や情報の高度化、

グローバル化、都市部への若者流出といったさまざまな環境の変化により、当地域の産業にも

少なからず影響を与えてきております。 

 また、当町では平成５年に坂城テクノセンターを建設し、テクノセンターが中核となり、技

術開発の支援、人材育成、企業間交流、情報提供などを行ってきたところでございますが、当

地域がさらに発展するためには、創造的人材の育成、高度先端技術の研究開発及び新分野開拓

などを積極的に展開する必要がございます。 

 今回、テクノセンターの整備を行ってまいります坂城しごと創生イノベーションセンターは、

町内外から人や物を呼び込む基盤産業としての役割を強化するため、アイデアを持った若者や

企業の方が自由に集まり、ＷｉＦｉ環境やＩｏＴを活用したビジネスや、開発などの話ができ

る相談やミーティングスペースを備えた、人が集まりやすい環境を備えてまいりたいと考えて

おります。 

 具体的に申し上げますと、コワーキングスペースは企業間の相談や技術開発などの、また

オープンスペースでは打ち合わせができないようなケースの場合に使用ができる個室的な要素

を持った環境として、占有することもできるようにしたいと考えております。また、コピー機

やプロジェクター、アイデアを書きとめたりできるようなホワイトボードの設置なども考えて

おります。また、オープンスペースのロビーについては、ＷｉＦｉ環境をご活用いただきなが

ら、利用者の皆さんの情報収集や交流や商談スペースなど、肩肘を張らずに気軽に相談してい

ただける環境整備を考えております。 

 次に、ご質問にありました利用できる時間帯についてでございますが、基本的にはテクノセ

ンターの開館時間の８時半から５時まででございますが、例えばよく使っていただいている坂

城町経営革新塾の皆さんやニューリーダー研究会など町内の各団体などにつきましては、テク

ノセンターの鍵を貸し出し、テクノセンターの開館の規定に準じて、午後９時まで夜間の利用

ができるようにしてまいりたいと考えております。 



 

－ 113 －  

 また、相談支援体制は期待できるのかとのご質問でございますけれども、新たに創業を考え

ている方や、アイデアはあるが形にできない方、新技術開発を行うため支援を必要とする方な

ど、利用者が求める相談や支援、助言などをテクノセンターの職員等がその専門的な知識や技

術、ノウハウを持つ、例えば長野県中小企業振興センターなどの機関につなげるなどの支援を

行ってまいりたいと考えております。 

 このテクノセンターの改修により、町内の企業の皆さんなどが気軽に使えるイノベーション

施設としてご活用していただければと考えております。冒頭申し上げましたように、施設の整

備が多分年内ぐらいにできると思うんですけれども、使い方ですね、それから技術支援なんか

もなるべく充実していく方向で考えていきたいと思っております。時間についても一応９時ま

でとしましたけれども、本来なら２４時間ぐらいにしたいんですけれども、一気には無理なん

で、鍵を貸して９時まで使ってくださいということでやろうというふうに思っております。い

ずれにしても、これはテクノセンターでの運営になりますので、いろいろ相談しながらやって

いきたいと思っております。 

 次に、（ロ）の「テックショップ東京」のメリットはについてお答えします。 

 先月、５月２８日にテックショップジャパンと東京都赤坂の会員制工房テックショップ東京

において、全国の自治体で初めての法人契約の調印を行いました。このテックショップは、会

員制のオープンアクセス型ＤＩＹ、ドゥー・イット・ユアセルフの工房で、２０１６年現在、

アメリカ国内で９カ所が事業展開をしており、アメリカ国外においては、フランス、ＵＡＥ、

アラブ首長国ですね、と東京がアジア第１号店として昨年４月にオープンしました。 

 店内は約１，２００ｍ２の広大なワークスペースに窓が大きくとられているため、明るく広

い開放感のある空間の中に、樹脂加工やカラーリング、木工、金属加工などの高価で最先端の

工作機械が５０種類以上完備され、会員は出入りが自由で工作機械が使い放題となっており、

企業や個人、学生、クリエーターなど、さまざまな会員がいろいろな目的を持って利用してお

ります。 

 多くの製造業が集まるものづくりの町である当町では、企業や技術者、これから起業しよう

と考えている方が、アイデアや思い描いているものを形にしたり、異業種交流や情報交換、問

題解決の糸口を見つける場として、大勢の企業や町民の皆さんにご利用いただきたいと考えて

おります。 

 また、ご質問にありましたが、例えば利用頻度をどう考えるかでありますが、今回の会員契

約においては、テックショップ東京が開館している間は自由に利用することができますが、毎

月頻繁に、あるいは毎日頻繁に使うというような施設でもないと思います。要するにアイデア

がある、すぐ何か形にしたいといったときにはテックショップを利用すれば、いつでも使える

と。あるいはその場合、連日利用していくということもできるということであります。とにか
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くオープンな形でフレキシブルに使えるような環境であるとご理解いただければと思います。 

 また、利用者がアイデアのイメージを、より具体的に固めていきたいときや、新たな技術な

ど知識を得たい場合など、テックショップを利用される方々とディスカッションを行うときは、

思い立った時間に利用できる環境が、これが何より重要であろうと思っております。 

 また、町内企業などのテックショップの利用枠につきましては、１カ月で５人までが利用が

でき、月単位での入れかえが可能となっております。申し込み等の状況にもよりますが、今お

話ありました１事業所で５人使うということも可能ですし、全員が違う事業所で５人利用する

といったことも可能であります。工作機器等の使用に関しては、テックショップスタッフの

「ドリームコンサルタント」による技術サポートやアドバイス、会員同士を結びつける人材

マッチングなどを受けることができるようにもなっております。 

 また、機械を動かす知識がなくても機械を使う基礎講座を受講し、利用開始後も困ったとき

はいつでも専門のスタッフのサポートが可能であり、アイデアはあるけれども、形にするのが

難しいなど問題や課題があった場合には、その問題解決に向けたサポートや豊富な経験や知識

に基づくあらゆる角度からのアドバイスなど、ものづくりにおける強力なサポーターとしてか

かわってまいります。 

 招集挨拶でも申し上げましたが、５月２７、２８日には、テックショップ東京において「さ

かきオシボリソン」と題しまして、当町と信州大学のファブラボ長野、町内企業、テック

ショップの共同で、ものづくりイベントを開催いたしました。このものづくりイベントは、ね

ずこんを活用した新しいグッズを製作するもので、４月にねずこんを題材としたアイデアを出

し合い、今回、実際に樹脂や木材を工作機械で加工をし、さまざまなねずこんグッズの試作品

ができ上がりました。今後、商品化に向けた取り組みにつながればと考えております。 

 また、今後のテックショップの利活用につきましては、今年度、将来の技術者を育てるため、

子供たちを対象としたものづくり体験イベントを開催する予定であり、子供たちがものづくり

の楽しさと魅力を学び、自分たちが住む町がものづくりの町であることを実感することで、将

来、町のものづくり工場で働き、町内に定住するといった子供たちが増えるきっかけをつくっ

てまいりたいと考えております。 

 また、町広報誌やホームページを活用し周知を図るとともに、さかき産学官連携研究会や経

営革新塾など町内企業が加入している団体等に情報提供を行い、さらにテックショップへの視

察を行うことで、企業側においても利活用方法を探っていただきながら施設利用の促進を図っ

てまいりたいと考えております。 

 また、実際にテックショップを活用して起業や創業を志している方への支援や、新製品のイ

メージを形にする場として、また将来の技術者の育成やさまざまな知識や経験を持った人との

交流の場として、思いを現実にして新しいものづくりができる施設として、多くの方にご利用
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していただければと考えております。 

１２番（大森君） ２回目の質問をいたします。コワーキングスペース、これについてテクノセ

ンターで、この施設を広げて活用できるようにしていくということですが、一番気になるとこ

ろなんですが、開館時間といいますか利用時間がですね、８時半から５時、特にものづくりの

町という点からいけばですね、町内外から町内の企業に働きにきている、こういう若い皆さん

が日ごろの仕事をする上で、こういう技術開発、こういうことをこうすれば、もっと自動化で

きるとか、いろんな思いやらヒントをいっぱいお持ちになっていると思うんです。こういう人

たちが気楽に集まれる、そして異業種といいますか、ほかの会社の方も、勤めている方も来て、

それで一つの問題で意気投合してですね、じゃあこんなようなことをやっていこうという、俺

もそれ気に入ったんだよというような、気になっているんだよというようなことで、意気投合

していくという、こういうスペースでなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんです。

この８時半から５時といえば、そういう方々は参加できない、ここを利用できないということ

になりますよね。その点ではですね、今後これから開館ということが始まれば、もっと充実さ

せていくということを今後検討していっていただきたいということと、当然スタッフをそこへ

配置して、それで、そこである程度解決できること、あるいはつなげるところの相談を受ける

という、ここまでの対応をぜひ今後つくっていっていただきたいなというふうに考えます。 

 また、町内でのいろんな団体で、テクノセンターを利用している団体に対しては鍵を貸し出

して、ある程度利用できるような環境をつくっていくということで、一歩前進したかなという

ことで評価したいというふうに思います。 

 次に、テックショップ東京の件ですけれども、利用頻度といいますか、どのぐらいの方が

テックショップ東京まで足を運んで、そして物にしていく。日帰りだと、そんなに長い時間い

られない。じゃあ、１泊、２泊ということになれば、うまくいかないからもう１日というふう

になれば、もう宿泊費から何からいろいろと加算。そういう点でいくとですね、非常に利用頻

度といいますか利用勝手が悪いんだというふうに考えるわけです。こういう施設がですね、上

田市や長野市にできるということになればですね、あるいは遠くても松本市あたりにこういう

のができればですね、特に坂城の皆さんの利用頻度というのは非常に上がるんではないかとい

うふうに思います。やはりこういう東京を利用するということになると、費用がかさみ、利用

するところもある程度財政力のあるところになってくるということがあります。 

 ですから、私が思うには、やっぱりコワーキングスペースで、そういうこと、いろいろとも

んでですね、一応の図面ができたり、こんな構想でこういうふうになってきたという一応のも

のができ上がったところで、じゃあテックショップ東京へ行って、ちょっと試作品つくってみ

るかということにはなると思うんです。そういう点では、コワーキングスペースをもっと充実

させて、いろんな議論ができるような、そういうような体制をぜひつくっていっていただけれ
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ばというふうに考えます。 

 あと提案ですけれども、今回契約されましたが、次年度についてはですね、できれば利用し

たところについて補助金でですね、対応するというようなことで、とりあえずはそれでやって、

利用頻度が上がることによってですね、やっぱりそこと契約していくという、そのステップを

踏んだほうがいいんじゃないかというふうに考えます。その点、若干、一言、時間ありません

ので。 

町長（山村君） ありがとうございました。時間の関係ありまして端的に申し上げますけれども、

前に申し上げましたが、本当はテックショップを坂城につくりたかったと。ですけれども、赤

坂にあるというのもまた価値があるんです、いろんな人が集まってきていますので。ですから、

今、大森さん言われたように、コワーキングスペースとテックショップ、両輪を使ってですね、

効率的な新しい開発ができるように、いろんなことを研究しながら進めていきたいというふう

に思っております。 

１２番（大森君） 町長の前向きな答弁をいただきました。 

 最後になって申しわけございません。３月議会で行えなかったマイナンバーの運用について

質問いたします。時間ありませんが、いろんな点について割愛して質問させていただきます。 

 マイナンバー制度が、この１月からスタートしました。これについて、マイナンバーを記載

していろいろな書類を提出しなきゃいけなくなってきたということで、一番山になったのが確

定申告のときです。このときは受け付けはマイナンバー書いていなくても受け付けると、国税

庁はそこまでやったんですよね。ところが、町の場合とか全国の市町村は町民税の決定通知書

発送、特別徴収の発送する上では、マイナンバーをつけて発送するということが行われたん

じゃないかと。信毎の記事では県内では全自治体はそのように記載して発送したというような

ことが報道されましたけれども、町としてはどういうふうに発送されたんでしょうか。 

収納対策推進幹（池上君） ３．マイナンバーの運用は、イ．マイナンバーの取り扱いはについ

てお答えいたします。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナ

ンバー法は、社会保障、税、災害対策の分野において行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平、公正な社会を実現する社会基盤として施行され、これまで町におきましても関連する条

例等の改正を行ってきたところでございます。 

 この制度の目的でもある国民の利便性の向上という点においては、これまで本人が行政へ申

請する際、市区町村や税務署、社会保険事務所といった複数の機関を回って必要な書類を入手

し、提出する必要がありました。マイナンバー制度導入後は、社会保障・税関係の申請時に、

こうした添付書類の提出が省略され、申請者の負担軽減となります。 

 ご質問の平成２９年度住民税の特別徴収税額決定通知書のマイナンバー記載については、地
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方税法及び地方税法施行規則様式第３号様式が改正され、事業者への個人番号につきまして、

法令上記載することとされ、法令に従いマイナンバーを記載し通知いたしました。また、発送

方法につきましては、簡易書留により事業者に確実に届くよう対応したところでございます。 

 各事業者には、地方税法等関係法令の改正により、マイナンバーの記載をすることになった

こと及び国により示されている特定個人情報の取り扱いを行う上で、マイナンバーの利用・提

供・保管制度や特定個人情報の安全管理の内容、方法について、概要をまとめたものを送付し、

周知に努めたところであります。 

 ご質問の不記載自治体については新聞報道などによりお聞きをしておりますが、このような

状況の中で、総務省は各自治体に対して、法令上に従いマイナンバーの記載をするよう通知を

発出して周知を図っているところでございます。 

 町といたしましては、法令上記載することとされていることから、確実に届く対応、事業所

への適切な特定個人情報の取り扱いの周知を行うことで、マイナンバーを記載し通知すること

といたしたところであります。なお、県の集計結果では、全市町村が記載の上、通知するとの

結果を聞いております。今後も法の趣旨に沿った正しい運用と情報管理に努めてまいりたいと

考えております。 

１２番（大森君） 二つの点で問題があるんですが、一つは個人番号を人に知らせるためには本

人確認等が必要だというふうになっていますけれども、従業員が会社に対して個人ナンバーを

出さないということも保障されているわけですね。それで、強制ではないということで、会社

側も強制的にそれを聞き取ることはできないと、提出をさせることはできないということにな

ります。ところが、町は法令やら政令等でマイナンバーをその方の分も記載して発送するとい

うことに対して、非常にこれは大きな問題ではないかと。それは個人情報保護法の点から見て

も、これは非常に矛盾する内容になります。これについてですね、記載はやっぱりぜひやめる

べきだというふうに考えます。 

 もう１点は、受け取った事業主は今度は保管の管理が義務づけられ、もしそれが漏れた場合

は４年間の懲役もしくは２００万円以下の罰金が科せられるというのに、町内の零細企業に対

して果たしてセキュリティー体制はとれているのかどうか。そういうとれていないところに対

して、法律で決まっているということで、直接送り込むということ自体が問題ではないか。国

の機関である税務署、国税庁が記載しなくていいと言いながら、町はどうしてそれをやるのか。

この辺についてですね、非常に問題点が多いというふうに思いますが、その点についてひとつ

ご答弁願います。 

収納対策推進幹（池上君） まず事業者への通知でございますが、マイナンバー法につきまして

規定がございます。提供の制限、できないものということで、基本的にはできないということ

が規定されておりますが、例外として課税事務の処理に当たってはマイナンバー制度の中から
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除外されておりますので、提供できるという、その趣旨の中で通知を行いました。よって、個

人番号を提供したか否かについては要件とされないという状況でございます。 

 それと、あと事業所についてですけれども、基本的に法令で決まったものでございますので、

それについて私どもとしては確実に届く方法、また事業者が的確に今後管理をしていただくと

いうようなものをまとめてお出しをしました。内容的に体制がとれていないからということで

はなくて、法令に従って私どもは努力をし、できることを行うことによって通知をしたところ

でございます。 

１２番（大森君） こういう法律によってですね、矛盾するような形で、そしてこれだけ除外す

るという、こういうですね、もう汚い手の使い方、これはもう私は抗議に値する中身だという

ふうに思います。 

 またこの後ですね、テクノセンターについて少しお話ししたかったんですが、テクノセン

ターは、当時、町内の一人社長から始め、大きな企業の皆さんが何がしかの募金を集めて、そ

して設立されたテクノセンターです。このテクノセンターはですね、やっぱり町内の全ての企

業が利用できるように。今でも敷居が高いというふうに言われる状況であります。やはりこう

いう一人親方でも利用できるような、そういう取り組みを要望いたします。以上で一般質問を

終わります。 

議長（塩野入君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１４日は、午前８時３０分から会議を開き、引き続き一般質問をいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ０時４２分） 
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６月１４日本会議再開（第４日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塩野入   猛 君    ８番議員  塩 入 弘 文 君 

    ２ 〃   西 沢 悦 子 君    ９ 〃   塚 田 正 平 君 

    ３ 〃   小宮山 定 彦 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   朝 倉 国 勝 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   吉川 まゆみ 君   １４ 〃   塚 田   忠 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  山 崎 金 一 君  

 福 祉 健 康 課 長  伊 達 博 巳 君  

 保 育 園 振 興 幹  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  大 井   裕 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

北 村 一 朗 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 保健センター所長  長 崎 麻 子 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  竹 内 優 子 君  

５．開  議     午前８時３０分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）公共駐輪場及び放置自転車について 山﨑 正志 議員 

 （２）防災についてほか 朝倉 国勝 議員 

 （３）高齢者対策についてほか 入日 時子 議員 

 （４）にぎわい創出に向けて 滝沢 幸映 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塩野入君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塩野入君） 最初に、１０番 山﨑正志君の質問を許します。 

１０番（山﨑君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 １．公共駐輪場及び放置自転車についてであります。 

 イ．坂城駅とテクノさかき駅の駐輪場等の状況は 

 最初に、役場庁舎など公共施設における駐輪場の設置状況はどのようになっているか、答弁

を求めます。 

 次に、坂城駅とテクノさかき駅の有料駐輪場について質問いたします。坂城駅には駅舎北側

に３棟、南側に１棟の計４棟。テクノさかき駅には駅舎西側に１棟の有料駐輪場が設置されて

います。そこで、両駐輪場の契約状況と、ここ数年の契約台数の推移はどのようになっている

か、また、管理委託先はどこで、委託料の金額は幾らか、そしてどのような管理をしているの

か答弁を求めます。両駅有料駐輪場の契約者は、通勤、通学のため駅を利用される方がほとん

どと思われます。そこで、通勤者、通学者等の内訳はどのようになっているか。また、両駅に

おいて、契約者以外で駅まで自転車で来て、しなの鉄道を利用される通学者と通勤者の数は何

人か答弁を求めます。 

 次に、これは２次質問の資料としての質問ですが、各駅の駐輪場の面積と、有料、無料の駐

車場の面積は何ｍ２か答弁を求めます。両駅には有料駐輪場が設置されているわけですが、そ

の駐輪場の盗難や破損などが起きないような安全確保はどのようになっているか。また、盗難
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や破損が有料駐輪場内で起きた場合の補償はどのようになっているか、答弁を求めます。 

 私も、テクノさかき駅まで自転車で移動して、しなの鉄道を利用することがあります。先日

もインターハイの県大会や中体連の地区大会などがありました。私と同様の手段で移動された

中学生、高校生などもいたと聞いております。そこで、このように各駅の通年利用者ではない、

しなの鉄道利用者への駐輪場への配慮はどのようになっているか答弁を求めます。 

 最後に、両駅有料駐輪場の無料化の方針はあるか答弁を求めます。 

 それでは、次の項目に入ります。ロの放置自転車の対処はに移ります。この質問も坂城駅と

テクノさかき駅におけるものであります。まず、両駅の放置自転車の状況はどのようになって

いるか答弁を求めます。 

 次に、放棄及び盗難により放置された自転車の持ち主への通告方法はどのようになっている

のか。また、長期間放置されている自転車には、ステッカー等を張って長期間放置してあるの

で撤去しますなどと勧告は行っているのか答弁を求めます。そこで、以上挙げた放置及び放棄

自転車の保管義務及び保管責任は、駐輪場を管理する町当局にあるのか、あるいは落とし物と

しての拾得物として警察にあるのか答弁を求めます。 

 それではちょっと視点を変えまして、役場庁舎駐輪場に長期間保管されている自転車につい

て質問いたします。なぜこの質問をするかといいますと、五、六年前の社会文教常任委員会の

予算審議において、庁舎の駐輪場に長期間保管してある自転車について質問いたしました。あ

れから五、六年たっております。いまだ庁舎駐輪場には見覚えのある高価な電動自転車と、ほ

か数台の長期滞在している自転車があります。このようなものには、処分できるような時効は

ないものか、お伺いいたします。また、両駅無料駐輪場にも、役場庁舎駐輪場と同等の自転車

があります。どのように対処するのか答弁を求めます。 

 ＪＲ等では、落とし物の傘を安価で再利用しているようですが、町でも長期放置自転車を再

利用することはできないのか答弁を求めます。 

 最後に、巡回及び指導の頻度と方法はどのようになっているのか。また、警察等との連携は

どのようになっているのか答弁を求めて１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいまご質問のありました１、公共駐輪場及び放置自転車についての中の、

（イ）の坂城駅とテクノさかき駅の駐輪場等の状況について、私からお答えさせていただきま

して、そのほかの質問、あるいは詳細につきましては担当課長からお答え申し上げます。 

 坂城駅は町の玄関口として、今の駅舎を平成１６年に改修し、平成２６年にエレベーターを

設置しました。また、屋根つき駐輪場につきましては、平成１８年に財団法人日本自転車普及

協会の補助事業を取り入れ、事業費６００万円により、新たに１００台分の駐輪場を整備し、

合計で約１８０台の自転車が駐輪することができるよう整備しております。 

 一方、テクノさかき駅は、しなの鉄道が開業後、初の新駅として平成１１年に開業し、屋根
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つき駐輪場につきましては国の地域総合整備事業を活用し、駅前ロータリー整備など駅周辺整

備とあわせ、約３，２００万円の事業費により、約１６０台の自転車が駐輪することができる

ように整備しております。町に二つ目の駅となるテクノさかき駅の開業により、町内のほとん

どの皆様が駅から半径２Ｋｍ圏内となり、自転車で１０分以内に駅に行くことができ、通勤、

通学が大変便利になり安全になりました。 

 さて、駐輪場の使用状況でございますが、坂城駅の屋根つき駐輪場には６２台、３４．４％

の方が、テクノさかき駅では２６台、１６．３％の方が、通勤、通学などで登録使用されてい

ますが、年々利用率が減少している状況がございます。 

 町では、お買い物や通院などでしなの鉄道をご利用いただく方のために、各駅約７０台分の

駐輪スペースを用意しておりますが、ここに駐輪する方が多くなってきているという状況があ

ります。屋根つき駐輪場は、通勤、通学など定期的にしなの鉄道をご利用される方のために整

備した駐輪場でございますので、ぜひ登録使用をお願いしたいと思います。 

 屋根つき駐輪場の登録使用料は、維持管理費として年間２千円をいただいておりますが、管

理は有限会社信州観光バスに委託しており、自転車の登録事務はもとより、防犯、事故等のな

いよう巡回などもし、駐輪場の管理をする費用となっております。町では平成２４年度に、坂

城スマートタウン構想を作成し、各種事業に取り組み、より魅力ある賢いまちづくりを目指し

ております。身近なところからのエコ対策の一環の一つとしても、マイカーでの通勤、通学な

どを控えていただき、公共交通であります循環バスやしなの鉄道を大いにご利用いただきたい

と考えております。 

建設課長（宮嶋君） 公共駐輪場及び放置自転車について、イ、坂城駅とテクノさかき駅駐輪場

等の状況はについて、順次お答えいたします。 

 坂城駅、テクノさかき駅の駐輪場の設置状況でございますが、坂城駅には有料の屋根つき駐

輪場が駅の南側と北側の２カ所にあります。約１８０台の駐輪場を整備してあります。また、

約７０台分の自転車がとめられる無料駐輪場を用意してあります。テクノさかき駅には、駅の

北側に有料の屋根つき駐輪場、約１６０台分の駐輪場を整備してあります。また、同じく約

７０台分の自転車がとめられる無料駐輪場を用意してございます。 

 続きまして、現在の有料駐輪場の登録使用状況につきましては、先ほど町長が申し上げまし

たとおり、坂城駅は６２台、テクノさかき駅は２６台の登録使用状況でございまして、ここ

３カ年の使用状況の推移につきましては、平成２６年度、坂城駅は１０４台、テクノさかき駅

は５５台。平成２７年度、坂城駅は９６台、テクノさかき駅は５０台。平成２８年度は坂城駅

７６台、テクノさかき駅は２２台となっており、登録使用される方は減少傾向でございます。

年々減少してきておりますが、少子化に伴い通学等で利用する子供たち全体が減少してきてい

ることや、安全面などを考えて自家用車で送迎する方が増えてきていることなどが要因として



 

－ 123 －  

考えられます。 

 続きまして、駐輪場の管理面についてでございますが、管理委託は町の公共交通である循環

バスの運行をしていただいております有限会社信州観光バスに委託してあり、委託料は年間

３０万２，４００円でございます。委託している管理業務の内容につきましては、自転車の登

録事務及び登録料の出納事務、防犯・事故等に関する連絡調整事務、施設・備品等の点検、防

火管理や清掃活動などの管理全般を行っていただいております。 

 続きまして、登録使用されている方の通勤者・通学者等の状況、内訳でございますが、坂城

駅では、６２台の使用者のうち通学者が４０台、通勤者が２２台。テクノさかき駅では、

２６台の使用者のうち通学者が１４台、通勤者が１２台となっている状況でございます。その

ほか、登録使用されている以外の方につきましては、通勤・通学者などの個々の数は把握でき

ておりませんが、坂城駅の無料駐輪場を利用されている方は約６０台の方、テクノさかき駅で

も約６０台の方が無料駐輪場をご利用いただいている状況がございます。 

 続きまして、各駅の駐輪場の面積でございますが、坂城駅に２カ所あります有料の屋根つき

駐輪場の面積は約３６０ｍ２、無料駐輪場は約１５０ｍ２。テクノさかき駅の有料屋根つき駐

輪場の面積は約１６０ｍ２の広さがあり、無料駐輪場は約１５０ｍ２でございます。また、坂

城駅、テクノさかき駅を利用される方の駐車場の面積につきましては、坂城駅には上田方面の

駅南側にある有料駐車場約４２０ｍ２､３１台が駐車でき､Ｂ.Ｉプラザ駐車場内に約３０ｍ２ほ

どの無料駐車場を設置してございます。テクノさかき駅には、有料駐車場が３カ所ございまし

て、坂城勤労者総合福祉センター駐車場の西側の一部、テクノさかき駅前の公園西側と株式会

社アルプスツール北側にある駐車場を合わせた面積は約４３０ｍ２、２８台が駐車でき、無料

駐車場が約４８０ｍ２でございます。 

 続いて、駐輪場での盗難、破損等の安全確保についてでございますが、各駅の有料駐輪場の

安全対策は、先ほど申し上げましたとおり、有限会社信州観光バスに管理委託しており、駐輪

場の見回りなど管理全般についてお願いしております。また、駅管理業務を公益財団法人長野

県シルバー人材センター連合会に委託しておりまして、異常があった場合、点検、パトロール、

通報、報告などをお願いしております。また、駐輪場の安全を確認するため、各駅に１基ずつ

防犯カメラを設置しており、駅の事務室において監視する体制を整えております。防犯カメラ

を設置しましてから、有料駐輪場での盗難や破損などの被害につきましてはほとんどなくなり、

本年は６月現在被害はないと伺っております。また、坂城町交番においても駅周辺を中心に、

定期的なパトロールをしていただくようお願いしてございます。 

 自転車の盗難や破損等につきましては、町では責任を負いませんが、駐輪場に登録使用をお

申し込みいただく際は、必ず防犯登録をするよう指導しております。盗難等を未然に防ぐため、

自転車などには必ず鍵をかけていただき、決められた場所に駐輪するようお願いしたいと考え
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ております。 

 続きまして、坂城駅、テクノさかき駅の通年利用者ではない方についての配慮についてでご

ざいますが、お買い物、通院やお出かけの際にしなの鉄道をご利用いただくため、自転車等で

お越しの方につきましては、無料の駐輪場を両駅に用意してございます。この駐輪場をご利用

いただき、多くの皆様に公共交通機関でありますしなの鉄道をご利用いただきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、坂城駅、テクノさかき駅の駐輪場を無料にできないかということでございます

が、駐輪場を定期使用される方から使用申請をしていただく際に、維持管理や安全対策等を図

るため、自転車１台につき年間２千円の使用料をいただいております。通勤・通学など定期的

にしなの鉄道をご利用される皆様のために整備した屋根つき駐輪場がございますので、今後も

登録使用をお勧めし、お願いしてまいりたいと考えております。引き続き使用料をいただく中

で、駐輪場の維持管理、安全対策を講じまして、しなの鉄道をご利用される皆様が気持ちよく

駐輪場を使っていただけるよう配慮してまいりたいと考えております。 

住民環境課長（山崎君） （ロ）放置自転車の対処はについてお答えいたします。 

 各駅駐輪場の放置自転車の状況でございますが、町では地域安全運動にあわせ、町防犯指導

員さん、坂城町交番にご参加いただき、坂城駅、テクノさかき駅の自転車防犯診断を実施して

おります。この診断の中で、４月現在放置自転車を坂城駅で１１台、テクノさかき駅で４台確

認しております。 

 次に、放棄及び盗難により放置された自転車の持ち主への通告、長期放置自転車へのステッ

カー張りつけでございますけれども、町では自転車防犯診断の際、駅駐輪場に長期間駐輪され

ていると考えられる、持ち主を特定できない自転車につきまして、引き取りを促す通告文を記

載した札を、ステッカーのかわりに一定期間つけております。なお、住所や名前、防犯登録番

号があるものについては、警察と連携して持ち主に引き取りをお願いしております。 

 次に、保管義務及び保管責任は町か警察かとのご質問にお答えいたします。放置自転車でご

ざいますけれども、そもそも法律的に明確に定義されているわけではなく、どのように処分し

たらいいのかについても、法律で規定されているものでもありません。また、放置された自転

車が捨てられたごみであるのか、忘れ物であるのか、盗難車であるのかなどが不明なため、保

管義務及び保管責任を誰が負うかは一概には言えない状況であると考えております。 

 次に、役場庁舎及び駅駐輪場の自転車でございますが、役場庁舎には来庁されたお客様の自

転車置き場として駐輪場を設けていますが、現在５台の自転車が長期間置かれている状況であ

ります。うち３台が警察の防犯登録または販売店の防犯登録がされており、改めて警察署及び

販売店へ照会しているところであります。所有者が判明した段階で、警察または販売店から引

き取り請求していただくようになりますが、連絡をしても受け取りにこないケースも多くある
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と聞いているところであります。受け取りにきていただけない場合につきましては、防犯登録

をしていない２台とあわせて、対応したいと考えているところでございます。 

 なお、施設内に保管された自転車につきましては、遺失物と判明できる場合は拾得物として

の扱いとなりますが、本ケースにつきましては遺失物であるのか廃棄物であるのかが不明なた

め、警察としては拾得物としての扱いとなることは難しいとのことであります。いずれにしま

しても、保管について期限を定め、期間内に所有者が判明しない場合は処分も含めた方法等に

ついて検討してまいります。なお、駅駐輪場に放置された自転車につきましても、同様の考え

方で対応しております。 

 次に、放置自転車の再利用でございますが、今後、他市町村の放置自転車の対応等を参考に、

研究してまいりたいと考えております。 

 巡回及び指導の頻度及び方法、警察との連携でございますが、地域安全運動期間にあわせ警

察にご協力いただく中で、巡回や自転車防犯診断による指導、啓発を行うことにより、放置自

転車の減少に努めているところでございます。 

１０番（山﨑君） それぞれご答弁いただいたわけですが、まずイの項目からやっていきたいと

思います。 

 坂城駅及びテクノさかき駅には有料駐輪場があると。今現在の使用率は、坂城駅で１８０台

のうちの６２台ですかね、３４．４％、テクノさかき駅は１６０台とめられるところの２６台

と。使用頻度が年々落ちてきて、すごいですね、この使われないよというのがね。実際、外に

有料でないところにとまっているのは、およそ６０台から７０台と。全て屋根つきの駐輪場に

収納できるんじゃないですかね。それにつきましてはまた言いますけれど。有限会社信州観光

バスさんに３０万２，４００円ね。計算しますと、テクノさかき駅と坂城駅で２千円ずつだと

１７万数千円という感じですかね、今年度は。３０万かけてやっている、でも１７万しかない。

じゃあ、信州観光バスさんはどの頻度でその有料駐輪場の巡回管理をしているのか。これは有

料駐輪場のみで、ステッカーは今、有料駐輪場にとまっている自転車には青いステッカーで

２９と書いてあるステッカーが張ってあります。それは私見てきました。そのステッカーは町

でつくっておられるのか。両駅の有料駐車場の月決め契約料は１台当たり幾らになっているの

か。 

 以上、その点をお聞きします。 

建設課長（宮嶋君） 再質問についてお答えいたします。信州観光バスはどのくらいの頻度で巡

回をしているかということでございますが、基本的には毎日１回見回っていただくようにして

いただいているところでございます。そのほか管理一般をやっていただいているという内容で

ございます。 

 屋根つき駐輪場の自転車に張る登録シール、ステッカーでございますが、これにつきまして
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は毎年色を変えまして町でつくりまして、信州観光バスのほうにお渡しする、また、町でも登

録事務をやるという形にしております。 

 有料駐車場の利用料金につきましては、月額４，２００円いただいております。ただし、株

式会社アルプスツール北側にございます駐車場につきましては、１台につき１，５００円いた

だいているという状況でございます。 

１０番（山﨑君） それでは､なぜ無料化という話をしているか｡テクノさかき駅には４８０ｍ２の

無料駐車場が設置されております。車で来られる方ですよね。ここから町長から答弁いただき

たいところなんですけれども、子育てのためには町長、これまでも保育園の第３子無料化、あ

るいは医療費の高校生まで無料化という形でやっております。高校生これだけの数、駐輪場を

使っております。外にも使っております。軽減のためにも、駐輪場は無料開放してもいいと思

います。通勤者、一般だってそうじゃないですかね。それだけ余っているじゃないですか。

３４．４％と１６．３％ですよ。景観的にもね、あそこにとめたほうがきれいになると思うん

ですけれども、その辺は町長どのようにお考えでしょうか。 

町長（山村君） 年間２千円とかそのくらいの金額でありますけれども、やっぱり適切なサービ

スには適切な料金を払うということは必要だと思っております。先ほどの説明をいたしました

けれども、むしろ逆に自転車をとめる人が少なくて駐輪場が余っているということが実態なら

ば、全面的に見直しをしてですね、例えば駐車場のスペースを増やすとか、ちょっと全面的に

考えたほうがいいかなと思っております。やっぱりどこの駅でもそうでしょうけれども、管理

費をいただいて適切に管理をすると、盗難防止もありますし、そういう状況は必要だというふ

うに思っております。 

 それから、私も無料駐車場、駐輪場のほうを見てきましたけれども、必ずしも表示がはっき

りわからないような感じになっていますので、その表示ももう一回よく見直して、この無料の

駐輪場ではなくて、適切に管理をするから有料のほうに入れたらどうですかと。やっぱり無料

の駐輪場のほうは置き方もぞんざいになっている気がいたします。ですから、それは管理を全

面的に見直さなきゃいけないということで、駅前の活性化ということもありますので、駐車場

の話も含めてよく検討していきたいと思っております。 

１０番（山﨑君） １回ここで有料駐輪場の無料化は置いておきまして、次のほうに行ってまた

戻りたいと思いますけれども。 

 駅、両駅ですね、先ほどの答弁ですと４月にあったときには１１台坂城駅に、そしてテクノ

さかき駅に４台と言われました。近々で４月にやったところですね。私昨日、坂城駅、テクノ

さかき駅並びに無料駐車場のほうも回って、昨日議会の後回ってきました。無料駐輪場にはパ

ンクあるいは空気が抜けてそのまま乗って移動できないでいる自転車が、坂城駅には１５台ほ

ど、テクノさかき駅には１０台ほどありました。この報告だと、私とは若干ずれがあります。
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そこで、紙の荷札がつけてありました。でもほとんど読み取れないというか、針金とわっこし

か残っていないような部分で、どれがその警告書が張ってあるのか、つけてあるのかわからな

い状態でした。２カ月で風雨にさらされてそうなったのか、勧告された部分がちゃんと伝わっ

ているのかどうか、私は疑問に思いました。その辺はいかがなものでしょうか。ほかの部材、

プラスチックあるいはステッカー等に変えて、もっとわかりやすい耐久性のあるものにしない

と、何カ月もあそこに置いておくんだったらわからないんじゃないでしょうかね。その辺はど

のように思いますか。 

住民環境課長（山崎君） 放置自転車につけている荷札の件についてお答えいたします。 

 ４月に実施して放置自転車と考えられるものにつきましては、紙製の荷札をつけたところで

ございますけれども、２カ月たっていないというところでございますので、通常であればその

通告については読み取れるものと考えておりますけれども、実際に現地を確認いたしまして、

その状況を確認して、紙がいいのか、もうちょっと厚い紙がいいのか、そこら辺については検

討をしてまいりたいと考えております。 

１０番（山﨑君） 私も２０年ほど前ですけれども、２０年以上になりますかね、相模原市に住

んでいたときがあります。そのときには１６号線のガード下に自転車の保管場所があり、そう

いうところに保管されていました。そこに置いてある自転車はそこに持っていくという通告、

そういう看板までつけてあって、ここに持っていく、ここに取りに来いという看板がありまし

た。駅にもそんな自転車がたくさんあったと思います。さびさびの自転車も置いてあるんです

よ。駅前に無料駐輪場、私はこれから有料駐輪場を無料駐輪場にするというように持っていく

んですけれども、そうやってずっと置いたままあるわけですよね。一括してそういうものを町

庁舎のどこかの一角に持ってくる。看板を置いておいて、ここに置いてあった自転車は町で管

理しているから、庁舎の住民環境課あるいは総務課へ届け出て、車体番号なり防犯登録番号を

言い出て持ち帰る。そんな方法をとらないと駅の美化的な部分でも見た目がよくないですよね。

その辺はどのように考えますか。 

住民環境課長（山崎君） 駅前の放置自転車をどこか一定の置き場に移動して一時保管したらど

うかというご質問だったと思うんですけれども、それにつきましては現在、各駅の放置自転車

は台数もそれほどは多くなく、また、所有者が引き取りにくる場合というのも考慮いたしまし

て、駐輪場の一角にまとめておいてある状況でございます。ご質問のとおり、駅の景観ですと

か安全などもございますので、必要と判断される場合は移動したことが所有者にわかるような

保管場所を明記した上で、別の場所に移して保管するということも一つの方法であろうと考え

ますので、考えていきたいと考えております。 

１０番（山﨑君） これはあくまでも今回は駅のことについてを言っているわけですけれども、

駅ではないところにも放置自転車があるわけですよね。そういう部分も当然ながらやっている
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わけです。だから、そこには何にも札もついていない部分ではありますけれども、私はね、そ

うやって長期放棄してある自転車、駅だけではないですよ、そういうところにも、そういう勧

告のステッカーなり、風雨にさらされてもよくわかるような方法で勧告するべきだと思います。

この辺も検討していただきたい部分だと思います。 

 最後に町長もう１回、本当に無料化する気は今のところはないようですけれども、私もね、

子供５人とも坂城高校でしたから駐輪場は使っておりません。それでも大会があれば、自転車

でテクノさかき駅あるいは坂城駅に行ってそこからしなの鉄道を使うということはありました。

子育ての面、本当に町長は一生懸命取り組んでいると思います。親世代、親たちの支出の軽減

のためにもそういう部分は検討されるところだと思います。これは言っても押し問答になって

しまうから、検討されることを願います。 

 ここで一つ報告として、坂城高校ハンドボール部、県大会で男子が３位になりまして北信大

会に進むことになりました。私の母校である上田高校を敗っての３位でありますから、私も上

田高校のハンドボール部に所属しておりまして、１９７４年、昭和４９年の福岡大会に背番号

１８で登録されて行ったことがあります。本当にうれしいことです。坂城高校は坂城で育てる、

また高校生も子供たちも坂城の宝です。町長の英断をお願いいたしまして、私の一般質問とい

たします。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時０９分～再開 午前 ９時１９分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、４番 朝倉国勝君の質問を許します。 

４番（朝倉君） ただいま議長より発言の許可が出ましたので、通告に従い一般質問をさせてい

ただきます。 

 まず最初は、防災についてでございます。今年も梅雨入りとなりました。風水害の発生する

時期でございます。異常気象が当たり前のような気候が地球規模で発生しております。我が坂

城町におきましても、備えあれば憂いなしという言葉にあるように、日ごろからその準備を十

分行うことが肝要と考えているところでございます。 

 さて、このようなことから、私はイとして、松くい虫の枯損木対策について伺いたいと思い

ます。松くい虫に対する対策は、山村町政から空散を再開し、松くい虫対策を積極的に展開さ

れていることに敬意を表するものでございます。しかしながら、ご存じのように近隣の上小地

区の松くい虫はますます拡大をし、その影響は我が町でも避けて通れない大変な大きな問題で

あろうかと認識をしているところであります。このような環境を踏まえまして、今回の質問は、

町全体に松くい虫の被害は拡大し、松が枯死したものが風雪により倒壊し、長尺の枯損木が傾

斜地に発生し、その状況は町全般に散見されている状況にございます。 
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 先ほど申しましたように、入梅を迎え、あるいはまた異常気象が続く中で、集中豪雨や台風

等の異常事態が発生した場合には、この枯損木が流出して、それが原因で大きな災害を招くと

いうことは、大変、私１人ではなく大勢の皆さんが危惧している問題であろうかと思います。

このような状況として、対策としてどのようなことがあるか考えを伺いたい。また、被害が発

生している松林の今年の防災対策の実施はどういう形であるのか、２点をお伺いしたいという

ふうに考えます。 

 ロとして、災害時発生時の町民への情報の周知徹底の問題でございます。災害シーズンが訪

れるということは、さきに申しましたように入梅、あるいは集中豪雨、台風というようなこと

も想定して、５月の臨時会におきましてデジタル防災行政無線の整備事業に対して満場一致で

議決し、早急にその施策を実施していただくことを求めるものでございますけれども、今、ご

存じのように坂城町の有線放送電話の加入率は５割を切っているという状況でございます。そ

してまた町もいろいろなツールを利用して災害や、あるいは安全・安心の情報に対して、「つ

ながる あんしん 坂城町」というようなことで、すぐメール等のツールを利用してカバーし

ておりますけれども、突然有線放送設備のダウンが発生した場合、私はその影響が非常時に情

報伝達が、本当に町民全般に万全を期せるのか心配をしているところでございます。今後、こ

の情報伝達を有事の際、人命、財産、これを守ることが行政の責任と私は痛感をしております

し、いかにその発生のときに迅速な対応、情報の周知徹底ができるかによって町全体の安心・

安全が確保できるというふうに信じるものでございます。これらに対して、デジタル防災行政

無線が完全に実施できる４月まで、どんな形で対応するのか考え方をお聞きしたいと思います。 

 １項目の質問については、以上でございます。回答お願いいたします。 

産業振興課長（大井君） 防災についての、松くい虫の枯損木の対応はについてお答えを申し上

げます。 

 坂城町の松くい虫被害対策につきましては、守るべき松林を明確化し、伐倒駆除、空中散布、

無人ヘリによる散布などの防除対策のほか、植樹、樹種転換などさまざまな事業を取り入れ、

総合的な対策を進めております。本年度におきましても、現在、町及び長野森林組合により伐

倒駆除を実施しており、今月２１日にはリスクコミュニケーションの強化を図る中で、自在山

風致地区及び葛尾山風致地区への空中散布を計画しております。 

 枯損木の対策につきましては、県の補助事業でライフラインに影響のある箇所の伐倒処理事

業や、県の森林づくり支援金を活用して地域の皆様が実施する里山景観整備事業へのご支援な

どがございます。昨年はこの整備事業を活用して、ライフラインの確保として御所沢地区東側

の道路沿いの森林１カ所、里山景観整備を南日名、上平、鼠の３地区で実施いたしました。ま

た、今年度も町内３地区よりご要望をいただいておりますので、県と調整し枯損木の処理を進

めてまいりたいと考えております。 
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 次に、急傾斜地や山の奥のほうなどで、機械や人力による処理が困難な箇所につきましては、

保安林の指定を進め、治山事業を県に要望してまいりたいと考えております。具体的には、松

くい虫被害が拡大している上平の自在山周辺地区において、平成２５年度より土砂流出防止対

策の丸太筋工や樹種転換としてコナラ、クヌギなどの補植、あわせて枯損木の伐倒、玉切り、

集積など流出防止対策を行っており、本年度も引き続き実施してまいりたいと考えております。

また、枯損木が目立つ大宮地区におきましては、今年度、落石防止対策工事を予定しておりま

す。 

 町では、引き続き重要課題の一つとして、松くい虫防除対策とともに、治山対策など複合的

な対策を取り入れた災害に強い森林づくりの取り組みを、県の指導をいただきながら進めてま

いりたいと考えております。 

企画政策課長（柳澤君） 防災について、ロ、災害発生時、町民への周知について答弁申し上げ

ます。 

 現在の有線放送電話施設の老朽化が進み、加入率も年々減少する中、町全体への情報発信が

十分とは言えない状況であることから、できる限り早く、同報系デジタル防災行政無線整備を

進めるため、５月の臨時会におきまして、工事請負契約締結の議決をいただきました。現在、

電波伝搬調査を進めており、調査結果に基づきまして、総務省信越総合通信局との協議、無線

免許の申請などを行い、７月から戸別受信機などの機器製作、１０月以降再送信局を含む屋外

拡声子局の工事や、親局設備の製作及び設置工事などを進め、来年１月までに親局及び屋外拡

声子局を完成させる予定でございます。また、年内には、戸別受信機の配布方法や操作説明な

どの住民説明会の開催を予定してございまして、来年１月からの試験運用にあわせまして、戸

別受信機配布を行う計画でございます。 

 まず、有線放送加入世帯への配布を来年３月を目途に行いまして、４月には有線放送から防

災行政無線に運用を切りかえる計画でございます。これまで、屋外スピーカーからの放送が聞

こえづらいというお話もお伺いしてきたところではございますが、来年４月には新たな屋外ス

ピーカーにて、全町放送が運用できるよう整備を進めてまいります。以降、残りの戸別受信機

の配布、気象観測装置などの附帯工事を進め、有線放送電話設備の撤去工事までの計画としま

して、平成３１年２月までの工期としてございます。 

 現時点での災害発生時など有事の際の町民への周知、情報発信についてでございますが、現

行の有線放送設備を利用した宅内スピーカーからの放送のほか、町内３０カ所に設置しており

ます屋外スピーカーによる全町への放送により行ってまいります。また、お話がございました

が、事前登録は不要で、坂城町内にいる全ての方を対象としてＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバ

ンクの大手３社の携帯電話やスマートフォンなどへ、災害情報を発信することができる緊急速

報メールの伝達手段がございます。あるいは、事前に登録する方式ではありますが、ミサイル
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の飛来や大規模災害等が発生した際、国から瞬時に情報が自動配信されるＪアラートと連携さ

せた、さかきまちすぐメールにつきましても、あわせて活用しているところでございます。 

 さかきまちすぐメールにつきましては、町外在住の方や町民の方が町外へ外出の際でも、登

録をしていただくことにより国等からの災害情報や避難情報のほか、町からの防災、行政情報、

熊やイノシシ等の出没情報、警察署からの振り込め詐欺や不審者等の情報及び消防署からの火

事等の災害情報などを受信することができる仕組みでございます。現在のさかきまちすぐメー

ルの登録状況につきましては、約１，７００件でありますが、機会を捉えて登録を呼びかける

とともに、防災行政無線の戸別受信機配布の際には、ご利用の説明と登録方法などのお知らせ、

あるいは、その場で登録をしていただく支援などを行い、登録者数の増を図ってまいりたいと

存じます。 

 また、町ホームページによる情報周知につきましても随時行っており、迅速な情報伝達がで

きる有意義な手段の一つであると考え、リアルタイムな更新を心がけているところでございま

す。このほかにも、テレビ、ラジオなど各種メディアから情報を取得する手段もあろうかと存

じます。こうしたさまざまな通信手段を活用することにより、かなり広く情報伝達が可能であ

ると考えておりますが、よりきめ細かい情報伝達を行うため、有事の際には広報車等により、

災害発生前、あるいは発生後において必要な事項の周知を図ってまいりたいと存じます。また、

有線放送電話の設備が万一使用できなくなるような事態になった際には、各屋外スピーカーか

ら、職員が直接マイクを使って緊急放送などができる体制を整えておりますので、非常時には

こうした災害広報活動も想定しているところでございます。そして、大災害などの場合は、近

隣や地域での支え合い活動も重要な役割を果たすものと思います。 

 同報系デジタル防災行政無線の工事は極力早く進めてまいりますが、それまでの間につきま

して、このような複数の情報発信手段、あるいは人的な対応によりまして、町民の皆さんに情

報の伝達を行ってまいりたいと存じます。また、地域の皆さんにもご協力いただく中で、的確

な情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

４番（朝倉君） 松くい虫被害につきましては、積極的に町の対応を継続してお願いしたいとい

うことを希望するものでございます。特に松くい虫について答弁は要りませんけれども、私の

考え方をここで述べさせていただきたいというふうに思います。 

 松くい虫の被害を先ほども申しましたけれども、上田市内におきましては大変すごいです。

先日私、所用で鹿教湯温泉まで平井寺トンネルを通っていったんですが、平井寺トンネルを抜

けた途端、松が真っ赤なんです、全部。ひどいもんです。あれだけ広範囲に松が枯れていれば、

坂城町で幾ら頑張っても、その影響は来ないという保証はありません。私どもも町長の考えで、

守る松林を決めてやっていこうという強い決意については、大変心強く思っておりますし、ま

た継続してこれをお願いする立場でございますけれども、本当に上田市のような行政の不作為
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によって発生することがとめられない、ましてやこの処理には物すごい私どもの税金が投入さ

れているんです、後処理で。本当にこの場を借りて、特に上田市内に見ていただく方について

は、もうちょっと前向きにこの問題について対処していただきたい、こんな思いでおります。 

 特に、私ども長野県という地域からいきますと、青々とした茂った松林、そしてきれいな田

園風景、これがコラボしたこの原風景が私どもの大変貴重な財産です。これは、先人からいた

だいた大切な財産であろうと思います。これをまだ私ども今生きる人間として、後世にこれだ

けは伝えていかなきゃいけないという思いでおるわけでございます。そのようにおきまして、

ぜひ担当する皆さんは大変でございますけれども、頑張って対応していただきたいと、この場

をお借りしてお願いしたいと。そしてまた、町長さん、副町長さん、教育長さん、理事者の方

には、このように大変地域的にも困っている問題があるわけでございますので、近隣のリー

ダーにはぜひ町を挙げて啓蒙活動をしていただいて、この問題ができるだけ早く解決できるよ

うな方向を、ぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、防災、減災に対する話を先ほど企画政策課長からいただきました。私は、減災という

ことを考えますと、初動体制が一番重要だなというふうに思うわけです。それには事前に予知、

予見ができることについては事前に対応できますけれども、もし私どもが想定外という言葉が

使われますけれども、予想しない災害が発生したときというのは、やっぱり人命や財産を守る

という基本的な立場からすると、情報の伝達、これが迅速に行われなければこれは防げません。

そういう意味で、来年の４月にはその体制が整うわけでございますけれども、私は今ある町の

ツールの中で、じゃあ弱者が本当にこれをキープしてそのことができるのだろうかということ

を考えたときには、一抹の不安を覚えるものでございます。そういう面からすると、私は地域

で活動していただいている消防団だとか、あるいは、助け合いマップをやっている皆さんだと

か区長会だとか、いろいろな地域の方と、できるまではですね、密接な連携をとっていただい

て、何かあったときには本当に手おくれにならないような対応を考えていただきたい。 

 昨年、忘れもしませんけれども、９月２０日、町の９月議会の最終日ですね、台風がやって

まいりました。私の隣の力石地区、新山地区は洪水警報が出まして避難指示が出ました。その

ときの広報は、すさまじいほど千曲市としてやっておられたというふうに感心いたしました。

町の今の現状では、外部放送機が聞けない部分もあるんですよ。そういうものからすると、私

が再三一般質問で申し上げているように、これをどうやってカバーするかということが今私は

町に課せられた大きな課題だというふうに考えます。これについても答弁を求めませんけれど

も、細心な注意を払って万全を期していただきたい、これをお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。２点目は、工業立地についてということでございます。今

回町長から議会の招集挨拶がありましたが、坂城町は約２４０社の製造業の皆さんが力いっぱ

い企業活動をいたしながら大変町に貢献されております。この場をお借りして敬意を表するも
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のでございます。そういう企業の皆さんが頑張っておられるんですけれども、坂城町、ご存じ

のように面積の７０％は山でございます。残された３０％、一番いいところに千曲川が流れて

いるわけですね。その３０％の中で皆さん知恵を絞って、いろいろと土地利用を考えていらっ

しゃる。その中で、これ今、今日のテレビでも放送していましたけれども、有効求人倍率がバ

ブル期以上になったと、こういう大変うれしい情報でございますが、近隣の企業でも経営規模

の拡大をしたいということがあって私も相談を受けているんですけれども、土地が欲しい、駐

車場が欲しいといったときにですね、何が起きるかというと農地という問題の転用が非常にま

まならない。今、加計学園でいろいろとお茶の間をにぎわせておりますけれども、農地法とい

う岩盤規制、これほど強いものはありません。私、農業委員を長くやっておりまして、その岩

盤の強さは知っているんですけれども、いざ転用ということになりますと農地法というのが拡

大解釈で官僚の方一切譲歩しません。私に言わせりゃ拡大解釈も甚だしいというふうな思いを

しているんですけれども、５連反だとか白地であっても転用できない、こんなことが大変続い

ているわけでございます。 

 特に町としましても今、町長さんのほうからもお話があると思うんですけれども、工業団地

ももうなくなってきた、これをつくらなきゃいけない。そして、既存の企業の方もこの好景気

に支えられて企業規模を拡大するために土地が欲しいという問題。それから、昨日も同僚議員

から質問がありましたとおり、Ｕターン、Ｉターンが町の職員の皆さんの本当に努力によって、

プラスに方向を転じているということは大変うれしいことでもありますし、それに伴いますと

住宅の取得というニーズも、これもまた高まってくるというふうなことを考えるわけでござい

ます。 

 そして一方、１８号線のバイパスも事業化してから５年を経過し、これから開通、あと５年

くらいでできるんじゃないかというふうなことを考えますと、それに伴う用地の利用の方法と

いうようなことも、今、町が抱えている土地利用については喫緊の課題であると私は認識して

おります。 

 しかしながら、これらを解決するには、先ほども申しましたように、農地法という大変大き

く頑丈な規制を破らなきゃいけないと。今日、信毎に千曲市の記事が出ましたですね。５月

２６日に農村地域工業等導入促進法、これが改正、成立いたしました。そこには、農村も今、

構造変化があって、そこから離農する人が工業に転職して生活基盤を築いていただくために、

農地法も容易にできるという項目があるんですよね、それが今なるというと、農地法があるん

です、そこへ行くと。これをですね、何とか変えていかなければいけないということで、今、

坂城町でも、私、農業委員を長く務めていてこんなことを言うことは大変恥ずかしいんですけ

れども、農振地区も今まで食べることが大変きつい時代があったもんですから、山にかけて相

当、農振がかかっているんですね。今、そこを見ていくと林野化した部分というものが非常に
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ありまして、私は農地法についてもですね、土地利用の中で一番重要なのは、守るべき農地と

いうものを確実に農業委員も町も連携して決めて、その中で工業用地、住宅地域、それから商

業地域、こういう用途区域をはっきりさせていくことが重要だと思うんです。特にどうしよう

もない山林化したところについては、これは私ども農業委員、町と協力してですね、非農地化、

これを促進していかなきゃいけない、そういった土地利用の考え方をですね、ある程度喫緊に

やりまして、正常化していかなきゃいけないという時期に来ているんじゃないかということで、

先ほど提案した三つの要件の中で、今これを早急に進めていくことが重要だというふうに考え

るわけでございます。 

 そういうようなことから、農工法も成立したとはいえ、あと３カ月もたちませんと具体的な

政令が出ませんので、どういう形に変わるかわかりませんけれども、本当に町としてもですね、

重要な用途区域の変更というような時期に来ていますので、ぜひこの時点を契機に、これを見

直しながら新しいまちづくりのためにやっていきたい、そういう提案を申し上げたいと思いま

すので、ぜひ町長から所信をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

町長（山村君） ただいま、朝倉議員さんから工業立地についてご質問がありました。農地の問

題に一番詳しい方に説明するのは僭越かと思いますけれども、現状の問題をちょっと整理させ

ていただいて、非常に町に重要な問題でありますので、ちょっとご説明申し上げたいと思って

います。 

 ２９年度の予算につきましても、新たな工業団地をつくりたいということでその調査費を計

上しております。そんなことも含めて、非常に重要な問題だと思っております。昨日の質問の

中で人口の話が出ましたので、実はその工業、坂城町にとっての工業というのは、坂城町の生

きるための命の綱であります。この工業の活性化が何よりも大切です。人口減少ですとか、少

子高齢化の問題ありますけれども、坂城町にとっては何といっても工業、産業の活性化がなけ

ればそれは達成できないというところであります。 

 四、五年前から、坂城町の工業、全般的に見ますと輸出型あるいは自動車関係も多いという

ことがありまして、非常に活況が続いているというふうに理解しております。その中で、坂城

町としてましても、福祉の問題ですとか子供子育ての問題、それから住宅の購入、土地を買っ

ていただく、いろいろな施策を皆さんとご協力いただきながら進めてまいりました。工業の活

性化は四、五年前から続いているけれども、人口の減少はまだずっと続いておりました。ここ

に来てですね、これは手前みそではないんですけれども、皆様方と一緒に取り組んできた住宅

問題、子育ての問題、教育の問題、福祉の問題、それが少しずつ効果が出てきて他地区から移

住される方が増えてきたんだろうというふうに解釈しております。 

 毎月初めに、長野県から正式なデータが出るんですけれども、実は６月１日というのは長野

県から出ていません。したがいまして坂城町のデータ、これはそのままイコールの数字になる
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んですけれども、それも含めて申し上げますと、まず坂城町の人口につきましては、総人口で

すけれども、これは国勢調査の場合には住民票があっても、そこに住んでいないとカウント外

になっちゃうんですけれども、住民票が登録されているという人口なんですけれども、これが

３月で下げどまりになりまして、４月１日現在では１万５，１８５人、５月１日で、昨日１人

増えた申し上げましたけれど、５月では１万５，１８６人、それから６月１日現在では１万

５，２００人ということで１４人増えています。それから、いわゆる社会増減ですね、外から

転入する、入ってくる方、出る方、それの差し引きの数字で申し上げますと、４月１日は、

４月ですね、これは前の月に比べてプラス１４、それから５月１日データ、これは前の月に比

べるとプラス６、それから６月１日、これも前の月に比べますとプラス２４ということで、こ

こで宣言してしまうのはちょっとどうかと思うんですけれども、坂城町の人口の下げどまりは

終わったと。社会増減も増えたということで、３カ月続けて社会増で増えたということは、こ

こ十数年ない、十数年というかしばらくないと思います。ですから、仮の宣言をしておきたい

なと思っております。 

 このように社会増の動きも出てきました。その中で、今ご質問のありました町の土地利用に

つきまして申し上げたいと思っております。住宅地や工業用地、また農地など、それぞれ用途

で利用される土地につきましては混在することを防ぐため、町全体の土地利用計画を大枠で定

める都市計画法に基づく用途地域、また、農地利用につきましては、農業振興地域の整備に関

する法律に基づき、農業振興地域整備計画を各自治体が策定し、それぞれ土地の用途を策定し

ております。 

 町の都市計画は平成１２年に策定されており、用途地域につきましては、第一種住居地域、

近隣商業地域、工業地域等、１０種類に分類されております。今後、都市計画の用途地域や農

業振興地域整備計画の見直しにつきましては、国道１８号バイパスの建設時期を一つの目安と

して、市街地と農業地域の調和のとれた発展を図るため、町内の住宅需要や人口の推移予想、

商業・工業の振興、また先ほども話がありました、守るべき農地をどこに集積するかなどを総

合的に考慮した上で、各関係機関と協議し、町全体の土地利用について検討してまいりたいと

考えております。 

 続きまして、農地転用の迅速化でございますけれども、それぞれの農地につきましては、今

までもお話がありましたけれども、農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法に基づ

き、各自治体において農業振興地域整備計画が策定され、計画区域が指定されております。そ

の計画区域内の農地で、農業を行うに当たり優良な条件を備えている農地を農用地区域、いわ

ゆる青地ですね、青地農地として一筆一筆ごと管理し、それ以外の農地を通称白地農地として

おります。また、農地法では、農地をその優良性や土地利用状況などにより、一定の農地の集

団を農用地区域内農地や、第１種農地など五つの区分に分けてゾーニングし、農地転用の制限
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を行っているというところであります。 

 ご質問であります青地農地の指定がない、いわゆる白地農地の転用につきましては、その農

地が農地法で定められている第１種農地以上にゾーニングされた区域に属しておりますと、農

地の連続的な利用を阻害しないよう、農地転用には厳しい制限が課せられており、現時点にお

いて農地転用を迅速化させることは、なかなか困難な問題があると思っております。 

 また、農村地域工業等導入促進法、いわゆる農工法につきましては、先ほどお話がありまし

た、今国会において一部改正が行われ、法の題名を農村地域への産業の導入の促進等に関する

法律と改め、農村地域への導入の対象となる産業の限定を廃止し、対象となる産業の業種を拡

大するなどの改正が行われたところでございますので、先ほどもお話がありましたが、まだ詳

細についてはわからない状況でありますけれども、今後詳細について確認をして進めていきた

いと考えております。 

 町といたしましては、今後実施する都市計画や農業振興地域整備計画など、町全体の土地利

用の見直しを一体的に行い、農地を守り、また、ものづくりの町としての発展と安定した雇用

のため、町の基幹産業である工業の振興を図ることも不可欠であると考えております。土地が

貴重な資源であることは工業でも同じであり、工場用地の確保については、町としても全面的

なバックアップが必要だと考えております。先ほどもお話ししましたけれども、今後新たな工

業団地の造成に当たりまして、まずは場所の選定を行ってまいりたいと考えております。地域

の皆様や、関係者の皆様のご理解とご協力をいただく中で、順次手続を進め、時期を逸するこ

となく工業団地の整備に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

 先ほどもお話ありましたけれども、１８号バイパスがいよいよ四、五年で開通だということ

であります。いろんな面で土地の見直しが必須であります。今日をチャンスだと捉えて、前向

きに進んでいきたいというように思っております。 

４番（朝倉君） ただいま、町長からるる詳しいご説明と考え方の説明がありました。ぜひ一緒

になって進めていただきたいというふうに思います。 

 それと次の質問に入る前に、ちょっと私のほうから蛇足になるような感じがしますけれども、

お話しをさせていただきたいことは、今、町の中でいろいろな施策を打つ中で、人口減が底打

ちをしたというようなお話も伺いましたし、昨日特定健診の受診率も皆さんの努力で本当に上

向きに来ていると。それから税収につきましても専門の皆さんの対応によって、非常に数字的

にも上昇してきている。そしてまた、職員の皆さんいろいろな対応の中でイベントの開催にも

積極的に努力をされているということで、職員の皆さんが一生懸命まちづくりに貢献されてお

ります。そういう意味で、この場を借りて敬意を表するとともに、理事者のほうからもぜひそ

の労に報いるようなお礼をひとつお願いして、もっと活発にできるようにぜひお願いをしたい

ということを、この場を借りてお願いをしたいというふうに思っております。 
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 それから、次に３の質問に移らせていただきます。３の質問につきましては、観光資源の有

効活用による町の活性化についての提案でございます。 

 我が国も少子高齢化が急速に進展する中で、その影響を受けない都道府県というのは本当に

一握りの限られたところしか見当たりません。したがって、私どもの町でも少子高齢化の進展

について真剣に考えていく必要があると思います。人口減、これがもたらすものというのは何

をするかというと、必然的に経済のパイが減少し、減少するということは当然財政的にも厳し

さが出てくるというふうに思うわけでございます。今のサービス、子育て対策、あるいは高齢

者の介護対策等を考えますと、財政的にもどこかにその財源を見つけないと大変な経営状況に

なるということを危惧するものでございます。 

 ヨーロッパ諸国では、この子育て、あるいは福祉費用の捻出が、一般財源からの捻出が非常

に厳しいという認識の上に立って、その費用をどうやって捻出するか、これをインバウンドに

ですね、その活路を求めて積極的にヨーロッパ諸国では展開し成功しております。これらの成

功例を参考に、私は坂城町でも少子高齢化が進む中で財政のパイが厳しくなるという避けて通

れない現実を考えながら、そういう中でもやっぱり町が継続して今のサービスや事業が継続で

きる体制をつくっていかなきゃいけないということで、今回観光資源の有効活用ということを

提案するものでございます。 

 特に私ども坂城町では、昨日も議論になりましたけれども、工業は大変盛んでございますけ

れども、商業は衰退の一途をたどっております。これからのまちづくりの中で、やっぱり買い

物をする場所が欲しいとか、いろんな町民の要求はあるわけですけれども、これを営業的に成

り立たせるためには、従来の考え方では私はとてもできないというふうに思うわけです。それ

を解決するには何かといったら、やっぱり中長期にわたるビジョンを描きながら対応していく

ということが一番重要じゃないかなと。それには、ヨーロッパで成功した観光資源というもの

が坂城町にいっぱいございます。今、点で一生懸命つくっておるわけですけれども、この点を

ですね、線、面につくり上げて、そこから新しい商業ビジネスをつくりながら、今、町民が求

めているスーパーだとか、買い物弱者対策、こんなことが生まれてくるのではないかというふ

うに思考するものでございます。 

 これは簡単に一朝一夕にできるものではございません。中長期にわたって本当に腰を据えて、

専門家、そしてお金も投入したり、いろんなプロモーションをしたり、そういったいろんな企

画や実行が伴って初めてできるものと思います。このようなことから、戦国武将村上義光から

始まりまして、義清の財産がございますし、ばら祭り、ねずみ大根等々、数え上げれば切りが

ないくらいあります。これらを有効に使いながら、新しい観光資源を活用した観光ビジネスの

展開を提案するわけですが、町としてどのようなお考えがあるか伺いたいと思います。よろし

くお願いします。 
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産業振興課長（大井君） イの観光資源の活用による活性化の考えはのご質問について、お答え

を申し上げます。 

 坂城町の観光資源といたしましては、ばら祭りが開催されますさかき千曲川バラ公園や、さ

まざまなイベントや町内外からの家族連れなどでにぎわうびんぐしの里公園、「大相撲と日本

刀展」が９月から開催を予定しております鉄の展示館、毎日大勢の方にお越しいただいている

日帰り温泉のびんぐし湯さん館や、さかき地場産直売所あいさいなどの施設が町に点在をして

おります。また、地元の武将村上義清や、町のマスコットキャラクターのねずこん、バラやね

ずみ大根などの特産品、町民の皆さんが楽しみにしている町民まつりも町の貴重な観光資源の

一つでございます。このような観光資源やイベントを広くＰＲしていくには、当町のような小

規模の自治体では限られた観光情報の発信や活動となるため、広域的な団体に加入して全国的

な観光ＰＲや誘客に努めているところであります。 

 そのため、県内のほぼ全ての市町村もしくは観光協会等が加入している長野県観光機構や、

長野県、群馬県、新潟県にまたがる各街道沿線の関係団体による上信越ふるさと街道協議会、

また、軽井沢駅から黒姫駅までのしなの鉄道沿線の関係団体で構成されているしなの鉄道沿線

観光協議会など、広域的な観光活動を行う団体に加入して、観光ネットワークの形成を進めて

いるところでもございます。 

 また、今年はＪＲグループと各自治体、観光関係団体等が一体となって実施する信州デス

ティネーションキャンペーン、いわゆる信州ＤＣが７月から９月までの３カ月間開催されます。

この信州ＤＣは、全国から集中的な誘客や地域経済の活性化を図り、信州ＤＣ終了後も継続し

て観光振興を推進するため、当町においても誘客につながるよう６月１１日に金沢駅で行われ

た観光キャラバンに参加し、当町の観光ＰＲ活動を行い、また、７月１日の信州ＤＣの開幕に

あわせ、長野駅において長野市と合同観光ＰＲ活動を行い、ねずこんも参加して、信州ＤＣの

周知や当町のＰＲをし、信州を観光される方を増やすことで、町内への誘客に努めてまいりた

いと考えております。 

 しかしながら、当町の限られた観光資源の中において、町内で有効的な観光資源をコーディ

ネートする人材を確保することは難しいといった状況もございますので、広域的な団体と連携

し、町内の観光資源の活用方法などを工夫する中で、さらに大勢の皆さんを当町に呼び込み、

地域経済へ波及させていくことにつなげてまいりたいと考えております。 

 また次に、観光資源の固定費についてでございますけれども、当町におきましては大勢の皆

さんに坂城町を知っていただき、そして来町していただくため、毎年さまざまなイベントを開

催しＰＲ活動を行っているところでございます。６月には、さかき千曲川バラ公園でのばら祭

りを開催し、秋には、ぶどう祭り、きのこ祭り、ねずみ大根まつりがさかき地場産直売所で開

催され、大勢の方々にお越しいただき、大変にぎわっております。 
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 町民まつりなどのイベントの際はお集まりいただいた皆さんを町内の施設へも誘導するなど、

収益を増やすことにも努めており、今年坂城どんどんは記念すべき第４０回の節目のお祭りと

なるため、地元の武将村上義清にちなみ、段ボールで作成した甲冑を身につけた甲冑行列をお

祭りの一つの目玉として行い、誘客を図ってまいりたいと考えております。また、作成した段

ボール甲冑につきましては、今後活用方法について研究をしてまいりたいと考えております。 

 また、９月７日から１１月５日まで鉄の展示館において開催されます「大相撲と日本刀展」

につきましては、一般来場者のほか大相撲や刀剣ファンなどが、全国から大勢ご来館いただけ

るものと考えております。本展覧会は岡山、大阪、坂城町の全国３カ所に限り開催されるもの

であり、鉄の展示館で開催することで、当展示館を広く全国に周知できる絶好の機会と考えて

おります。ご来館いただいた方には、町内の観光パンフレットや各施設の案内等を配布し、町

内での周遊を促し、町の歴史や文化に触れ、町内の店舗などにもお立ち寄りいただくことで地

域の振興にも結びつけてまいりたいと考えております。 

 今年で１２回目を迎えたばら祭りは、毎年４万人もの大勢のご来園者を迎え、本年も大変盛

況でございましたが、来園していただいた皆さんにはびんぐし湯さん館や鉄の展示館などへの

誘客を図るため、割引券がついたチラシや観光パンフレットなどを配布し、今後また、当町に

お越しいただけるようＰＲを行ったところでもございます。また、ばら祭りの会場では、地域

で小売を行っている皆さんにお集まりいただき、お祭りを盛り上げていただくとともに、人の

集まる場所で収益を上げられるよう物販のコーナーを設けております。 

 また、特産品を取り扱う団体が、坂城町振興公社や味ロッジなど別々の組織ではございます

が、町の特産品などを工夫して、例えばねずみ大根とねずこんのグッズを組み合わせたり、味

ロッジの加工品とワインを組み合わせるなど、既存の特産品を利用した新しいパッケージ商品

の開発などについて、研究することも考えてまいりたいと思っております。 

 今後、広域的に自治体、観光関係団体などと連携することで、計画的、また効果的な観光振

興と誘客を図り、当町にある観光資源を最大限に活用する中、さらなる有効活用方法などを模

索しながら、県内外から大勢の皆さんに当町にお越しいただくよう努め、地域経済の活性化を

図るとともに、固定費の財源確保につきまして観光協会など関係団体とも協議をする中で、検

討をしてまいりたいと考えております。 

４番（朝倉君） ただいまご答弁いただきました。私がちょっと言葉足らずのところもありまし

たけれども、いっぱい坂城町には観光資源がございますし、常設している坂木宿ふるさと歴史

館、鉄の展示館、文化の館、こういう施設はやっぱりもう一歩稼ぐというところにはいってい

ません。私どもが習った経営学でいくと固定費の部類に入ります。 

 また、新しくびんぐしの里公園に屋外ステージができたりですね、あいさいも拡大するとい

うことになりますと、私どもこれから観光ビジネスを展開する中では相当な資源ができたよう
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に考えるわけですね。これを稼げる、固定費ではなくて稼げる形にしなきゃいけないと。北国

街道の保存をしたいとか、あるいは何とか邸の保存もしたいとかというふうな希望がいっぱい

出ます。それにはやっぱりお金が要るわけですね。固定費にしては私はいけないと思うんです。

これをやっぱり稼げる形にするには、今、一生懸命職員の皆様が協力してイベントに参加して

いただいていますけれど、これを専門部局というよりも何か専門に、観光資源を開発するよう

な商工観光というようなことをキーワードにした部署をつくっていただいて、できないかと。

それを私、証明するのはふるさと納税が、私が質問したときには６０万というお話をしていま

して、ちょっと手を入れると今の私どもの持っている観光資源なり、坂城町にある資源で１千

万、２千万すぐいくわけですよ。私も観光資源、そういう切り口をしていけば、それに絶対に

なると思います。そういう意味で、町長にぜひお願いして前向きな展開を考えていただきたい

と、こんな思いをしております。後でちょっとまた、そのご所見を伺いたいと思いますが、そ

の前にもう一つお話をさせていただきます。 

 先日、私どもハワイアンフェスティバルでびんぐしわくわくステージを使わせていただきま

した。最初ステージに立ったときは、大変ステージが大きいものですから、ちょっとどうやっ

てパフォーマンスを出したらいいかなというような不安も覚えたんですけれども、実際に使っ

てみますと非常にやりやすいステージでございました。特に、芝生とステージの間合いが思っ

たほど窮屈じゃなくて、むしろ快適に思いました。そういう意味で、いいものをつくっていた

だいたなということを痛感した次第でございます。そういう意味では、大いにこれを利用して、

やっぱりこれもまた効果を上げていかなきゃいけないなという思いをしているところでござい

ますし、先ほど産業振興課長から本当に力強い表明がございましたが、段ボールの甲冑をつ

くっていただけるというお話をいただいてきました。 

 私、ちょうど区長会長をやったときにですね、武者行列をやったんです。そのときは今、企

画政策課長をやられている柳澤課長がですね、甲冑を借りてくるのに物すごく苦労したんです

よ。物すごい５０万か６０万かけて探していただいて、ようやくできたというようなことなん

ですけれども。これも坂城町を大いに盛り上げる私は財産になってくるなと。特に子供たちに

ですね、坂城の歴史を勉強していただくということで、武者行列だけじゃなくて学校にやっぱ

り備えていただいて、ぜひ子供たちにいろんなイベントで使っていただいたり、あるいはあい

さいだとか鉄の展示館にも常設するような中で、予算的に厳しければ私どもはその予算には大

いに賛成を申し上げるつもりでおりますので、ぜひ補正でもひとつ提案していただきながら、

ぜひ実りのあるものにしていただいて、８月５日のどんどんには期待をしております。ぜひひ

とつ実施をお願いしたいというふうに思います。 

 先ほどちょっと、前後して申しわけないんですけれども、商工観光について町長のご所見を

お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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町長（山村君） 観光の問題については、なかなか今までトータルな議論はしてこなかったよう

な感じがします。個々に、さっき言われた観光資源があるんですけれども、それをそろそろ面

的に、あるいは立体的に捉えて、パッケージとしてお見せするということが必要かなというふ

うに思っております。可能性としては、例えばふるさと納税の中でも周遊券、スタンプラリー

みたいなものもありますけれども、もうちょっと大きなパッケージをつくって、どことどこど

このお店に行けば幾らですよとか、そういうことも可能性があるかなと思いますし、それから、

例えば鉄の展示館でも、今「新作日本刀展」やっていますけれども、これは４回続けて坂城で

やっていただいているんですけれども、もう坂城は日本刀の聖地であるというのが定着してき

ました。朝倉議員さんにやっていただいた、びんぐしわくわくステージのハワイアンフェス

ティバルもですね、坂城はハワイアンの聖地であるというようなことになるかもしれませんし、

来られた方がほとんど坂城で実際に中で滞在されたことは初めてだという方も多かったし、東

京から来られた方もいたし、たしかハワイから来られた方もいましたので、そういうのを面的

に、全体を捉えたパッケージでこれから考えていきたいと思っております。組織的にはいろい

ろ考えていきたいというふうに思っております。 

４番（朝倉君） ありがとうございました。ぜひご期待を申し上げたいと思います。 

 最後でございますが、私、今日は土地の用途開発の問題、それから観光資源の問題、これか

ら将来、坂城のまちづくりにやっぱり必要不可欠な事項だというふうに考えております。特に

少子高齢化という大変厳しい時代を迎える中で、私どもに突きつけられた大きな課題のような

気がいたします。ぜひそれを前向きに解決しながら、安全で安心ですばらしいふるさとづくり

に頑張ってまいりたい。そして、町と一緒に連携してやってまいりたいという気持ちでおりま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。ありがとうございました。 

議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時１７分～再開 午前１０時２７分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、１３番 入日時子さんの質問を許します。 

１３番（入日さん） これより質問に入ります。 

 １．高齢者対策について 

 イ．介護付有料老人ホーム入居者への補助を 

 坂城町の７５歳以上の人は、今年の４月１日の調査では２，６６２人ということでした。町

民全体の１７．５％となっています。高齢化に伴い、老老介護や独居老人が増え、介護が必要

なのに十分な介護が受けられない人もいます。身寄りがなく持病もあるので特養の入居には不

安があり、老健施設は入所期間があるため、介護付有料老人ホームに入居せざるを得ない人も

います。しかし、入居費用が特養や老健と比べると高く、年金暮らしではお金が続きません。
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本人住民税非課税の場合は、入居費用に対し補助金制度をつくれないか。 

 昨年１２月に介護用品購入費補助の質問をしたときに、紙おむつの補助ではなく、施設入所

者の費用負担については新たな対応の仕方を検討すると福祉健康課長から答弁がありましたが、 

その後どのような検討がされたのか、あわせて答弁を求めます。 

福祉健康課長（伊達君） 高齢者対策について、（イ）介護付有料老人ホーム入居者への補助を

についてお答えいたします。 

 少子高齢化が進行し、介護を必要とする高齢者の増加とともに、高齢者を支える家族の形態

や高齢者を取り巻く居住環境などが年々変化している状況でございます。高齢者の方が入所や

入居される施設は、介護保険サービスの中の施設型サービスに位置づけられる介護保険施設と

して、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、いわゆる老健、

介護療養型医療施設の３種類のほか、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グルー

プホーム、軽費老人ホームなど１０種類があり、利用者それぞれの状況に応じて利用すること

ができます。 

 このうち、介護老人保健施設、いわゆる老健におきましては、日常の介護サービスは提供さ

れますが、あくまで在宅復帰を目的としたリハビリが中心になるため、３カ月ごとに入所継続

の判定がされ、退所可能であると判断された場合には退所することが条件となってまいります。

各施設における介護保険サービス外の部分、居住費、食費などにつきましては、基本的に施設

ごとの設定となり、特別養護老人ホームなどの介護保険施設につきましては、介護保険制度に

おける特定入所者介護サービス費の中で、居住費、食費の目安が示されているのに対し、その

他の施設ではそうした縛りがないため、介護保険サービス外で行うサービス内容や施設設備な

どの状況により入居に係る費用には大きなばらつきがございます。したがいまして、これらの

介護施設への入所や入居に当たっては、当然ながらご本人やご家族が利用者の身体機能にあわ

せた施設の設備やサービスなどの配慮がされているか、費用面では負担能力に応じた施設であ

るかをご検討いただき、施設から提示される条件に合意されることが前提になると考えており

ます。 

 ご質問の介護付有料老人ホームにつきましては、介護が必要でありながら家庭での生活が困

難な方が、家庭にかわり暮らすことのできる施設として、基本的に２４時間体制で介護サービ

スが受けられるよう専門職が配置され、日中は看護師が健康管理を行い、外部の医療機関とも

連携が図られるなど、入居生活においては高い安心感が得られる施設となっており、介護サー

ビスを必要としながら施設での入居生活を継続的に希望される中で、介護付有料老人ホームを

選択される場合、経緯や理由はさまざまとは思いますけれども、基本的にはこうしたサービス

内容や入居費等々を含めてご判断されるものと考えております。 

 介護付有料老人ホームに入居されている方への補助につきましては、こうした点に加え、実
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質的には家賃補助的な要素が高くなるため、特に特別養護老人ホームなどの介護保険施設以外

の施設に入居されている高齢者の方との均衡といった面からも、現状において補助については

課題が大きいと考えているところでございます。 

１３番（入日さん） ただいま課長の答弁では、費用面も考えて家庭で選んでいるのだから、今

のところ補助するつもりはないという答弁でした。老健施設や特養の費用は医療控除の対象に

なりますが、介護付有料老人ホームの場合は家庭と同じというふうな扱いにされて、施設入所

でも医療控除の対象にはなっていません。私の知り合いで９０歳近い人が施設に入っています

が、子供がいないので全て施設の用意するものを使わなければならない。それで幾ら払ってい

るのと聞いたら月１９万も払っているということでした。家族がいないので全額自分で払うん

ですが、もう自分はほとんど動けないから振り込みでやってもらっていると思うんですけれど、

年金収入だけではとても大変なんですよね。その方は貯金を取り崩して何とか払っていますが、

お金がなくなったら施設にもいられず、どうしたらよいかというふうに今から心配しているん

です。特養だと費用は少し安くなりますが、やはり重大な疾患があったりすると医者の常駐し

ていないところでは不安だということで、どうしてもそういうところを選ばざるを得ないと。 

 病院と併設している老健施設は、先ほども課長の答弁でありましたように、期間があって最

長でも６カ月くらいで次のところに移ってくださいと。だからもう入所したときに次のところ

を決めてくださいというようなことを言われるわけですよね。だから、どうしても長期的に家

族で見る人がいなければ、そういう終の住みかを探さなければならないと、そういう状況があ

るんです。私の周りにも既に５０過ぎれば自分の老後を心配して、お金がないから施設は無理

だよね、あるいは子供が遠くにいて介護はしてもらえないよね、どうしたらいいかしらと心配

する人が後を絶たないんです。やはり一生懸命働いてきた人が、せめて老後は安心して介護施

設に入居できるように、養護老人ホームの入居者のように、住民税非課税の人には補助金が出

せないかということを何回も言っているわけですが、そういう意味で再度答弁を求めます。 

福祉健康課長（伊達君） 有料老人ホーム等の補助ということでございます。先ほども申し上げ

ましたけれども、居住費に当たる部分の補助ということになると、やはり家賃という部分が大

きくなってくるかと思います。それと課題として挙げられますのは、なかなかそういうところ

に入っている方を補足できないという状況がございます。議員さんおっしゃったように高齢化

が進行している中では、特にそういう補助制度を設ける場合は、一定の公平性が担保された中

でやらなければいけないと考えております。また、各施設の費用負担がそれぞればらばら、大

きな開きがあるかと思います。そういう中でどの程度の補助ということも、これは算定が非常

に難しいといった課題がございますので、そういった課題が解決されてくる中において、そう

いう制度をどうするかという検討が初めてなされるものと考えております。 

１３番（入日さん） 補助をするには課題が多いということでしたが、今後さらに老老介護や独



 

－ 144 －  

居老人が増えてきます。そして、多くの人が家族に迷惑をかけたくない、子供たちに負担をか

けたくないと思っています。だから、寝込まないでぴんぴんころりと死にたいと、ぴんころ地

蔵に行く人も増えています。 

 介護保険制度が始まり、誰もが介護を受けやすくなったと言いますが、お金がなければ十分

なサービスも受けられない状況も生まれました。介護保険料を徴収されているのに老後の年金

だけでは介護サービスを制限せざるを得ないし、施設入所もままならない現実があります。今、

政府が進めている病院のベッド数を削減したら、高齢者の居場所はますますなくなります。病

院を追い出され、介護施設にも入れない高齢者はどこへ行けばいいのでしょうか。戦後の日本

を先進国にまで押し上げてきた人たちが、安心して老後を迎えられない。経済力があっても国

民のためにお金を使わない国家は、国民に必要とされるのでしょうか。私たち一人一人がもっ

と政治に関心を持ち、自分の税金が無駄に使われないように監視する必要があると思います。

ヨーロッパ諸国のように、所得税を国税から地方税に変えなくては真の地方自治はできないと

思います。 

 次の質問に入ります。 

 ２．小・中学生の支援について 

 イ．給食費の補助を 

 今、日本では子供の６人に１人が相対的貧困だというデータが出て、大きな社会問題になっ

ています。坂城町でも昨年度就学援助費を支給した小学生は５６人、中学生は３６人だという

答弁がありました。率にすると小学生は７．１９％、中学生は９．５％です。今年度の申請者

は小学生で６１人、８．１８％、中学生は３０人、６．５％です。就学援助費は学用品、新入

学用品、修学旅行費、給食費などが含まれています。年間支給額は、小学１年生が７万

７，８９０円、２年生から５年生は５万９，６５０円、６年生は８万１，１４０円、中学１年

生は１０万４，４７０円、２年生は８万３，１５０円、３年生は１３万４，６４０円です。

１２で割って単純計算すると、小学１年生は１カ月約６，４９０円です。２年生から５年生は

約４，９７０円、６年生は約６，７６１円です。中学１年生は約８，７０５円、２年生は約

６，９２９円、３年生は約１万２，２２０円になります。一方、給食費は、小学校が１食

２８０円、中学生が３２５円です。１カ月平均、１６日と計算して、小学生が４，４８０円、

中学生が５，２００円になります。奨学金をもらっていても、給食費にほとんど消えてしまい、

学用品や修学旅行費の積立金に回せるお金はわずかしかありません。ある新聞社の調査で、給

食費を無料にしている自治体が１２２あると載っていました。半額補助や３分の１補助、多子

世帯補助をしている自治体もあります。 

 山村町政になって、子育て支援に力を入れ、私が一般質問で要望した保育料の細分化や、第

３子の無料化、１８歳までの医療費無料化等を実現してきました。子供を持つ家庭にとっては
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とてもうれしい施策です。今、非正規雇用の拡大などで格差社会が広がり、相対的貧困が増え

たために、こども食堂や給食費の無料化の取り組みも起こってきました。相対的貧困はわかり

にくいものです。坂城町でも今年度、兄弟が小・中学校に通っている生徒・児童が１６０人い

るという調査でした。子供が２人、３人いれば、毎月１万円～１万５千円の給食費を用意して

おかなければなりません。給食費は食材費だけですが、やはり収入の少ない保護者にとっては

大きな負担になっています。学校給食が唯一バランスのよい栄養価の高い食事だという児童、

生徒もいるかもしれません。学校給食の重要性を子供も保護者も十分理解し、食事を提供して

もらっているのだから払うのは当然だと認識はしていると思います。しかし、多子世帯になる

と多額のお金を一遍に払わなければならず、保護者は大変だと思います。給食費の滞納が起こ

らないためにも、多子世帯の給食費を第２子は３分の１補助、第３子は半額補助にできないか、

答弁を求めます。 

 ロ．学習支援態勢を 

 この間、テレビで子供の貧困について取り上げていました。家が貧しいと学力も低い傾向が

あるという結果が出ています。それでなくても今は、学校の授業のスピードが速くてついてい

けない子が増えています。お金があれば塾などに通い勉強することができますが、お金がない

とそれもできません。授業についていけずわからなくなったり、自分が価値のない人間に思え

てしまう。諦めの気持ちや将来に希望が持てない人間になってしまうということをテレビで

言っていました。そういう子供にしないためにも、学習支援が必要だと思います。 

 この問題は、昨年の３月議会でも質問しました。そのとき、地域ボランティアによる学習支

援や、児童館における学習支援など可能かどうか研究したい、教育支援として長野大学等の学

生ボランティアの募集も協議していきたいという教育文化課長の答弁でしたが、その後の取り

組みはどうなっていますか。学習支援について、どのように考えているのか答弁を求めます。 

教育文化課長（宮下君） 小・中学生の支援について、イ、給食費の補助をについてお答えいた

します。 

 多子世帯への給食費の補助はできないかというご質問ですが、学校給食法では、給食にかか

わる施設の整備費や調理員の人件費は設置した自治体である町が負担し、それ以外は保護者が

負担をするということになっており、給食の食材に係る費用については給食費として保護者の

方に負担していただいております。なお、現在の給食費は１食当たり小学校は２８０円、中学

校は３２５円であります。 

 ご質問のように、全国的に子育て支援の一環などとして、給食費の全額補助及び一部補助を

実施している市町村は増えてきております。長野県内でも三つの村が無料化を実施しており、

一部補助をしている町村もあるようにお聞きしております。町におきましては、生活困窮等の

準要保護者につきましては就学援助制度の中で給食費分の補助をしており、低所得者世帯の負
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担軽減をしているところであります。また、本年度から給食費の口座振替手数料を町負担とし、

保護者の皆さんの負担軽減を図っているところでもあります。 

 先日、小布施町で朝食をとらない、とれない児童・生徒の支援について検討をしているとい

う新聞報道がありましたが、経済的理由など家庭環境によって生ずる子供の食生活の栄養格差

も問題となっておりますが、栄養のバランスのとれた学校給食は、栄養格差を縮める意味から

も重要であると考えております。そうした中で、給食費につきましては、時期的に原材料の高

騰などもあり厳しい状況でもありますが、食育・学校給食センターで工夫を凝らす中で本年度

も据え置きとしたところであります。 

 また、全国的に給食費の滞納が大きな課題となっておりますが、当町では保護者の皆さんに

ご理解をいただく中で、給食費の未納もない状況でございます。児童・生徒の教育支援の一つ

として、栄養バランスのとれた給食をみんなで楽しく食べるという食育の役割もありますので、

今後におきましても栄養バランスのとれたおいしい給食の提供に努めていきたいと考えており

ます。 

 また、ご案内のとおり、町においては高校生まで通院、入院の医療費の助成や、多子世帯、

第３子以降の保育料の無料化、各学校に支援員を配置する等々、子育て支援の充実を図ってい

るところであります。そのような状況も踏まえまして、給食費の補助につきましては、現行の

支援策であります就学援助制度の中で対応してまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロ、学習支援態勢をについてお答えいたします。 

 町においては、発達障がいや教室で授業を受けることに配慮の必要な児童、生徒などへの支

援を行うための支援員の配置や、中学校での教室に入れない生徒等をフレンドリールームで支

援を行う、児童生徒支援事業を行っております。小中学校においては、児童生徒支援事業の実

施に当たりまして、各校１名から３名の町費による支援員を雇用しているところであります。

この支援については、小学校においては主に低学年の学級において、まずは学校生活、そして

集団生活を行っていくに当たり、一斉指導におくれがちな児童について個別の指導を行ってい

るところであります。各学校においては、その児童、生徒は今、何につまずいているのか、そ

してどのような支援を必要としているのか、一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、その児

童の育ちにつながる適切な教育対応について、校内連携を図る中で必要に応じて個別対応を

行っております。 

 また、現在町内の学校では、教科学習にかかわる指導、支援だけでなく、生きる力を学び、

学ぶ楽しさを実感できるキャリア教育の視点において取り組んでいるところであります。さら

に、平成２５年度から設置しました教育コーディネーターにより、各学校等を巡回する教育相

談業務に加え、就学前の保育園、幼稚園に出向き、早期からの教育相談業務に取り組んでおり

ます。また、平成２７年度からは、教育・心理カウンセラーを設置し、コーディネーターと連
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携を図る中で、教育支援が必要なケースにおいては、児童相談所や町の福祉、子育て支援担当、

学校等を交えた支援会議・ケース会議を速やかに実施するなど、児童、生徒の支援体制が整備

されつつあります。 

 このように、早期からの適切な教育相談、就学支援を行い、保護者との十分な連携をとるこ

とで、保護者の不安や負担の軽減を図ることができると考えております。なお、今まで申し上

げました特別な支援が必要な子供への施策につきまして、現行、町費で賄っていたところであ

りますが、町で取り組んでいる事業について国と協議を進めてきた中で、先般、国の補助事業

であります教育支援体制整備事業補助金が採択され、本定例会の補正予算に計上させていただ

いたところでございます。切れ目のない支援体制の一層の充実を図るべく、取り組んでまいり

たいと考えております。 

 ご質問のとおり、子供の貧困が大きな社会問題となっております。平成２６年１月に施行さ

れた子どもの貧困対策の推進に関する法律において、都道府県は子供の貧困対策についての計

画を定めるよう努めることとされたことから、長野県においても現状把握や施策の展開をして

いくための基礎資料となる、ひとり親家庭実態調査などを実施する中で、「子どもの貧困対策

推進計画」が平成２８年３月に策定されたところであります。 

 町においても、この計画の取り組みについて横断的に捉え、貧困の連鎖を断つ学ぶ力づくり

のために、引き続き相談支援体制の充実を図るとともに、信州型コミュニティスクールを活用

した地域ボランティアによる学習支援活動の取り組み、児童館における学習支援等、どのよう

な取り組みが可能かどうか、引き続き研究してまいりたいと考えているところでございます。

なお、長野大学との打ち合わせにつきましては、明後日、協議をする予定になっておるところ

でございます。 

１３番（入日さん） 給食費に関しては保護者負担になっていると。子育て支援施策として、小

さな村では、給食費の無料化を進めているところもあるということでした。また、食材の値上

がりがある中で、給食費を据え置いて町としても努力しているという今、課長の答弁でしたが、

文部科学省の就学支援制度のページには、就学援助費の補助対象品目として、学用品、体育実

技用具費、新入生児童生徒学用品等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、学校給

食費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費とありますが、坂城町の支給額では、給食費を引

けば小学校１年生は２，０１０円、２年生から５年生は４９０円、６年生は２，２８１円しか

残りません。中学１年生は３，５０５円、２年生は１，７２９円、３年生は６，０２０円です。 

 私は、就学援助費は学用品、新入学用品、修学旅行費等の校外活動費、給食費の全ての額を

支給するものだと思っていました。しかし、実際には給食費を払えばほとんど残らない額しか

支給されていません。これでは学用品や修学旅行の積立金などにはとても回りません。せめて

給食費が軽減されれば、欲しい参考書や修学旅行の積み立てにも回るのではないでしょうか。
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町長は一律に給食費の補助をするのではなく、家庭の経済状況を見て検討したいと前向きな答

弁を１２日にしております。せめて就学援助費をもらっている家庭で、多子世帯に対しての給

食費の補助ができないか再度答弁を求めます。 

教育文化課長（宮下君） 今、就学援助費の内容等についてご質問いただきました。そうした中

で、就学援助費につきましては、生活が困窮、また生活保護に準ずる所得の世帯、また児童扶

養手当を受給されている方々について支給されている状況でございます。今の現状の中で、給

食費に全部充てると学用品等非常に厳しい状況だというご質問でございますけれども、現状の

中で取り組んでまいりたいと、現状では考えているところでございます。 

１３番（入日さん） ロの学習支援についてですが、前回答弁がありました地域ボランティアと

か児童館については、全然取り組みを考えていないのかどうか。それから、確かに授業につい

ていかれない子供の、小学校のときは支援学級があったり、中学はフレンドリールームがある

んですが、そこまでは劣ってはいないんだけれど、その何というのかな、すれすれのところに

いる、そういう境界のところにいる子供たちというのもかなり多いし、非常に今、学校の授業

のスピードが速いわけですよね。前はもう大体６割から７割わかったら次のところに進めると

いうステップだったんですが、今はとてもとてもそんなところまで待っていられないと。何せ

授業のこま数が非常に少ないので、どうしてもわからない人が増えて残してしまうという状況

の中で、やはり子供たちが授業の中でわかった、できたという喜びを知ってもらいたいと私は

思っているんです。そういうことを知ることによって、学習意欲やほかのことにもチャレンジ

する意欲も出てくると思うんです。 

 私は全ての子供たちにわかる喜び、問題を解決する力、思考力を身につけてほしいと思って

いるんです。教育基本法でも、義務教育第５条の２に、「義務教育として行われる普通教育は、

各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社

会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的とする」とあります。その子の

能力に合った教え方をすれば、必ず理解できるはずです。そういうことができる体制をどうつ

くるのか、地域ボランティアや児童館をどのように活用するのか、教育のエキスパートである

町長の答弁を求めます。 

町長（山村君） いろいろご質問をいただきました。給食費については、総合的にちょっと考え

ていきたいなと思っています。一律じゃなくてですね。現実問題、今、所得の少ない方には

トータルでサポートしているんですけれども、もうちょっといい方法がないかなということも

考えていきたいと思います。保育園、幼稚園について保育料第３子以降無料にしたというのも、

子供子育ての負担が大変だろうからということですから、同じような発想も使えるかもしれま

せんね。ちょっと研究させてください。 

 それから今、いろんな意味での学習支援についてもですね、これは今、いろいろな課が関係
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してきますので教育文化課だけじゃなくて福祉の関係もありますし、それもちょっと総合的に

検討してくれと今お願いしているところなんですけれども、いわゆる何といいますかね、貧困

対策のこども食堂みたいなものは僕はやりたくないと思っています。そこに行くとあの子は貧

困だということになってしまいます。ですから、みんなが集まる場で、そこに勉強を教えてい

る人がいたり、食事は出なくてもおやつは出るとかですね。何かそういう具体的な施設も必要

になってきますので、少し時間をいただいて検討させていただければと思っております。坂城

の子がいろいろなコンディションと関係なく、伸び伸びと勉強できる環境ですね、それをつく

りたいと、みんなと相談していきたいと思っています。 

１３番（入日さん） 今、町長から前向きな答弁をいただきました。ぜひ、そのようになってい

ただきたいと思います。 

 小・中学生の支援についてですが、今年度多子世帯の児童・生徒数は１６６人になり、給食

費を月５千円だとして、その３分の１を負担すると２９８万８千円になります。町で出してい

る就学援助費と合わせると約１千万円が必要になります。小さな町村では、就学援助費が重い

負担になっています。本来国で持つべき義務教育の就学援助費を、国庫支出金で地方自治体に

配分するように、地方自治体から要求すべきだと思います。そうすれば、給食費などの補助に

町村の財政も回るはずです。学習支援は貧困の連鎖を食いとめるためにも必要なことだと思い

ます。そして何より、わかる喜び、学ぶことが楽しいということを子供たちが身をもって体験

し、自分に自信が持てる人になってもらいたいと思うのです。人と比べる、比べられるのでは

なく、一人一人が生き生きと自分の個性を発揮できれば、いじめなどなくなると思います。ア

ラゴンの詩に「教えるとは、希望を語ること、学ぶとは、誠実を胸に刻むこと」とあります。

誰もが自分の未来に希望を持って語れるような、そんな子供たちを坂城町の教育がつくってい

けたらすばらしいと思いませんか。子供たちに寄り添った学習支援ができることを望みます。 

 次の質問に入ります。 

 ３．ふるさと納税について 

 イ．返礼品と使い方について 

 ２８年度のふるさと納税は、返礼品を設けたことにより１，５６７件、２，８４６万円にな

りました。返礼品のブドウやリンゴは好評ですぐ終わってしまいます。坂城町の農産物を返礼

品として送るだけではなく、おいしい坂城のブドウやリンゴを直接とって食べられるブドウ狩

りやリンゴ狩り、また、田植えや稲刈り、芋掘りやトウモロコシ等の野菜の収穫体験等のプロ

グラムがあれば、坂城町に来てもらい町のよさを知ってもらえるのではないでしょうか。そし

て、坂城の町を好きになってもらえればリピーターも増えると思います。町に来て住みやすい

ところだと知ってもらえれば、移住、定住にもつながると思います。また、返礼品に信州にし

かないおやきや、「さかきの輝」などのバラの苗などもあれば、坂城のＰＲになると思います。
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体験プログラムやおやき、バラの苗等も返礼品に取り入れられないか答弁を求めます。 

 使い道についてですが、２８年１２月までに集まった寄附金１，５００件、２，７５５万円

です。その中で、ふるさとさかきの未来を担う元気な子どもたちを応援する寄附金は６５６件、

１，１９１万円。歴史・文化を次世代に引き継ぐふるさとさかきを応援する寄附金は１３９件、

２５９万円。花と緑 ばら いっぱいのふるさとさかきを応援する寄附金は１３８件、

２１０万円です。そのほか特に使途は限定しないが、まちづくりのための寄附金は５６７件、

１，０９５万円、２９年度事業に使われる予定です。その中で、花と緑 ばら いっぱいのふ

るさとさかきを応援する寄附金は２１０万円が寄せられましたが、このお金は具体的にどのよ

うに使われるのでしょうか。地域づくり活動支援として幾ら配分され、どのように使われるの

か答弁を求めます。 

町長（山村君） ただいま、ふるさと納税について（イ）で返礼品と使い方についてご質問いた

だきました。私からは返礼品についてご説明しまして、その他使い方等については担当課長か

らご説明申し上げます。 

 まず、ふるさと納税の状況といたしましては、平成２８年度から全国から寄附を受けやすい

体制を整え、寄附者への利便性の向上を図るとともに、特産品の振興や地域活性化につながる

取り組みを進めた結果、２８年度末の平成２９年３月末時点で、全国の坂城を応援してくださ

る皆様から、１，５６７件、２，８４６万円の寄附をいただきました。また、寄附金は指定し

ていただいたそれぞれの使途に基づき、翌年度の事業において活用させていただくこととして

おり、昨年６月から１２月末までにいただいた寄附金１，５００件、２，７５５万円について

は、一旦ふるさとまちづくり基金へ積み立てまして、当該基金から平成２９年度当初予算に計

上し、４分野の事業に充当したところでございます。 

 今年度、これら昨年末までの寄附の状況や活用事業についてわかりやすくお伝えするため、

ご寄附いただいた方に直接ご報告するとともに、引き続き坂城町の応援団になっていただける

よう、ばら祭りのチラシ等を同封するなど、町のＰＲもあわせて行ったところであります。何

人かの方から、私に直接わざわざこういうことをしていただいてとお礼がありまして、それで

ばら祭りに来たよという方もいらっしゃいました。 

 さて、昨年度多くのご寄附をいただいた返礼品についてですが、ブドウやリンゴ等の果樹類

は、寄附額の約６４％に上り、大変ご好評をいただいて多くのお申し込みをいただいていると

ころでありますので、これは引き続き協力していただける事業者の参加を募ってまいりたいと

考えております。 

 一方で、特産品を送るだけではなくて、体験型サービスなどのイベントで坂城町にお越しい

ただき、町の魅力を知ってもらうことによって町の応援団になっていただくことも重要である

と考えておりますし、当町へお越しいただくことを機会に、移住・定住につながればとも考え
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ております。今回、体験プログラムとしてリンゴ狩りやブドウ狩り、田植えや稲刈り、野菜の

収穫といったご提案などいろいろお話ありましたけれども、これも農業団体の皆さんや事業者

の皆さんに投げかけていきたいと考えております。先ほど、朝倉議員さんのところでお話があ

りましたけれども、観光なんかのパッケージみたいな、そういうことも開発できるかなという

ふうに思っております。 

 また、おやきや坂城オリジナル品種のバラである「さかきの輝」などの苗木につきましても、

関係団体や薔薇人の会の皆さんにそういった企画ができるかどうか、ご相談してみたいと考え

ております。おやきについては冷凍で送れるんじゃないかとご案内いただいておりますし、そ

れから、ジェラートなんかも冷凍した状態で４日ぐらいもてば大丈夫だろうということであり

ますので、いろいろこれもご相談したいと思っております。 

 ふるさと納税につきましては、今後も農業団体や商工会などを通じて、魅力ある返礼品の企

画や提供について、広く町内事業者の皆様からもご提案をいただきながら進めていきたいと考

えております。 

企画政策課長（柳澤君） 返礼品の使い方につきまして、ご答弁申し上げます。 

 使い方でございますけれども、寄附金はご指定いただいたそれぞれの使途に基づきまして、

翌年度の事業において活用させていただくこととしており、昨年６月から１２月末までにいた

だいた寄附金については、２９年度の当初予算に計上し四つの分野に充当いたしました。具体

的には、第１の分野「ふるさとさかきの未来を担う元気な子どもたちを応援します」、第２の

分野「歴史・文化を次世代に引き継ぐふるさとさかきを応援します」、第３の分野「花と緑 

ばら いっぱいのふるさとさかきを応援します」、第４の分野「ふるさとさかきのまちづくり

を応援します」、特に使途は限定しないの４分野でございまして、この事業に充当させていた

だいておりまして、主な活用状況を町のホームページでも広くお知らせをしたところでござい

ます。 

 このうち、「花と緑 ばら いっぱいのふるさとさかきを応援します」には、昨年末時点で

１３８件、２１０万円のご寄附をいただきまして、主に花と緑のまちづくり事業で、ばら祭り

の開催・運営やさかき千曲川バラ公園の整備、その他、緑化苗木として、また町有林管理事業

における苗木の経費に活用をさせていただくこととしております。 

 次に寄附金の活用事業のうち、地域づくり活動支援事業についてでございますが、平成

２９年度につきましては、３１０万円の寄附金を充当させていただき、支援事業を実施してま

いりたいと考えております。自治区のほか団体におきまして、創意工夫により自主的に進める

地域づくりの活動に支援をするもので、本年度につきましては自治区申請について４月に選考

会を開催したところでございます。主な地域づくりの活動でございますけれども、防災マップ

の作成や防災訓練、初期消火訓練などの防災に関する事業、あるいは地域の里山周辺整備や地
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域の広場の環境整備、あるいは世代間の交流事業などに支援をする予定となっております。 

１３番（入日さん） 返礼品につきましては、先ほど町長から非常に前向きな答弁をいただきま

したので、取り組んでもらえることと思っております。以前テレビで、ふるさと納税の特集を

していました。ある地方の町で、里山の遊歩道や公園づくりの寄附をお願いしたら、とても人

気があって多額の寄附が集まったそうです。寄附するだけではなくて、自分たちで遊歩道をつ

くって家族で楽しむと、それが非常に人気になったということで、やはり自分たちで何かをつ

くるということに喜びを見出したり、里山を歩ける、都会の人がそういう、田舎に来て遊べる

という自然の中で遊べるということがそんなにもやっぱり要求があるんだなということを、そ

のテレビを見て初めて知りましたけれど、坂城町は自然が豊富で北アルプスの眺望もすばらし

いと思います。 

 上山田のリンゴ園は観光農園が多く、秋になると横浜や千葉、東京などから多くのリンゴ狩

りの客が訪れています。私はいつも坂城のリンゴやブドウのほうがおいしいのに、なぜ坂城町

に観光農園がないのかととても残念に思っていました。果樹栽培者も高齢化が進み、収穫や出

荷の手間や力仕事は大変になってきています。ブドウ狩りやリンゴ狩りで直接農家にお金が入

れば、利益率も上がると思います。今、田舎でも農作業の経験がない子供や大人が増えていま

す。まして都会の喧騒の中にいれば、田舎のおいしい空気や美しい自然に触れたいという思い

は強いと思います。自分でとってその場で食べられる体験は喜ばれると思います。小さなきっ

かけから田舎のよさを知ってもらい、坂城町に興味を持ってもらえたらすばらしいと思いませ

んか。そんな観点から、返礼品について前向きに取り組んでほしいと思います。 

 仙台に住んでいる同級生が、おやきは信州にしかないから、長野に帰ったら必ず食べるのと

言っていました。おやきと言えば小川村が有名ですが、私は灰おやきより両面を油で焼いたぱ

りっとしたおやきが好きです。町にも何軒かおやきをつくって売っている店などがあるので、

ぜひ取り組んでほしいと思います。 

 使い道についてですが、地域活動支援事業に３１０万円使うという答弁がありました。今年

度は１７区の事業に対して２７９万円の助成が予定されています。とすると、あと３１万円で

すか、それは選考委員会の日当に払われたということでしょうか。それから、地域活動支援事

業も、継続することによって区民のコミュニティーや防災に備えられるようになりました。ま

た、地域の美化も図れるようになりました。しかし、地域活動といえば各区から出される町単

工事に対しても、その要望に対して非常に実施率というかが低いんですよね。カーブミラーと

か防犯灯なんか特に、非常に低い。それからＡ０１号線の坂高下から文化センター間の道路は

すごいでこぼこなんです。今、舗装ということも、なかなかお金がなくてできない、回らない

というようなところがあります。その他、まちづくりの寄附、いわゆる何に使ってもいいです

よ、まちづくりに使ってくださいという寄附が一番多いんですが、そういう寄附を町単工事や
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道路舗装に使えないかお尋ねします。 

企画政策課長（柳澤君） 再質問のうちの１点目であります。地域活動支援事業でございますけ

れども、自治区分とそれから団体分というのがございまして、団体申請分につきましては今後

幾つかの団体から出てくるというような状況でありますので、現在の交付決定、満額決定にな

いというような状況でございます。 

 それから、町単工事ですとか道路舗装のほうに回せないかというところでありますが、基本

的な考え方を申しますと、まずふるさと納税の寄附、先ほども申しましたけれども、年末まで

にいただいた寄附金を一旦基金に積み立てまして、翌年度の当初予算に計上して４分野に充当

させていただきたいということで活用させているところでございます。どういった事業に該当

するかということでございますけれども、ふるさと納税の寄附金が年ごとに増減がしてくるの

かなということが一つ考えられます。そういったところで、極力単年度で事業が終了ができる

ものに主に活用させていただいたらということで充当を考えているところであります。 

 なお、「花と緑 ばら いっぱいのふるさとさかきを応援します」という部分につきまして

は、事業が限定的なため、必ずしも単年度ということではないということ。それから、地域づ

くり活動支援事業につきましては、ふるさとまちづくり基金を厳守するというようなことであ

りますので、その事業に活用させていただいていると、そのような考え方をもって充当させて

いただいたところでございます。 

１３番（入日さん） ふるさと寄附金については、単年度の事業を中心に考えていて、継続事業

は余り考えていないということでしたが、毎年町道のふぐあいによって賠償問題が生じていま

す。やはり、来町された方は余りに道が穴ぼこが多かったりとかでこぼこしていると、非常に

坂城町って貧しいのかなとか、そういう印象も受けると思いますので、その辺はやはり考慮し

ていただきたいと思います。 

 そもそもふるさと納税は、自分が育ったふるさとの市町村を応援する目的でつくられ、返礼

品の豪華さでブームを巻き起こしました。私の子供たちも自分を育ててくれたふるさとに恩返

しをしたいと、ふるさと納税をしました。そして、返礼品についても送るだけではなく、坂城

に来てもらえることを考えたらとアドバイスをしてくれました。子供時代にいろいろ楽しい経

験をすればふるさとを忘れないし、またいつかふるさとに戻ってきて住みたいという気持ちが

あると思います。また、地域のつながりが強ければ、地域の人たちに育ててもらったという感

謝の気持ちを持っていると思います。坂城を知らない人も、返礼品によって坂城を知り町に来

てもらえれば、子育て支援も住宅支援も、工場もあり自然が豊かで災害も少ない、住みやすい

坂城町を定住地として選んでもらえると思います。坂城町が自慢できるふるさとになれるよう

に、私たちも力を合わせて愛される坂城町をつくろうではありませんか。以上で、私の一般質

問を終わります。 
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議長（塩野入君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時２０分～再開 午前１１時３０分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

 次に、６番 滝沢幸映君の質問を許します。 

６番（滝沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をい

たします。 

 私たち議員は任期の折り返し地点に差しかかり、私は役割の一つとして、町民の皆様に町の

進むべき方向のわかりやすい説明と、町のすばらしさを内外に向け発信していくことも重要で

あると思っております。今後も町政発展のために力を尽くしてまいりたいと思います。 

 さて、今回にぎわい創出として、観光施策・振興につきまして取り上げました。この観光振

興推進へは、町のさまざまな施策の中でいま一つおくれているように感じます。また逆に捉え

れば、この分野はまだまだ伸びしろが大いにあるということだと思います。にぎわい創出は多

くの産業振興の活性化だけではなく、交流人口の創出にもつながり、町の魅力を知っていただ

くことで将来の移住・定住にも期待が持てるものと考えます。当町は、県内有数の観光地、上

田市、千曲市に囲まれ、その２市に埋もれることなく坂城町らしさをさらに開拓し発信し続け、

にぎわい創出につなげていくことが重要であると強く思っている次第であります。なお、今回

の一般質問におきまして、同じ内容のご答弁にはご判断いただき配慮をお願いいたします。で

は、本題に入ります。 

 １．にぎわい創出に向けて 

 イ．観光施策・振興についてということで、次の４点、質問いたします。 

 １．２７年、２８年度の観光施設利用者数は。また、観光客数の目標値を、年間６万人とし

た根拠は。 

 ２．ＰＲ活動の内容は。 

 坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で３１年度までに年間２５件のＰＲ活動とあり

ますが、その内容を伺います。 

 ３．信州デスティネーションキャンペーンと連携した取り組みは。 

 県が中心となり、７月から９月にかけ本ＤＣがスタートしますが、町の取り組みを伺います。 

 ４．今後の観光施設、坂木宿ふるさと歴史館、文化財センター、旧格致学校、１６９系電車

のさらなる活用は。 

 各施設とも催し物等の企画はされておりますが、年間で見た場合、まだまだその利用度は低

いと思います。特に県宝の旧格致学校は２階に展示スペースもあるわけですから、その活用方

法が望まれます。町内の小学生の利用状況とあわせ伺います。また、１６９系電車は町民に

もっともっと利用していただくのと、鉄道ファンへの情報発信での集客という二つの役割があ
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ると思います。さらなる活用方法について伺います。 

 次に、ロ．鉄の展示館について伺います。 

 「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」以来の企画展が開催されますが、その全貌と今後の鉄の展

示館としての方向性を質問いたします。 

 １．「大相撲と日本刀展」の企画内容は。 

 ２．「大相撲と日本刀展」のチケット販売方法と情報発信は。 

 ３．入場者数１万１千人目標の根拠は。 

 前回の「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」では４９日間で１万３千人の方が入場されました。

今回の企画展は６０日間と１１日長いのですが、１万１千人の目標とした理由をお聞きします。 

 ４．町内商業店舗との連携と物販の内容は。 

 ５．今後の名称変更と施設整備への考えは。 

 平成１３年、町産業展示館として開館されたわけですが、既に１６年が経過しております。

名称は現状のまま続けていくのか、工業製品の展示も現状のままでいくのかお尋ねします。 

 次に、ハ．旧北国街道沿線景観整備実態調査について伺います。 

 昨年９月から本年１月まで、長野大学環境ツーリズム学部の学生さんが三つのチームでそれ

ぞれがテーマを持ち、私たちの町を客観的に新鮮な若者目線で捉え、まち歩きの調査活動をし

ていただきました。そして、その結果を「さかきさんぽ」としてまとめていただいたわけです

が、この「さかきさんぽ」はこれから町が進めるべき各種振興策の多くのヒントが盛り込まれ

ております。さらに、学生さん一人一人の町に対する思いと提案は、私たちが見逃し、見過ご

したり、私たちと違う感性での捉え方もあり、内容のある成果であったと思います。この若者

たちの声を決して一過性のもので終わらせることなく、今後も積み重ねていただき、町振興策

の原動力としてつなげていく必要があると私は思います。私は、この「さかきさんぽ」の響き

は大変に好感が持て、とてもよいと思います。今後この「さかきさんぽ」を一つのキャッチフ

レーズとして進めることが、多くの振興策につながるのではないかと期待をしております。そ

こで２点につきまして質問をいたします。 

 １．昨年度「さかきさんぽ」としてフリーペーパーにまとめられましたが、実績評価と今年

度以降の計画内容は。 

 ２．今後の町づくり、にぎわい創出にどう生かして行くのか。 

 次に、ニ．情報発信と観光プログラムについて３点質問いたします。 

 １．ふるさと納税寄付者への御礼の対応は。また、町の情報発信は。 

 ２．モデルコース設定に向けた考えは。 

 コトづくりイノベーション補助金の事業募集中、事業イメージの実例として、文化財、景勝

地、地元の料理を組み合わせた周遊観光プログラムを開発とあります。それに基づき、モデル
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コースの考えはいかがでしょうか。 

 ３．観光振興推進のためにコーディネーター、アドバイザーの登用をであります。 

 さきの質問に付随しますが、当町は大きく分けて坂城駅周辺地域、びんぐしの里公園エリア、

特にこのびんぐしの里公園エリアは、これから古民家の利活用を視野に入れた開発が待たれま

す。そして図書館、旧格致学校を中心とした地域、この三つのエリアがあるわけです。この三

つの拠点を動線として結び、そこに食も絡めていけば、一つの観光振興策の位置づけとして期

待ができるものと思います。つきましては、外部から客観的な視点でアドバイスをいただくよ

うなコーディネーターの登用をお図りいただき、現在尽力いただいている観光協会、にぎわい

坂城、観光ボランティアガイドの皆様、町関係機関との連携を図ることが今後必要なのではな

いかと思います。千曲市では、「まちづくりアカデミー」を創設し、観光行政含め各分野４名

の専門アドバイザーを委嘱しております。当町でもぜひ実現に向けての取り組みをお願いした

いところであります。 

 以上、１回目の質問をいたします。 

町長（山村君） にぎわい創出に向けてということで、滝沢議員さんからご質問いただきました。

観光については先ほどもいろいろ議論がありましたけれども、滝沢議員さんおっしゃられるよ

うに、本当にまだまだ伸びしろが物すごくある事業だなというふうに思っておりますし、今ま

で点で行ってきたものを面、あるいは立体として取り組む必要があるかなと思いました。

１８号バイパスがこれからできたり、インター先線ができたり、縦貫道もできますので、直接

遠いところから来られるお客さんもたくさんあるかと思いますので、進めていきたいと思って

おります。 

 ただいま１４項目にわたってご質問いただきましたので、私からは観光施策及び観光振興全

般についてお答え申し上げまして、担当課長から細かくご説明申し上げます。 

 当町の観光につきましては、今もお話しがありましたが観光施設として、びんぐし湯さん館

や、さかき千曲川バラ公園初め、葛尾城跡など町独自の名所旧跡、鉄の展示館や、坂木宿ふる

さと歴史館等の展示施設や、特産品としてのバラやリンゴ、ねずみ大根、おしぼりうどん、坂

城プレミアムワインなど、さまざまな観光資源を活用して、今までにも努力してまいりました。

今年３月に発売されました坂城プレミアムワインは、当町の圃場より収穫された坂城町産のワ

インブドウを１００％使用した本格的なワインでございます。白は糖度が高めで酸味が少なく

フルーティーに仕上がっており、赤は渋みや重さがそれほどなく、とても飲みやすくなってお

ります。今後、坂城産のブドウや醸造されたワインのブランド化を図り、また、来年当町にワ

イナリーができるということのお話も伺っておりますので、これから創業されるワイナリーと

も連携し、ワインから始まる観光客の誘客につなげてまいりたいと考えております。 

 また、長野県では、この７月から９月までの間、信州デスティネーションキャンペーンが開
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催されます。デスティネーションキャンペーンは、ＪＲグループと地元自治体、観光関係者が

一体となって実施する大型観光キャンペーンであり、長野県においては平成２２年の開催以来

７年ぶりで５回目の開催となります。このキャンペーンは、坂城町の魅力を全国に広める絶好

の機会と考えており、積極的なＰＲ活動を実施することで、１人でも多くの観光客に当町にお

いでいただくよう引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。 

 また、９月７日から１１月５日まで、鉄の展示館では特別展といたしまして「大相撲と日本

刀展」を開催いたします。本特別展では、信州が全国に誇る郷土の力士雷電の太刀や化粧回し

を見ることができ、また、現役力士である稀勢の里や白鵬の太刀などもご覧いただくことがで

きます。展示品につきましては、ふだん見ることができない貴重な作品の数々を展示する予定

となっており、日本の国技で、幅広い年齢層に人気がある大相撲と刀剣ブームのコラボレー

ションにより、全国各地より大勢の方が当町に訪れていただきたいと考えております。 

 今後も多くの観光資源を有効に活用しながら、近隣自治体とも連携を図り、広域的な観光戦

略を進める中で、さらに当町への誘客に力を注いでまいりたいと考えております。以下、詳細

につきましては、担当課長より答弁をさせます。 

産業振興課長（大井君） イの観光施策・振興から、順次お答えを申し上げます。 

 平成２７年度、２８年度の観光施設利用者数につきましては、最初に鉄の展示館ですけれど

も、平成２７年度は２万３４０人、２８年度は８，９８１人の来館者があり、平成２７年度に

つきましては、特別展「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」を開催し、町内外から大勢の方にご来

場いただき、来館者数が大幅に増えております。 

 次に、坂木宿ふるさと歴史館ですが、平成２７年度は３，６８０人、２８年度は

３，８８８人の方にご来館いただきました。文化財センターは、平成２７年度が３５５人、

２８年度が１９４人、また、旧格致学校歴史民俗資料館は、２７年度が３１７人、２８年度が

１９８人の来館者数となっております。ばら祭りにつきましては、平成２７年度は４万２千人、

２８年度は４万人の来園者がございました。今年のばら祭りも大変盛況で、町内外から大勢の

皆さんにご来園いただいております。 

 ご質問の坂城町が目標とする年間６万人の観光客数の根拠でございますが、平成２７年度末

に策定いたしました坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、平成３１年度に当町に

来町する観光客の目標数を６万人としたものでございます。内訳といたしまして、ばら祭りで

４万人を見込み、鉄の展示館やふるさと歴史館などの各施設への来館者数を２万人と見込み、

合計６万人としたところでございます。 

 次に、町の観光ＰＲにつきましては、町やステキさかき観光協会のホームページ、さらには、

ねずこんのフェイスブックなどによる観光案内やイベント情報の発信を初め、当町が加盟して

おります各観光団体などが開催する観光イベントなどにおいて、町観光パンフレットやイベン
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トチラシの配布、ＰＲポスターの掲出などを実施しております。また、ばら祭りの期間中、し

なの鉄道の「ろくもん」に乗車されている方々へ手を振るなどのおもてなしを行い、バラ公園

のＰＲも行っております。５月３日から５日までのゴールデンウイーク期間中に開催されまし

た善光寺花回廊に長野地域連携中枢都市圏の事業の一環として参加し、県内外からお見えにな

る大勢のお客さんに、長野市や千曲市とともに観光ＰＲや特産品のＰＲを行ってまいりました。

１０月には、東京霞ヶ関ビルにおいて開催される霞マルシェにも参加し、町の特産品やブドウ、

おやき、ワインなども含め、当町のＰＲを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、信州デスティネーションキャンペーン、いわゆる信州ＤＣは、この７月１日から９月

３０日までの３カ月間、全国から長野県へ集中的に集客を図る大型キャンペーンでございます。

この信州ＤＣは、ＪＲグループと県、市町村、観光事業者などが一体となって行う誘客活動で、

昨年開催されたプレイベントから当町も参加をしております。また、５月２８日には、ばら祭

り会場でアルクマとねずこんが共演して、信州ＤＣのＰＲを行うとともに、ばら祭りを盛り上

げる活動を行ったところでもございます。また、７月１日には信州ＤＣオープニングイベント

として、長野駅にて長野市と合同観光ＰＲを行い、ねずこんも出演する予定となっております。 

 今後も７月１５日に行われるＡＣパルセイロ戦にあわせた観光ＰＲや、８月、９月に開催さ

れる信州フェア及び９月３０日に金沢市近江町市場で行う「おいでよ！信州キャンペーン」に

参加し、より多くの方に坂城町のＰＲを行い、当町に足を運んでいただけるよう努めてまいり

たいと考えております。このようなＰＲ活動を行う中で、年間２５件のＰＲ活動を行ってまい

りたいと考えておるところでございます。 

 次に、今後の観光施設の利活用につきましては、施設を管理する担当課と連携をする中で活

用を図ってまいりたいと考えており、坂木宿ふるさと歴史館では鉄の展示館と連携をし、入場

料の割引を行っており、毎年春先に開催される坂城のお雛さまの際には、歴史館も江戸時代か

ら昭和までのおひな様を展示して、双方の誘客を図っております。 

 また、坂木宿ボランティアガイドとして、歴史館を中心に北国街道坂木宿の案内を行ってお

りますが、歴史館をボランティアガイドの拠点として、歴史館や北国街道の案内を充実させ、

坂城町に多くの方にお越しいただきたいと考えております。 

 また、文化財センターは、坂城駅や鉄の展示館などに近いという立地条件を生かし、鉄の展

示館、ふるさと歴史館、文化財センターの３カ所の連携を図り、鉄の展示館や歴史館にお越し

いただいた方々に、文化財センターにも足を運んでいただけるよう、それぞれの施設において

も工夫をしてまいりたいと考えております。 

 次に、旧格致学校の昨年の町内小学生の利用状況といたしましては、南条小学校が６７名、

坂城小学校が４４名で、合計１１１名の児童の利用がございました。また、旧格致学校は県宝

に指定されており、県内に現存する学校建築物の中で３番目に古い貴重な建物で、明治時代の
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擬洋風校舎であることを広くＰＲしてまいりたいと考えております。 

 また、１６９系電車の活用につきましては、しなの鉄道において、信州ＤＣにタイアップし

たイベントや、しなの鉄道開業２０周年記念イベントが計画をされておりますので、それらに

あわせて１６９系電車を活用したイベントを実施することにより、町外から多くの鉄道ファン

を呼び込めるよう努めてまいりたいと考えております。 

 また、町民まつりさかきどんどんにあわせたイベントや、夏休み１６９クールシェアスポッ

ト、坂城駅前イルミネーション点灯式にあわせたミニコンサートなど、例年大変好評でありま

すイベントについて今年も引き続き実施をし、１６９系電車の利活用と駅周辺の活性化に向け

た取り組みを展開していきたいと考えております。 

 続きまして、ロの鉄の展示館のご質問にお答えをいたします。９月７日から１１月５日まで、

当町において開催される特別展「大相撲と日本刀展」は、横綱が土俵入りをする際につけた化

粧回しや錦絵など大変貴重な品を、日本大相撲協会の特別な許可を得て展示をすることが可能

となった特別展で、開催地につきましても全国で岡山県備前長船刀剣博物館、大阪府大阪歴史

博物館、坂城町鉄の展示館の３会場で開催が認められ、鉄の展示館は太刀持ちの太刀を、全日

本刀匠会に加入している刀匠が作刀しており、同協会が刀の展示施設として鉄の展示館を高く

評価し実現した特別展覧会でございます。 

 また、今年は信州が全国に誇る力士雷電が生誕して２５０年の節目の年を迎えます。現在の

東御市滋野で生まれ、坂城町では２回雷電の興行相撲が行われたとの記録が残っております。

今回の展覧会では、郷土の力士雷電の太刀や化粧回しを初め、現役力士である稀勢の里や白鵬、

また、角界初の国民栄誉賞を受賞した千代の富士などの歴代の横綱の太刀や脇差、化粧回しな

どのほか、屛風、手形など合計１１７点の展示品を、前期、後期で全て入れかえで展示をする

こととなっておりますので、ご来館される皆様もそれぞれの展示物をお見逃しないようにご来

場いただければと考えております。また、鉄の展示館独自イベントとして、歴代横綱の土俵入

りの映像の放映や、刀匠たちによる銘切りの実演なども行ってまいります。 

 次に「大相撲と日本刀展」のチケット販売の方法につきましては、鉄の展示館やびんぐし湯

さん館、セブンチケットなどのプレイガイドで７月中旬から販売する予定でございます。また、

前売り券が高校生以上の一般は千円で、当日券は１，２００円、中学生以下の入館料は無料と

する予定でございます。 

 次に、この展覧会の情報発信といたしましては、鉄の展示館や町及び観光協会のホームペー

ジ、また、町広報誌による情報発信のほか、ＳＢＣ信越放送と契約をしテレビＣＭや情報番組

での紹介、また、ラジオ番組での放送や、ＳＢＣのホームページへの掲載を行うほか、信濃毎

日新聞への広告掲載も予定をしております。また、現在開催しております「新作日本刀展」に

おいても、雷電に関するパネルを展示するコーナーを設け、「大相撲と日本刀展」のＰＲを行
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い、大相撲や刀剣ファンの皆さんが大勢お越しいただけるよう情報発信に努めているところで

あります。 

 次に、「大相撲と日本刀展」の入場者数の見込みにつきましては、平成２７年度に開催した

「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」の際の有料入館者数を参考に１万１千人を見込んだところで

ございます。また、町内の商業店舗と連携しての物販につきましては、「ヱヴァンゲリヲンと

日本刀展」の際に活用したノベルティーグッズなどの用意がなされていないため、現在のとこ

ろは具体的な計画はございません。 

 次に、鉄の展示館の名称変更につきましては、平成１３年の開館以来、鉄の展示館として今

日まで開館しており、町民の皆様にも一定程度浸透し、また、刀剣会では鉄の展示館という名

称を知らない人がいないほど浸透していることを考慮し、名称変更については今後慎重に検討

してまいりたいと考えております。また、工業製品などの展示につきましても、町内企業のＰ

Ｒや製造の紹介を行うことも大変に重要なものだと考えておりますので、引き続き展示を行っ

てまいりたいと考えております。 

 また、施設整備につきましては、「大相撲と日本刀展」の開催までに受付カウンターの位置

の変更を行い、受付業務や物販業務の効率化を図り、来館者のサービス向上につなげてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、ニの情報発信と観光プログラムについて、お答えをいたします。 

 初めに、ふるさと納税寄附者へのお礼の対応についてでございますが、昨年６月から全国よ

り寄附を受けやすい体制を整え、寄附者への利便性の向上を図るとともに、特産品振興や地域

の活性化につなげる取り組みを進めた結果、１２月末までに２，７５５万円のご寄附をいただ

きました。今年度は、これら昨年末までの寄附の状況や寄附金の活用事業について、わかりや

すくお伝えするため、ご寄附いただいた１，５００件に対し直接ご報告するとともに、引き続

き坂城町の応援団になっていただけるよう、町のＰＲもあわせて行ったところでございます。 

 ご報告のあった寄附金活用事業のうち、ばら祭りや鉄の展示館の特別展のほか、さかきモノ

づくり展の開催等も積極的にご紹介をするとともに、ばら祭りのチラシを同封し、観光で町に

足を運んでいただけるよう努めております。今後につきましても、坂城町の応援団、リピー

ターになっていただけるよう寄附金の状況や活用について、寄附者の方々を初め全国の皆様に

広くお伝えしていくとともに、町の観光ＰＲにつながる情報発信にも取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、モデルコースにつきましては、当町にお越しいただきます来町者の皆さんに坂城町を

楽しんでいただくため、「おすすめ！さかき巡りコース」として３コースを設定して、ご案内

をさせていただいております。コースといたしましては、鉄の展示館や坂木宿ふるさと歴史館

などをめぐる、「坂城町の歴史と人間国宝の足跡を尋ねる旅コース」と、坂城神社から葛尾城
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址、五里ヶ峰へと登る「健康づくり里山トレッキングコース」、あいさいや味ロッジをめぐる

「大まんぞくのグルメがたくさん！コース」がございます。いずれも、坂城町観光パンフレッ

トに掲載しておりますが、新たなコースの設定など、コースづくりも工夫してまいりたいと考

えております。 

 次に、コーディネーター・アドバイザーの登用につきましては、当町の限られた観光資源の

中では、町単独での情報発信には限りがございますので、現在加入している長野県観光機構や

長野地域連携中枢都市圏、新幹線上田駅観光案内所運営委員会、上信越道地域活性化連絡協議

会など広域的に活動を行っている観光団体と協調し、町の情報発信を行ってまいりたいと考え

ており、コーディネーターの登用などにつきましては、今後の課題と考えております。 

建設課長（宮嶋君） ご質問いただきました、ハ、旧北国街道沿線景観整備実態調査についてお

答えいたします。 

 長野大学と坂城町との実践モデル都市に関する協定の中で、旧北国街道の周辺や町並みの景

観整備に向けた実態調査を、昨年、長野大学と連携し委託調査を実施していただきました。坂

城町の歴史・文化を感じさせる旧北国街道の周辺や、町並みの景観整備に向けた調査であり、

その魅力を有効活用することを目的として、古民家等の保存、坂木宿ふるさと歴史館を初めと

する関連建物に注目したイベント企画や、まち歩きルートマップ作成など展開するに当たり、

学生の目線から見た活用方法を提案していただくため、実態調査を行っていただきました。 

 昨年度は、四ツ屋から苅屋原までの旧坂城地区を主に調査していただき、学生の皆さんには、

若者、坂城町を知らないといった感性で、町のよいところを探していただくことをテーマとし、

１０月から毎週木曜日、午後１時から４時ごろまでの時間帯に坂城町に来て調査活動をしてい

ただきました。学生たちには、実際に町を散策してもらい、地域学習、課題、資源といった分

類分けをした後、それぞれのテーマを決め、グループごとに地元の方々へのインタビューや、

テーマに沿った調査内容を掘り下げる作業を行っていただきました。 

 その中で、学生たちからの提案により、大門町にある旧山浦邸の状況確認も兼ねた「おそう

じプロジェクト」を、町のボランティアガイド「坂木宿ふれあいガイド」の皆さんとともに、

「旅籠おそうじ大作戦」と銘打って、ほこりまみれになりながら熱心に古民家の清掃を実施し

ていただきました。 

 最終的には、こんな町になったらいいなというワークショップを行い、成果品として「さか

きさんぽ」と題したフリーペーパーにまとめていただき、２月１５日に、役場講堂において実

態調査の活動報告会を行い、北国街道坂木宿の魅力発見を発表していただきました。学生の皆

さんが自分たちの足で歩き、目で見て、耳で聞き、直接お話しをして感じ取った北国街道周辺

の様子や活動内容、さまざまな提案をいただき、１年生のゼミではありましたが、本当にすば

らしい成果を上げていただいたと感じられました。 
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 今年度も昨年に引き続き、中之条から鼠までの北国街道周辺の実態調査を、長野大学環境

ツーリズム学部、松下先生の松下ゼミにお願いし、既に５月中旬から毎週金曜日を中心に２年

生、３年生の学生が調査に取り組んでおります。調査を進める中で、定期的に町と打ち合わせ

を行うこととし、具体的な提案をいただきながら、町からの助言も行いながら進めてまいりた

いと考えております。実際にまち歩きをする中で、ふだん生活している我々が気づかないよう

な若い感性による着眼点からの発言も多数見受けられ、今後の調査がどのように生かされるか

楽しみであり、期待しているところでございます。 

 今後の予定は、７月末に中間報告会として完成に向けた方向性の確認をし、さらに現地調査、

検討及び提案を視野にワークショップ等を行い、最終的に成果品として冊子にまとめていただ

き、２月に大学のゼミ発表会、３月には昨年同様、活動報告会において、町並みの活用やにぎ

わいの創出などの提案をいただく予定となっております。 

 提案いただきましたものにつきましては、各担当課で対応が可能なもの、連携した対応が必

要なものなど仕分けをし、短期、長期にと今後の町づくりに、にぎわい創出など各種事業に生

かせるよう検討を行ってまいりたいと考えております。 

６番（滝沢君） ただいま、町長、担当課長により多岐にわたるご答弁をいただきました。やは

り、このにぎわい創出ということは、町の取り組み、施策、それからこの方向性、いろんな課

題がまだあるわけですけれども、それにはやはりいろんな立場の方の知恵の結集がより求めら

れるような気がいたします。 

 では２回目の質問ということで、イの観光施策・振興についてということで、質問いたしま

す。まずは観光客数についてですけれども、皆さんご存じのように、昨年の上田市の真田丸、

これはドラマ館だけで１０３．５万人の入場者でした。それから、経済波及効果は２００億円

ということで、長野経済研究所からも出ております。とても上田市には及びませんが、目標は

少なくとも右肩上がりの設定をしていただければということを希望いたします。 

 それから、各施設のさらなる活用ですけれども、新たに学芸員さんも配置をされております。

答弁にはございませんでしたが、文化財センターでは古文書公開に向けて進めていただいてお

りますし、ぜひとも積極的な施策を望むところでございます。 

 あと、１６９系電車ですが、これはホームページに電車利活用方法募集とあります。その中

での利活用ですね、活用案を含めて進めていただければということでお願いをしていきたいと

思います。 

 ３点ちょっと質問いたします。まず提案ということで、ぜひともＰＲ動画の制作ということ

で提案をいたします。現在多くの自治体がＰＲ動画を実施しておりますが、ぜひとも町の魅力

を発信する目的で、当町もＰＲ動画の制作の検討をいただきたいと思います。さきの新聞報道

で佐久市も市が制作し、ホームページで公開をしております。当町の場合でしたら、特命大使
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の小松美羽さんがいらっしゃるわけですから、先ほどのご答弁にありました「さかきさんぽ」

というような形で出演の依頼を願ったらいかがでしょうかということで、これはぜひともご一

考をいただきたいと思います。 

 次に、文化財センターと坂木宿ふるさと歴史館ですが、ぜひこれに音声ガイドサービスの設

置を検討していただきたいということです。特に青木下遺跡土器群は、現在パネルによる展示

だけなんですけれども、パネルを読んだだけではなかなか内容が入ってきません。展示品の場

所でボタンを押して、そこからスピーカーで音声が流れるようなシステムをつくっていただい

て、説明、解説等の工夫が欲しいというところでございます。 

 もう１点ですが、旧格致学校、先ほどのご答弁で、南条小学校と坂城小学校は見学をしてい

るということでございますが、村上小学校だけ見学していないということはまことに残念でご

ざいます。県宝でもありますし、町の歴史と文化を知り学ぶことは、教育の重要な場であると

思っております。子供たちが共有した知識として捉えられるようなご配慮をいただきたいと思

います。以上、この点についてご答弁をお願いいたします。 

産業振興課長（大井君） 観光ＰＲの動画のご質問について、お答えを申し上げます。 

 観光ＰＲ用の動画に関しましては、新たに作成をすることについてですが、ステキさかき観

光協会や町でも観光のＰＲをホームページで掲載をしているというところ、それから、各種観

光パンフレットも作成しているというようなところで、そういったもので補ってまいりたいと

いうのも１点考えております。 

 また、今ご提案もございました佐久市のＰＲ動画でございますけれども、こちらは健康長寿

ぴんぴんころりにポイントを当てて作成をされているようでして、国の地方創生推進交付金も

９００万円を活用してというようなことで、動画作成にも一定程度の経費も必要になるという

ことから、現時点においては困難な部分があるかなというふうに考えております。 

教育文化課長（宮下君） 音声ガイドサービスの設置はというご質問でございますが、それぞれ

の施設につきましては案内の職員を配置しております。また、文化財センターには学芸員を配

置しております。ご質問のとおり、展示物にはそれぞれパネルなどで紹介をしているところで

ございます。また、両施設の展示スペース、規模的にも音声ガイドサービスではなく、例えば

学芸員などが案内をし、コミュニケーションをとりながら心の通う対応に努めていきたいと考

えているところでございます。なお、イベントによって大勢の集客が予想される場合等におき

ましては、音声ガイドサービスの活用も検討してまいりたいかなと考えているところでござい

ます。 

 それと旧格致学校、また南条小学校、坂城小学校、昨年度は見学しております。村上小学校

につきましても、授業日程、また交通手段等調整を図る中で、見学の方向に向けて進めてまい

りたいと考えているところでございます。 
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６番（滝沢君） ご答弁をいただきました。今ＰＲ動画というのは、いろいろな報道でも紹介さ

れている例があって、別府温泉のあれというのは非常に私も印象的だなというような、大分県

ですね、温泉の動画なんですが。ぜひとも、佐久市の場合は地方創生推進交付金を活用し

９００万ほどかかっているということなので資金的な部分もあると思いますけれども、非常に

そういう意味で発信力としては動画というのはあると思いますので、ぜひ今後検討いただけれ

ばというふうに思っております。 

 それから、音声ガイドサービスということですが、これは青木下遺跡の土器群というのは非

常にすばらしい展示だと思うんですが、なかなか行っても、静かなところはいいんですが、

ちょっと寂しいような印象がどうしても拭えないものですから、そこら辺、今後工夫していた

だいて、多くの方に来ていただくような施設にちょっとお願いをしたいというふうに思ってお

ります。 

 では次に、鉄の展示館について再質問をいたします。先ほど、前期、後期で展示内容を分け

るというお話もございました。人数が先ほど言われた１万１千人というのは、やっぱりちょっ

と目標値として少ないんじゃないかなと。前期、後期で、また前期よかったから後期行ってみ

ようかなというような方もいらっしゃると思いますので、そこら辺を目標は低く見積もらない

で、高い目標でぜひいっていただきたいということで、前回の「ヱヴァンゲリヲンと日本刀

展」での反省点もあると思いますので、そこら辺も検証していただいて、相撲ファン、先ほど

ご答弁ありました相撲ファン、それから日本刀、最近そういうブームでございますので、そう

いう両方の年代層の方に多く来ていただけるような工夫をお願いしたいと思います。 

 それから一つちょっとご紹介というか、皆さんご存じのかたも多いと思いますが、これはタ

ウン情報誌ということですが、ここに長野県の７７市町村ガイドブックという形で紹介をされ

ております。これは７７市町村、県下全市町村が入っているわけですが、坂城町がどういう形

で紹介されているのかというのが非常に興味、私もありまして手にしたわけですけれども。や

はり各自治体ともいろんな工夫を持って掲載をされておりますが、坂城町の場合は田町の信号

のところにあるあれですね、「日本刀とばらの町」、非常に端的でわかりやすいと思います。

そして、キャッチコピーとして、日本刀によって築かれた日本伝統文化の町ということです。

それで坂城の主な施設、それから観光名所ですね、ねずこんも紹介されておりますが、いろい

ろな形で網羅されて非常に秀逸な内容だということで、私はこれは評価をしたいと思います。 

 そういうことで各自治体が工夫されておるんですが、ほかの自治体というのは、大体自然の

美しさだとか、それから人間性が非常に豊かであるというような形の紹介があるわけですけれ

ども、坂城町の場合は日本刀とバラという、そういうピンポイントで紹介されているところが、

非常に見る方にとっては目を引くのではないかなということです。ですから、そこに今後やは

り、人間国宝の故宮入行平刀匠生誕の地としてですね、その伝統は現在も受け継がれているわ
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けです。ですから、そこにやはり、これからさらなる情報の発信ということで力強くそこに集

中していくというのも必要ではないかなというふうに思っております。 

 それで私ども昨年、委員会で視察をいたしましたが、備前長船刀剣博物館ですね、ここは西

の備前長船ということで、日本刀の里という位置づけですね。ここは年間やはり３万から４万

人の方が訪れているということです。対して先ほど町長のご答弁にもありましたが、坂城町は

日本刀の聖地という位置づけをしておるわけです。その日本刀の聖地が、年間昨年度は９千人

ということで、これはやはり聖地としては寂しいかなという思いでございます。通年で、今回

企画展がございますので２万人以上の方が当然お越しいただけると思いますが、やはり２万人

以上通年で来ていただけるような工夫をしていただいて、特にこの時期のばら祭りには４万人

ほどの方が来ていただいているわけですから、そこら辺の連携をやはり図っていただくという

ことは重要ではないかなというふうに思います。 

 そこで、２点質問いたします。先ほど名称変更は考えないとのご答弁でした。確かに鉄の展

示館として広く認知されていることは理解をいたしております。ただ先ほど申しましたが、故

宮入行平刀匠生誕の地であり、日本刀の聖地としているわけです。その辺も勘案いただき、愛

称をつけるとか、たどってきた歴史にふさわしい名称への変更のお考えはないでしょうか。 

 それともう１点、将来的に備前長船刀剣博物館のように、鍛刀場から刀剣工房まで、日本刀

ができるまでの作業工程を公開する施設へのお考えはないでしょうか。ご答弁をお願いいたし

ます。 

産業振興課長（大井君） 再質問にご答弁を申し上げます。初めに、総合戦略の中で見込んだ

「大相撲と日本刀展」の見込み数なんですけれども、たくさん誘客を図っていくということは

当然やってまいりまして、とらぬタヌキではないんですけれども、過大見込みをしてもいけな

いというところで、かたいところで１万１千人ということを見込んだところでもございます。 

 また、愛称についてのご提案でございますが、愛称をつけていくということも一つのやり方

としてはあろうかと思いますけれども、一定程度の浸透もあるというところ、また、刀剣会で

は浸透しているといったところから、愛称について慎重に検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 次に日本刀ができるまで、作刀の工程を公開するというところでございますけれども、現在

鉄の展示館においてはパネルで作刀の手順等を２階に上がる階段の付近に設置をしてございま

す。また、これを展示できるようなスペースというと、限られた鉄の展示館のスペースで企画

展等の展示スペースの制約等もございますので、そういったものを常設で展示していくという

のはなかなか難しいところかなというふうに考えております。 

６番（滝沢君） ご答弁をいただきました。やはり備前長船刀剣博物館と比べてしまうとスペー

ス的な分というのはちょっと弱い、これは否めないんですけれども、将来的にぜひそういう時
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期が来るということを私は願っておりますので、そこら辺をぜひ視野に入れていただいて、西

の備前長船、東の坂城、鉄の展示館、そのままになっていればですね、というようなそういう

全国的にもそういう位置づけで見られるような、そういう町になればいいなということを願っ

ておりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

 あと１点要望ということでございますが、小松美羽さんの件ですね。前回、平成２４年に鉄

の展示館で展示されたという実績がありますけれども、当時と比べ現在は知名度も上がり、世

界的に活躍の場を広げられております。ぜひとも、かなり今、スケジュール的に厳しい部分が

あるんでしょうけれども、ぜひそこら辺の作品展も視野に入れていただいていく時期ではない

かなというふうに思っております。ぜひともご検討を、今後お願いしたいと思います。 

 次ですが、先ほど建設課長からご答弁いただきました、長野大学生による景観整備実態調査

ですが、これはまだまだ継続してこれから進められるということで、本年度は中之条から鼠ま

でということで、私どももこの若者たちのそういう報告を楽しみにしておりますので、ぜひと

も実りある調査になるということで期待をしております。 

 続いて、ニの情報発信と観光プログラムということで２点だけ質問をさせていただきます。 

 先ほどふるさと納税者へのお礼ということでご答弁がありましたけれども、１，５００件と

いうことでございます。先ほどもありましたけれども、やはりこの１，５００件の方というの

は、今後もリピーターになっていただくということで大きな期待が持てますし、大切なお客様

であると考えます。また、ますます金額が増えるとともに、坂城町を支えていただける方もど

んどん増えていくのではないかというふうに思います。当初のころ町長は、先ほどご答弁にあ

りましたが、当町に来ていただくような方法を考えたいということを言われておりました。先

ほどそのパッケージとして考えたいというようなことも言われましたけれども、やはり町の観

光ＰＲをどんどんそういう皆さんにも勧めていただいて、今、ばら祭りのパンフレットは添付

されたということでございますが、やはり町のいろんな情報をＰＲですね、観光ＰＲでもいい

んですが、それをコンパクトにまとめてですね、通年通してこういうことがあるよというよう

なことを知っていただくような観光パンフレットを、ぜひともおつくりいただいて、そのお礼

状に添えてご案内いただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

 それと、今後の観光振興策の一つとしてですね、さかき里山トレッキングクラブがございま

すが、この皆さんとのさらなる連携もお図りいただきたいということです。現在、町内含め

１００名ほどの会員の方がいらっしゃるということで、里山の景観、山道整備に尽力をしてい

ただいておるわけです。さきに、県立博物館の遠藤先生が自在山に登られて確認をしたところ、

頂上付近は立派な山城であったとの見解を示されております。また、泉平も同様との見解です。

そのようなことで、トレッキングコースに、ほかにも多くの観光スポットがあるわけです。今

後トレッキング観光ガイド等の要請もお願いできないかということであります。以上、再質問
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をいたします。 

産業振興課長（大井君） ふるさと納税者の方に対してのお礼状にあわせて観光ガイドというよ

うなご質問でございますけれども、町、もしくはステキさかき観光協会の作成しておりますＡ

４サイズ両面の観光のチラシといいますかがございますので、そういったものをふるさと納税

のお礼に同封するようにお願いをしてまいりたいというふうに考えております。 

 また、トレッキング観光ガイドのご質問ですが、さかき里山トレッキングクラブという団体

がございます。そちらのほうと先方ともお話しをする中で、コースの整備ですとかガイドです

とかというようなことは、お話しをさせていただく中で検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

６番（滝沢君） 再度のご答弁をいただきました。先ほども当初も申し上げましたけれども、こ

のにぎわい創出ということはやはりいろんな観点から見ていかなくちゃいけない。それから一

つの課でできるものでもありません。やはりいろんな知恵を結集した中で、町の将来像をイ

メージしながら、やっていかなければいけないのではないかなということを思っております。

やはり、先ほど同僚議員の質問にありましたけれど、商業店舗のどうしてもなかなかそういう

時代の中で疲弊しているというような話もありましたけれども、やはり我々議員も含めてそう

いう知恵を出し合って、どういうふうな形が将来的にいけるのかなという、そういうイメージ

を持って、それに創造力も持って、協議とそれから議論と行動をしていかなければいけないの

ではないかなということを強く思って、以上で今回の質問ということで、終わりにしたいと思

います。 

議長（塩野入君） 以上で、通告のありました１２名の一般質問は終了いたしました。 

 本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまから１５日までの２日間は委員会審査等のため休会にいたしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認めます。よって、ただいまから１５日までの２日間は委員会審

査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 次回は６月１６日、午前１０時より会議を開き、条例案、補正予算案等の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ０時２８分） 
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６月１６日本会議再開（第５日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塩野入   猛 君    ８番議員  塩 入 弘 文 君 

    ２ 〃   西 沢 悦 子 君    ９ 〃   塚 田 正 平 君 

    ３ 〃   小宮山 定 彦 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   朝 倉 国 勝 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   吉川 まゆみ 君   １４ 〃   塚 田   忠 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  山 崎 金 一 君  

 福 祉 健 康 課 長  伊 達 博 巳 君  

 保 育 園 振 興 幹  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  大 井   裕 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

北 村 一 朗 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 保健センター所長  長 崎 麻 子 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  竹 内 優 子 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 議案第２６号 坂城町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条

例について 

第 ２ 議案第２７号 平成２９年度坂城町一般会計補正予算（第１号）について 

追加第 １ 議案第２８号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条１工区管路工事請負契

約の締結について 

追加第 ２ 議案第２９号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条２工区管路工事請負契

約の締結について 

追加第 ３ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塩野入君） おはようございます。ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達

しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、カメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、お手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。ただいま提出された議案を日程に追加いたしたいと思います。ご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 次に、日程に掲げた議案につきましては、去る６月５日の会議において提案

理由の説明を終えております。 

◎日程第１「議案第２６号 坂城町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する

条例について」 

議長（塩野入君） これより質疑に入ります。 

１３番（入日さん） １点お聞きしたいんですが、ここに要配慮個人情報ということで本人の人

種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などを書いてあるんですが、坂城町は今こういうも

のを持っているのでしょうか。 

総務係長（関君） 先ほどの要配慮個人情報の関係、個々のものということになりますが、事業

につきましては非常に多く事業がございますが、個別に例えば個人の方が宗教上食べられない

ものだとか、そういったことというものは具体的にそれぞれの課で要配慮ということで持って
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いる場合があるということでございます。 

１３番（入日さん） 病歴とかそういうものは持っているということで私も、今まではそういう

ものを持っていても、病歴などは数年たつとデータ消去みたいな形があったと思うんですが、

こういうふうになると、その人が亡くなるまでとかある程度半永久的に持たざるを得ないと。

また、そういうデータを国なり警察なりが提出しろと言ったら、提出せざるを得ないのではな

いかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

総務係長（関君） 今回の要配慮個人情報につきましては、今まで要配慮個人情報という言い方

をしていなくて個々の内容にしていましたが、それをより明確化して、一定の制限を持つ内容

につきましては一定の制限をかける、普通の個人情報とは違ってより細かく生命の財産ですと

か危険、健康だとかそういったものというふうに認められたものという形になっております。

ですので、そういった情報が必要だということに、生命の財産または危険が携わるということ

になりますれば、それは連携することも十分考えられることだと思います。以上です。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手多数により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「議案第２７号 平成２９年度坂城町一般会計補正予算（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「議案第２８号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条１工区管路工事請負

契約の締結について」及び追加日程第２「議案第２９号 平成２９年度交付金公共下水道事業

南条２工区管路工事請負契約の締結について」の２件を一括議題とし議決の運びまでいたしま

す。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塩野入君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） では、議案第２８号「平成２９年度交付金公共下水道事業南条１工区管路工事

請負契約の締結について」ご説明申し上げます。 

 本契約は、下水道事業の管路工事に係るもので、工事内容といたしましては、国道１８号の

車道内に内径１５０から２００ｍｍの硬質塩化ビニル管の管渠を布設するものであります。 

 工事期間中は国道の交通量を考慮して、夜間に片側交互通行の規制をして実施するものとな

ります。また、工期の短縮を図るため、工事区間を二つの工区に分け、南条１工区につきまし

ては谷川南側から南条郵便局付近までの区間とし、施工延長は１，００２．９ｍでございます。 



 

－ 172 －  

 請負金額は１億９３８万２，４００円、契約の相手方は神稲・中信特定建設工事共同企業体、

工期は平成３０年３月２３日まででございます。 

 続きまして、議案第２９号「平成２９年度交付金公共下水道事業南条２工区管路工事請負契

約の締結について」ご説明申し上げます。 

 本契約も下水道事業の管路工事に係るもので、工事内容も南条１工区と同様に国道１８号の

車道内に内径１５０から２００ｍｍの硬質塩化ビニル管の管渠を布設するものであります。 

 工事期間中も同じく夜間の片側交互通行の規制をして実施するものとなります。 

 南条２工区は、南条郵便局付近から会地早雄神社前までの区間で、施工延長は９７５．９ｍ

でございます。 

 請負金額は１億６５９万６千円、契約の相手方は守谷・冨士建設共同企業体、工期は平成

３０年３月２３日まででございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塩野入君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため、１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時１２分～再開 午前１０時２２分） 

議長（塩野入君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「議案第２８号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条１工区管路工事請負

契約の締結について」 

議長（塩野入君） これより質疑に入ります。 

１３番（入日さん） 指名競争入札による契約ですが、何社が入札して、落札率は何％でしょう

か。 

建設課長（宮嶋君） 南条１工区の入札の関係でございますが、５企業体の入札で落札率が

８６．８５％でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２「議案第２９号 平成２９年度交付金公共下水道事業南条２工区管路工事請負

契約の締結について」 

議長（塩野入君） これより質疑に入ります。 

１３番（入日さん） また同じ質問ですが、何社で入札して、落札率は何％でしょうか。 

建設課長（宮嶋君） 南条２工区につきましては一抜け方式としまして４企業体、８３．５９％

でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎追加日程第３「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（塩野入君） 各委員長から会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審査、調査

の申し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の委員会継続審査、調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塩野入君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査、調査とすることに決定いたしま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塩野入君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 

町長（山村君） 平成２９年第２回坂城町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 ６月５日に開会されました本定例会は、本日までの１２日間にわたりご審議をいただきまし

た。提案いたしました人事案件、条例の一部改正、一般会計補正予算、さらに、追加日程でお

願いいたしました契約の締結を含めて、全ての議案に対して原案どおりご決定を賜り、ありが

とうございました。 

 さて、１２日、１３日には、坂城高校の政治経済を選択している３年生が、合計４３名です

けれども、一般質問を傍聴に訪れました。選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことを受け、

昨年に引き続き授業の一環として実施されたもので、今年度は、これに先立つ５月２６日に町

選挙管理委員会事務局職員と議会事務局職員が坂城高校への出前講座で選挙制度や町の議会制

度について説明を行いました。若者の政治への関心の高まりを期待するものであります。 

 さて、先月２７日、土曜日に開会しました第１２回ばら祭りにつきましては、６月１１日を

もちまして幕を閉じました。今年は昨年より遅い開花となったため、開会当初は昨年より少な

目の来場者でありましたけれども、その後、好天にも恵まれ、気温の上昇に伴い一気に開花が

進み、１週間後には満開となり、６月３日、４日にはイベントも開催したこともあり、両日で

９千名ほどご来園をいただき、大変な盛り上がりを見せました。バラの花も適度な降雨と夜の

気温が低くなったことから、きれいな花が咲き、花持ちもよく、最終日を迎えても次々とバラ

が開花し、きれいなバラを楽しんでいただきました。 

 また、ラジオ、テレビ、新聞などマスメディアでの情報発信を強化するなど、集客に努め、

多くの方にご来園いただき、特に土日には特別に用意しました臨時駐車場からのシャトルバス
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もフル活用しての送迎を行いました。平日には近隣の福祉施設などから多くの方にご来園をい

ただき、障がい者用の駐車場が連日満杯になりました。 

 また、ご来園いただいた方の中には、ぜひ募金をしたいという方も多くおられ、今年は昨年

より多い６万４，８８０円の募金が集まりました。 

 今年から、来園者の動線を考慮し、総合案内所の場所を河川敷の駐車場からの入り口に変更

したことにより、順路もわかりやすくなり、ウオーキングステーションのインターロッキング

などの通路も車椅子を利用される方やお年寄りの皆様などから好評をいただきました。 

 また、バラ公園に訪れた皆様に、町の観光施設への誘客を図るため、観光ガイドブックや割

引券つきのパンフレットなどを配布し、初めての方にもわかりやすい案内図を作成し、ご案内

いたしました。 

 一般質問の中でもご説明いたしましたが、ばら祭り期間中、配布した割引券をご利用いただ

き、鉄の展示館に入館いただいた方は２４２名、びんぐし湯さん館へ割引券を利用し入館して

いただいた方は大人５３２名、小学生２９名、計５６１名で、また入館料・タオル・食事付

セットとして企画しました「さかきばら祭りセット」をご利用いただいたお客様は４１２名で

ございました。 

 地場産直売所「あいさい」では、約１，９００名のお客様にご利用いただきました。ばら祭

りが町内の商業、観光の振興に貢献したものと思います。 

 今回のばら祭り期間中は、昨年より多い約４万１千名のお客様にバラ公園にお越しいただき

ました。これもひとえに日ごろからご尽力いただいております薔薇人の会を初め、出店者の皆

様、実行委員会の皆様のおかげと心から敬意を表するとともに深く感謝を申し上げます。また、

ばら祭り期間中、建設課を初めとし、ほぼ全員で運営に携わっていただいた町職員にも感謝い

たします。 

 本日、追加議案で請負契約締結の議決をいただきました下水道工事につきましては、南条谷

川南側から鼠区会地早雄神社前までの国道１８号の車道内に管渠を布設するもので、谷川南側

から南条郵便局付近までを１工区、同じく南条郵便局付近から会地早雄神社前までを２工区に

分け、交通量が減少する夜間の午後９時から朝６時までの時間帯で片側交互通行の規制をして

工事を実施してまいります。 

 工事期間が平成３０年３月２３日までと長期間にわたるため、沿線の皆様初め、通行される

皆様にも大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 さて、役場庁舎につきましては、昭和５８年１２月に完成して以来、３３年が経過しており

ます。このたび正面玄関北側の町章、町の印ですね、町章を設置した庁舎の象徴でもあるアー

チ型壁面の外壁タイルの修繕工事を実施いたします。 

 工法としては、タイルの浮いた部分をアンカーピンにより軀体と固定させ、透明樹脂により
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面で支えることでタイルの剝落を防止するものであります。現在のタイルの風合いを残し、周

りとの調和を維持することができる工法であり、あわせて町章の化粧直しも行います。 

 ７月に着工し、工期はおおむね３カ月程度を見込んでおり、工事期間中には足場が立ち上が

りますので、ご注意いただきますとともに、ご協力をお願いいたします。 

 さて、国民健康保険に加入されている４０歳から７４歳の皆さんの生活習慣病の予防・改善

を図るために実施している特定健診の集団健診につきましては、既に５月に４日間実施し、

６月につきましても１４日から本日１６日まで保健センターで実施しております。本日１６日

は、健診の受付時間を午後７時半までとして、仕事などで昼間健診を受診できない方のための

夜間健診となっております。 

 今後は１２月１０日と１１日にも実施を予定しており、１２月１０日は休日健診として、日

曜日の健診となっております。１２月の健診に向け、引き続きまだ受診されていない方への個

別勧奨と「広報さかき」やホームページ、有線などによる受診勧奨をしてまいります。 

 また、機械要素や加工技術を一堂に集めた展示会「第２１回機械要素技術展」が６月２１日

から２３日まで東京ビッグサイトで開催されます。 

 この展示会は世界最大級の規模で機械要素や加工技術を一堂に集めた展示会で、国内外

２，４００社以上が出展し、町内からも製造業８社が出展いたします。 

 期間中は約９万人の来場者が見込まれており、設計、製造、生産技術部門等の製造業ユー

ザーも多数来場し、出展社との商談を行い、新規取引先や受注が獲得できることを期待してお

ります。 

 また６月２５日、町消防ポンプ操法訓練場において、町消防団ポンプ操法大会が開催されま

す。地域を守る消防団員が有事の際の機敏な対応や消防技術の向上を目指し、日ごろの訓練の

成果を発表いたしますので、多くの町民の皆様の応援をお願いいたします。 

 なお、この大会の優勝分団とラッパ分団は、７月９日に坂城町で開催されます埴科消防ポン

プ操法大会及びラッパ吹奏大会に出場いたします。会場は町消防ポンプ操法訓練場でございま

すので、あわせて応援をお願いいたします。 

 また、６月２５日、日曜日、午後２時から文化センターにおきまして、さかきふれあい大学

教養講座を開催いたします。今回は長野市出身のタレントで手相占い芸人の島田秀平さんをお

迎えし、「島田秀平の開運手相トークショー」と題して、今まで３万人の手相を見てわかった

「強運」の鍛え方や「正しい運の貯め方」を楽しくトークしていただきます。入場は無料です

ので、大勢の皆様のご参加をいただきたいと存じます。 

 また、７月１日、土曜日の午前中から地域交流や日ごろの文化活動等の発表を行う隣保館交

流フェスティバルを開催いたします。第１部につきましては、隣保館で作品展示とグループ発

表を行い、第２部のコンサートにつきましては、多くの皆さんに鑑賞いただけるよう中心市街
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地コミュニティセンターで開催します。 

 出演は工藤亜紀子さん、工藤淳子さん、石川菜緒さん、これはオーボエ、ファゴット、ピア

ノのトリオによる木管アンサンブルコンサートで、入場は無料であります。第１部、第２部と

も大勢の皆さんの参加をお願いいたします。 

 また、坂城の夏を彩る町民まつり、「第４０回さかきどんどん」が８月５日、土曜日、横

町・立町通りで開催されます。今回は第４０回を記念して、また地元の武将村上義清が没後

４４４年の年に当たるため、手づくりの甲冑を着た甲冑行列を行う予定となっております。ほ

かにもステージ発表や子供たちが楽しめるイベントを企画しておりますので、夜の部のおどり

流しを含め、大勢の皆様のご参加をお願いいたします。 

 また、８月１９日、土曜日には、第３回坂城びんぐしの里薪能がびんぐしの里公園で開催さ

れます。３回目となる今回も、町の特命大使、能楽師重要文化財総合保持者の松木千俊師、狂

言師の野村萬斎師をお招きし、改装された野外ステージで日本屈指の演者の仕舞が披露されま

す。町の文化・芸術の振興、また伝統文化の継承のためにも、大勢の皆様にご来場いただき、

夏の夜の幽玄の世界を堪能していただければと存じます。 

 これから暑さが増してまいります。議員各位におかれましても、健康に留意され、ご活躍さ

れますことを祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

議長（塩野入君） これにて平成２９年第２回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１０時３２分） 
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   坂城町議会議長  塩野入   猛 

 

 

 

   坂城町議会議員  柳 沢   収 

 

 

 

   坂城町議会議員  滝 沢 幸 映 

 

 

 

   坂城町議会議員  吉川 まゆみ 

 

 

 

 



 

(1)  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．被災時の避難について 

イ．避難場所、避難所について 

ロ．避難場所誘導標識について 

２．国民健康保険について 

イ．２８年度特定健診の結果について 

ロ．国保加入者の一人当たり医療費 

ハ．「健康診査、がん検診に関するアンケート」につい

て 

３ 番 

小宮山定彦 

町 長 

住民環境課長 

福祉健康課長 

 

２ 

１．ばら祭りについて 

イ．千曲川バラ公園進入路整備について 

ロ．町内施設の利用状況は 

ハ．秋のばら祭り実施 

ニ．出店者に貸し出し備品の整備について 

２．運転免許返納について 

イ．最近町内の免許返納状況は 

ロ．免許返納促進に向けた取組は 

３．１８号バイパスについて 

イ．沿線地元地区と設計協議の結果は 

ロ．買上げ土地の管理について 

１４番 

塚 田  忠 

町 長 

建 設 課 長 

３ 

１．戦後教育の曲り角について 

イ．戦後教育の基本は何か 

ロ．教育勅語をどう考えるか 

ハ．道徳の教科化について 

２．教職員にゆとりある勤務を 

イ．教職員の超過勤務について 

ロ．超勤をなくすための解決策は 

ハ．どの子どもにも行き届いた教育を 

３．子どもの夢が実現できる町に 

イ．「子ども議会」の評価は 

ロ．「ふるさと坂城町」の教材づくりを 

８ 番 

塩 入 弘 文 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

４ 

１．ＰＡのコンビニについて 

イ．出店の経過は 

ロ．町の特産物は 

２．ふるさと納税について 

イ．経過報告の詳細は 

ロ．今後の対応と展開は 

３．貧困と少子化について 

イ．こども食堂を 

ロ．就学援助費の実状は 

ハ．給食費を無料に 

１１番 

中 嶋  登 

町 長 

企画政策課長 

教育文化課長 

５ 

１．動物愛護の取り組みについて 

イ．飼い猫、野良猫の現状について 

ロ．地域猫活動への支援について 

２．防犯灯のＬＥＤ化について 

イ．防犯灯の新設、修繕について 

ロ．防犯灯の維持管理について 

３．新電力導入について 

イ．その経過と今後について 

７ 番 

吉川まゆみ 

町 長 

住民環境課長 

総 務 課 長 

６ 

１．地域の明るさ対策 

イ．こどもたちのあいさつについて 

ロ．セーフティーリーダーとは 

ハ．学校ホームページの活用は 

２．生活・医療格差対策 

イ．総合スーパー誘致の動きは 

ロ．総合病院誘致の動きは 

３．寄り添う自治 

イ．除雪対策に有償ボランティアは 

５ 番 

柳 沢  収 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

企画政策課長 

福祉健康課長 

７ 

１．エネルギー対策について 

イ．スマートコミュニティ構想事業と「坂城スマートタ

ウン」構想事業について 

ロ．スマートエネルギー設備設置補助金について 

ハ．スマート工業団地の取組みについて 

ニ．新たな再生可能エネルギー導入について 

２．ひきこもりについて 

イ．現状と対策は 

ロ．相談体制の充実について 

２ 番 

西 沢 悦 子 

町 長 

企画政策課長 

福祉健康課長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

８ 

１．国保の県への移行は 

イ．なぜ県一本化なのか 

ロ．町の国保の現状と対応は 

２．坂城しごと創生イノベーションについて 

イ．コワーキングスペースはどうあるべきか 

ロ．「テックショップ東京」のメリットは 

３．マイナンバーの運用は 

イ．マイナンバーの取り扱いは 

１２番 

大 森 茂 彦 

町 長 

福祉健康課長 

収納対策推進幹 

９ 

１．公共駐輪場及び放置自転車について 

イ．坂城駅とテクノさかき駅の駐輪場等の状況は 

ロ．放置自転車の対処は 

１０番 

山 﨑 正 志 

町 長 

建 設 課 長 

住民環境課長 

１０ 

１．防災について 

イ．松くい虫の枯損木の対応策は 

ロ．災害発生時、町民への周知について 

２．工業立地について 

イ．農工法の改正と町の対応は 

３．観光資源の有効活用について 

イ．観光資源の活用による活性化の考えは 

４ 番 

朝 倉 国 勝 

町 長 

産業振興課長 

企画政策課長 

１１ 

１．高齢者対策について 

イ．介護付有料老人ホーム入居者へ補助を 

２．小・中学生の支援について 

イ．給食費の補助を 

ロ．学習支援態勢を 

３．ふるさと納税について 

イ．返礼品と使い方について 

１３番 

入 日 時 子 

町 長 

教 育 長 

福祉健康課長 

教育文化課長 

企画政策課長 

１２ 

１．にぎわい創出に向けて 

イ．観光施策・振興について 

ロ．鉄の展示館について 

ハ．旧北国街道沿線景観整備実態調査について 

ニ．情報発信と観光プログラムについて 

６ 番 

滝 沢 幸 映 

町 長 

教 育 長 

産業振興課長 

建 設 課 長 

教育文化課長 

 

 


